
 

 

 

 

 

 

 

附 

 

 

① 「仕事と介護に関するヒアリング調査」結果 

※ 各調査対象者のヒアリング結果は、介護と仕事の時間的推移を横軸とし、「介

護発生時」「介護の状態が安定した時期」（介護を終わっているケースについ

ては「看取りの時期」）それぞれの時期において介護と仕事の両立に係る「要

介護者の状態」「仕事環境」「家族環境」「地域の介護支援」を縦軸とした表

にまとめている。なお、介護休業取得者である J さんは、休業取得に焦点を

絞ってヒアリングを行ったため、時期区分は「休業取得前」「休業取得」「復

職後」とし、各時期における「要介護者の状態」「介護状況」「仕事の状況」

を示している。K 社は J さんの勤務先である。 

 

 

② 「仕事と介護に関する調査」調査票 

 

③ 「仕事と介護に関する調査」クロス集計表 

※ 報告書本文中の分析結果は、要介護者 40 歳以上に限定しているため、全有

効回収票 1024 件を集計した以下のクロス集計表とは数値が異なっている。 
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「仕事と介護に関するヒアリング調査」結果 

 

 

対象者の概要 

ヒアリング調査対象者の概要は次のとおりである（表.附.1.）。 

＊ 対象者の E さんは、これまで 4 名を別々に介護した経験があるため、各要介護者の介護をそれぞれ 1 件と

して数えている。したがって、ヒアリング対象者は 10 名だが、対象となる介護経験は 13 件である。以下、

対象者の年齢・性別は 10 名を合計とするが、その他介護経験については、13 件を合計としている。 

○ 性別 男性 1 名、女性 9 名 

○ 年齢 30 代 1 名、40 代 1 名、50 代 6 名、60 代 2 名 

  ＊ 調査計画では 30～59 歳としたが、有益な情報が得られると判断した 60 代にもヒアリングを行った。 

○ 要介護者 自分の父母 6 件、配偶者の父母 5 件、配偶者 2 件 

○ 介護期間 現在介護中 8 件 既に介護終了 5 件 

○ 要介護者との同別居 同居 8 件（介護を機に同居を始めた場合を含む）別居 5 件 

○ 介護開始当時の雇用形態 正規雇用 3 件、非正規雇用 9 件、企業役員 1 件 

○ 介護開始時の仕事の継続 継続 8 件、転職 2 件、介護を機に退職 3 件 

○ 介護休業取得経験 1 件 

対象者 性別 年齢 介護期間 要介護者
要介護者との

同別居
介護開始時
の雇用形態

介護休業
取得

介護開始時の
仕事の継続

A 女性 50代 2002年から現在 夫の母 同居 パート なし 介護開始直後に退職

B 女性 50代 2000年から現在 自分の母 同居 非常勤 なし 現在まで継続

C 男性 60代 1997年から現在 自分の母 同居 企業役員 なし 定年退職

D 女性 50代 2000年から2001年 夫の父 同居
嘱託

(1年半の任期)
なし 任期終了まで継続

1979年から1982年 夫の父 同居 正社員 なし 介護終了まで継続

1999年から2001年 自分の父 別居 パート なし 介護終了まで継続

2004年7月から11月 夫の母 同居 パート なし 介護終了まで継続

2002年から現在 自分の母 別居 パート なし 現在まで継続

F 女性 50代 2005年1月から現在 夫の両親 別居 パート なし 現在まで継続

Ｇ 女性 50代 1997年から現在 自分の父 同居 正社員 なし 退職

Ｈ 女性 40代 1999年から現在 夫 同居 パート なし
介護開始直後に転職

（現在正社員）

Ｉ 女性 50代 2001年から現在 夫 同居 パート なし
介護開始直後に転職

（現在パート）

J 女性 30代 2002年から2003年 自分の父 別居 正社員 あり 現在まで継続

* Eさんは、これまでに4人の家族介護を経験。

表.附.1.  「仕事と介護に関するヒアリング調査」対象者の概要

E* 女性 60代
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ヒアリング対象者：A さん 
調査日時    ：2005 年 5 月 20 日 11:00－ 
インタビュアー ：池田 【記録：浜島】 
ヒアリング結果 

性別 女性  年齢 50 代  要介護者 夫の母  介護期間 2002 年から現在  

介護と仕事の時間的推移――――――――――――――――――――――――――――――――→
  

介護発生時 介護状態の安定した時期～現在 

要
介
護
者
の
状
態

介護前は大阪で独居。1998 年頃に腰椎圧迫

骨折して約 3 ヶ月入院。2001 年 9 月頃から不

自然な言動が目立ち、認知症が判明。2002 年

4 月から東京で自分と同居。 

認知症が進行し、付きっきりの介護が必要。

同居から約 2 年で人の判別ができなくなる。

2004 年 6 月の骨折を機に寝たきりになる。 

仕
事
環
境 

CM 製作会社で経理のパート。1 日おきの勤

務。勤続は約 3 年。従業員 10 人程度の会社。

社長は元々知り合い。要介護者との同居が決

まり退職。慰留されたが、同居準備と両立で

きなかった。経理の仕事は神経を使う。自分

には向いていなかった。 

美容師として知り合いの美容院を手伝う。

仕事に出ていた方が気分転換できる。午前 10

時半から午後 3 時までの完全予約制。金曜・

土曜の週 2 日勤務。要介護者の状態悪化に伴

って退職。その後、現在まで無職。美容師の

再開を希望。 

家
族
環
境 

同居家族は夫と息子。夫は 3 人兄弟姉妹。

兄は 1997 年他界。東京に姉がいる。要介護者

と親子関係はあまり良くない。要介護者の独

居中は、家族が大阪に月 1 回通う。大阪に頼

れる親族はない。2002 年 1 月から同居準備開

始。要介護者の希望で、自分が主介護者に。

大阪の家の処分もあり、2～4 月は月 3、4 回

大阪に通う。同居に伴い夫と自分はマンショ

ンから一戸建に転居。 

介護分担し、夜は夫の担当。夫は集金の仕

事で夕方から午後 9 時半の勤務。同居の 1 年

後、夫の姉宅に毎週 2 泊要介護者を預ける。

介護疲れから自分が体調を崩したため、現在

は約半年の予定で、夫の姉宅に要介護者を預

けている。骨折後は歩行ができなくなり、見

守りの負担が減った。 

地
域
の
介
護
支
援 

要介護者は大阪で独居中にホームヘルパー

を利用。金銭管理ができなくなっていること

をケアマネージャーから報告される。 

同居開始直後に保健センターの介護教室に

１、2 回通った。情報不足から、基本的には

図書館等で独自に情報を収集。同居開始時、

要介護度 1 の認定を受け、 初は散歩ヘルパ

ーを約 3 ヶ月利用。ヘルパーへの不信感から

利用をやめる。 

2002 年 6 月から 2004 年 6 月までデイサー

ビスを利用（ 初週 1 日、後に毎日）。デイ

サービスが午前 10 時から午後 4 時では、勤め

に出るのは難しい。骨折後はショートステイ

を月 2 週間利用。要介護認定が基準に満たな

いため、特養に入居できない。骨折を機に、

介護保険を使って住居改築。 

同居から 1 年後に「認知症家族の会」を結

成。「家族の会」で情報交換。 
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ヒアリング対象者：B さん 
調査日時    ：2005 年 5 月 28 日 16:00－ 
インタビュアー ：西川、今田、池田 【記録：浜島】 
ヒアリング結果 

性別 女性 年齢 50 代 要介護者 自分の母 介護期間 2001 年から現在 

介護と仕事の時間的推移――――――――――――――――――――――――――――――――-→
  

介護発生時 介護状態の安定した時期～現在 

要
介
護
者
の
状
態 

約 20 年前から脳梗塞の後遺症で足の状態

が悪い。2000 年にくも膜下出血で手術。父が

健在な間は静岡で父と生活。2001 年 4 月に父

他界に伴い東京で自分と同居することになっ

た。上京当時は慣れない環境にやや混乱。 

付き添いを伴って徒歩 5 分のところの八百

屋やスーパーに買い物に出る。短い時間であ

れば、台所に立って料理もできる。トイレは

介助の必要なし。入浴は見守りが必要。 

仕
事
環
境 

区の福祉相談員の非常勤職。月 18 日勤務。

勤続は約 18 年。カウンセリング認定資格有。

父が他界する際の入院中に 3 日程度休んだ。

現在まで継続。休む必要が生じたときは年 8

日の年休を利用。勤務先の規定で 1 日単位と

なっているが、半日単位の方が介護に対応し

やすい。介護のことは、聞かれなければ、自

分から話さない。 

 要介護者の状態が悪くなれば、退職して介

護に専念するかもしれない。ホームヘルパー2

級の資格をもっている。 

家
族
環
境 

同居家族は夫。自分は 3 人兄弟姉妹で兄と

姉がいる。父が他界する際の入院 3 週間は、

兄と自分が交代で都内の病院に泊まる。父の

主介護者は兄。自分も兄も都内に住んでいた。

 要介護者との同居に伴って、自分の家族は

父が生前に購入した八王子のマンションに転

居。 

夫はあまり介護に関わらないが、外出時の

車での移送は担当。兄姉との協力体制が取れ

ている。千葉に住む姉も母の介護のために仕

事帰りに寄る。 

地
域
の
介
護
支
援 

介護保険サービスの利用は拒否していた

が、説得して 2003 年に要介護認定を受ける。

 

 

 要介護度 1 の認定を受けているが、日中は

一人で過ごしている。ヘルパーなどの人的サ

ービスを要介護者が好まない。 
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ヒアリング対象者：C さん 
調査日時    ：2005 年 5 月 28 日 13:00－ 
インタビュアー ：池田 【記録：浜島】 
ヒアリング結果 

性別 男性 年齢 60 代 要介護者 自分の母 介護期間 1997 年から現在 

介護と仕事の時間的推移――――――――――――――――――――――――――――――――-→
  

介護発生時 介護状態の安定した時期～現在 

要
介
護
者
の
状
態 

山梨で独居。1997 年 4 月末に肺炎で山梨の

町立病院に入院。治療が合わず東京の病院に

移るがそこも環境が合わず、1997 年 6 月埼玉

の病院に再度転院。1997 年 8 月に退院後、保

谷の弟宅で生活。 

2000 年 3 月山梨に戻る。入浴は見守りが必

要だったが、伝い歩きはできた。火の扱いに

注意が必要なため料理はしていなかった。体

力は徐々に低下。2001 年 2 月の骨折を機に、

寝たきりに。 

仕
事
環
境 

1997 年当時は設備会社の社長。親会社から

の転籍で就任。リストラなど、会社の立て直

しで厳しい状況だったが、時間の融通は利い

た。伊豆への出張中に要介護者が 初に入院。

要介護者が東京で入院中は、病院近くで寝泊

りしながら出勤。 

1 期 2 年で社長を退任後、1998 年 10 月同

社の顧問に就任。週 3～4 日勤務。毎週月曜は

会議に出席。山梨に帰郷後は、都内まで片道 2

時間半の通勤。食事の準備のため、毎晩 8 時

には帰宅。2001 年 9 月退職。もう 1 年早く退

職するつもりだったが、会社の要請で 1 年延

長。介護のことは職場では一切言わなかった。

家
族
環
境 

初は川崎で独居。配偶者はいない。要介

護者のために週 3 日は山梨に通う。要介護者

の退院とともに保谷にある弟宅の近所に転

居。弟は心臓が弱いため介護できない。 初

の入院時は、山梨の従兄弟が病院に連れてい

った。弟宅で要介護者が生活していたときは、

弟の妻が主に介護していた。 

山梨に戻ってからは自分と要介護者の二人

暮らし。出勤前に食事の準備をするなど、自

分がほぼ一人で介護していた。忙しいときは

従兄妹の手助けを受けた。 

地
域
の
介
護
支
援 

退院後に要介護認定を受けるが、保谷では

サービスを受けていなかった。 

山梨に戻ってから約 2 ヶ月は介護保険サー

ビスを利用していない。ケアマネージャー（従

兄妹の娘）の誘いでデイサービスを利用。あ

るとき、要介護者が突然拒否。その後、ホー

ムヘルパーと町の配食サービスを利用。急な

仕事のときに対応できるサービスがあればよ

かった。近隣と交流はあったが、介護の手助

けを頼むことはなかった。 
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ヒアリング対象者：D さん 
調査日時    ：2005 年 5 月 27 日 
インタビュアー ：池田 【記録：浜島】 
ヒアリング結果 

性別 女性 年齢 50 代 要介護者 夫の父 介護期間 2000 年 12 月～2001 年 7 月 

介護と仕事の時間的推移――――――――――――――――――――――――――――――――-→
  

介護発生時 介護状態の安定した時期 看取りの時期 

要
介
護
者
の
状
態

低 血 糖 で 意 識 が 低 下 し

2000 年末入院。2001 年 6 月

に退院。 

約 1 ヶ月自宅で療養。自分

では起き上がれず、ほぼ寝た

きり。 

2001年 7月デイサービス中

に容態悪化し、病院へ直行。

約 1 週間入院し他界。 

仕
事
環
境 

ワークショップの市民代表

として 2000 年 9 月から市の

嘱託職員。1 年半の任期。週 3

日勤務。提言書策定の仕事。

要介護者の入院には年末年始

の休暇で対応。在宅介護準備

のために欠勤や遅刻をするこ

とがあった。 

介護しながら自宅でも仕

事。締切り近くは土日も出勤。

介護を理由に締切りを遅らせ

ることなどはなかった。深夜

のトイレの介助もあり睡眠不

足。介護に詳しい同僚に、相

談して、アドバイスなどをも

らった。 

デイサービスから連絡があ

り、その場で休みを取った。

忙しくない時期だった。 

任期終了まで継続。 

家
族
環
境 

同居家族は夫。元々、夫、

夫の父と 3 人暮らし。入院中

は夫も病院に通って介護。夫

に弟がいるが、片道 2 時間と

遠いため見舞いに来る程度。

入院中は自分の母に付添いを

頼んだこともある。 

初は渋々だった夫も徐々

に率先して介護に関与。夫は

主に土日の休日。親子関係は

あまり良くなかったが、介護

を通じて良くなった。要介護

者の応援が両立の励みになっ

た。要介護者の方針もあって、

夫の弟家族に介護の相談をす

ることはなかった。 

期と思い、夫の弟家族も

駆けつけた。弟の家族から「退

院が早すぎたのではないか」

と言われたのは、とてもこた

えた。医者から延命措置の判

断を迫られたが、夫と弟は判

断できず、自分に委ねられた。

地
域
の
介
護
支
援 

入院中は、友人や有償ボラ

ンティアに付添い・話し相手

を頼んだ。介護保険申請に当

たり、ケアマネージャーとの

やり取りが円滑に進まず苦労

した。介護する家族の立場に

立ってほしいと強く感じた。 

出勤日週 3 日はデイサービ

スを利用。デイサービスの送

迎と出勤・帰宅時刻が合わな

いため、ホームヘルパーも

朝・夕１時間利用。夜の研修

に出るため、ホームヘルパー

を利用したこともある。 
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ヒアリング対象者：E さん 
調査日時    ：2005 年 5 月 21 日 11:00－ 
インタビュアー ：池田 【記録：池田】 
ヒアリング結果 
性別 女性 年齢 60 代 要介護者 夫の父、自分の父、夫の母、自分の母 
介護期間（夫の父）1979 年～1982 年、（自分の父）1999 年～2001 年、 

（夫の母）2004 年 7 月～2004 年 11 月、（自分の母）2004 年～現在 
 

1 人目（夫の父）の介護経験 

 介護と仕事の時間的推移――――――――――――――――――――――――――――――――-→

 介護発生時 介護の状態が安定した時期 看取りの時期 

要
介
護
者
の
状
態 

1979 年 2 月風邪で寝込んだの

を機に寝たり起きたりの生活。

つかまり歩きで、トイレには行

けた。風呂は背中洗いなどの介

助はしたが、つかまって入るこ

とができた。要介護者と家族の

意向で、入院はせずに自宅療養。 

寝込んでから 2 年くらいでどん

どん体力が落ちていった。夫の妹が

ポータブルトイレを購入した後、

徐々に立てなくなる。1980 年頃か

ら寝たきりになる。トイレは便器・

尿びんを使用。夜はオムツをしてい

た。入浴はせず、体を拭くだけ。 

体力が低下し、寝た

きりのまま 1982 年 6

月他界。 

仕
事
環
境 

東京都の公務員。福祉局で検

査の仕事。介護のことは係長ク

ラスには伝えた。個人の問題と

いう風潮の強い時代。夫の母と

二人で分担すれば、仕事を継続

できる見通しがあった。 

福祉施設への出張が多かった。深

夜に介護していたため、出張先が遠

いと遅刻することもあった。男性ば

かりの職場で、遅刻すると露骨に批

判された。家のローンもあり、退職

は考えていなかった。 

介護終了まで継続。

家
族
環
境 

同居家族は夫の母、夫、娘。

夫の父母とは元々同居。主介護

者は夫の母。夫は 5 人兄弟姉妹

で夫が長男。妹が 2 人。3 人は近

居。要介護者を入院させるか否

か、兄弟の話し合いで決めた。 

主に夫の母と二人で分担。夜中の

トイレの介助を夫の母と自分が交

代で担当。夫は昭和一桁世代で、介

護を担う意識はまったくない。夫の

兄弟は、たまに来て手伝う程度。 

 

地
域
の
介
護
支
援 

特にどこにも相談していな

い。相談するところもなかった。

介護は家族の問題という時代。 
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ヒアリング対象者：E さん 

2 人目（自分の父）の介護経験 

 介護と仕事の時間的推移――――――――――――――――――――――――――――――――-→

 介護発生時 介護の状態が安定した時期 看取りの時期 

要
介
護
者
の
状
態 

認知症（アルツハイマー）。日常

生活は問題なかったが、薬を何度も

飲んだり、昼夜逆転した生活をした

り問題が見られた。 

認知症の症状が急速に進

行。 終的には人の識別が

できなくなる。日常生活が

困難になる。柔らかい物し

か食べられなくなる。同時

に体力も急速に低下。 

入院のために連れて行っ

た病院で点滴を受けたら、

急に立てなくなった。病院

側の手違いで入院はでき

ず、自宅に帰る。翌朝他界。

仕
事
環
境 

将来の夫の母の介護を見越して、

定年前の 1999 年 3 月で公務員を退

職。1 年単位で仕事の計画が決まっ

ており、途中で迷惑かけることにな

りたくなかった。結果的に、自分の

父を介護することに。退職後、1999

年 7 月から介護保険関連の仕事に

就く。パートで週 3 日勤務。出張

もあったが全体的に融通が利いた。

並行して、労働組合の仕事も。組合

立ち上げの時期で、忙しかった。 

介護保険関連の勤務先で

は、土日ともう 1 日、仕事

がない日で介護に対応。介

護に理解のある職場で、出

勤日の調整など相談しやす

かった。労働組合の仕事は

徐々に減らしてやめる。そ

の後はボランティアとして

協力。 

突然、要介護者が他界し

たので、急遽休むことにな

った。ホームヘルパーの研

修の日だった。 

家
族
環
境 

実家とは近居。両親は夫婦二人暮

らし。父の様子がおかしいとの連絡

を母から受け、週に 1 度訪ねるよ

うにした。兄弟姉妹は妹と弟の 3

人。妹は近居。弟は茨城に住んでい

た。主介護者は母。認知症の発症を

機に、妹と二人で近所のマンション

を高齢者向けに改築して転居させ

ることにする。弟にも相談はした。

日常生活の介護は母が担

当。自分と妹が母をサポー

ト。自分と妹の二人で、転

居先のマンションを探す。

転居の準備を進め、引越

しの日程を決める。入院の

ために、妹が要介護者を病

院に連れて行く。自分も実

家に行っていた。転居する

3 日前に他界。 

地
域
の
介
護
支
援 

  介護保険制度がスタート

し、要介護認定を受ける。

母による介護は難しくなっ

ていた。しかし、サービス

を受ける前に他界。 
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ヒアリング対象者：E さん 

3 人目（夫の母）の介護経験 

 介護と仕事の時間的推移――――――――――――――――――――――――――――――――-→

 介護発生時 介護の状態が安定した時期 看取りの時期 

要
介
護
者
の
状
態 

2004 年夏の猛暑で体調を崩

し、食欲が減退した。元々体は

丈夫ではなく、80 歳のとき心臓

にペースメーカーを入れてい

た。90 歳でペースメーカーを取

り替えたばかり。その心配もあ

り、入院することにした。約 3

週間で回復し退院。 

寝たきりにはならなかっ

たが、日常生活に一部介助が

必要になる。2004 年 9 月残

暑の厳しさから、再び食事が

できなくなり、食べた物を吐

いてしまう。再入院すること

にする。 

高齢と食事を取れないこ

とからむくみが出て、衰弱。

2004 年 11 月他界。 

仕
事
環
境 

介護保険関連の仕事を継続。

労働組合もボランティアとして

協力。 

介護保険関連の仕事を継

続。労働組合の手伝いはでき

なかった。 

介護保険関連の仕事を継

続。 

家
族
環
境 

夫の妹が中心になって介護。

自分はサポート役だったので、

気が楽だった。1 日おきに夫の妹

と交代で病院に通って身の回り

の世話をした。夫が退職後民生

委員になり、母の介護には関わ

っていた。夫の兄弟も、子育て

が終わっていたこともあり、い

ろいろ協力してくれた。 

入院中は 1日おきに夫の妹

と自分が病院に通って身の

回りの世話をした。 

 

地
域
の
介
護
支
援 

入院のとき、民生委員の夫が

支援センターに行って、情報収

集。介護保険の認定手続きもほ

とんど夫がした。 

 

介護保険サービスを利用

する前に再入院。 
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ヒアリング対象者：E さん 

4 人目（自分の母）の介護経験 

 介護と仕事の時間的推移――――――――――――――――――――――――――――――――-→

 介護発生時 介護の状態が安定した時期～現在 

要
介
護
者
の
状
態 

認知症。父の介護時に購入したマンション

に一人で住んでいた。コミュニケーション不

足によるうつ状態が認知症に進行。その日に

食べた食事の内容が思い出せない。 

 

認知症が進行。30 分前に食事をしても、何

を食べたか思い出せない。 

仕
事
環
境 

介護保険関連の仕事を継続。 仕事は月に 2 回くらい。2006 年 3 月で退職

予定。年の離れた夫が 71 歳になる。しばらく

すると認知症が始まるのではないかと予想し

ている。それに備えて退職する。男性は 75 歳、

女性は 80歳頃から介護が必要になる可能性が

高くなる。高齢の家族が今元気でも、3 年後、

5 年後はわからない。そういうことを想定して

自分のキャリアを考えておく必要がある。 

家
族
環
境 

認知症発症を機に妹が母と同居。夫の母の

介護中に、自分の母が認知症になったため、

自分の母の介護は主に妹が担当。妹は教職を

退職し、アルバイトしかしていなかったので、

時間の余裕があった。 

夫の母の介護が終わったので、これからは

妹が介護できないときに母を預かることがあ

るかもしれない。 

地
域
の
介
護
支
援 

要介護認定を受け、要介護度 2 の認定。 デイサービスを週 2 日利用。 初は 1 回だ

ったが、妹の説得で 2 回に増やした。しかし、

嫌になってサボりがち。 
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ヒアリング対象者：F さん 
調査日時    ：2005 年 5 月 18 日 11:00－ 
インタビュアー ：池田 今田 【記録：藤本（JILPT アシスタントフェロー）】 
ヒアリング結果概要 

性別 女性 年齢 50 代 要介護者 夫の両親 介護期間 2005 年 1 月から現在 

介護と仕事の時間的推移――――――――――――――――――――――――――――――――-→
  

介護発生時 介護状態の安定した時期～現在 

要
介
護
者
の
状
態 

大阪で夫婦二人暮らし。父は軽度の認知症。

2005 年 1 月に母が頚椎を骨折し要介護状態

に。母の入院中に父が怪我をしたため、父も

母と同じ病院に入院。怪我が治った後は、母

の退院までグループホームで過ごす。 

2005 年 4 月に母退院。在宅で夫婦二人暮ら

し。母がいれば父も落ち着いている。母は重

い物は持てないが歩行はできる。二人で喫茶

店に行って朝食を食べるのが日課。母は下を

向くと首が痛い。スーパーやレストランに行

って、中食・外食をすることが多い。 

仕
事
環
境 

非常勤の英会話講師。財団と市の文化会館

で合わせて週 3 日程度勤務。忙しいときは仕

事の回数が増えることもある。母の入院時に

一週間大阪に行ったときは、代わりの講師を

頼んで文化会館の仕事は休んだ。介護で仕事

ができなくなるかもしれない旨を財団の上司

に伝えたら引き止められた。 

大阪に行くときは週末などの休みで対応。

職場の理解があって仕事を続けられている。

要介護者の状態が悪くなれば、退職して大阪

に行くことも考えている。 

家
族
環
境 

夫は一人っ子で、海外に単身赴任中。母の

入院時に一時帰国。母の入院中、自分は週 1

回大阪に通っていた。 

一人で大阪に通って介護している。月に１

～2 回大阪に行っている。日帰りすることもあ

る。夫も帰国の際は大阪に行っている。東京

と大阪を往復する交通費は負担になってい

る。 

地
域
の
介
護
支
援 

要介護者は 50 年同じ場所に住んでいるた

め、近隣関係が密接。隣の友人とは親子のよ

うな間柄。母の入院時は、隣の友人が東京に

連絡し、病院へ移送。入院中の身の回りの世

話も隣の友人に助けてもらった。メールやフ

ァックスで様子を知らせてくれたので安心で

きた。 

緊急時は近隣の友人から連絡が来るよう、

連絡先を交換してある。 

介護保険サービスは現在申請中。家事援助

サービスの利用を要介護者に勧めている。 
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ヒアリング対象者：G さん 
調査日時    ：2005 年 5 月 29 日 10:00－ 
インタビュアー ：池田 【記録：浜島】 
ヒアリング結果 

性別 女性 年齢 50 代 要介護者 自分の父 介護期間 1997 年から現在 

介護と仕事の時間的推移――――――――――――――――――――――――――――――――-→
  

介護発生時 介護状態の安定した時期～現在 

要
介
護
者
の
状
態

認知症（アルツハイマー）。1997 年頃から

不可解な言動が現れる。少しずつ家族が気づ

くようになる。 

認知症の症状が徐々に進行し 2002 年頃か

ら生活が昼夜逆転になる日もでてきた。2003

年に診断を受ける。 

仕
事
環
境 

東京都にある市役所の公務員。1969 年、大

学卒業後に入所。介護発生時の役職は次長。

介護発生は、外郭団体の社会福祉法人設立の

時期。介護休業も検討したが、休業して解決

する問題ではないと思い、取得しなかった。

土日に出勤することもあった。必要なときに

自分でできる範囲で仕事を調整。平日は 5 時

を過ぎたら帰るようにしていた。家事・介護

は通常の休みで対応。職場には介護のことを

相談しなかった。 

社会福祉法人を 2 年で軌道に乗せて 2002

年 3 月に 55 歳で退職。辞めるタイミングを探

していた。退職の 1 年前に辞める決心をする。

決断までは長かった。後任を探してから退職。

慰留されたが、決心は揺らがなかった。退職

の 2～3 年前から父のアパート経営を引き継

ぐ。 

家
族
環
境 

同居家族は、夫、息子、自分の母。母が主

介護者。娘がいるが、結婚して家は出ている。

自分の妹が近居し、父の経営する会社に勤め

ている。妹は協力してくれるが、距離をとっ

ている。 

要介護者が深夜母を起こす。夜中に物音が

すると自分も起きるため睡眠不足。母は体が

弱く、介護負担で倒れて意識不明になったこ

ともある。このままでは共倒れになるかも知

れないと思い、退職を決意。時々母を娘のと

ころに泊まらせている。 

地
域
の
介
護
支
援 

利用していなかった。 

2003 年春に介護申請し、デイサービスを利

用。現在は通所リハビリとショートステイを

利用している。母の介護負担の重さからグル

ープホームの必要性を感じ、自ら立ち上げを

企画。父の入居を希望。 
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ヒアリング対象者：H さん 
調査日時    ：2005 年 5 月 29 日 13:00－ 
インタビュアー ：池田 【記録：浜島】 
ヒアリング結果 

性別 女性 年齢 40 代 要介護者 夫 介護期間 1999 年から現在 

介護と仕事の時間的推移――――――――――――――――――――――――――――――――-→
  

介護発生時 介護状態の安定した時期～現在 

要
介
護
者
の
状
態 

若年性認知症（ピック病）。1999 年頃から

少しずつ症状が進行。当時要介護者は 50 代で

公務員。2001 年に職場でトラブルを起こし、

病院に行ったら認知症と診断。1 年間の病気休

職の後、2002 年秋に退職。 

退院後は自宅で生活。徘徊するが、自分で

帰って来るため、見守りは必要なし。デイサ

ービスの送迎は自分で対応。深夜も徘徊。症

状の進行により、現在入院中。 

仕
事
環
境 

初は和菓子屋の売り場で午前 9 時から午

後 1 時のパートを週 5 日。介護発生に伴い、

2002 年 4 月から夫の勤務先の紹介で事務の正

社員として転職。勤務時間は午前 8 時半から

午後 5 時まで。残業はない。要介護認定の手

続きのために半日休みを取った。土日に利用

できれば助かった。 

要介護者がトラブルを起こしたときに休ん

だり、一度帰宅して再度出勤したりしたこと

があった。介護休業を取りたい。経済的には

半月くらいなら可能だが、職場に迷惑がかか

るから難しい。3 人体制なので簡単には休めな

い。介護のことは就職時に職場に伝えてある

が、特別扱いはしてほしくない。 

家
族
環
境 

子どもが 3 人。現在は長男 25 歳、長女 22

歳、次男 20 歳。介護発生当時、長男は就職し

ていたが、長女と次男は高校生と中学生だっ

た。デイサービスの迎えを一時期子どもに頼

んでいた。 

夫の退職により収入が半分程度になった。

子どももアルバイトしているが、学費だけは

親が出している。それなりにやっていけるも

のだと思う。 

地
域
の
介
護
支
援 

要介護度 2 の認定を受ける。しかし、デイ

サービスは高齢者ばかりのため、本人が拒否

し、 初の半年は利用できないでいた。ホー

ムヘルパーは、要介護者が徘徊で家にいない

から利用しても意味がない。要介護者が家の

鍵を紛失したことがあったため、近所の人に

鍵を預かってもらっていた。 

デイサービスに通う。 初は週 3 日、その

後、回数を増やして毎日にする。介護施設は

「若い」というだけで対応できないと断られ

る。デイサービスを利用していた頃に都内に

ある「若年性痴呆の家族の会」に入る。子ど

ものことを考えると、近所にはなるべく知ら

れたくなかった。 
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ヒアリング対象者：I さん 
調査日時    ：2005 年 5 月 29 日 15:30－ 
インタビュアー ：池田 【記録：浜島】 
ヒアリング結果 

性別 女性 年齢 50 代 要介護者 夫 介護期間 2001 年から現在 

介護と仕事の時間的推移――――――――――――――――――――――――――――――――-→
  

介護発生時 介護状態の安定した時期～現在 

要
介
護
者
の
状
態 

若年性認知症（アルツハイマー）。当時要介

護者は 50 代で、ハンダメーカーに勤務。在職

中に記憶力の低下が進行。2001 年 4 月に病院

で診断を受ける。2002 年春から休職。 

2005 年 9 月の休職終了に伴って退職予定。

症状が進行し、入浴、トイレ、着替え等、日

常生活の介護が必要になる。徘徊するため、

見守りが必要。自宅で生活していたが、2004

年 8 月から老人保健施設に入居しているが、

間もなく出なければならない。 

仕
事
環
境 

初は病院で事務のパート。週 5 日、1 日 5

時間。要介護者の発病に伴って、2004 年 4 月

から要介護者の勤務先企業（ハンダメーカー）

に事務のパートとして転職。午前 9 時から午

後 5 時で残業はなし。夫の休職手続きのとき

に斡旋された。介護保険の手続きのために 2

週に 1 日休んだことがある。 

会社に「大変」と言ったら、時給がアップ

し、要介護者の退職とともに正社員になるこ

とに。現在の部署の同僚は夫の病気のことを

知らない。休む必要が生じたときは、理由を

曖昧にして休んでいる。年 10 日間の有給休暇

がある。子どもの父母会などで早退すること

もあった。1 時間早く終業できれば助かる。年

金、保険の関係で役所に行くなど、家の用事

があるので、2 週に 1 日、平日に休みたい。 

家
族
環
境 

子どもは 2 人。現在 15 歳（中学 3 年）と

18 歳（浪人中）。夫には姉が 2 人。長姉は来

ない。自分の親族は、母、兄、妹。母が介護

援助に来てくれた。 

要介護者が早朝に外出しないよう、家族が

交代して玄関で寝る。家族はみんな睡眠不足。

ホームヘルパーが来ない週 2 日は、妹か母に

介護を頼んでいる。在宅介護はもうきつい。

家計は苦しい。 

地
域
の
介
護
支
援 

要介護度 1 の認定でホームヘルパーを週 1

日利用。子どもが学校に行けなくなると困る

ので、近所には要介護者のことは話さない。

「認知症の家族の会」に入会し、そこで相談

に乗ってもらっている。 

ホームヘルパーを週 3 日利用。デイサービ

スに 2 週間通っていたが、要介護者の意向で

やめた。ほとんどの施設は高齢者ばかり。女

性が多い。若い男性は馴染めない。デイサー

ビスから帰ってくるのも早い。7 時頃までなら

助かる。 
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ヒアリング対象者：J さん（介護休業取得経験者） 
調査日時    ：2005 年 7 月 7 日 9:00－ 
インタビュアー ：今田 池田 【記録：浜島】 
ヒアリング結果 ＊勤務先の K 社については次ページ参照。 

性別 女性 年齢 30 代 要介護者 自分の父 介護期間 2002 年 5 月～2003 年 9 月 

 介護と仕事の時間的推移――――――――――――――――――――――――――――――――-→

 休業取得前 休業取得 復職後 

要
介
護
者
の
状
態

2002 年 5 月に末期ガンで余命 3
ヶ月の診断。治療のため、東京の病

院に転院。 

月に 10 日入院して、退

院して、在宅で過ごし、ま

た入院というサイクルを月

に 2 回繰り返す。 

体力が低下し、風呂やト

イレの介助が必要になる。

後はホスピスに入居。 

介
護
状
況 

要介護者は群馬で母と二人暮ら

し。自分は埼玉に住んでいた。介護

のため、2 日に 1 日群馬に帰る。明

確な介護分担は決めていなかった

が、母と相談しながら全体的に自分

が担った。病院探し、通院介助、抗

がん剤投与後のケアは母では難し

い。弟は休めないため、土日にする

くらい。父の兄弟が、治療・介護の

情報収集、車での送迎などで協力。

通院介助と入院中の洗濯

や食事の買い物、父の気分

転換のために一緒に外出し

たり旅行したりしていた。

物理的な介助と精神的なケ

アの両方を全体的に行って

いた。ルーティン化できな

い介護であり、仕事をしな

がらでは無理。 

東京の病院に通って、食

事の世話などをする。ホス

ピスに入居後は、ホスピス

に泊まることもあった。 

仕
事
の
状
況 

情報通信機器製造業の正社員。

2002 年 4 月に営業から企画のマー

ケティング担当に異動したばかり。

朝 8 時半から終電まで働いていた。

積み立て有給休暇制度（勤務先独自

の休暇制度）を月 2～3 日利用して、

要介護者の転院に対応。群馬から都

内まで片道 3 時間の通勤は負担。新

入社員の頃からお世話になってい

る他部門の上司から介護休業制度

を知り、休業取得を決断。仕事をし

ながらの介護でどっちつかずにな

るのが嫌だった。余命が明確だった

ので、決断しやすかった。 

2002 年 7 月～9 月に休業

取得。業績評価が半年単位

であるため、上期の終わり

3 ヶ月にした。直属の上司

に取得の旨を伝えたのは申

請時。異動直後で大きな職

務を担う前だったので、仕

事の引継ぎは問題なかっ

た。介護は生死の話なので

周囲も暖かい。休業中は会

社との連絡を断った。貯金

はあったので、経済的に苦

しいことはなかった。休業

延長も検討したが、先がわ

からないため復職した。 

残業は免除してもらっ

た。勤務時間の調整は、全

社員適用のフレックスタイ

ム制で行った。介護休業を

複数回取得できることは心

の支えになったが、仕事を

始めたら休みづらい。半日

単位の有給休暇で介護に対

応。休業取得を理由に人事

評価を下げられた。後輩か

ら相談されることがあれ

ば、休業取得を勧めている。

他部署にメンターがいるこ

とが重要。 
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ヒアリング対象企業：K 社（J さん勤務先企業） 
調査日時     ：2005 年 7 月 7 日 10:00－ 
インタビュアー  ：今田 池田 【記録：浜島】 
ヒアリング結果 

業種 情報通信機器製造業 従業員数 14,413 人 所在地 東京都 

仕事と介護の両立支援制度 

介護休業制度 期間は 長 2 年。 長 93 日の法定介護休職期間の後、 長 9 ヶ月の制度

介護休職期間がある。会社が認めた場合は、さらに 1 年の延長が可能。休業

期間中は、年収の約半分に相当する援助金を支給（介護休業給付金を受給す

る場合はその差額）。1990 年から実施。2004 年度までに延べ 69 名が取得。

男性は 44 名。平均取得期間は 3.8 ヶ月。 

勤務時間短縮制度 期間は 長 2 年。短縮時間は 1 日につき、2 時間を限度として 30 分単位

で選択。短縮時間分の賃金・賞与はカット。1993 年から実施。1995 年度か

ら 2004 年度までに述べ 19 名が利用。男性は 10 名。 

1 日介護休業 1 日単位で取得可能な介護休業。月 5 日まで。利用日分の賃金はカット。

深夜業制限 期間は 6 ヶ月。ただし、繰り返し申請することにより延長可能。夜勤のあ

る仕事が少ないので、あまり利用されていない。 

積立有給休暇制度 失効した年次有給休暇を 大 60 日まで積み立て可能。本人私疾病のほか

家族介護やヘルスケアなど、特定の目的にのみ利用できる。ターミナルケア

の場合は、半日単位の取得が可能。 

フレックスタイム制 全社員対象。コアタイムは 10:00～15:36。 

家事援助補助金 共済会で実施。ホームヘルパー利用料などを一定額補助。 

電話相談 24 時間フリーダイヤル。健保組合が実施。介護・高齢者情報・医療機関情

報などを提供。 

制度導入の経緯 

1988 年、「個人の多様性を尊重する働き方」として NEW WORK WAY を導入。これを機に、育

児休業制度、育児退職者再雇用制度、介護休業制度、育児・介護のための勤務時間短縮制度、1 日

介護休業制度、ソーシャルサービス（ボランティア休暇）制度、リフレッシュ休暇など、仕事と生

活の両立を支援するための制度を総合的に整備。介護支援制度もその一環として整備してきた。法

律への対応はもちろんのこと、労使の話し合いを通じて従業員のニーズを汲み取りながら、都度

適化を図っている。 

介護休業制度の運用状況 

家族介護が必要になって、いきなり介護休業を取得する例は少ない。 初は、全社員適用のフレ

ックスタイム制と積み立て有給休暇制度で対応するケースが多い。介護休業取得者に占める男性の

比率が高く（64％）、管理職の取得者もいる。社内報やイントラネットを活用して制度への理解を

促し、職場のマネジメントへの反映を図っている。  
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                ＜K2441\\\＞                   2006 年 2 月 

― ごあいさつと調査ご協力のお願い ― 
拝啓 

時下、皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

いつも私どものアンケートにご協力いただき誠にありがとうございます。皆様からお寄せいただいたご意見は

貴重な資料として活用させていただいております。 

さて、このたび、弊社では、独立行政法人労働政策研究・研修機構より委託を受け、「仕事と介護に関する調査」

を実施することになりました。皆様に仕事と介護についての考え方や実態等をお伺いすることで、労働政策に関

する基礎資料とさせていただくものです。ご回答いただきました結果は、独立行政法人労働政策研究・研修機構

の研究以外の目的では使用いたしません。また、回答はすべてコンピュータで「○番とお答えの方が△％」とい

う形式で集計いたしますので、個人のお名前が外に出るなど、ご迷惑をおかけすることはございません。調査の

趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 

なお、些少ではございますが、お礼といたしまして図書券を同封させていただきます。ご笑納いただければ、

幸いです。 

末筆ながら、ご家族と皆様のご健康をお祈り申し上げます。 

敬具 

【ご記入にあたって】 
 

 

 

 

 

 

 

       

 

     

 

 

本調査は、インテージ 100％出資の連結子会社である㈱インテージリサーチが実施しております。 

 

                         

   

 

 

仕事と介護に関する調査 

 

 

 

 
 

☆ お答えは、鉛筆か、黒または青のボールペンでご記入ください。 

☆ ご回答は、あてはまる番号に○印をつけていただくものと、具体的に文字、数字をご記入していた 

だくものとがあります。 

また、質問によっては回答が１つだけのもの（○は１つだけ）と、いくつでもお答えいただくもの 

（○はいくつでも）がありますので、ご注意ください。 

☆ お答えの内容によって、いくつかの質問をとばしていただく場合があります。その場合は、指示に 

従ってお進みください。 

☆ ご回答が「その他」の場合は、（ ）内に具体的な内容をご記入ください。 

☆ ご不明な点・お問い合わせ等ございましたら、下記の担当者までご連絡ください。 

ご記入は、宛名の方ご本人様 にお願いいたします。 
 

ご記入が済みましたら、記入モレがないかご確認のうえ、返送用封筒（切手不要）にて 

2月 26日（日）までにご投函くださいますよう、お願い申し上げます。 

 お
名
前 

ご
住
所 

（ご協力いただいた方） 

様 

（ご住所等変更がある方のみご記入ください） 

〒    － 

 

Tel（    ）    － 

ご住所等に 
変更がある方に 
○をおつけ下さい
 
１.  宛名上段の方
 
２.  宛名下段の方
 

■ 調査受託 

http://www.intage.co.jp 

■ 調査実施

http://www.intage-research.co.jp

■ 調査実施主体 

独立行政法人 労働政策研究・研修機構 
担当 仕事生活部門 研究員 池田心豪 

〒177-8502 東京都練馬区上石神井 4-8-23 

TEL 03-5903-6196 FAX 03-5903-6117

Email 
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問 1 現在、介護を必要としている同居のご家族はいらっしゃいますか。 

1 いる → 以下の質問にお答えください。 

2 いない → 以下の質問に答えず、調査票をそのまま返送してください。 

 

※ 介護を必要としている同居のご家族（以下、「要介護者」と呼びます）が「いる」方に、お聞きしま

す。要介護者が 2 人以上いる場合は、現在 1日の中で介護を必要とする時間が長い方 1 人について

お答えください。 

 

問 1(1) 現在、介護を必要としている同居のご家族は、あなたとの続柄でどなたですか。 

（○は 1 つ） 

あなたの関係者 配偶者の関係者 

1 子ども 

2 自分の父母 

3 自分の祖父母 

4 自分の兄弟姉妹 

5 これら以外の自分の親族 

（具体的に：     ）

6 配偶者当人 

7 配偶者の父母 

8 配偶者の祖父母 

9 配偶者の兄弟姉妹 

10 これら以外の配偶者の親族 

（具体的に：     ） 

 

問 1(2) その要介護者の性別をお教えください。   （○は 1 つ） 

1 男性   2 女性 

 

問 1(3) その要介護者の年齢はいくつですか。 

現在 満（   ）歳 

 

問 1(4) 要介護者は、次の各項目の介護を必要としていますか。また、各項目それぞれについて介護が

必要な場合、介護を担っている方はどなたですか。 

項 目 必要な介護状態（○は 1 つ） 介護を担っている方（○はいくつでも）

起床介助 1 全面的に手助けが必要 

2 一部手助けが必要 

3 見守りが必要 

4 必要としていない 

SQ

必

要

な

方

1 あなた 

2 あなた以外の同居家族・親族 

3 別居している家族・親族 

4 訪問介護ヘルパー・介護施設職員 

5 隣人・友人・ボランティア・NPO 職員 

6 その他（           ）

衣服の脱着衣・身

なりの保清（洗

顔・歯磨き等） 

1 全面的に手助けが必要 

2 一部手助けが必要 

3 見守りが必要 

4 必要としていない 

SQ

必

要

な

方

1 あなた 

2 あなた以外の同居家族・親族 

3 別居している家族・親族 

4 訪問介護ヘルパー・介護施設職員 

5 隣人・友人・ボランティア・NPO 職員 

6 その他（           ）

食事の介助 1 全面的に手助けが必要 

2 一部手助けが必要 

3 見守りが必要 

4 必要としていない 

SQ

必

要

な

方

1 あなた 

2 あなた以外の同居家族・親族 

3 別居している家族・親族 

4 訪問介護ヘルパー・介護施設職員 

5 隣人・友人・ボランティア・NPO 職員 

6 その他（           ）
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（つづき） 

項 目 必要な介護状態（○は 1 つ） 介護を担っている方（○はいくつでも）

トイレの介助 1 全面的に手助けが必要 

2 一部手助けが必要 

3 見守りが必要 

4 必要としていない 

SQ

必

要

な

方

1 あなた 

2 あなた以外の同居家族・親族 

3 別居している家族・親族 

4 訪問介護ヘルパー・介護施設職員 

5 隣人・友人・ボランティア・NPO 職員 

6 その他（           ）

入浴介助 1 全面的に手助けが必要 

2 一部手助けが必要 

3 見守りが必要 

4 必要としていない 

SQ

必

要

な

方

1 あなた 

2 あなた以外の同居家族・親族 

3 別居している家族・親族 

4 訪問介護ヘルパー・介護施設職員 

5 隣人・友人・ボランティア・NPO 職員 

6 その他（           ）

徒歩での外出（散

歩・買い物等） 

1 全面的に手助けが必要 

2 一部手助けが必要 

3 見守りが必要 

4 必要としていない 

SQ

必

要

な

方

1 あなた 

2 あなた以外の同居家族・親族 

3 別居している家族・親族 

4 訪問介護ヘルパー・介護施設職員 

5 隣人・友人・ボランティア・NPO 職員 

6 その他（           ）

通院介助 1 全面的に手助けが必要 

2 一部手助けが必要 

3 見守りが必要 

4 必要としていない 

SQ

必

要

な

方

1 あなた 

2 あなた以外の同居家族・親族 

3 別居している家族・親族 

4 訪問介護ヘルパー・介護施設職員 

5 隣人・友人・ボランティア・NPO 職員 

6 その他（           ）

家事援助（料理・

掃除・洗濯等） 

1 全面的に手助けが必要 

2 一部手助けが必要 

3 見守りが必要 

4 必要としていない 

SQ

必

要

な

方

1 あなた 

2 あなた以外の同居家族・親族 

3 別居している家族・親族 

4 訪問介護ヘルパー・介護施設職員 

5 隣人・友人・ボランティア・NPO 職員 

6 その他（           ）

金銭管理（支払

い・預貯金の通帳

管理等） 

1 全面的に手助けが必要 

2 一部手助けが必要 

3 見守りが必要 

4 必要としていない 

SQ

必

要

な

方

1 あなた 

2 あなた以外の同居家族・親族 

3 別居している家族・親族 

4 訪問介護ヘルパー・介護施設職員 

5 隣人・友人・ボランティア・NPO 職員 

6 その他（           ）

薬の管理（服薬・

保管等） 

1 全面的に手助けが必要 

2 一部手助けが必要 

3 見守りが必要 

4 必要としていない 

SQ

必

要

な

方

1 あなた 

2 あなた以外の同居家族・親族 

3 別居している家族・親族 

4 訪問介護ヘルパー・介護施設職員 

5 隣人・友人・ボランティア・NPO 職員 

6 その他（           ）
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問 1(5) 現在、要介護者の介護は自宅で行っていますか。         （○は１つ） 

1 はい 2 いいえ 

↓（「いいえ」の方へ） 

SQ1-5-1 どちらで介護されていますか。       （○は１つ） 

1 病院 

2 介護施設（老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型施設・

グループホーム・ケアハウスなど） 

3 その他（具体的に：                 ） 

 

問 1(6) 要介護者には認知症（痴呆）の症状がありますか。（○は１つ） 

 

 

SQ1-6 次のことは、どの程度ありますか。

（それぞれ○は１つずつ）

いつも 

ある 

ときどき

ある 

あまり 

ない 

まったく

ない 

徘徊 1 2 3 4 

意思疎通の困難 1 2 3 4 

不潔行為や異食行動 1 2 3 4 

暴言・暴力 1 2 3 4 

 

問 1(7) 現在、同居している家族は何名ですか。あなた自身を含めてお答えください。 

全員で  （   ）名 

 

問 1(8) 同居の家族の方はどなたですか。また、その中で介護を担っている方はどなたですか。あなた

と要介護者以外で、あてはまる方（あなたとの続柄で）すべてに○をしてください。 

                                  （○はいくつでも） 

あなたの関係者 
同居 

している 

介護を 

担っている
配偶者の関係者 

同居 

している 

介護を 

担っている

子ども 1 1 配偶者 9 9 

子どもの配偶者 2 2 配偶者の父親  10 10 

自分の父親 3 3 配偶者の母親 11 11 

自分の母親 4 4 配偶者の祖父 12 12 

自分の祖父 5 5 配偶者の祖母 13 13 

自分の祖母 6 6 配偶者の兄弟姉妹 14 14 

自分の兄弟姉妹 7 7 

これら以外の 

自分の親族 
8 8 

これら以外の 

配偶者の親族 
15 15 

 

問 1(9) 同居家族の中で、主たる介護者はあなたですか。        （○は１つ） 

1 はい 2 いいえ 

↓（「いいえ」の方へ） 

SQ1-9-1 同居家族の中で、主たる介護者はどなたですか。 

問 1（8）続柄の番号（1～15）1 つを下の欄に記入してください。 

主たる介護者は   

 

1 ある 2 ない → 問 1(7)へお進みください。 

↓（「ある」方へ） 
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問 1(10) あなたが 1 週間の中で要介護者を介護する時間帯として、あてはまる箇所にすべて○をつけて

ください。                          （○はいくつでも） 

時間（時間帯） 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

早朝 

（5 時～9 時） 
1 6 11 16 21 26 31 

午前 

（9 時～12 時） 
2 7 12 17 22 27 32 

午後 

（12 時～17 時） 
3 8 13 18 23 28 33 

夕方～夜間 

（17 時～22 時） 
4 9 14 19 24 29 34 

深夜 

（22 時～翌日 5 時） 
5 10 15 20 25 30 35 

 

問 1(11) あなたが介護できないときに、介護を代わりにやってくれる人はいますか。家族・親族以外の

方も含めて、お答えください。         （○は１つ） 

1 すぐに代わりを見つけることができる 

2 代わりを見つけることはできるが難しい 

3 誰も代わってくれる人はいない 

 

介護に関わり始めた当時と同居を始めた時期についてお聞きします。 

 

問 2(1) あなたがその要介護者の介護に関わり始めたのは、いつですか。 

西暦（   ）年 （   ）月 頃から 

 

問 2(2) 介護に関わり始めた当時、次のようなことは、どなたが主に行いましたか。 

（○はそれぞれ１つずつ） 

 
あなたが 

主に行った 

あなた以外の 

家族・親族・

その他の人が 

主に行った 

当時その必要

はなかった 

病院・介護施設等の入退院の手続き 1 2 3 

介護のための情報収集・手続き 

（例：介護保険の利用手続き・介護事業所選定）
1 2 3 

介護のための住宅整備に関すること 

（例：自宅改修・転居先の選定） 
1 2 3 

介護用品の購入・レンタル等の手配 1 2 3 

 

問 2(3) あなたが要介護者と同居を始めたのは、いつですか。 

介護の有無にかかわらず、同居を始めた年月をお答えください。 

西暦（    ）年 （   ）月 頃から 
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あなたのお仕事についてお聞きします。 

 

問 3 介護に関わり始めた当時、あなたは仕事をしていましたか。内職、パート、アルバイト等も職業

に含めてお答えください。ただし、学生のアルバイトは職業に含めないでください。（○は１つ） 

1 していた 2 していなかった → 問 5(1)（p.7）へお進みください。

↓（「していた」方へ） 

介護に関わり始めた当時のお仕事についてお聞きします。 

2 つ以上のお仕事をされていた方は、主なお仕事 1 つについてお答えください。 

 

問 4(1) その仕事を始めた（勤務先に入られた）のはいつですか。 

西暦（    ）年 （   ）月 から始めた 

 

問 4(2) 介護に関わり始めた当時の仕事の内容は、大きく分けるとどれにあたるものでしたか。 

（○は１つ） 

1 農林漁業作業者 

（農耕、畜産、養殖、造園など） 

2 専門・技術的職業 

（看護師、教師、保育士、設計士など） 

3 管理的職業 

（会社役員、部長、課長、工場長など） 

4 事務職 

（会社事務、フロント、集金、レジなど） 

5 営業・販売職 

（小売店主・店員、卸売、セールス、勧誘など）

 

6 サービス職 

（美容師、ホームヘルパー、ベビーシッター、調理師、ビル

管理人、接客・給仕、ビラ配りなど） 

7 保安的職業 

（自衛官、警察官、消防員、警備員など） 

8 運輸的職業 

（バス・タクシー・トラック運転手、船員など） 

9 通信的職業 

（無線通信技士、電話交換手、郵便集配員など） 

10 技能工・労務職 

（組立工、建設機器作業員、大工、電気機械作業員、食品製

造作業員、新聞配達、商品の陳列、清掃員など） 

 

問 4(3) 介護に関わり始めた当時の勤務先、またはあなたのやっておられた事業や商売の内容は、大き

く分けるとどれにあたるものでしたか。                   （○は１つ） 

1 農林漁業 

（農業、林業、漁業、養殖、造園など） 

2 鉱業 

（鉱物、石炭、石油の採掘・採石など） 

3 建設業 

（建築事業、土木事業、配管事業、配電事業など） 

4 製造業 

（食品、衣類、木材、化学、鉄鋼の製造・加工など）

5 電気・ガス・熱供給・水道業 

（電力会社、ガス供給会社、水道局など） 

6 運輸・通信業 

（鉄道会社、運送業、倉庫業、旅行業、郵便局、電話

会社など） 

7 卸売業 

（問屋、商社、資源回収など） 

8 小売業 

（デパート、スーパー、小売販売など） 

9 飲食店 

（食堂、喫茶店、飲み屋など） 

10 金融・保険業 

（銀行、信用組合・金庫、証券、先物取引、生命・損

害保険など） 

11 不動産業 

（建売業、賃貸、マンション管理業など） 

12 宿泊業 

（旅館、ホテル、民宿など） 

13 宿泊業以外のサービス業 

（医療業、学校、社会保険・社会福祉、会計、労働者

派遣業、ごみ収集など） 

14 公務 

（国家公務員・地方公務員） 
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次
ペ
ー
ジ
問
５ 

へ 

問 4(4) 介護に関わり始めた当時の勤務先で雇われていた従業員は、会社全体で何人くらいでしたか。

家族従業員は除いてお答えください。           （○は１つ） 

1 なし（家族従業員のみ） 

2  1～ 4 人 

3  5～ 9 人 

4 10～29 人 

5 30～99 人 

6  100～299 人 

7  300～999 人 

8 1000 人以上 

9 官公庁 

10 官公庁以外の公営事業所 

 

問 4(5) 介護に関わり始めた当時、あなたの始業・終業時刻は、どのように決められていましたか。 

（○は１つ） 

1 勤務先で決められており、変えることはできなかった 

2 一定の範囲において変えることができた 

3 自分自身で始業・終業時刻を決めることができた 

4 わからない 

 

問 4(6) 介護に関わり始めた当時、あなたの１週間の労働日数と１週間の総労働時間（残業時間を含み

ます）は何時間でしたか。 

週（   ）日、週合計（    ）時間 

 

問 4(7) 介護に関わり始めた当時のあなたの従業上の地位はどれでしたか。（○は１つ） 

SQ4-7-1 （「正規従業員」の方へ） 

何か役職についていましたか。 

（○は１つ） 

1 役職なし 

2 監督、主任 

3 係長 

4 課長 

5 部長 

6 その他 

（     ） 

1 正規従業員 

2 パート・アルバイト 

3 臨時 

4 契約社員 

5 派遣社員 

6 経営者・役員･自営業・自由業 

7 内職 

8 家族従業員 

 

  

 

 勤めていた方（1～5 の方へ）は以下の問 4（8）から問 4（9）にお答えください。 

→ 勤め以外の方（6～8 の方へ）は次ページ問 5(1)へお進みください。 

 

問 4(8) 介護に関わり始めた当時の勤務先で、次の方や部署等に介護のことを相談しましたか。 

（○はそれぞれ１つずつ） 

 相談した 相談しなかった
該当するものは 

なかった 

同僚 1 2 3 

上司 1 2 3 

専門部署（人事・総務等） 1 2 3 

労働組合 1 2 3 

 

(1)
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問 4(9) 介護に関わり始めたときの勤務先には、仕事と介護の両立支援制度はありましたか。 

（○はそれぞれ１つずつ） 

 あった なかった わからない 

短時間勤務制度 1 2 3 

フレックスタイム 1 2 3 

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 1 2 3 

残業や休日労働の免除 1 2 3 

介護経費の援助 1 2 3 

在宅勤務 1 2 3 

会社独自の休暇制度 1 2 3 

介護休業制度 1 2 3 

          ↓ 

介護休業制度が「なかった」「わからない」方は問 5(1)へ 

（介護休業制度が「あった」という方へ） 

SQ4-9-1 介護休業期間の最長限度はどのように定められていましたか。（○は１つ） 

1 3 ヶ月まで 

2 3 ヶ月を超え 6 ヶ月未満 

3 6 ヶ月 

4 6 ヶ月を超え 1 年未満 

5 1 年 

6 1 年を超える期間 

7 期間の制限はなく、必要日数取得できる

8 わからない 

 

SQ4-9-2 介護休業の取得回数制限はどのように定められていましたか。あてはまるものを 1 つ選択し、

取得できた回数をお答えください。「4 制限なし」の場合は、回数はお答えくださらなくて

けっこうです。                       （○は１つ） 

1 同一要介護者について 

2 同一要介護者の同一疾病について 

3 その他（具体的に：     ）

1 1 回 

2 2 回以上 →（  ）回 

4 制限なし 

5 わからない 

 

全員にお聞きします。 

問 5(1) 介護に関わり始めた当時の仕事を現在もしていますか（勤務先は同じですか）。（○は１つ） 

1 当時の仕事をしている 2 当時の仕事は辞めた 3 当時は仕事をしていなかった 

     ↓                ↓               ↓ 

 

 

 

                      ↓ 

SQ5-1-1 その当時の仕事（勤務先）を辞めたのはいつですか。 

西暦 （    ）年 （   ）月 に辞めた 

 

SQ5-1-2 その当時の仕事（勤務先）を辞めたのはどのような理由からですか。（○は１つ）

1 仕事先から介護するなら辞めるように働きかけられたから 

2 自分の意思で介護に専念したかったから 

3 家族・親族から仕事を辞めて介護に専念してほしいと言われたから 

4 介護と直接の関係がない理由で 

5 その他（                   ） 
 

→次ページ SQ5-1-3 へお進みください。

2 の方は、下の SQ5-1-1 と

SQ5-1-2 にお答えください。

3 の方は、次ページ SQ5-1-3

へお進みください。 

1 の方は、次ページ問 5(2)

へお進みください。 
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SQ5-1-3  現在、あなたは仕事をしていますか。         （○は１つ） 

1 している 2 していない 

    ↓（「している」方へ）       ↓（「していない」方へ） 

SQ5-1-4 現在の仕事を始めた（勤務先に入

られた）のはいつですか。2 つ以

上の仕事をしている方は、主な仕

事 1 つについてお答えください。

西暦 （   ）年 （  ）月 から

→下の問 5（2）へお進みください。 

SQ5-1-5 仕事をしていないのは、どのような理由 

からですか。      （○は１つ） 

1 介護に専念するため 

2 介護と両立できる仕事がみつからないから 

3 仕事をする必要がないから 

4 その他（             ） 

→ 問 7(1)（p.10）へお進みください。

 

現在のお仕事についてお聞きします。 

2 つ以上のお仕事をされている方は、主なお仕事 1 つについてお答えください。 

 

問 5(2) 現在の仕事の内容は、大きく分けるとどれにあたるものですか。      （○は１つ） 

1 農林漁業作業者 

（農耕、畜産、養殖、造園など） 

2 専門・技術的職業 

（看護師、教師、保育士、設計士など） 

3 管理的職業 

（会社役員、部長、課長、工場長など） 

4 事務職 

（会社事務、フロント、集金、レジなど） 

5 営業・販売職 

（小売店主・店員、卸売、セールス、勧誘など）

 

6 サービス職 

（美容師、ホームヘルパー、ベビーシッター、調理師、ビル

管理人、接客・給仕、ビラ配りなど） 

7 保安的職業 

（自衛官、警察官、消防員、警備員など） 

8 運輸的職業 

（バス・タクシー・トラック運転手、船員など） 

9 通信的職業 

（無線通信技士、電話交換手、郵便集配員など） 

10 技能工・労務職 

（組立工、建設機器作業員、大工、電気機械作業員、食品製

造作業員、新聞配達、商品の陳列、清掃員など） 

 

問 5(3) 現在の勤務先、またはあなたのやっておられる事業や商売の内容は、大きく分けるとどれにあ

たるものですか。                            （○は１つ） 

1 農林漁業 

（農業、林業、漁業、養殖、造園など） 

2 鉱業 

（鉱物、石炭、石油の採掘・採石など） 

3 建設業 

（建築事業、土木事業、配管事業、配電事業など） 

4 製造業 

（食品、衣類、木材、化学、鉄鋼の製造・加工など）

5 電気・ガス・熱供給・水道業 

（電力会社、ガス供給会社、水道局など） 

6 運輸・通信業 

（鉄道会社、運送業、倉庫業、旅行業、郵便局、電話

会社など） 

7 卸売業 

（問屋、商社、資源回収など） 

8 小売業 

（デパート、スーパー、小売販売など） 

9 飲食店 

（食堂、喫茶店、飲み屋など） 

10 金融・保険業 

（銀行、信用組合・金庫、証券、先物取引、生命・損

害保険など） 

11 不動産業 

（建売業、賃貸、マンション管理業など） 

12 宿泊業 

（旅館、ホテル、民宿など） 

13 宿泊業以外のサービス業 

（医療業、学校、社会保険・社会福祉、会計、労働者

派遣業、ごみ収集など） 

14 公務 

（国家公務員・地方公務員） 
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次
ペ
ー
ジ
問
７ 

へ
(1)

問 5(4) 現在の勤務先で雇われている従業員は、会社全体で何人くらいですか。家族従業員は除いてお

答えください。                     （○は１つ） 

1 なし（家族従業員のみ） 

2  1～ 4 人 

3  5～ 9 人 

4 10～29 人 

5 30～99 人 

6  100～299 人 

7  300～999 人 

8 1000 人以上 

9 官公庁 

10 官公庁以外の公営事業所 

 

問 5(5) 現在、あなたの始業・終業時刻は、どのように決められていますか。（○は１つ） 

1 勤務先で決められており、変えることはできない 

2 一定の範囲において変えることができる 

3 自分自身で始業・終業時刻を決めることができる 

4 わからない 

 

問 5(6) 先週のあなたの１週間の労働日数と１週間の総労働時間は何時間でしたか。残業時間を含めて

お答えください。 

週（   ）日、週合計（    ）時間 そのうち残業は（    ）時間 

 

問 5(7) 現在のあなたの従業上の地位はどれですか。（○は１つ） 

SQ5-7-1 （「正規従業員」の方へ） 

何か役職についていますか。 

（○は１つ） 

1 役職なし 

2 監督、主任 

3 係長 

4 課長 

5 部長 

6 その他 

（     ） 

1 正規従業員 

2 パート・アルバイト 

3 臨時 

4 契約社員 

5 派遣社員 

6 経営者・役員･自営業・自由業 

7 内職 

8 家族従業員 

 

   

 

 勤めている方（1～5 の方へ）は以下の問 5（8）から問 6 にお答えください。 

→ 勤め以外の方（6～8 の方へ）は次ページ問 7(1)へお進みください。 

 

問 5(8) 2005 年 4 月から 2006 年 3 月までのあなたの有給休暇は何日付与されていましたか（前年度か

らの繰り越しも含めてお答えください。また付与期間が 4 月～翌 3 月と異なる場合は、直近の

期間でお答えください）。そのうち介護のために何日使いましたか。有給休暇のない方は「0」

日と記入してください。 

年（   ）日ある有給休暇のうち、介護のために（   ）日使用した 

 

問 5(9) 現在の勤務先で、次の方や部署等に介護のことを相談していますか。 

（○はそれぞれ１つずつ） 

 相談している 相談していない
該当するものは 

ない 

同僚 1 2 3 

上司 1 2 3 

専門部署（人事・総務等） 1 2 3 

労働組合 1 2 3 
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問 5(10) 現在、勤務先には、仕事と介護の両立支援制度はありますか。（○はそれぞれ１つずつ） 

 ある ない わからない 

短時間勤務制度 1 2 3 

フレックスタイム 1 2 3 

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 1 2 3 

残業や休日労働の免除 1 2 3 

介護経費の援助 1 2 3 

在宅勤務 1 2 3 

会社独自の休暇制度 1 2 3 

介護休業制度 1 2 3 

           ↓ 

（介護休業制度が「ある」という方へ）       介護休業制度が「ない」「わからない」方は問 6 へ 

SQ5-10-1 介護休業期間の最長限度はどのように定められていますか。    （○は１つ） 

1 3 ヶ月まで 

2 3 ヶ月を超え 6 ヶ月未満 

3 6 ヶ月 

4 6 ヶ月を超え 1 年未満 

5 1 年 

6 1 年を超える期間 

7 期間の制限はなく、必要日数取得できる

8 わからない 

 

SQ5-10-2 介護休業の取得回数制限はどのように定められていますか。あてはまるものを 1 つ選択し、

取得できる回数をお答えください。「4 制限なし」の場合は、回数はお答えくださらなくて

けっこうです。                     （○は１つ） 

1 同一要介護者について 

2 同一要介護者の同一疾病について 

3 その他（具体的に：     ）

1 1 回 

2 2 回以上 →（  ）回 

4 制限なし 

5 わからない 

 

問 6 現在、あなたが仕事をするうえで、介護のために次のようなことをしていますか。また、今後に

ついて、どのようにお考えですか。勤務先の制度の有無にかかわらず、お答えください。 

（○はそれぞれ１つずつ） 

 現在 今後 

 している していない したい したくない

1 日の労働時間の短縮 1 2 1 2 

1 週間の労働日数の短縮 1 2 1 2 

フレックスタイム 1 2 1 2 

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 1 2 1 2 

残業や休日労働をしない 1 2 1 2 

勤務先からの介護経費の受給 1 2 1 2 

自宅で仕事をする 1 2 1 2 

 

全員にお聞きします。 

問 7(1) もう一度、仕事についてお聞きします。あなたは、次のどれにあてはまりますか。  （○は 1 つ） 

1 介護に関わり始めた当時は仕事をしていたが、現在は仕事をしていない 

2 当時は仕事をしていなかったが、現在は仕事をしている 

3 当時も現在も仕事をしている 

次ページ問 7(2)へ 

お進みください。 

4 当時も現在も仕事をしていない  → 問 11(1）（p.13）へお進みください。 
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問 7(2) あなたは介護のために、どのくらい連続した休みが必要でしたか。  （○は１つ） 

1 連続した休みは必要なかった 

2 連続して 2 週間未満 

3 連続して 2 週間～1 ヶ月未満 

4 連続して 1 ヶ月～3 ヶ月未満 

5 連続して 3 ヶ月～6 ヶ月未満 

6 連続して 6 ヶ月～1 年未満 

7 連続して 1 年以上 

 

 

介護休業の取得についてお聞きします。 

 

問 8(1) あなたは介護休業を取得したことがありますか。          （○は１つ） 

1 ある 2 ない 

         ↓                  ↓ 

（介護休業を取得したことが「ある」方へ）

下の SQ8-1-1 から次ページ SQ8-1-10

にお答えください。 

 

（介護休業を取得したことが「ない」方へ） 

下の SQ8-2 にお答えください。 

SQ8-1-1 あなたが介護休業を初めて

取得したのはいつですか。 

西暦 （    ）年 （  ）月 

 

SQ8-1-2 それは要介護者がどのよう

な状態の時期でしたか。あてはまる

時期すべてに○をつけてください。 

（○はいくつでも） 

1 介護の必要が生じた時期 

2 状態が安定した時期 

3 看取り状態の時期 

 

SQ8-1-3 現在まで何回取得しましたか。

（○は１つ） 

1 1 回    2  2 回以上 

        ↓ 

（2 回以上の方に） 

   SQ8-1-3-1 何回でしたか。

（   ）回 

 

SQ8-1-4 取得した期間はどのくらい

でしたか（ですか）。2 回以上取られ

た方は合計の期間をお答えくださ

い。（○は１つ） 

1 2 週間未満 

2 2 週間～1 ヶ月未満 

3 1 ヶ月～3 ヶ月未満 

4 3 ヶ月～6 ヶ月未満 

5 6 ヶ月～1 年未満 

6 1 年以上 

 

→次ページ SQ8-1-5 へお進みくださ

い。 

SQ8-2 これまで介護休業を取得しなかった理由として、

次のようなことは、あなたにあてはまりますか。

（○はそれぞれ１つずつ）

 

あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

職場に介護休業制度がなかった 1 2 

職場に介護のことを相談する部署がなかった 1 2 

制度はあったが、自分には適用されていなか

った 
1 2 

介護休業制度の内容が使いづらかった 1 2 

申請手続きが面倒だった 1 2 

要介護者が介護休業制度の対象外だった 1 2 

ふだんの休日・休暇制度などを活用して、介

護に対処できた 
1 2 

職場で取得した人がいなかったので、情報が

なかった 
1 2 

休業を取得すると収入が減ると思った 1 2 

家族の助け・外部サービスを使って、介護に

対処できた 
1 2 

家族に仕事を休まないように言われた 1 2 

→ 問 8（2）（p.13）へお進みください。 
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介護休業を取得したことが「ある」方は、SQ8-1-5 から SQ8-1-10 にお答えください。 

 

SQ8-1-5 その取得回数・取得日数で足りましたか（足りていますか）。（○は１つ） 

1 はい 2 いいえ 

 

SQ8-1-6 介護休業を取得した理由として、次のようなことは、あなたにあてはまりますか。 

（○はそれぞれ１つずつ） 

 あてはまる あてはまらない

制度があるので活用したかった 1 2 

勤め先の上司の理解が得られた 1 2 

介護を相談した部署で勧められた 1 2 

勤め先に取得した人がいた 1 2 

ふだんの休日・休暇制度などを活用しても、介護に対処できなかった 1 2 

家族の助け・外部サービスだけでは、介護に対処できなかった 1 2 

 

SQ8-1-7 介護休業の取得は、以下のような面で役に立ちましたか（役に立っていますか）。 

（○はそれぞれ１つずつ） 

 はい いいえ 

要介護者の介護に十分な時間が取れた（取れている） 1 2 

家族・親族と介護分担の相談をする時間が持てた（持てている） 1 2 

役所や介護施設への申請・事務手続きに十分な時間が取れた（取れている） 1 2 

ケアマネージャー・訪問介護ヘルパーと相談する時間が持てた（持てている） 1 2 

自分自身の休養を多く取れた（取れている） 1 2 

 

SQ8-1-8 休業中、次のような不安はありましたか（ありますか）。 （○はそれぞれ１つずつ） 

 はい いいえ 

仕事関係者からの連絡がなく不安だった（である） 1 2 

休業明けに、職場復帰できるか不安だった（である） 1 2 

職場復帰後、仕事と介護を両立できるか不安だった（である） 1 2 

 

SQ8-1-9 休業中、あなたの収入はどのくらい減りましたか。   （○は１つ） 

1 大幅に減った 

2 少し減った 

3 あまり減らなかった 

4 全く減らなかった 

 

SQ8-1-10 職場に復帰した後で、次のようなことはありましたか。（○はそれぞれ１つずつ） 

 あった なかった 
まだ復帰 

していない 

自宅待機を命じられた 1 2 3 

減給された 1 2 3 

降格された 1 2 3 

配置転換された 1 2 3 

退職を促された 1 2 3 

その他（        ） 1 2 3 
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介護休業を取得したことが「ある」方と「ない」方の両方にお聞きします。 

 

問 8(2) 今後、介護休業を取得したいと思いますか（取得したことがある方は、今後さらに取得したい

ですか）。                       （○は１つ） 

1 取得したい 

2 できれば取得したい 

3 あまり取得したくない

4 取得したくない 

5 わからない 

6 現在仕事をしていない 

 

問 8(3) あなたが介護休業を取得するとしたら、次のようなことは予想されますか。 

（○はそれぞれ１つずつ） 

 
そう 
思う 

ややそう
思う 

あまり 
そう思わ
ない 

そう 
思わない 

わから 
ない 

現在 

仕事をし

ていない

同僚に迷惑がかかると思う 1 2 3 4 5 6 

昇進や昇級に悪影響があると思う 1 2 3 4 5 6 

復職するとき、仕事や職場に適応できる

か不安である 
1 2 3 4 5 6 

上司の理解を得るのが難しいと思う 1 2 3 4 5 6 

収入が減ると思う 1 2 3 4 5 6 

 

問 9 あなたはこれまで介護のために、介護休業の取得以外に、次のことを行いましたか。今後につい

てもお答えください。                      （○はそれぞれ１つずつ） 

これまでに 今後  

ある ない する しない 
現在仕事を 

していない 

年次有給休暇の利用 1 2 1 2 3 

年休以外の休暇制度の利用 1 2 1 2 3 

欠勤 1 2 1 2 3 

遅刻 1 2 1 2 3 

早退 1 2 1 2 3 

休職 1 2 1 2 3 

 

問 10 今後も仕事を続けますか。                 （○は１つ） 

1 現在の仕事を続ける 

2 介護と両立しやすい仕事に変える

3 仕事をやめて介護に専念する 

4 わからない 

5 現在仕事をしていない 

 

 ここからは、全員にお聞きします。 

同居のご家族・配偶者についてお聞きします。 

 

問 11(1) 同居家族の中で介護休業を取得した方はいますか。         （○は１つ） 

1 いる 

2 いない 

3 あてはまらない（例：同居家族はいない、仕事はしていなかった、仕事をしていない） 
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（介護保険サービスを利用したことが「ある」方へ） 

SQ12-1-1 最初に利用したのはいつでしたか。 

西暦（    ）年 （   ）月 頃 

 

SQ12-1-2 最初の利用にあたり、あなたは以下のこと

をしましたか。（○はそれぞれ１つずつ） 

 
は

い 

い

い

え 

役所や介護施設への申請・事務手続き 1 2 

ケアマネージャーの選定 1 2 

問 11(2) あなたには、配偶者はいらっしゃいますか。（○は１つ） 

1 いる       2 いない → 問 12(1)へお進みください。 

↓（「いる」方に） 

SQ11-2-1 配偶者の方は、現在、仕事をしていますか。         （○は１つ） 

1 正規の従業員として勤めている 

2 パート・アルバイト・契約社員・派遣社員等として勤めている 

3 勤め以外（自営業・自由業・内職等）の仕事についている 

4 仕事をしていない    →「仕事をしていない」方 問 12(1)へお進みください。

（配偶者がお仕事をされている方（1～3 の方）へ 

SQ11-2-2 配偶者の方は現在、介護のために次のようなことをしていますか。 

（○はそれぞれ１つずつ） 

 はい いいえ わからない 

1 日の労働時間を短くしている 1 2 3 

週の労働日数を減らしている 1 2 3 

出勤時間を遅くしている 1 2 3 

帰宅時間を早くしている 1 2 3 

 

地域・介護保険サービスについてお聞きします。 

問 12(1) 要介護者は、家族・親族以外の介護サービスを利用したことがありますか。訪問介護サービス、

デイサービス、ショートステイのいずれかを利用したことがある方は SQ にもお答えくださ

い。 （○はそれぞれ１つずつ） 

 

 

 

問 12(2) 要介護者は、現在、家族・親族以外の介護サービスを利用していますか。利用している方は、

サービス内容に満足していますか。また、今後要介護者の介護にあたり、介護サービスを利

用したいと思いますか。                   （○はそれぞれ 1 つずつ） 

（「いる」の方） 

 
現在、利用して 

いますか。 

S 

Q 
サービス内容に 

満足していますか。

今後、利用 

したいですか。 

 いない いる  満足 不満 したい したくない

訪問介護サービス 1 2 → 1 2 1 2 

デイサービス 1 2 → 1 2 1 2 

ショートステイ 1 2 → 1 2 1 2 

ボランティアの援助 1 2 → 1 2 1 2 

隣人・友人の援助 1 2 → 1 2 1 2 

 
これまでに利用した 

ことがありますか。 

 ない ある 

訪問介護サービス 1 2 

デイサービス 1 2 

ショートステイ 1 2 

ボランティアの援助 1 2 

隣人・友人の援助 1 2 
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問 12(3) これまでに要介護者は、要介護認定を受けたことがありますか。（○は１つ） 

 

1 ある 2 ない 3 わからない →（2・3 の方）問 12(4)へお進みください。 

↓（「ある」方へ） 

SQ12-3-1 最初に受けたときの要介護者の要介護度は次のどれですか。（○は１つ） 

1 要支援 

2 要介護 1 

3 要介護 2 

4 要介護 3 

5 要介護 4 

6 要介護 5 

7 認定されなかった 

8 わからない 

 

SQ12-3-2 要介護者は、要介護度再認定を受けたことがありますか。（○は１つ） 

 

1 ある 2 ない 3 わからない →（2・3 の方）問 12(4)へお進みください。 

↓（「ある」方へ） 

SQ12-3-3 現在の要介護者の要介護度はどれですか。     （○は１つ） 

1 要支援 

2 要介護 1 

3 要介護 2 

4 要介護 3 

5 要介護 4 

6 要介護 5 

7 認定されなかった 

8 わからない 

 

問 12(4) 要介護者の介護費用を支払っている方はどなたですか。以下の中から、あてはまる方 

（あなたとの続柄で）すべてに○をしてください。   （○はいくつでも） 

あなたの関係者 配偶者の関係者 

1 あなた 10 配偶者 

2 子ども 11 配偶者の父親 

3 子どもの配偶者 12 配偶者の母親 

4 自分の父親 13 配偶者の祖父 

5 自分の母親 14 配偶者の祖母 

6 自分の祖父 15 配偶者の兄弟姉妹 

7 自分の祖母 16 これら以外の配偶者の親族 

8 自分の兄弟姉妹  

9 これら以外の自分の親族  

 

問 12(5) あなたが支払っている介護費用は 1 ヶ月あたりいくらですか。 

（支払っていない場合、「0」円と記入してください） 

1 ヶ月あたり        円 

 

問 12(6) あなたは、介護に関わり始める以前から、次のような地域とつながりのある活動をしていま

すか。団体や会に入っていても、あなたが実際に活動していないものは「していない」とし

てお考えください。                     （○はそれぞれ１つずつ） 

 

介護前 

から続け

ている 

介護を機

にやめた 

介護中に 

始めた 
していない

町内会・自治会・婦人会などの地域活動 1 2 3 4 

スポーツ・教養・娯楽などの趣味的活動 1 2 3 4 

高齢者の介護・援助にかかわるボランティア・NPO の活動 1 2 3 4 

その他のボランティア・NPO・生協などの市民活動 1 2 3 4 
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現在のあなたの意識についてお聞きします。 

 

問 13 要介護者について、介護施設（老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型施設・グループホー

ム・グループハウス等）への入居を考えていますか。        （○は１つ） 

1 どのようなことがあろうと、今のところ考えていない 

2 要介護者の状態が悪化した場合、施設への入居も考えている 

3 要介護者の状態にかかわらず、すぐにでも施設への入居を考えている 

4 現在入居（入院）している・入居待ちである 

5 その他（                            ） 

 

問 14 介護をするにあたって、次のようなことはどの程度、あなたにあてはまりますか。 

（○はそれぞれ１つずつ） 

 
あて 

はまる 

やや 

あて 

はまる 

あまり 

あてはま 

らない 

あてはま

らない 

わから 

ない 

自分は介護者としてよくやっていると感じる 1 2 3 4 5 

介護するのが心身ともにきついと感じる 1 2 3 4 5 

介護が原因で、友人との関係が悪くなる 1 2 3 4 5 

介護が原因で、自分の体調が悪くなる 1 2 3 4 5 

介護が原因で、家族との関係が悪くなる 1 2 3 4 5 

介護が原因で、家計が苦しくなる 1 2 3 4 5 

介護のために、自分のやりたいことが全くできな

いと感じる 
1 2 3 4 5 

隣人や友人によって（介護をする自分は）十分に

支えられていると感じる 
1 2 3 4 5 

介護は、やりがいのあるものだと感じる 1 2 3 4 5 

家族によって（介護をする自分は）十分支えられ

ていると感じる 
1 2 3 4 5 

要介護者との関係が良好である 1 2 3 4 5 

医療・介護サービスによって（介護をする自分は）

十分に支えられていると感じる 
1 2 3 4 5 

介護していることを感謝されていると感じる 1 2 3 4 5 

介護をしていて、精神的に参っている 1 2 3 4 5 

全体的にみて（介護をする自分は）周りから十分

支えられていると感じる 
1 2 3 4 5 

介護が原因で、上司や同僚との関係が悪くなる 1 2 3 4 5 

仕事での責任を果たすために、家事、育児、介護

がおろそかになっていると感じる 
1 2 3 4 5 

家事、育児、介護のために、仕事での責任を果た

せていないと感じる 
1 2 3 4 5 

仕事と家庭生活の両立が難しく、悩むことがある 1 2 3 4 5 

 

 



 

 －184－

あなたについてお聞きします。 

 

F1 あなたの性別をお教えください。 

1 男性 2 女性 

 

F2 あなたの年齢はいくつですか。生年月と年齢をお答えください。 

西暦（    ）年 （  ）月生  満（    ）歳 

 

F3 お住まいの都道府県と市区町村をご記入ください。 

（      ）都・道・府・県 （      ）市・区・町・村 

 

F4 あなたの世帯が住んでいる住居は、次のどれにあたりますか。    （○は１つ） 

1 一戸建ての持家 

2 一戸建ての借家 

3 集合住宅（マンション・アパート）の持家 

4 集合住宅の借家 

5 その他（具体的に    ） 

 

 

F5 過去 1 年間のあなた個人の収入は、税込みで次のどれに近いでしょうか。臨時収入、副収入も含め

てお答えください。                      （○は１つ） 

1 100 万円未満 

2 100～200 万円未満 

3 200～300 万円未満 

4 300～400 万円未満 

5 400～600 万円未満 

 

6  600～ 800 万円未満 

7  800～1000 万円未満 

8 1000～1200 万円未満 

9 1200～2000 万円未満 

10 2000 万円以上 

11 収入はない 

 

F6 過去 1 年間のあなたのお宅の全収入は、税込みで次のどれに近いでしょうか。他のご家族の方の収

入、臨時収入、副収入も含めてお答えください。         （○は１つ） 

1 100 万円未満 

2 100～200 万円未満 

3 200～300 万円未満 

4 300～400 万円未満 

5 400～600 万円未満 

6 600～800 万円未満 

7  800～1000 万円未満 

8 1000～1200 万円未満 

9 1200～2000 万円未満 

10 2000 万円以上 

11 収入はない 

12 わからない 

 

F7 あなたの最終学歴は次のどれにあたりますか。            （○は１つ） 

1 中学卒 

2 高校卒 

3 専修・専門学校卒(高校卒業後入学) 

4 短大・高専卒 

5 大学・大学院卒 

6 その他（具体的に     ） 

 

F8 現在、同居家族の中に、次の方はいらっしゃいますか。  （○はそれぞれ１つずつ） 

 いる いない 

小学校入学前の子ども 1 2 

小学生から高校生までの子ども 1 2 

本調査での要介護者の他に介護が必要な方 1 2 

 

～ 設問は以上です。ご協力ありがとうございました。～ 
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「仕事と介護に関する調査」クロス集計表 
 

 

 

※報告書本文中の分析結果は、要介護者 40 歳以上に限定しているため、全有

効回収票 1024 件を集計した以下のクロス集計表とは数値が異なっている。 

 

 

 





 

問
1
(1
)
　

現
在
、

介
護
を

必
要

と
し

て
い
る

同
居

の
ご

家
族
は

、
あ
な

た
と

の
続

柄
で
ど

な
た

で
す

か
。

子
ど

も
自

分
の

父
母

自
分

の
祖

父
母

自
分

の
兄

弟
姉

妹

こ
れ

ら
以

外
の

自
分

の
親

族
配

偶
者

配
偶

者
の

父
母

配
偶

者
の

祖
父

母
配

偶
者
の

兄
弟

姉
妹

こ
れ

ら
以

外
の

配
偶

者
の

親
族

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

6.
1

43
.2

7.
2

0.
4

0.
8

3.
2

34
.9

2.
2

0.
3

0.
2

1.
6

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
9.

5
30

.7
31

.2
1.

6
2.

1
2.

1
13

.2
6.

9
0.

5
0.

5
1.

6
18

9
40

-4
9 歳

9.
1

38
.6

3.
7

0.
3

0.
6

1.
7

41
.7

2.
3

0.
3

0.
0

1.
7

35
0

50
-5

9 歳
2.

5
51

.3
0.

4
0.

0
0.

4
4.

7
38

.4
0.

4
0.

2
0.

2
1.

4
48

5

＜
男
性
＞

10
.7

61
.5

6.
9

0.
4

1.
5

1.
1

16
.4

0.
8

0.
0

0.
4

0.
4

26
2

＜
男
性

・
現
職

＞

正
規

雇
用

13
.6

58
.0

5.
6

0.
6

1.
9

0.
0

19
.1

0.
6

0.
0

0.
6

0.
0

16
2

非
正

規
雇
用

0.
0

61
.9

9.
5

0.
0

4.
8

0.
0

19
.0

4.
8

0.
0

0.
0

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

6.
0

72
.0

8.
0

0.
0

0.
0

0.
0

14
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

50
無
職

11
.1

66
.7

5.
6

0.
0

0.
0

16
.7

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

18
無

回
答

9.
1

54
.5

18
.2

0.
0

0.
0

0.
0

9.
1

0.
0

0.
0

0.
0

9.
1

11
＜

男
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞
※

配
偶
者

が
要

介
護

者
の
場

合
は
、

「
い

な
い

」
に
し

て
い

る

妻
　

い
な

い
1.

6
73

.8
14

.8
1.

6
3.

3
3.

3
1.

6
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
61

妻
　

 
 
い
る

14
.8

55
.2

4.
9

0.
0

0.
5

0.
0

22
.4

1.
1

0.
0

0.
5

0.
5

18
3

無
回

答
0.

0
83

.3
0.

0
0.

0
5.

6
5.

6
5.

6
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
18

＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護
者

で
あ

る
3.

7
85

.2
0.

0
1.

9
1.

9
3.

7
3.

7
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
54

主
た
る

介
護
者

で
な

い
12

.7
55

.1
8.

8
0.

0
1.

5
0.

0
20

.0
1.

0
0.

0
0.

5
0.

5
20

5
無

回
答

0.
0

66
.7

0.
0

0.
0

0.
0

33
.3

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

3

＜
女
性
＞

4.
5

36
.9

7.
3

0.
4

0.
5

3.
9

41
.2

2.
8

0.
4

0.
1

2.
0

76
2

＜
女
性

・
現
職

＞

正
規

雇
用

2.
4

40
.5

13
.7

1.
8

0.
6

4.
2

33
.9

1.
8

0.
0

0.
0

1.
2

16
8

非
正

規
雇
用

5.
7

31
.8

5.
1

0.
0

0.
3

4.
0

47
.4

2.
8

0.
3

0.
0

2.
6

35
2

自
営
・

そ
の
他

4.
3

39
.7

2.
6

0.
0

0.
9

3.
4

42
.2

2.
6

1.
7

0.
9

1.
7

11
6

無
職

4.
9

50
.6

9.
9

0.
0

1.
2

3.
7

27
.2

2.
5

0.
0

0.
0

0.
0

81
無

回
答

2.
2

31
.1

8.
9

0.
0

0.
0

4.
4

42
.2

6.
7

0.
0

0.
0

4.
4

45
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞
※

配
偶
者

が
要

介
護

者
の
場

合
は
、

「
い

な
い

」
に
し

て
い

る

夫
　

い
な

い
1.

0
53

.4
22

.3
1.

6
1.

6
11

.9
7.

8
0.

0
0.

0
0.

0
0.

5
19

3
夫
　

 
 
い
る

5.
4

28
.2

2.
4

0.
0

0.
2

0.
0

57
.5

3.
8

0.
6

0.
2

1.
6

49
7

無
回

答
6.

9
52

.8
1.

4
0.

0
0.

0
9.

7
18

.1
2.

8
0.

0
0.

0
8.

3
72

＜
女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護
者

で
あ

る
6.

7
39

.8
2.

3
0.

0
0.

6
5.

5
42

.3
0.

4
0.

2
0.

2
1.

9
47

5
主

た
る

介
護
者

で
な

い
0.

4
31

.3
17

.0
1.

1
0.

4
0.

4
40

.4
6.

8
0.

8
0.

0
1.

5
26

5
無

回
答

4.
5

40
.9

0.
0

0.
0

0.
0

13
.6

27
.3

4.
5

0.
0

0.
0

9.
1

22
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問
1
(
2
)
　
そ
の
要
介
護
者
の
性

別
を
お
教

え
く
だ
さ
い
。

男
 
性

女
 
性

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

35
.2

63
.9

1.
0

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
37

.6
61

.9
0.

5
18

9
40

-4
9 歳

42
.3

56
.9

0.
9

35
0

50
-5

9歳
29

.1
69

.7
1.

2
48

5

＜
男
性
＞

38
.2

61
.8

0.
0

26
2

＜
男
性
・
現
職
＞

正
規

雇
用

41
.4

58
.6

0.
0

16
2

非
正

規
雇
用

42
.9

57
.1

0.
0

21
自
営
・

そ
の
他

32
.0

68
.0

0.
0

50
無
職

22
.2

77
.8

0.
0

18
無
回
答

36
.4

63
.6

0.
0

11
＜
男
性
・
同
居
配
偶
者
の
有
無

＞

妻
　

い
な
い

49
.2

50
.8

0.
0

61
妻
　
 
 
い
る

36
.6

63
.4

0.
0

18
3

無
回
答

16
.7

83
.3

0.
0

18
＜
男
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ
る

35
.2

64
.8

0.
0

54
主
た
る
介
護
者
で
な
い

39
.0

61
.0

0.
0

20
5

無
回
答

33
.3

66
.7

0.
0

3

＜
女
性
＞

34
.1

64
.6

1.
3

76
2

＜
女
性
・
現
職
＞

正
規

雇
用

31
.5

67
.9

0.
6

16
8

非
正

規
雇
用

35
.5

63
.4

1.
1

35
2

自
営
・

そ
の
他

37
.1

61
.2

1.
7

11
6

無
職

30
.9

69
.1

0.
0

81
無
回
答

31
.1

62
.2

6.
7

45
＜
女
性
・
同
居
配
偶
者
の
有
無

＞

夫
　

い
な
い

47
.7

52
.3

0.
0

19
3

夫
　
 
 
い
る

29
.6

69
.4

1.
0

49
7

無
回
答

29
.2

63
.9

6.
9

72
＜
女
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ
る

27
.2

71
.8

1.
1

47
5

主
た
る
介
護
者
で
な
い

46
.0

52
.8

1.
1

26
5

無
回
答

40
.9

50
.0

9.
1

22
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問
1(
4)
-
1　

要
介
護

者
は
、

次
の

項
目
の

介
護

を
必

要
と
し

て
い

ま
す
か

。

■
起
床

介
助

全
面
的

に
手

助
け

が
必

要

一
部
手

助
け

が
必

要
見

守
り

が
必

要
必

要
と

し
て

い
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

18
.8

21
.3

14
.8

41
.2

3.
9

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
21

.2
22

.8
11

.6
42

.3
2.

1
18

9
40

-4
9歳

16
.6

21
.1

14
.0

43
.4

4.
9

35
0

50
-5

9 歳
19

.4
20

.8
16

.7
39

.2
3.

9
48

5

＜
男
性
＞

17
.9

19
.1

14
.1

45
.4

3.
4

26
2

＜
男
性
・
現
職
＞ 正

規
雇
用

17
.9

19
.8

16
.7

42
.6

3.
1

16
2

非
正
規

雇
用

23
.8

28
.6

0.
0

42
.9

4.
8

21
自

営
・
そ

の
他

18
.0

16
.0

8.
0

54
.0

4.
0

50
無
職

11
.1

16
.7

27
.8

44
.4

0.
0

18
無

回
答

18
.2

9.
1

9.
1

54
.5

9.
1

11
＜

男
性
・

同
居

配
偶

者
の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

11
.5

27
.9

9.
8

47
.5

3.
3

61
妻
　
 
 い

る
20

.8
16

.9
14

.2
44

.3
3.

8
18

3
無

回
答

11
.1

11
.1

27
.8

50
.0

0.
0

18
＜

男
性
・

介
護

役
割

＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

16
.7

14
.8

24
.1

44
.4

0.
0

54
主
た

る
介

護
者
で

な
い

17
.6

20
.0

11
.7

46
.3

4.
4

20
5

無
回
答

66
.7

33
.3

0.
0

0.
0

0.
0

3

＜
女
性
＞

19
.0

22
.0

15
.1

39
.8

4.
1

76
2

＜
女
性
・
現
職
＞ 正

規
雇
用

18
.5

22
.6

13
.1

42
.9

3.
0

16
8

非
正
規

雇
用

18
.5

20
.5

16
.8

40
.1

4.
3

35
2

自
営
・
そ

の
他

17
.2

22
.4

13
.8

39
.7

6.
9

11
6

無
職

28
.4

22
.2

12
.3

37
.0

0.
0

81
無

回
答

13
.3

31
.1

17
.8

31
.1

6.
7

45
＜

女
性
・

同
居

配
偶

者
の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

21
.8

25
.4

11
.9

36
.8

4.
1

19
3

夫
　
 
 い

る
18

.3
20

.5
17

.1
40

.6
3.

4
49

7
無

回
答

16
.7

23
.6

9.
7

41
.7

8.
3

72
＜

女
性
・

介
護

役
割

＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

17
.7

21
.3

15
.6

42
.7

2.
7

47
5

主
た

る
介

護
者
で

な
い

20
.4

23
.8

14
.7

35
.1

6.
0

26
5

無
回
答

31
.8

18
.2

9.
1

31
.8

9.
1

22
 

 
 

 

問
1
(
4
)
-
1
　
各
項
目
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
介
護
が
必
要
な
場
合

、
介
護
を
担
っ
て
い
る
の
は
ど
な
た
で
す
か
。

■
起
床
介
助
（
し
て
い
る

）

あ
な
た

あ
な
た
以

外
の
同
居

家
族
・
親

族

別
居
し
て

い
る
家
族

・
親
族

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー

・
介
護
施

設
職
員

隣
人
・
友

人
・
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア

・
Ｎ
Ｐ
Ｏ

職
員

そ
の

他
無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

56
.0

57
.6

6.
1

27
.9

0.
5

3.
0

3.
3

60
2

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
44

.0
68

.8
5.

5
30

.3
0.

0
2.

8
2.

8
10

9
40

-4
9歳

53
.0

64
.6

4.
0

25
.3

1.
0

3.
0

3.
5

19
8

50
-5

9歳
62

.4
48

.8
7.

8
28

.8
0.

3
3.

1
3.

4
29

5

＜
男
性
＞

42
.0

71
.3

4.
9

28
.0

0.
0

2.
1

2.
1

14
3

＜
男
性
・
現
職
＞ 正

規
雇
用

37
.6

75
.3

1.
1

26
.9

0.
0

3.
2

2.
2

93
非
正
規
雇

用
50

.0
66

.7
25

.0
41

.7
0.

0
0.

0
0.

0
12

自
営
・
そ
の

他
43

.5
69

.6
4.

3
34

.8
0.

0
0.

0
4.

3
23

無
職

80
.0

40
.0

10
.0

10
.0

0.
0

0.
0

0.
0

10
無
回

答
20

.0
80

.0
20

.0
20

.0
0.

0
0.

0
0.

0
5

＜
男
性
・
同
居
配
偶
者
の
有
無
＞

妻
　
い
な

い
43

.8
71

.9
0.

0
28

.1
0.

0
0.

0
0.

0
32

妻
　

 
 
い

る
37

.3
76

.5
5.

9
28

.4
0.

0
2.

9
2.

9
10

2
無
回

答
88

.9
11

.1
11

.1
22

.2
0.

0
0.

0
0.

0
9

＜
男
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ

る
83

.3
26

.7
10

.0
23

.3
0.

0
3.

3
0.

0
30

主
た
る
介
護
者
で
な

い
30

.9
85

.5
3.

6
28

.2
0.

0
1.

8
2.

7
11

0
無
回

答
33

.3
0.

0
0.

0
66

.7
0.

0
0.

0
0.

0
3

＜
女
性
＞

60
.3

53
.4

6.
5

27
.9

0.
7

3.
3

3.
7

45
9

＜
女
性
・
現
職
＞ 正

規
雇
用

64
.6

55
.2

10
.4

28
.1

0.
0

4.
2

3.
1

96
非
正
規
雇

用
58

.3
57

.3
3.

8
29

.9
0.

5
2.

4
3.

3
21

1
自
営
・
そ
の

他
61

.4
50

.0
10

.0
30

.0
1.

4
1.

4
2.

9
70

無
職

64
.7

41
.2

3.
9

15
.7

2.
0

9.
8

0.
0

51
無
回

答
51

.6
48

.4
9.

7
29

.0
0.

0
0.

0
16

.1
31

＜
女
性
・
同
居
配
偶
者
の
有
無
＞

夫
　
い
な

い
59

.8
62

.3
8.

2
27

.9
0.

0
2.

5
3.

3
12

2
夫

　
 
 
い

る
61

.0
55

.6
4.

7
26

.8
0.
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.9
4.

9
21

.3
0.

0
3.

7
4.

3
16

4
無
回

答
42

.9
28

.6
14

.3
50

.0
0.

0
14

.3
28

.6
14
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問
1
(
4
)
-
4
　

要
介
護
者

は
、
次
の

項
目
の
介
護

を
必
要
と

し
て
い

ま
す
か
。

■
ト
イ

レ
の

介
助

全
面
的
に

手
助
け
が

必
要

一
部
手

助
け
が
必

要
見
守

り
が

必
要

必
要
と
し

て
い
な
い

無
回
答

＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

22
.8

19
.7

17
.6

35
.9

4.
0

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
25

.9
24

.3
12

.2
34

.9
2.

6
18

9
40

-4
9歳

22
.9

16
.9

16
.9

39
.1

4.
3

35
0

50
-5

9歳
21

.4
20

.0
20

.2
34

.0
4.

3
48

5

＜
男

性
＞

21
.0

20
.2

16
.0

38
.5

4.
2

26
2

＜
男

性
・
現
職
＞ 正

規
雇
用

18
.5

18
.5

17
.3

42
.0

3.
7

16
2

非
正
規

雇
用

33
.3

28
.6

9.
5

23
.8

4.
8

21
自
営
・
そ

の
他

24
.0

22
.0

12
.0

38
.0

4.
0

50
無
職

22
.2

22
.2

16
.7

38
.9

0.
0

18
無

回
答

18
.2

18
.2

27
.3

18
.2

18
.2

11
＜
男

性
・
同
居

配
偶
者

の
有
無
＞

妻
　
い

な
い

19
.7

29
.5

13
.1

32
.8

4.
9

61
妻
　
 
 
い
る

22
.4

18
.0

16
.9

38
.8

3.
8

18
3

無
回
答

11
.1

11
.1

16
.7

55
.6

5.
6

18
＜
男

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護
者
で

あ
る

16
.7

20
.4

18
.5

44
.4

0.
0

54
主
た
る

介
護
者
で

な
い

21
.5

20
.0

15
.6

37
.6

5.
4

20
5

無
回
答

66
.7

33
.3

0.
0

0.
0

0.
0

3

＜
女

性
＞

23
.4

19
.6

18
.1

35
.0

3.
9

76
2

＜
女

性
・
現
職
＞ 正

規
雇
用

25
.6

19
.6

19
.0

33
.3

2.
4

16
8

非
正
規

雇
用

21
.6

20
.7

19
.0

34
.9

3.
7

35
2

自
営
・
そ

の
他

19
.0

17
.2

17
.2

39
.7

6.
9

11
6

無
職

34
.6

14
.8

11
.1

39
.5

0.
0

81
無

回
答

20
.0

24
.4

22
.2

22
.2

11
.1

45
＜
女

性
・
同
居

配
偶
者

の
有
無
＞

夫
　
い

な
い

25
.9

19
.2

17
.6

34
.2

3.
1

19
3

夫
　
 
 
い
る

23
.3

19
.1

18
.9

35
.4

3.
2

49
7

無
回
答

16
.7

23
.6

13
.9

34
.7

11
.1

72
＜
女

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護
者
で

あ
る

21
.9

18
.1

20
.0

37
.3

2.
7

47
5

主
た
る

介
護
者
で

な
い

26
.0

22
.3

15
.5

31
.3

4.
9

26
5

無
回
答

22
.7

18
.2

9.
1

31
.8

18
.2

22
 

 
 

 

問
1
(
4
)
-
4
　
各
項
目
そ
れ
ぞ

れ
に
つ
い
て
介
護
が
必
要
な
場
合
、
介
護

を
担
っ
て
い
る
の
は
ど
な
た
で

す
か
。

■
ト
イ

レ
の
介
助
（
し
て
い
る
）

あ
な
た

あ
な
た
以

外
の
同
居

家
族
・
親

族

別
居
し
て

い
る
家
族

・
親
族

訪
問

介
護

ヘ
ル

パ
ー

・
介

護
施

設
職

員

隣
人
・
友

人
・
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア

・
Ｎ
Ｐ
Ｏ

職
員

そ
の
他

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

56
.4

57
.6

4.
7

30
.5

0.
5

2.
6

4.
6

65
6

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
46

.3
72

.4
2.

4
28

.5
0.

8
3.

3
3.

3
12

3
40

-4
9歳

54
.5

67
.6

3.
8

32
.9

0.
5

2.
8

2.
3

21
3

50
-5

9歳
61

.6
45

.3
6.

3
29

.7
0.

3
2.

2
6.

6
32

0

＜
男
性
＞

36
.0

74
.5

4.
3

28
.6

0.
6

2.
5

2.
5

16
1

＜
男
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

38
.3

77
.7

2.
1

28
.7

0.
0

4.
3

2.
1

94
非
正
規
雇
用

18
.8

68
.8

12
.5

50
.0

0.
0

0.
0

0.
0

16
自
営
・
そ
の
他

35
.5

71
.0

6.
5

29
.0

0.
0

0.
0

3.
2

31
無
職

72
.7

54
.5

9.
1

9.
1

9.
1

0.
0

0.
0

11
無
回
答

0.
0

88
.9

0.
0

11
.1

0.
0

0.
0

11
.1

9
＜
男
性
・
同
居
配
偶
者
の
有
無

＞

妻
　
い
な
い

39
.0

78
.0

0.
0

29
.3

0.
0

0.
0

2.
4

41
妻
　
 
 
い
る

33
.9

76
.8

5.
4

28
.6

0.
9

3.
6

2.
7

11
2

無
回
答

50
.0

25
.0

12
.5

25
.0

0.
0

0.
0

0.
0

8
＜
男
性
・
介
護
役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で
あ
る

70
.0

40
.0

3.
3

40
.0

3.
3

3.
3

0.
0

30
主
た

る
介
護
者
で
な
い

28
.1

84
.4

4.
7

25
.0

0.
0

2.
3

3.
1

12
8

無
回
答

33
.3

0.
0

0.
0

66
.7

0.
0

0.
0

0.
0

3

＜
女
性
＞

63
.0

52
.1

4.
8

31
.1

0.
4

2.
6

5.
3

49
5

＜
女
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

61
.6

54
.5

6.
3

27
.7

0.
0

3.
6

4.
5

11
2

非
正
規
雇
用

61
.6

54
.1

3.
5

34
.5

0.
4

2.
6

3.
5

22
9

自
営
・
そ
の
他

67
.1

47
.1

8.
6

37
.1

1.
4

1.
4

5.
7

70
無
職

73
.5

40
.8

4.
1

14
.3

0.
0

4.
1

6.
1

49
無
回
答

54
.3

57
.1

2.
9

31
.4

0.
0

0.
0

17
.1

35
＜
女
性
・
同
居
配
偶
者
の
有
無

＞

夫
　
い
な
い

62
.2

63
.8

3.
1

26
.0

0.
0

2.
4

3.
9

12
7

夫
　
 
 
い
る

64
.2

53
.3

4.
7

33
.0

0.
3

2.
2

3.
1

32
1

無
回
答

57
.4

12
.8

10
.6

31
.9

2.
1

6.
4

23
.4

47
＜
女
性
・
介
護
役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で
あ
る

82
.2

34
.6

5.
0

34
.6

0.
7

2.
0

5.
0

29
8

主
た

る
介
護
者
で
な
い

34
.1

83
.5

3.
8

23
.6

0.
0

3.
3

2.
7

18
2

無
回
答

33
.3

20
.0

13
.3

53
.3

0.
0

6.
7

40
.0

15
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問
1
(
4
)
-
5
　

要
介
護
者

は
、
次
の

項
目
の
介

護
を
必

要
と
し
て

い
ま
す
か

。

■
入
浴

介
助

全
面
的
に

手
助
け
が

必
要

一
部
手

助
け
が
必

要
見
守

り
が

必
要

必
要
と
し

て
い
な
い

無
回
答

＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

41
.1

24
.7

13
.7

16
.6

3.
9

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
47

.6
21

.7
11

.1
16

.4
3.

2
18

9
40

-4
9歳

41
.1

22
.0

14
.9

18
.0

4.
0

35
0

50
-5

9歳
38

.6
27

.8
13

.8
15

.7
4.

1
48

5

＜
男

性
＞

40
.5

21
.8

14
.5

19
.5

3.
8

26
2

＜
男

性
・
現
職

＞ 正
規

雇
用

35
.2

27
.8

11
.7

22
.2

3.
1

16
2

非
正
規

雇
用

57
.1

9.
5

9.
5

14
.3

9.
5

21
自
営
・
そ

の
他

50
.0

10
.0

20
.0

16
.0

4.
0

50
無
職

50
.0

16
.7

27
.8

5.
6

0.
0

18
無

回
答

27
.3

18
.2

18
.2

27
.3

9.
1

11
＜
男

性
・
同
居

配
偶
者

の
有
無
＞

妻
　
い

な
い

45
.9

18
.0

14
.8

16
.4

4.
9

61
妻
　
 
 
い
る

38
.8

24
.0

13
.7

20
.8

2.
7

18
3

無
回
答

38
.9

11
.1

22
.2

16
.7

11
.1

18
＜
男

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護
者
で

あ
る

44
.4

13
.0

20
.4

22
.2

0.
0

54
主
た
る

介
護
者
で

な
い

38
.5

24
.4

13
.2

19
.0

4.
9

20
5

無
回
答

10
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
3

＜
女

性
＞

41
.3

25
.7

13
.4

15
.6

3.
9

76
2

＜
女

性
・
現
職

＞ 正
規

雇
用

44
.0

26
.8

12
.5

14
.3

2.
4

16
8

非
正
規

雇
用

42
.0

22
.4

14
.2

16
.8

4.
5

35
2

自
営
・
そ

の
他

32
.8

31
.9

13
.8

16
.4

5.
2

11
6

無
職

46
.9

28
.4

13
.6

11
.1

0.
0

81
無

回
答

37
.8

26
.7

8.
9

17
.8

8.
9

45
＜
女

性
・
同
居

配
偶
者

の
有
無
＞

夫
　
い

な
い

46
.1

26
.4

8.
8

15
.5

3.
1

19
3

夫
　
 
 
い
る

40
.8

25
.6

14
.9

15
.3

3.
4

49
7

無
回
答

31
.9

25
.0

15
.3

18
.1

9.
7

72
＜
女

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護
者
で

あ
る

37
.9

26
.9

15
.2

17
.3

2.
7

47
5

主
た
る

介
護
者
で

な
い

47
.5

25
.3

10
.2

12
.1

4.
9

26
5

無
回
答

40
.9

4.
5

13
.6

22
.7

18
.2

22
 

 
 

 

問
1(
4)
-
5　

各
項
目

そ
れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
介
護

が
必

要
な
場

合
、

介
護
を

担
っ

て
い

る
の
は

ど
な

た
で

す
か
。

■
入
浴

介
助

（
し
て

い
る

）

あ
な

た

あ
な
た
以

外
の
同

居
家

族
・
親

族

別
居

し
て

い
る

家
族

・
親
族

訪
問
介

護
ヘ

ル
パ

ー
・

介
護

施
設
職

員

隣
人

・
友

人
・

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

・
Ｎ

Ｐ
Ｏ

職
員

そ
の

他
無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計
＞

37
.2

36
.8

2.
9

48
.5

0.
7

2.
7

3.
5

85
4

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
31

.6
49

.4
4.

4
53

.2
0.

0
2.

5
1.

9
15

8
40

-4
9 歳

37
.3

39
.7

2.
1

49
.1

0.
7

2.
4

2.
8

28
7

50
-5

9歳
39

.4
29

.8
2.

9
46

.2
1.

0
2.

9
4.

6
40

9

＜
男
性
＞

27
.0

54
.0

3.
3

45
.0

1.
4

2.
8

1.
4

21
1

＜
男
性
・

現
職

＞ 正
規

雇
用

28
.6

59
.5

2.
4

44
.4

0.
8

3.
2

1.
6

12
6

非
正
規
雇

用
11

.1
33

.3
5.

6
66

.7
5.

6
5.

6
0.

0
18

自
営

・
そ

の
他

23
.8

50
.0

4.
8

42
.9

0.
0

2.
4

2.
4

42
無
職

52
.9

41
.2

5.
9

29
.4

5.
9

0.
0

0.
0

17
無

回
答

0.
0

62
.5

0.
0

50
.0

0.
0

0.
0

0.
0

8
＜

男
性
・

同
居

配
偶

者
の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

23
.5

52
.9

0.
0

49
.0

0.
0

2.
0

2.
0

51
妻

　
  

い
る

26
.9

58
.6

4.
1

43
.4

1.
4

3.
4

1.
4

14
5

無
回
答

40
.0

13
.3

6.
7

46
.7

6.
7

0.
0

0.
0

15
＜

男
性
・

介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護

者
で
あ

る
40

.5
23

.8
4.

8
50

.0
2.

4
2.

4
0.

0
42

主
た
る

介
護

者
で
な

い
23

.5
62

.7
3.

0
43

.4
1.

2
3.

0
1.

8
16

6
無

回
答

33
.3

0.
0

0.
0

66
.7

0.
0

0.
0

0.
0

3

＜
女
性
＞

40
.6

31
.1

2.
8

49
.6

0.
5

2.
6

4.
2

64
3

＜
女
性
・

現
職

＞ 正
規

雇
用

43
.8

32
.6

3.
5

52
.1

0.
7

2.
1

2.
1

14
4

非
正
規
雇

用
38

.9
32

.1
2.

0
48

.8
0.

3
1.

7
3.

8
29

3
自
営

・
そ

の
他

39
.2

27
.8

1.
0

52
.6

1.
0

3.
1

3.
1

97
無
職

44
.4

23
.6

5.
6

48
.6

0.
0

5.
6

6.
9

72
無

回
答

37
.8

40
.5

5.
4

40
.5

0.
0

5.
4

13
.5

37
＜

女
性
・

同
居

配
偶

者
の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

41
.7

41
.1

1.
8

50
.3

0.
0

1.
8

2.
5

16
3

夫
　
  

い
る

39
.2

29
.9

2.
9

51
.3

0.
5

2.
6

2.
6

42
1

無
回
答

47
.5

11
.9

5.
1

35
.6

1.
7

5.
1

20
.3

59
＜

女
性
・

介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護

者
で
あ

る
56

.0
22

.1
2.

0
45

.0
0.

8
2.

0
4.

3
39

3
主
た
る

介
護

者
で
な

い
15

.9
47

.2
4.

3
56

.2
0.

0
3.

9
2.

6
23

3
無

回
答

23
.5

17
.6

0.
0

64
.7

0.
0

0.
0

23
.5

17
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問
1
(
4
)
-
6
　
要

介
護
者
は

、
次
の
項

目
の
介
護

を
必
要
と

し
て
い
ま
す

か
。

■
徒
歩
で

の
外
出
(
散

歩
・
買
い
物

等
)

全
面
的
に

手
助
け
が

必
要

一
部
手
助

け
が
必
要

見
守
り
が

必
要

必
要
と
し

て
い
な
い

無
回

答
＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

47
.7

22
.4

12
.4

12
.2

5.
4

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
51

.9
19

.0
11

.6
12

.7
4.

8
18

9
40

-4
9歳

45
.1

23
.7

12
.9

13
.7

4.
6

35
0

50
-5

9歳
47

.8
22

.7
12

.4
10

.9
6.

2
48

5

＜
男

性
＞

45
.4

24
.4

13
.4

11
.5

5.
3

26
2

＜
男

性
・
現
職
＞ 正

規
雇

用
43

.8
25

.9
13

.6
12

.3
4.

3
16

2
非
正
規
雇

用
52

.4
28

.6
9.

5
0.

0
9.

5
21

自
営
・
そ
の

他
44

.0
24

.0
10

.0
16

.0
6.

0
50

無
職

61
.1

16
.7

16
.7

0.
0

5.
6

18
無
回

答
36

.4
9.

1
27

.3
18

.2
9.

1
11

＜
男

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　
い
な

い
39

.3
24

.6
13

.1
16

.4
6.

6
61

妻
　
 
 
い

る
47

.0
24

.6
13

.1
10

.9
4.

4
18

3
無
回

答
50

.0
22

.2
16

.7
0.

0
11

.1
18

＜
男

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
40

.7
31

.5
14

.8
5.

6
7.

4
54

主
た
る
介

護
者
で
な

い
46

.8
22

.9
13

.2
12

.7
4.

4
20

5
無
回

答
33

.3
0.

0
0.

0
33

.3
33

.3
3

＜
女

性
＞

48
.4

21
.7

12
.1

12
.5

5.
4

76
2

＜
女

性
・
現
職
＞ 正

規
雇

用
48

.8
22

.6
10

.7
15

.5
2.

4
16

8
非
正
規
雇

用
49

.4
21

.6
11

.9
11

.9
5.

1
35

2
自

営
・
そ
の

他
44

.8
19

.8
13

.8
14

.7
6.

9
11

6
無

職
49

.4
21

.0
17

.3
6.

2
6.

2
81

無
回

答
46

.7
24

.4
4.

4
11

.1
13

.3
45

＜
女

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　
い
な

い
50

.8
20

.7
9.

8
15

.5
3.

1
19

3
夫
　
 
 
い

る
49

.9
21

.7
11

.9
11

.7
4.

8
49

7
無
回

答
31

.9
23

.6
19

.4
9.

7
15

.3
72

＜
女

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
46

.7
23

.4
12

.4
12

.6
4.

8
47

5
主
た
る
介

護
者
で
な

い
51

.7
18

.9
11

.3
12

.8
5.

3
26

5
無
回

答
45

.5
18

.2
13

.6
4.

5
18

.2
22
 

 
 

 

問
1(
4)

-6
　

各
項
目

そ
れ

ぞ
れ

に
つ

い
て

介
護
が

必
要

な
場

合
、

介
護

を
担
っ

て
い

る
の

は
ど

な
た

で
す

か
。

■
徒
歩
で

の
外

出
（

し
て

い
る

）

あ
な

た

あ
な
た

以
外

の
同

居
家

族
・

親
族

別
居
し
て

い
る
家
族

・
親
族

訪
問

介
護

ヘ
ル

パ
ー

・
介

護
施

設
職

員

隣
人
・

友
人
・
ボ

ラ
ン
テ
ィ

ア
・
Ｎ
Ｐ

Ｏ
職
員

そ
の
他

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計

＞
56

.0
53

.5
7.

7
29

.8
1.

9
2.

2
7.

5
89

9

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
46

.1
65

.5
9.

1
29

.7
2.

4
3.

6
6.

7
16

5
40

-4
9歳

56
.0

57
.3

5.
6

34
.8

2.
3

2.
0

7.
0

30
2

50
-5

9歳
59

.7
46

.3
8.

6
26

.4
1.

4
1.

9
8.

1
43

2

＜
男
性

＞
44

.8
66

.4
6.

9
31

.9
1.

7
1.

3
6.

5
23

2
＜

男
性

・
現
職

＞

正
規
雇

用
45

.1
71

.1
7.

0
32

.4
0.

0
0.

7
5.

6
14

2
非
正

規
雇

用
23

.8
57

.1
9.

5
52

.4
4.

8
0.

0
9.

5
21

自
営
・

そ
の

他
42

.9
61

.9
7.

1
28

.6
4.

8
2.

4
11

.9
42

無
職

88
.9

44
.4

5.
6

16
.7

5.
6

0.
0

0.
0

18
無
回

答
11

.1
77

.8
0.

0
22

.2
0.

0
11

.1
0.

0
9

＜
男
性

・
同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
49

.0
68

.6
0.

0
33

.3
0.

0
0.

0
5.

9
51

妻
　

  
い

る
39

.9
72

.4
8.

0
32

.5
0.

6
1.

2
6.

7
16

3
無
回

答
77

.8
5.

6
16

.7
22

.2
16

.7
5.

6
5.

6
18

＜
男
性

・
介
護

役
割

＞

主
た
る

介
護
者

で
あ

る
70

.6
27

.5
7.

8
43

.1
5.

9
2.

0
5.

9
51

主
た
る

介
護
者

で
な

い
37

.4
78

.2
6.

7
29

.1
0.

6
1.

1
6.

1
17

9
無
回

答
50

.0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
50

.0
2

＜
女
性

＞
59

.8
49

.0
7.

9
29

.1
1.

9
2.

5
7.

8
66

7
＜

女
性

・
現
職

＞

正
規
雇

用
63

.4
52

.1
9.

9
32

.4
1.

4
2.

1
4.

2
14

2
非
正

規
雇

用
58

.7
51

.6
7.

1
31

.0
2.

3
2.

3
7.

1
31

0
自
営
・

そ
の

他
61

.6
39

.4
8.

1
34

.3
3.

0
3.

0
8.

1
99

無
職

65
.8

42
.1

7.
9

14
.5

1.
3

2.
6

11
.8

76
無
回

答
40

.0
55

.0
7.

5
17

.5
0.

0
5.

0
17

.5
40

＜
女
性

・
同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
61

.3
57

.7
6.

1
27

.0
0.

6
0.

6
4.

9
16

3
夫
　

  
い

る
59

.5
50

.3
8.

0
30

.3
2.

5
3.

4
7.

3
43

9
無
回

答
58

.5
18

.5
12

.3
26

.2
1.

5
1.

5
18

.5
65

＜
女
性

・
介
護

役
割

＞

主
た
る

介
護
者

で
あ

る
75

.7
38

.6
6.

7
27

.0
2.

2
2.

2
8.

0
41

5
主

た
る

介
護
者

で
な

い
34

.6
69

.7
9.

5
31

.6
1.

3
3.

5
5.

6
23

1
無
回

答
23

.8
28

.6
14

.3
42

.9
4.

8
0.

0
28

.6
21
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問
1
(
4
)
-
7
　
要

介
護
者
は

、
次
の
項

目
の
介
護

を
必
要
と

し
て
い
ま
す

か
。

■
通
院
介

助

全
面
的
に

手
助
け
が

必
要

一
部
手
助

け
が
必
要

見
守
り
が

必
要

必
要
と
し

て
い
な
い

無
回

答
＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

56
.9

23
.2

7.
6

7.
3

4.
9

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
57

.7
19

.0
7.

4
12

.7
3.

2
18

9
40

-4
9歳

53
.1

25
.1

9.
7

6.
9

5.
1

35
0

50
-5

9歳
59

.4
23

.5
6.

2
5.

6
5.

4
48

5

＜
男

性
＞

52
.3

26
.3

8.
8

7.
3

5.
3

26
2

＜
男

性
・
現
職
＞ 正

規
雇

用
53

.7
26

.5
8.

0
5.

6
6.

2
16

2
非
正
規
雇

用
47

.6
33

.3
9.

5
9.

5
0.

0
21

自
営
・
そ
の
他

52
.0

24
.0

6.
0

14
.0

4.
0

50
無

職
61

.1
22

.2
11

.1
0.

0
5.

6
18

無
回

答
27

.3
27

.3
27

.3
9.

1
9.

1
11

＜
男

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　
い
な

い
44

.3
32

.8
6.

6
13

.1
3.

3
61

妻
　
 
 
い

る
54

.6
24

.6
9.

3
5.

5
6.

0
18

3
無
回

答
55

.6
22

.2
11

.1
5.

6
5.

6
18

＜
男

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
46

.3
33

.3
13

.0
3.

7
3.

7
54

主
た
る
介

護
者
で
な

い
54

.1
24

.9
7.

8
7.

8
5.

4
20

5
無
回

答
33

.3
0.

0
0.

0
33

.3
33

.3
3

＜
女

性
＞

58
.5

22
.2

7.
2

7.
3

4.
7

76
2

＜
女

性
・
現
職
＞ 正

規
雇

用
54

.8
23

.8
6.

5
11

.9
3.

0
16

8
非
正
規
雇

用
61

.1
20

.5
7.

7
5.

7
5.

1
35

2
自

営
・
そ
の
他

52
.6

26
.7

8.
6

6.
0

6.
0

11
6

無
職

65
.4

21
.0

6.
2

4.
9

2.
5

81
無
回

答
55

.6
20

.0
4.

4
11

.1
8.

9
45

＜
女

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　
い
な

い
63

.7
18

.1
5.

2
10

.4
2.

6
19

3
夫
　
 
 
い

る
59

.0
22

.9
7.

4
5.

8
4.

8
49

7
無
回

答
41

.7
27

.8
11

.1
9.

7
9.

7
72

＜
女

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
58

.1
23

.2
6.

9
8.

4
3.

4
47

5
主
た
る
介

護
者
で
な

い
60

.0
20

.8
7.

2
6.

0
6.

0
26

5
無
回

答
50

.0
18

.2
13

.6
0.

0
18

.2
22
 

 
 

 

問
1
(
4
)
-
7
　
各
項
目
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
介

護
が
必
要
な
場
合
、
介

護
を
担
っ
て
い
る
の
は

ど
な
た
で
す
か
。

■
通
院
介
助

（
し
て
い
る
）

あ
な
た

あ
な
た
以

外
の
同
居

家
族
・
親

族

別
居

し
て

い
る

家
族

・
親

族

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー

・
介
護
施

設
職
員

隣
人
・

友
人
・
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア

・
Ｎ
Ｐ

Ｏ
職
員

そ
の
他

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

57
.2

55
.4

7.
6

23
.3

1.
2

2.
5

5.
2

94
9

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
47

.9
71

.5
7.

3
23

.6
1.

8
2.

4
3.

6
16

5
40

-4
9 歳

56
.7

58
.6

7.
4

25
.2

1.
5

2.
1

4.
9

32
6

50
-5

9歳
60

.9
47

.4
7.

9
21

.8
0.

7
2.

8
5.

9
45

8

＜
男
性
＞

44
.0

64
.2

7.
0

25
.1

0.
8

2.
5

4.
9

24
3

＜
男
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

38
.6

69
.3

5.
2

24
.2

0.
0

2.
0

6.
5

15
3

非
正
規
雇
用

47
.4

73
.7

5.
3

47
.4

0.
0

0.
0

0.
0

19
自

営
・
そ
の
他

53
.5

53
.5

14
.0

20
.9

2.
3

7.
0

4.
7

43
無
職

83
.3

33
.3

5.
6

16
.7

5.
6

0.
0

0.
0

18
無
回
答

10
.0

70
.0

10
.0

30
.0

0.
0

0.
0

0.
0

10
＜
男
性
・
同
居
配
偶
者

の
有
無
＞

妻
　
い
な
い

50
.9

62
.3

7.
5

26
.4

1.
9

3.
8

0.
0

53
妻
　
 
 
い
る

38
.2

70
.5

5.
8

25
.4

0.
6

1.
7

6.
4

17
3

無
回
答

82
.4

5.
9

17
.6

17
.6

0.
0

5.
9

5.
9

17
＜
男
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ
る

76
.9

23
.1

11
.5

28
.8

1.
9

1.
9

1.
9

52
主
た
る
介

護
者
で
な
い

34
.9

76
.2

5.
8

24
.3

0.
5

2.
6

5.
3

18
9

無
回
答

50
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

50
.0

2

＜
女
性
＞

61
.8

52
.4

7.
8

22
.7

1.
3

2.
5

5.
2

70
6

＜
女
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

60
.8

60
.1

10
.1

23
.6

1.
4

3.
4

2.
7

14
8

非
正
規
雇
用

63
.0

51
.8

7.
5

24
.4

0.
9

1.
2

6.
0

33
2

自
営
・
そ
の
他

61
.5

45
.9

7.
3

28
.4

3.
7

3.
7

3.
7

10
9

無
職

68
.8

49
.4

6.
5

11
.7

0.
0

1.
3

5.
2

77
無
回
答

42
.5

52
.5

5.
0

10
.0

0.
0

10
.0

12
.5

40
＜
女
性
・
同
居
配
偶
者

の
有
無
＞

夫
　
い
な
い

60
.1

61
.3

6.
9

20
.2

1.
2

1.
7

2.
3

17
3

夫
　
 
 
い
る

62
.8

53
.2

7.
9

22
.9

1.
3

3.
2

4.
7

46
8

無
回
答

58
.5

23
.1

9.
2

27
.7

1.
5

0.
0

16
.9

65
＜
女
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ
る

77
.5

39
.3

7.
4

18
.9

0.
9

3.
0

4.
6

43
5

主
た
る
介

護
者
で
な
い

37
.3

76
.7

8.
4

28
.1

2.
0

2.
0

4.
0

24
9

無
回
答

27
.3

36
.4

9.
1

36
.4

0.
0

0.
0

31
.8

22
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問
1
(
4
)
-
8
　
要

介
護
者
は

、
次
の
項

目
の
介
護

を
必
要
と

し
て
い
ま
す

か
。

■
家
事
援

助
(
料
理
・
掃

除
・
洗
濯

等
)

全
面
的
に

手
助
け
が

必
要

一
部
手
助

け
が
必
要

見
守
り
が

必
要

必
要
と
し

て
い
な
い

無
回

答
＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

58
.2

17
.0

3.
8

15
.0

6.
0

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
52

.9
17

.5
5.

8
19

.0
4.

8
18

9
40

-4
9歳

54
.3

17
.4

5.
4

18
.0

4.
9

35
0

50
-5

9歳
63

.1
16

.5
1.

9
11

.3
7.

2
48

5

＜
男

性
＞

53
.1

21
.8

4.
6

16
.0

4.
6

26
2

＜
男

性
・
現
職
＞ 正

規
雇

用
51

.2
23

.5
4.

9
15

.4
4.

9
16

2
非
正
規
雇

用
57

.1
19

.0
4.

8
14

.3
4.

8
21

自
営
・
そ
の
他

50
.0

22
.0

2.
0

22
.0

4.
0

50
無

職
72

.2
16

.7
5.

6
5.

6
0.

0
18

無
回

答
54

.5
9.

1
9.

1
18

.2
9.

1
11

＜
男

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　
い
な

い
42

.6
26

.2
1.

6
26

.2
3.

3
61

妻
　
 
 
い

る
56

.3
20

.2
5.

5
13

.7
4.

4
18

3
無
回

答
55

.6
22

.2
5.

6
5.

6
11

.1
18

＜
男

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
50

.0
37

.0
3.

7
7.

4
1.

9
54

主
た
る
介

護
者
で
な

い
54

.1
18

.0
4.

9
18

.0
4.

9
20

5
無
回

答
33

.3
0.

0
0.

0
33

.3
33

.3
3

＜
女

性
＞

60
.0

15
.4

3.
5

14
.7

6.
4

76
2

＜
女

性
・
現
職
＞ 正

規
雇

用
56

.5
16

.1
4.

2
19

.0
4.

2
16

8
非
正
規
雇

用
61

.9
15

.3
2.

6
14

.2
6.

0
35

2
自

営
・
そ
の
他

56
.0

14
.7

5.
2

15
.5

8.
6

11
6

無
職

66
.7

14
.8

4.
9

8.
6

4.
9

81
無
回

答
55

.6
15

.6
2.

2
11

.1
15

.6
45

＜
女

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　
い
な

い
61

.1
15

.0
2.

6
16

.6
4.

7
19

3
夫
　
 
 
い

る
61

.0
14

.9
3.

2
14

.5
6.

4
49

7
無
回

答
50

.0
19

.4
8.

3
11

.1
11

.1
72

＜
女

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
62

.9
17

.7
3.

2
11

.2
5.

1
47

5
主
た
る
介

護
者
で
な

い
56

.6
10

.9
4.

2
20

.8
7.

5
26

5
無
回

答
36

.4
18

.2
4.

5
18

.2
22

.7
22
 

 
 

 

問
1
(
4
)
-
8
　
各
項
目
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
介

護
が
必
要
な
場
合
、
介

護
を
担
っ
て
い
る
の
は

ど
な
た
で
す
か
。

■
家
事
援
助

（
し
て
い
る
）

あ
な
た

あ
な
た
以

外
の
同
居

家
族
・
親

族

別
居

し
て

い
る

家
族

・
親

族

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー

・
介
護
施

設
職
員

隣
人
・

友
人
・
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア

・
Ｎ
Ｐ

Ｏ
職
員

そ
の
他

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

63
.3

48
.7

5.
2

19
.7

0.
3

1.
4

8.
0

87
0

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
55

.6
67

.3
7.

2
19

.0
0.

0
2.

6
7.

2
15

3
40

-4
9歳

61
.0

53
.3

3.
8

23
.7

0.
0

0.
3

7.
3

28
7

50
-5

9歳
67

.7
39

.1
5.

3
17

.2
0.

7
1.

6
8.

8
43

0

＜
男
性
＞

40
.0

75
.9

4.
5

19
.5

0.
5

0.
9

4.
5

22
0

＜
男
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

35
.0

81
.8

3.
6

18
.2

0.
0

0.
7

5.
1

13
7

非
正
規
雇
用

44
.4

72
.2

5.
6

44
.4

0.
0

0.
0

5.
6

18
自

営
・
そ
の
他

43
.6

69
.2

7.
7

15
.4

0.
0

0.
0

5.
1

39
無
職

82
.4

41
.2

5.
9

11
.8

5.
9

5.
9

0.
0

17
無
回
答

11
.1

88
.9

0.
0

22
.2

0.
0

0.
0

0.
0

9
＜
男
性
・
同
居
配
偶
者

の
有
無
＞

妻
　
い
な
い

48
.9

66
.7

2.
2

22
.2

0.
0

2.
2

2.
2

45
妻
　
 
 
い
る

31
.6

85
.4

5.
1

19
.0

0.
6

0.
6

5.
1

15
8

無
回
答

94
.1

11
.8

5.
9

17
.6

0.
0

0.
0

5.
9

17
＜
男
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ
る

84
.0

36
.0

6.
0

30
.0

2.
0

2.
0

2.
0

50
主
た
る
介

護
者
で
な
い

26
.8

88
.7

4.
2

16
.7

0.
0

0.
6

4.
8

16
8

無
回
答

50
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

50
.0

2

＜
女
性
＞

71
.2

39
.5

5.
4

19
.7

0.
3

1.
5

9.
2

65
0

＜
女
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

69
.1

48
.5

8.
1

21
.3

0.
0

1.
5

6.
6

13
6

非
正
規
雇
用

72
.8

40
.7

4.
6

19
.2

0.
0

1.
0

8.
6

30
2

自
営
・
そ
の
他

72
.4

32
.7

4.
1

22
.4

1.
0

3.
1

10
.2

98
無
職

73
.0

31
.1

4.
1

16
.2

1.
4

2.
7

8.
1

74
無
回
答

60
.0

32
.5

7.
5

17
.5

0.
0

0.
0

22
.5

40
＜
女
性
・
同
居
配
偶
者

の
有
無
＞

夫
　
い
な
い

64
.6

55
.9

5.
6

14
.3

0.
0

1.
2

7.
5

16
1

夫
　
 
 
い
る

74
.1

37
.2

5.
2

21
.6

0.
2

1.
9

8.
5

42
5

無
回
答

68
.8

14
.1

6.
3

20
.3

1.
6

0.
0

18
.8

64
＜
女
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ
る

83
.4

25
.4

3.
8

19
.9

0.
2

0.
7

7.
6

42
2

主
た
る
介

護
者
で
な
い

52
.4

70
.5

8.
6

18
.6

0.
0

3.
3

8.
6

21
0

無
回
答

5.
6

11
.1

5.
6

27
.8

5.
6

0.
0

55
.6

18
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問
1
(
4
)
-
9
　
要

介
護
者
は

、
次
の
項

目
の
介
護

を
必
要
と

し
て
い
ま
す

か
。

■
金
銭
管

理
(
支
払
い

・
預
貯
金
の

通
帳
管
理

等
)

全
面
的
に

手
助
け
が

必
要

一
部
手
助

け
が
必
要

見
守
り
が

必
要

必
要
と
し

て
い
な
い

無
回

答
＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

55
.5

16
.0

6.
2

18
.3

4.
1

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
56

.6
12

.2
4.

8
23

.3
3.

2
18

9
40

-4
9歳

48
.3

16
.6

9.
1

21
.4

4.
6

35
0

50
-5

9歳
60

.2
17

.1
4.

5
14

.0
4.

1
48

5

＜
男

性
＞

54
.2

14
.5

6.
5

21
.4

3.
4

26
2

＜
男

性
・
現
職
＞ 正

規
雇

用
53

.7
14

.8
6.

2
21

.0
4.

3
16

2
非
正
規
雇

用
47

.6
23

.8
4.

8
23

.8
0.

0
21

自
営
・
そ
の
他

54
.0

12
.0

6.
0

26
.0

2.
0

50
無

職
72

.2
11

.1
0.

0
16

.7
0.

0
18

無
回

答
45

.5
9.

1
27

.3
9.

1
9.

1
11

＜
男

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　
い
な

い
45

.9
11

.5
8.

2
31

.1
3.

3
61

妻
　
 
 
い

る
56

.3
15

.8
6.

6
18

.0
3.

3
18

3
無
回

答
61

.1
11

.1
0.

0
22

.2
5.

6
18

＜
男

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
55

.6
18

.5
5.

6
20

.4
0.

0
54

主
た
る
介

護
者
で
な

い
54

.1
13

.7
6.

8
21

.5
3.

9
20

5
無
回

答
33

.3
0.

0
0.

0
33

.3
33

.3
3

＜
女

性
＞

55
.9

16
.5

6.
0

17
.2

4.
3

76
2

＜
女

性
・
現
職
＞ 正

規
雇

用
56

.0
14

.9
4.

8
20

.2
4.

2
16

8
非
正
規
雇

用
53

.1
17

.6
7.

1
17

.6
4.

5
35

2
自

営
・
そ
の
他

56
.9

16
.4

6.
9

15
.5

4.
3

11
6

無
職

66
.7

17
.3

2.
5

12
.3

1.
2

81
無
回

答
55

.6
13

.3
6.

7
15

.6
8.

9
45

＜
女

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　
い
な

い
58

.5
13

.5
6.

7
17

.1
4.

1
19

3
夫
　
 
 
い

る
56

.5
17

.7
5.

8
16

.3
3.

6
49

7
無
回

答
44

.4
16

.7
5.

6
23

.6
9.

7
72

＜
女

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
55

.6
17

.9
6.

3
17

.1
3.

2
47

5
主
た
る
介

護
者
で
な

い
57

.7
14

.3
5.

3
17

.4
5.

3
26

5
無
回

答
40

.9
13

.6
9.

1
18

.2
18

.2
22
 

 
 

 

問
1
(
4
)
-
9
　
各
項
目
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
介

護
が
必
要
な
場
合
、
介

護
を
担
っ
て
い
る
の
は

ど
な
た
で
す
か
。

■
金
銭
管
理

（
し
て
い
る
）

あ
な
た

あ
な
た
以

外
の
同
居

家
族
・
親

族

別
居

し
て

い
る

家
族

・
親

族

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー

・
介
護
施

設
職
員

隣
人
・

友
人
・
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア

・
Ｎ
Ｐ

Ｏ
職
員

そ
の
他

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

54
.6

54
.8

3.
7

3.
3

0.
0

0.
6

5.
6

83
7

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
35

.2
74

.5
3.

4
4.

1
0.

0
1.

4
3.

4
14

5
40

-4
9歳

52
.7

60
.0

2.
2

2.
5

0.
0

0.
4

6.
2

27
5

50
-5

9歳
62

.6
44

.6
4.

8
3.

6
0.

0
0.

5
6.

0
41

7

＜
男
性
＞

46
.1

68
.4

2.
4

4.
9

0.
0

0.
5

3.
4

20
6

＜
男
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

44
.5

74
.2

2.
3

3.
1

0.
0

0.
8

3.
9

12
8

非
正
規
雇
用

37
.5

62
.5

0.
0

25
.0

0.
0

0.
0

0.
0

16
自

営
・
そ
の
他

43
.2

62
.2

2.
7

5.
4

0.
0

0.
0

5.
4

37
無
職

93
.3

33
.3

6.
7

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

15
無
回
答

20
.0

80
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
＜
男
性
・
同
居
配
偶
者

の
有
無
＞

妻
　
い
な
い

50
.0

66
.7

0.
0

2.
4

0.
0

0.
0

2.
4

42
妻
　
 
 
い
る

41
.3

74
.7

3.
3

6.
0

0.
0

0.
7

3.
3

15
0

無
回
答

85
.7

7.
1

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

7.
1

14
＜
男
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ
る

93
.0

18
.6

2.
3

4.
7

0.
0

0.
0

0.
0

43
主
た
る
介

護
者
で
な
い

33
.5

82
.6

2.
5

5.
0

0.
0

0.
6

3.
7

16
1

無
回
答

50
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

50
.0

2

＜
女
性
＞

57
.4

50
.4

4.
1

2.
9

0.
0

0.
6

6.
3

63
1

＜
女
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

53
.7

55
.2

6.
7

2.
2

0.
0

0.
7

4.
5

13
4

非
正
規
雇
用

55
.2

53
.4

3.
1

3.
1

0.
0

0.
7

6.
2

29
0

自
営
・
そ
の
他

59
.2

46
.9

4.
1

3.
1

0.
0

1.
0

6.
1

98
無
職

73
.2

38
.0

2.
8

1.
4

0.
0

0.
0

5.
6

71
無
回
答

52
.6

42
.1

5.
3

5.
3

0.
0

0.
0

15
.8

38
＜
女
性
・
同
居
配
偶
者

の
有
無
＞

夫
　
い
な
い

56
.3

55
.6

3.
8

2.
5

0.
0

0.
0

4.
4

16
0

夫
　
 
 
い
る

57
.0

53
.1

3.
8

2.
6

0.
0

1.
0

5.
5

41
6

無
回
答

63
.6

14
.5

7.
3

5.
5

0.
0

0.
0

18
.2

55
＜
女
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ
る

76
.1

33
.0

3.
6

2.
3

0.
0

0.
5

6.
6

39
4

主
た
る
介

護
者
で
な
い

26
.0

84
.0

4.
6

3.
2

0.
0

0.
9

3.
2

21
9

無
回
答

27
.8

22
.2

11
.1

11
.1

0.
0

0.
0

38
.9

18
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問
1
(4
)
-
10
　

要
介

護
者

は
、

次
の

項
目

の
介

護
を

必
要

と
し

て
い

ま
す

か
。

■
薬

の
管

理
(
服

薬
・

保
管

等
)

全
面
的

に
手

助
け

が
必

要

一
部

手
助

け
が

必
要

見
守
り

が
必

要
必

要
と

し
て

い
な

い
無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計

＞
49

.6
17

.2
10

.6
19

.0
3.

5
10

24

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
51

.3
18

.5
8.

5
19

.0
2.

6
18

9
40

-4
9歳

46
.3

16
.3

12
.6

20
.9

4.
0

35
0

50
-5

9歳
51

.3
17

.3
10

.1
17

.7
3.

5
48

5

＜
男
性

＞
50

.0
17

.9
9.

2
19

.8
3.

1
26

2
＜

男
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
51

.9
17

.9
8.

0
18

.5
3.

7
16

2
非
正

規
雇

用
47

.6
23

.8
4.

8
23

.8
0.

0
21

自
営
・

そ
の

他
46

.0
14

.0
16

.0
22

.0
2.

0
50

無
職

50
.0

22
.2

5.
6

22
.2

0.
0

18
無
回

答
45

.5
18

.2
9.

1
18

.2
9.

1
11

＜
男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　

い
な

い
41

.0
23

.0
11

.5
21

.3
3.

3
61

妻
　

  
い

る
53

.6
16

.9
8.

2
18

.6
2.

7
18

3
無
回

答
44

.4
11

.1
11

.1
27

.8
5.

6
18

＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
44

.4
18

.5
18

.5
18

.5
0.

0
54

主
た

る
介

護
者

で
な

い
51

.7
18

.0
6.

8
20

.0
3.

4
20

5
無
回

答
33

.3
0.

0
0.

0
33

.3
33

.3
3

＜
女
性

＞
49

.5
16

.9
11

.2
18

.8
3.

7
76

2
＜

女
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
48

.2
19

.6
12

.5
17

.9
1.

8
16

8
非
正

規
雇

用
49

.1
15

.3
11

.1
20

.5
4.

0
35

2
自

営
・

そ
の

他
48

.3
19

.0
12

.9
14

.7
5.

2
11

6
無

職
54

.3
21

.0
4.

9
19

.8
0.

0
81

無
回

答
51

.1
6.

7
13

.3
17

.8
11

.1
45

＜
女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　

い
な

い
50

.8
18

.1
10

.9
17

.6
2.

6
19

3
夫
　

  
い

る
51

.3
15

.9
11

.3
18

.3
3.

2
49

7
無
回

答
33

.3
20

.8
11

.1
25

.0
9.

7
72

＜
女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
47

.2
18

.3
10

.9
21

.1
2.

5
47

5
主
た

る
介

護
者

で
な

い
53

.2
15

.8
11

.3
15

.1
4.

5
26

5
無
回

答
54

.5
0.

0
13

.6
13

.6
18

.2
22
 

 
 

 

問
1
(
4)
-
10
　
各

項
目
そ

れ
ぞ

れ
に
つ

い
て
介

護
が
必

要
な
場

合
、
介

護
を
担

っ
て
い

る
の
は

ど
な
た

で
す

か
。

■
薬
の
管

理
（
し

て
い
る

）

あ
な

た

あ
な
た
以

外
の
同

居
家

族
・
親

族

別
居
し

て
い
る
家

族
・

親
族

訪
問
介

護
ヘ
ル
パ

ー
・
介
護

施
設

職
員

隣
人
・
友

人
・
ボ

ラ
ン
テ
ィ

ア
・
Ｎ
Ｐ

Ｏ
職
員

そ
の
他

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

57
.3

54
.0

3.
0

18
.3

0.
2

1.
7

3.
9

82
9

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
47

.7
73

.9
3.

3
20

.3
0.

7
2.

6
2.

6
15

3
40

-4
9 歳

52
.3

62
.1

2.
5

17
.3

0.
0

1.
4

3.
6

27
7

50
-5

9歳
64

.4
40

.9
3.

3
18

.3
0.

3
1.

5
4.

5
39

9

＜
男

性
＞

40
.5

75
.7

1.
9

17
.1

0.
5

1.
4

1.
0

21
0

＜
男

性
・
現
職

＞

正
規

雇
用

38
.6

80
.3

0.
8

15
.2

0.
8

2.
3

1.
5

13
2

非
正
規

雇
用

12
.5

68
.8

6.
3

43
.8

0.
0

0.
0

0.
0

16
自

営
・
そ

の
他

51
.3

74
.4

2.
6

15
.4

0.
0

0.
0

0.
0

39
無
職

78
.6

42
.9

7.
1

7.
1

0.
0

0.
0

0.
0

14
無

回
答

11
.1

77
.8

0.
0

22
.2

0.
0

0.
0

0.
0

9
＜
男

性
・
同

居
配
偶

者
の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

39
.6

75
.0

0.
0

20
.8

0.
0

0.
0

0.
0

48
妻
　
 
 い

る
37

.6
81

.9
2.

0
16

.1
0.

7
2.

0
0.

7
14

9
無

回
答

76
.9

7.
7

7.
7

15
.4

0.
0

0.
0

7.
7

13
＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
81

.8
25

.0
2.

3
27

.3
0.

0
2.

3
0.

0
44

主
た
る
介

護
者
で
な

い
29

.3
90

.2
1.

8
14

.6
0.

6
1.

2
0.

6
16

4
無

回
答

50
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

50
.0

2

＜
女

性
＞

63
.0

46
.7

3.
4

18
.7

0.
2

1.
8

4.
8

61
9

＜
女

性
・
現
職

＞

正
規

雇
用

63
.8

50
.7

5.
1

20
.3

0.
0

2.
9

2.
2

13
8

非
正
規

雇
用

59
.6

48
.6

2.
9

18
.6

0.
4

1.
1

4.
6

28
0

自
営
・
そ

の
他

64
.6

39
.4

4.
0

18
.2

0.
0

1.
0

6.
1

99
無
職

75
.4

41
.5

1.
5

13
.8

0.
0

4.
6

3.
1

65
無

回
答

59
.5

45
.9

2.
7

24
.3

0.
0

0.
0

16
.2

37
＜
女

性
・
同

居
配
偶

者
の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

62
.9

62
.3

2.
5

16
.4

0.
6

1.
9

1.
9

15
9

夫
　
 
 い

る
63

.3
45

.3
3.

0
19

.2
0.

0
1.

5
3.

7
40

6
無

回
答

61
.1

11
.1

9.
3

22
.2

0.
0

3.
7

22
.2

54
＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
83

.5
26

.7
3.

2
18

.7
0.

0
1.

3
4.

5
37

5
主

た
る
介

護
者
で
な

い
32

.9
82

.2
3.

6
17

.8
0.

4
2.

7
2.

2
22

5
無

回
答

15
.8

21
.1

5.
3

31
.6

0.
0

0.
0

42
.1

19
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問
1(
5
)
　
現
在
、
要
介

護
者
の
介
護
は
自
宅

で
行
っ
て
い
ま
す
か

。
S
Q
1
-
5
-
1
　
「

い
い
え
」
の
方
は
、

ど
ち
ら
で
介
護
さ
れ
て
い
ま

す
か
。

は
い

い
い

え
無
回
答

＜
実
数
＞

病
院

介
護
施
設
（
老

人
ホ
ー
ム
・
介

護
老
人
保
健
施

設
な
ど
）

そ
の
他

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

83
.0

15
.8

1.
2

10
24

＜
総

計
＞

33
.3

61
.1

3.
7

1.
9

16
2

＜
年
齢
＞

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
84

.1
14

.3
1.

6
18

9
30

-3
9 歳

40
.7

59
.3

0.
0

0.
0

27
40

-4
9歳

86
.0

13
.4

0.
6

35
0

40
-4

9歳
27

.7
63

.8
8.

5
0.

0
47

50
-5

9歳
80

.4
18

.1
1.

4
48

5
50

-5
9歳

34
.1

60
.2

2.
3

3.
4

88

＜
男
性
＞

83
.2

16
.8

0.
0

26
2

＜
男

性
＞

36
.4

56
.8

6.
8

0.
0

44
＜

男
性
・
現
職
＞

＜
男

性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

83
.3

16
.7

0.
0

16
2

正
規
雇
用

37
.0

59
.3

3.
7

0.
0

27
非
正
規
雇
用

66
.7

33
.3

0.
0

21
非
正
規
雇
用

42
.9

57
.1

0.
0

0.
0

7
自
営
・
そ
の
他

86
.0

14
.0

0.
0

50
自

営
・
そ
の
他

42
.9

42
.9

14
.3

0.
0

7
無
職

88
.9

11
.1

0.
0

18
無
職

0.
0

50
.0

50
.0

0.
0

2
無
回
答

90
.9

9.
1

0.
0

11
無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

＜
男
性
・
同
居
配
偶
者
の
有

無
＞

＜
男

性
・
同
居
配
偶
者
の
有
無

＞

妻
　
い
な
い

83
.6

16
.4

0.
0

61
妻
　
い
な
い

40
.0

60
.0

0.
0

0.
0

10
妻

　
 
 い

る
82

.5
17

.5
0.

0
18

3
妻
　
 
 
い
る

37
.5

53
.1

9.
4

0.
0

32
無
回
答

88
.9

11
.1

0.
0

18
無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
2

＜
男
性
・
介
護
役
割
＞

＜
男

性
・
介
護
役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で
あ
る

85
.2

14
.8

0.
0

54
主
た
る
介

護
者
で
あ
る

25
. 0

75
.0

0.
0

0.
0

8
主
た

る
介
護
者
で
な
い

83
.4

16
.6

0.
0

20
5

主
た
る
介

護
者
で
な
い

41
.2

50
.0

8.
8

0.
0

34
無
回
答

33
.3

66
.7

0.
0

3
無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
2

＜
女
性
＞

82
.9

15
.5

1.
6

76
2

＜
女

性
＞

32
.2

62
.7

2.
5

2.
5

11
8

＜
女
性
・
現
職
＞

＜
女

性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

83
.9

14
.9

1.
2

16
8

正
規
雇
用

40
.0

52
.0

4.
0

4.
0

25
非
正
規
雇
用

83
.0

15
.6

1.
4

35
2

非
正
規
雇
用

30
.9

63
.6

1.
8

3.
6

55
自
営
・
そ
の
他

84
.5

12
.9

2.
6

11
6

自
営
・
そ
の
他

13
.3

80
.0

6.
7

0.
0

15
無
職

81
.5

18
.5

0.
0

81
無
職

46
.7

53
.3

0.
0

0.
0

15
無
回
答

77
.8

17
.8

4.
4

45
無
回
答

25
.0

75
.0

0.
0

0.
0

8
＜

女
性
・
同
居
配
偶
者
の
有

無
＞

＜
女

性
・
同
居
配
偶
者
の
有
無

＞

夫
　
い
な
い

89
.6

9.
8

0.
5

19
3

夫
　
い
な
い

42
.1

57
.9

0.
0

0.
0

19
夫

　
 
 い

る
81

.9
17

.3
0.

8
49

7
夫
　
 
 
い
る

31
.4

65
.1

2.
3

1.
2

86
無
回
答

72
.2

18
.1

9.
7

72
無
回
答

23
.1

53
.8

7.
7

15
.4

13
＜

女
性
・
介
護
役
割
＞

＜
女

性
・
介
護
役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で
あ
る

85
.1

14
.3

0.
6

47
5

主
た
る
介

護
者
で
あ
る

33
.8

58
.8

4.
4

2.
9

68
主
た

る
介
護
者
で
な
い

83
.0

16
.2

0.
8

26
5

主
た
る
介

護
者
で
な
い

32
.6

67
.4

0.
0

0.
0

43
無
回
答

36
.4

31
.8

31
.8

22
無
回
答

14
.3

71
.4

0.
0

14
.3

7
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問
1(
6
)　

要
介

護
者
に

は
認

知
症
（

痴
呆

）
の
症

状
は

あ
り
ま

す
か
。

あ
る

な
い

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計

＞
41

.4
57

.4
1.

2
10

24

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
33

.9
64

.0
2.

1
18

9
40

-4
9歳

36
.9

62
.3

0.
9

35
0

50
-5

9歳
47

.6
51

.3
1.

0
48

5

＜
男
性

＞
43

.5
56

.1
0.

4
26

2
＜

男
性

・
現
職

＞

正
規

雇
用

42
.0

57
.4

0.
6

16
2

非
正

規
雇
用

38
.1

61
.9

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

50
.0

50
.0

0.
0

50
無
職

50
.0

50
.0

0.
0

18
無

回
答

36
.4

63
.6

0.
0

11
＜

男
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　

い
な
い

37
.7

60
.7

1.
6

61
妻
　

  
い
る

45
.4

54
.6

0.
0

18
3

無
回
答

44
.4

55
.6

0.
0

18
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

38
.9

61
.1

0.
0

54
主

た
る
介

護
者

で
な
い

44
.4

55
.1

0.
5

20
5

無
回
答

66
.7

33
.3

0.
0

3

＜
女
性

＞
40

.7
57

.9
1.

4
76

2
＜

女
性

・
現
職

＞

正
規

雇
用

41
.1

57
.7

1.
2

16
8

非
正

規
雇
用

38
.9

59
.7

1.
4

35
2

自
営
・

そ
の
他

42
.2

56
.0

1.
7

11
6

無
職

46
.9

53
.1

0.
0

81
無

回
答

37
.8

57
.8

4.
4

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　

い
な
い

37
.3

62
.2

0.
5

19
3

夫
　

  
い
る

44
.5

55
.3

0.
2

49
7

無
回
答

23
.6

63
.9

12
.5

72
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

38
.3

61
.5

0.
2

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

46
.0

53
.6

0.
4

26
5

無
回
答

27
.3

31
.8

40
.9

22
 

 
 

 
 

 
 

 
 

S
Q
1
-
6
　
認
知

症
（
痴
呆
）
の
症
状
の
「
あ
る
」
方

は
、
ど
の
程
度
あ
り
ま
す
か
。

■
徘

徊

い
つ
も

あ
る

と
き
ど
き

あ
る

あ
ま
り

な
い

ま
っ
た
く

な
い

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

2.
8

17
.5

21
.2

54
.0

4.
5

42
4

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
1.

6
21

.9
17

.2
57

.8
1.

6
64

40
-4

9歳
3.

9
21

.7
19

.4
51

.2
3.

9
12

9
50

-5
9 歳

2.
6

13
.9

23
.4

54
.5

5.
6

23
1

＜
男
性
＞

3.
5

14
.9

24
.6

50
.9

6.
1

11
4

＜
男
性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

1.
5

20
.6

23
.5

47
.1

7.
4

68
非
正
規
雇
用

0.
0

0.
0

37
.5

62
.5

0.
0

8
自
営
・
そ
の
他

8.
0

4.
0

32
.0

52
.0

4.
0

25
無
職

0.
0

22
.2

11
.1

66
.7

0.
0

9
無
回
答

25
.0

0.
0

0.
0

50
.0

25
.0

4
＜
男
性
・
同
居

配
偶
者
の
有
無
＞

妻
　
い
な
い

4.
3

26
.1

26
.1

39
.1

4.
3

23
妻
　
 
 
い
る

3.
6

13
.3

22
.9

55
.4

4.
8

83
無
回
答

0.
0

0.
0

37
.5

37
.5

25
.0

8
＜
男
性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ
る

0.
0

14
.3

23
.8

52
.4

9.
5

21
主

た
る
介
護
者
で
な
い

4.
4

15
.4

23
.1

51
.6

5.
5

91
無
回
答

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
2

＜
女
性
＞

2.
6

18
.4

20
.0

55
.2

3.
9

31
0

＜
女
性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

2.
9

21
.7

18
.8

53
.6

2.
9

69
非
正
規
雇
用

2.
9

13
.9

24
.8

54
.7

3.
6

13
7

自
営
・
そ
の
他

0.
0

26
.5

10
.2

59
.2

4.
1

49
無
職

5.
3

15
.8

15
.8

57
.9

5.
3

38
無
回
答

0.
0

23
.5

23
.5

47
.1

5.
9

17
＜
女
性
・
同
居

配
偶
者
の
有
無
＞

夫
　
い
な
い

0.
0

18
.1

19
.4

59
.7

2.
8

72
夫
　
 
 
い
る

3.
2

18
.6

20
.8

53
.8

3.
6

22
1

無
回
答

5.
9

17
.6

11
.8

52
.9

11
.8

17
＜
女
性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ
る

1.
6

15
.4

22
.0

57
.1

3.
8

18
2

主
た
る
介
護
者
で
な
い

4.
1

23
.0

18
.0

51
.6

3.
3

12
2

無
回
答

0.
0

16
.7

0.
0

66
.7

16
.7

6
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S
Q
1
-
6
　
認
知
症
（
痴

呆
）
の
症
状
の
「
あ
る
」
方
は
、
ど
の
程
度
あ
り
ま
す
か

。

■
意
思
疎
通

の
困
難

い
つ
も

あ
る

と
き
ど
き

あ
る

あ
ま
り

な
い

ま
っ
た
く

な
い

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

29
.7

58
.5

9.
0

2.
4

0.
5

42
4

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
25

.0
65

.6
7.

8
1.

6
0.

0
64

40
-4

9歳
32

.6
55

.0
8.

5
3.

1
0.

8
12

9
50

-5
9 歳

29
.4

58
.4

9.
5

2.
2

0.
4

23
1

＜
男
性
＞

29
.8

56
.1

13
.2

0.
9

0.
0

11
4

＜
男
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

29
.4

58
.8

10
.3

1.
5

0.
0

68
非
正
規
雇
用

37
.5

62
.5

0.
0

0.
0

0.
0

8
自
営
・
そ
の
他

24
.0

44
.0

32
.0

0.
0

0.
0

25
無
職

33
.3

66
.7

0.
0

0.
0

0.
0

9
無
回
答

50
.0

50
.0

0.
0

0.
0

0.
0

4
＜
男
性
・
同
居
配
偶

者
の
有
無
＞

妻
　
い
な
い

30
.4

52
.2

13
.0

4.
3

0.
0

23
妻
　
 
 
い
る

32
.5

54
.2

13
.3

0.
0

0.
0

83
無
回
答

0.
0

87
.5

12
.5

0.
0

0.
0

8
＜
男
性
・
介
護
役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で
あ
る

23
.8

61
.9

14
.3

0.
0

0.
0

21
主
た

る
介
護
者
で
な
い

31
.9

54
.9

12
.1

1.
1

0.
0

91
無
回
答

0.
0

50
.0

50
.0

0.
0

0.
0

2

＜
女
性
＞

29
.7

59
.4

7.
4

2.
9

0.
6

31
0

＜
女
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

33
.3

53
.6

8.
7

2.
9

1.
4

69
非
正
規
雇
用

27
.7

62
.8

6.
6

2.
9

0.
0

13
7

自
営
・
そ
の
他

34
.7

51
.0

12
.2

2.
0

0.
0

49
無
職

21
.1

71
.1

2.
6

2.
6

2.
6

38
無
回
答

35
.3

52
.9

5.
9

5.
9

0.
0

17
＜
女
性
・
同
居
配
偶

者
の
有
無
＞

夫
　
い
な
い

31
.9

55
.6

9.
7

2.
8

0.
0

72
夫
　
 
 
い
る

29
.9

59
.7

6.
8

3.
2

0.
5

22
1

無
回
答

17
.6

70
.6

5.
9

0.
0

5.
9

17
＜
女
性
・
介
護
役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で
あ
る

28
.6

59
.3

8.
2

3.
8

0.
0

18
2

主
た

る
介
護
者
で
な
い

31
.1

59
.0

6.
6

1.
6

1.
6

12
2

無
回
答

33
.3

66
.7

0.
0

0.
0

0.
0

6
 

 
 

 
 

 
 

 

S
Q
1
-
6
　
認
知

症
（
痴
呆
）
の
症
状
の
「
あ
る
」
方

は
、
ど
の
程
度
あ
り
ま
す
か
。

■
不

潔
行
為
や
異
食
行
動 い
つ
も

あ
る

と
き
ど
き

あ
る

あ
ま
り

な
い

ま
っ
た
く

な
い

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

7.
5

29
.2

26
.2

33
.5

3.
5

42
4

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
9.

4
31

.3
20

.3
37

.5
1.

6
64

40
-4

9歳
9.

3
31

.0
25

.6
29

.5
4.

7
12

9
50

-5
9 歳

6.
1

27
.7

28
.1

34
.6

3.
5

23
1

＜
男
性
＞

6.
1

30
.7

25
.4

33
.3

4.
4

11
4

＜
男
性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

7.
4

25
.0

22
.1

39
.7

5.
9

68
非
正
規
雇
用

0.
0

50
.0

12
.5

37
.5

0.
0

8
自
営
・
そ
の
他

4.
0

36
.0

40
.0

16
.0

4.
0

25
無
職

0.
0

33
.3

33
.3

33
.3

0.
0

9
無
回
答

25
.0

50
.0

0.
0

25
.0

0.
0

4
＜
男
性
・
同
居

配
偶
者
の
有
無
＞

妻
　
い
な
い

4.
3

21
.7

21
.7

47
.8

4.
3

23
妻
　
 
 
い
る

7.
2

32
.5

26
.5

31
.3

2.
4

83
無
回
答

0.
0

37
.5

25
.0

12
.5

25
.0

8
＜
男
性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ
る

0.
0

33
.3

23
.8

33
.3

9.
5

21
主

た
る
介
護
者
で
な
い

7.
7

30
.8

24
.2

34
.1

3.
3

91
無
回
答

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
2

＜
女
性
＞

8.
1

28
.7

26
.5

33
.5

3.
2

31
0

＜
女
性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

8.
7

33
.3

17
.4

37
.7

2.
9

69
非
正
規
雇
用

6.
6

28
.5

27
.7

34
.3

2.
9

13
7

自
営
・
そ
の
他

8.
2

26
.5

24
.5

36
.7

4.
1

49
無
職

2.
6

23
.7

42
.1

26
.3

5.
3

38
無
回
答

29
.4

29
.4

23
.5

17
.6

0.
0

17
＜
女
性
・
同
居

配
偶
者
の
有
無
＞

夫
　
い
な
い

8.
3

26
.4

26
.4

34
.7

4.
2

72
夫
　
 
 
い
る

8.
1

30
.3

26
.2

32
.6

2.
7

22
1

無
回
答

5.
9

17
.6

29
.4

41
.2

5.
9

17
＜
女
性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ
る

4.
9

28
.6

30
.2

32
.4

3.
8

18
2

主
た
る
介
護
者
で
な
い

12
.3

30
.3

20
.5

34
.4

2.
5

12
2

無
回
答

16
.7

0.
0

33
.3

50
.0

0.
0

6
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S
Q
1
-
6
　
認
知

症
（
痴
呆
）
の
症
状
の
「
あ
る
」
方

は
、
ど
の
程
度
あ
り
ま
す
か
。

■
暴

言
･
暴
力

い
つ
も

あ
る

と
き
ど
き

あ
る

あ
ま
り

な
い

ま
っ
た
く

な
い

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

5.
4

22
.6

26
.7

41
.7

3.
5

42
4

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
3.

1
23

.4
26

.6
46

.9
0.

0
64

40
-4

9歳
10

.1
22

.5
27

.1
36

.4
3.

9
12

9
50

-5
9 歳

3.
5

22
.5

26
.4

43
.3

4.
3

23
1

＜
男
性
＞

4.
4

14
.9

25
.4

49
.1

6.
1

11
4

＜
男
性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

7.
4

11
.8

25
.0

48
.5

7.
4

68
非
正
規
雇
用

0.
0

0.
0

12
.5

87
.5

0.
0

8
自
営
・
そ
の
他

0.
0

24
.0

28
.0

44
.0

4.
0

25
無
職

0.
0

11
.1

33
.3

44
.4

11
.1

9
無
回
答

0.
0

50
.0

25
.0

25
.0

0.
0

4
＜
男
性
・
同
居

配
偶
者
の
有
無
＞

妻
　
い
な
い

4.
3

17
.4

26
.1

47
.8

4.
3

23
妻
　
 
 
い
る

4.
8

15
.7

25
.3

49
.4

4.
8

83
無
回
答

0.
0

0.
0

25
.0

50
.0

25
.0

8
＜
男
性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ
る

4.
8

9.
5

33
.3

42
.9

9.
5

21
主

た
る
介
護
者
で
な
い

4.
4

16
.5

23
.1

50
.5

5.
5

91
無
回
答

0.
0

0.
0

50
.0

50
.0

0.
0

2

＜
女
性
＞

5.
8

25
.5

27
.1

39
.0

2.
6

31
0

＜
女
性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

5.
8

20
.3

29
.0

43
.5

1.
4

69
非
正
規
雇
用

5.
8

29
.9

27
.0

35
.8

1.
5

13
7

自
営
・
そ
の
他

10
.2

14
.3

24
.5

44
.9

6.
1

49
無
職

0.
0

31
.6

31
.6

31
.6

5.
3

38
無
回
答

5.
9

29
.4

17
.6

47
.1

0.
0

17
＜
女
性
・
同
居

配
偶
者
の
有
無
＞

夫
　
い
な
い

4.
2

22
.2

25
.0

47
.2

1.
4

72
夫
　
 
 
い
る

5.
9

26
.2

27
.6

37
.6

2.
7

22
1

無
回
答

11
.8

29
.4

29
.4

23
.5

5.
9

17
＜
女
性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ
る

4.
4

24
.2

30
.8

37
.4

3.
3

18
2

主
た
る
介
護
者
で
な
い

7.
4

27
.9

21
.3

41
.8

1.
6

12
2

無
回
答

16
.7

16
.7

33
.3

33
.3

0.
0

6
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■
早
朝
（
5
時
～
9
時
） 月
曜
日

火
曜
日

水
曜
日

木
曜
日

金
曜

日
土
曜
日

日
曜
日

無
回

答
<実

数
>

＜
総
計
＞

40
.4

39
.6

39
.8

39
.7

39
.5

40
.8

40
.1

16
.1

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
29

.6
29

.6
29

.6
30

.2
29

.6
32

.8
33

.3
16

.9
18

9
40

-4
9歳

38
.0

36
.9

37
.1

36
.9

37
.4

37
.1

35
.7

17
.4

35
0

50
-5

9歳
46

.4
45

.6
45

.8
45

.6
44

.7
46

.6
46

.0
14

.8
48

5

＜
男
性
＞

25
.2

24
.8

25
.6

24
.8

25
.2

31
.3

30
.9

17
.9

26
2

＜
男
性
・

現
職
＞ 正

規
雇

用
22

.2
21

.6
22

.2
21

.6
22

.2
29

.0
30

.9
19

.1
16

2
非
正
規
雇
用

19
.0

19
.0

19
.0

19
.0

19
.0

28
.6

23
.8

9.
5

21
自
営
・
そ
の
他

34
.0

34
.0

36
.0

34
.0

34
.0

36
.0

34
.0

20
.0

50
無
職

50
.0

50
.0

50
.0

50
.0

50
.0

61
.1

50
.0

0.
0

18
無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
36

.4
11

＜
男
性
・

同
居
配
偶
者
の
有
無
＞

妻
　
い
な

い
24

.6
24

.6
24

.6
24

.6
23

.0
29

.5
24

.6
13

.1
61

妻
　

 
 い

る
24

.0
23

.5
24

.6
23

.5
24

.6
31

.1
31

.7
20

.8
18

3
無
回

答
38

.9
38

.9
38

.9
38

.9
38

.9
38

.9
44

.4
5.

6
18

＜
男
性
・

介
護
役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で
あ

る
51

.9
50

.0
51

.9
50

.0
51

.9
50

.0
50

.0
0.

0
54

主
た

る
介
護
者
で
な

い
18

.0
18

.0
18

.5
18

.0
18

.0
26

.3
25

.9
22

.0
20

5
無
回

答
33

.3
33

.3
33

.3
33

.3
33

.3
33

.3
33

.3
66

.7
3

＜
女
性
＞

45
.7

44
.8

44
.8

44
.9

44
.4

44
.1

43
.3

15
.5

76
2

＜
女
性
・

現
職
＞ 正

規
雇

用
44

.0
42

.9
42

.9
44

.0
43

.5
45

.2
45

.2
14

.3
16

8
非
正
規
雇
用

44
.0

43
.8

42
.6

43
.8

42
.3

42
.6

41
.5

15
.1

35
2

自
営
・
そ
の
他

51
.7

50
.0

50
.9

49
.1

49
.1

46
.6

44
.8

14
.7

11
6

無
職

45
.7

43
.2

46
.9

43
.2

45
.7

42
.0

43
.2

16
.0

81
無
回

答
48

.9
48

.9
48

.9
48

.9
48

.9
48

.9
46

.7
24

.4
45

＜
女
性
・

同
居
配
偶
者
の
有
無
＞

夫
　
い
な

い
34

.2
34

.7
34

.2
34

.7
34

.2
34

.2
34

.7
15

.0
19

3
夫

　
 
 い

る
49

.7
48

.3
48

.1
48

.7
48

.1
48

.1
46

.5
14

.7
49

7
無
回

答
48

.6
47

.2
50

.0
45

.8
45

.8
43

.1
44

.4
22

.2
72

＜
女
性
・

介
護
役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で
あ

る
60

.2
59

.4
58

.9
59

.6
58

.7
57

.7
56

.4
9.

3
47

5
主
た

る
介
護
者
で
な

い
21

.1
20

.0
20

.8
20

.0
20

.0
21

.1
21

.1
23

.4
26

5
無
回

答
27

.3
27

.3
27

.3
27

.3
27

.3
27

.3
27

.3
54

.5
22

問
1
(
1
0
)
　
あ
な
た

が
１
週
間
の
中
で

要
介
護
者
を
介
護
す
る

時
間
帯
と
し
て
、

あ
て
は
ま
る
個
所

す
べ
て
○
を

 
 
 
 
 
 
 
つ
け
て
く
だ

さ
い
。

  
  

  
 

■
午

前
（

9
時

～
1
2
時

）

月
曜

日
火

曜
日

水
曜

日
木

曜
日

金
曜

日
土

曜
日

日
曜

日
無

回
答

<
実

数
>

＜
総

計
＞

15
.8

16
.5

16
.0

16
.8

14
.6

28
.4

35
.0

16
.1

10
24

＜
年

齢
＞

27
.5

30
-3

9歳
11

.1
11

.6
12

.2
11

.6
11

.1
27

.1
33

.3
16

.9
18

9
40

-4
9歳

12
.9

12
.9

15
.4

14
.3

12
.3

29
.7

30
.9

17
.4

35
0

50
-5

9歳
19

.8
21

.0
17

.9
20

.6
17

.5
38

.6
14

.8
48

5

＜
男

性
＞

9.
2

10
.3

9.
2

10
.3

9.
5

31
.3

39
.7

17
.9

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

2.
5

1.
9

3.
1

2.
5

3.
1

32
.7

45
.1

19
.1

16
2

非
正

規
雇

用
9.

5
14

.3
4.

8
14

.3
9.

5
23

.8
14

.3
9.

5
21

自
営

・
そ

の
他

20
.0

20
.0

18
.0

20
.0

20
.0

26
.0

32
.0

20
.0

50
無

職
38

.9
55

.6
38

.9
50

.0
38

.9
50

.0
55

.6
0.

0
18

無
回

答
9.

1
9.

1
18

.2
9.

1
9.

1
18

.2
18

.2
36

.4
11

＜
男

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
13

.1
14

.8
16

.4
14

.8
13

.1
29

.5
36

.1
13

.1
61

妻
　

 
 い

る
6.

0
6.

6
4.

9
6.

6
6.

6
31

.1
40

.4
20

.8
18

3
無

回
答

27
.8

33
.3

27
.8

33
.3

27
.8

38
.9

44
.4

5.
6

18
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

27
.8

24
.1

25
.9

27
.8

22
.2

46
.3

53
.7

0.
0

54
主

た
る

介
護

者
で

な
い

3.
9

6.
3

4.
4

5.
4

5.
9

27
.3

36
.1

22
.0

20
5

無
回

答
33

.3
33

.3
33

.3
33

.3
33

.3
33

.3
33

.3
66

.7
3

＜
女

性
＞

18
.1

18
.6

18
.4

19
.0

16
.3

27
.4

33
.3

15
.5

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

9.
5

7.
7

8.
3

9.
5

6.
0

28
.6

36
.9

14
.3

16
8

非
正

規
雇

用
16

.5
17

.3
16

.8
17

.3
15

.1
26

.1
29

.5
15

.1
35

2
自

営
・

そ
の
他

25
.0

26
.7

25
.9

25
.9

23
.3

25
.9

33
.6

14
.7

11
6

無
職

30
.9

34
.6

34
.6

37
.0

30
.9

35
.8

44
.4

16
.0

81
無

回
答

22
.2

20
.0

20
.0

17
.8

20
.0

22
.2

28
.9

24
.4

45
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
21

.8
22

.3
19

.7
22

.3
19

.7
31

.1
36

.3
15

.0
19

3
夫

　
 
 い

る
15

.9
17

.1
17

.5
17

.3
14

.7
27

.2
33

.2
14

.7
49

7
無

回
答

23
.6

19
.4

20
.8

22
.2

18
.1

19
.4

26
.4

22
.2

72
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

22
.9

23
.2

23
.6

24
.6

20
.8

33
.5

41
.9

9.
3

47
5

主
た

る
介

護
者
で

な
い

10
.6

11
.7

10
.6

10
.6

9.
1

18
.5

19
.6

23
.4

26
5

無
回

答
4.

5
4.

5
0.

0
0.

0
4.

5
4.

5
13

.6
54

.5
22

問
1
(
1
0
)
　

あ
な

た
が

１
週

間
の

中
で

要
介

護
者

を
介

護
す

る
時

間
帯

と
し

て
、

あ
て

は
ま
る

個
所

す
べ

て
○

を
 
 
 
 
 
 
 
つ

け
て

く
だ

さ
い
。

 

－203－



 

■
午
後
（
1
2
時
～
1
7
時
）

月
曜

日
火

曜
日

水
曜

日
木

曜
日

金
曜

日
土

曜
日

日
曜

日
無

回
答

<
実

数
>

＜
総

計
＞

20
.2

19
.6

19
.9

20
.6

19
.4

31
.4

37
.8

16
.1

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
20

.6
19

.6
20

.6
22

.2
20

.1
33

.3
40

.7
16

.9
18

9
40

-4
9歳

18
.6

16
.9

18
.6

18
.3

18
.0

30
.9

35
.1

17
.4

35
0

50
-5

9歳
21

.2
21

.6
20

.6
21

.6
20

.2
31

.1
38

.6
14

.8
48

5

＜
男

性
＞

12
.6

10
.3

9.
9

11
.8

10
.3

29
.4

39
.3

17
.9

26
2

＜
男

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

2.
5

0.
6

1.
9

2.
5

1.
9

31
.5

41
.4

19
.1

16
2

非
正

規
雇

用
23

.8
19

.0
14

.3
23

.8
19

.0
19

.0
42

.9
9.

5
21

自
営

・
そ

の
他

30
.0

24
.0

22
.0

24
.0

24
.0

26
.0

30
.0

20
.0

50
無

職
50

.0
55

.6
50

.0
55

.6
44

.4
44

.4
55

.6
0.

0
18

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
9.

1
18

.2
36

.4
11

＜
男

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
24

.6
16

.4
21

.3
19

.7
19

.7
37

.7
44

.3
13

.1
61

妻
　

 
 
い

る
6.

0
5.

5
3.

8
6.

6
4.

9
26

.8
38

.3
20

.8
18

3
無

回
答

38
.9

38
.9

33
.3

38
.9

33
.3

27
.8

33
.3

5.
6

18
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
31

.5
18

.5
24

.1
20

.4
22

.2
38

.9
50

.0
0.

0
54

主
た

る
介

護
者

で
な

い
7.

3
7.

8
5.

9
9.

3
6.

8
26

.8
36

.6
22

.0
20

5
無

回
答

33
.3

33
.3

33
.3

33
.3

33
.3

33
.3

33
.3

66
.7

3

＜
女

性
＞

22
.8

22
.8

23
.4

23
.6

22
.6

32
.2

37
.3

15
.5

76
2

＜
女

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

10
.1

9.
5

9.
5

11
.9

8.
3

30
.4

39
.3

14
.3

16
8

非
正

規
雇

用
21

.0
19

.6
21

.3
21

.9
20

.5
29

.5
33

.0
15

.1
35

2
自

営
・

そ
の

他
33

.6
34

.5
31

.0
33

.6
31

.9
34

.5
38

.8
14

.7
11

6
無

職
44

.4
51

.9
53

.1
45

.7
49

.4
49

.4
55

.6
16

.0
81

無
回

答
17

.8
15

.6
17

.8
15

.6
20

.0
22

.2
26

.7
24

.4
45

＜
女

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
28

.0
26

.4
26

.9
29

.5
28

.0
37

.3
43

.5
15

.0
19

3
夫

　
 
 
い

る
20

.5
21

.3
21

.7
21

.3
20

.7
31

.0
36

.0
14

.7
49

7
無

回
答

25
.0

23
.6

25
.0

23
.6

20
.8

26
.4

29
.2

22
.2

72
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
29

.1
28

.4
30

.5
30

.3
28

.2
36

.8
44

.6
9.

3
47

5
主

た
る

介
護

者
で

な
い

13
.2

14
.7

12
.1

13
.6

14
.0

24
.9

25
.7

23
.4

26
5

無
回

答
4.

5
0.

0
4.

5
0.

0
4.

5
18

.2
18

.2
54

.5
22

問
1
(
1
0
)
　

あ
な

た
が

１
週

間
の

中
で

要
介

護
者

を
介

護
す

る
時

間
帯

と
し

て
、

あ
て

は
ま

る
個

所
す

べ
て

○
を

 
 
 
 
 
 
 
つ

け
て

く
だ

さ
い

。

  
  

  
 

■
夕

方
～

夜
間

（
1
7
時

～
2
2
時

）

月
曜

日
火

曜
日

水
曜

日
木

曜
日

金
曜

日
土

曜
日

日
曜

日
無

回
答

<
実

数
>

＜
総

計
＞

53
.5

54
.2

53
.3

53
.5

54
.7

58
.0

57
.9

16
.1

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
48

.1
48

.1
48

.1
48

.1
49

.2
54

.5
54

.5
16

.9
18

9
40

-4
9歳

50
.9

50
.6

49
.7

51
.1

52
.6

55
.4

54
.6

17
.4

35
0

50
-5

9歳
57

.5
59

.2
57

.9
57

.3
58

.4
61

.2
61

.6
14

.8
48

5

＜
男

性
＞

37
.0

36
.6

36
.6

35
.9

37
.0

46
.2

48
.1

17
.9

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

32
.7

33
.3

32
.7

32
.7

32
.7

46
.9

47
.5

19
.1

16
2

非
正

規
雇

用
28

.6
28

.6
28

.6
28

.6
28

.6
33

.3
38

.1
9.

5
21

自
営

・
そ

の
他

42
.0

38
.0

40
.0

36
.0

40
.0

42
.0

46
.0

20
.0

50
無

職
83

.3
83

.3
83

.3
83

.3
88

.9
83

.3
77

.8
0.

0
18

無
回

答
18

.2
18

.2
18

.2
18

.2
18

.2
18

.2
36

.4
36

.4
11

＜
男

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
42

.6
39

.3
41

.0
39

.3
41

.0
50

.8
49

.2
13

.1
61

妻
　

 
 い

る
31

.7
32

.2
31

.7
31

.1
32

.2
41

.5
44

.3
20

.8
18

3
無

回
答

72
.2

72
.2

72
.2

72
.2

72
.2

77
.8

83
.3

5.
6

18
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

66
.7

63
.0

64
.8

63
.0

64
.8

66
.7

72
.2

0.
0

54
主

た
る

介
護

者
で

な
い

29
.8

30
.2

29
.8

29
.3

30
.2

41
.5

42
.4

22
.0

20
5

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
66

.7
3

＜
女

性
＞

59
.2

60
.2

59
.1

59
.6

60
.8

62
.1

61
.3

15
.5

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

62
.5

62
.5

63
.1

61
.3

63
.7

69
.0

70
.2

14
.3

16
8

非
正

規
雇

用
58

.2
60

.5
58

.8
60

.2
60

.8
61

.1
59

.1
15

.1
35

2
自

営
・

そ
の
他

58
.6

57
.8

57
.8

56
.0

60
.3

56
.9

56
.0

14
.7

11
6

無
職

61
.7

61
.7

58
.0

60
.5

59
.3

61
.7

63
.0

16
.0

81
無

回
答

51
.1

53
.3

51
.1

55
.6

53
.3

57
.8

55
.6

24
.4

45
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
60

.1
60

.6
59

.1
61

.7
62

.2
64

.2
63

.2
15

.0
19

3
夫

　
 
 い

る
59

.4
61

.2
60

.0
60

.2
61

.2
62

.4
61

.6
14

.7
49

7
無

回
答

55
.6

52
.8

52
.8

50
.0

54
.2

54
.2

54
.2

22
.2

72
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

72
.0

73
.5

71
.6

72
.4

73
.7

73
.1

72
.6

9.
3

47
5

主
た

る
介

護
者
で

な
い

39
.2

39
.6

39
.6

39
.6

40
.8

44
.9

43
.4

23
.4

26
5

無
回

答
22

.7
22

.7
22

.7
22

.7
22

.7
31

.8
31

.8
54

.5
22

問
1
(
1
0
)
　

あ
な

た
が

１
週

間
の

中
で

要
介

護
者

を
介

護
す

る
時

間
帯

と
し

て
、

あ
て

は
ま
る

個
所

す
べ

て
○

を
 
 
 
 
 
 
 
つ

け
て

く
だ

さ
い
。

 

－204－



 

 
 

■
深
夜
（
2
2
時
～
翌
日

5
時
）

月
曜
日

火
曜
日

水
曜
日

木
曜
日

金
曜

日
土

曜
日

日
曜
日

無
回
答

<
実
数
>

＜
総
計
＞

16
.7

16
.4

16
.5

16
.3

16
.5

17
.7

17
.4

16
.1

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
18

.0
18

.5
18

.0
18

.0
18

.5
18

.5
19

.0
16

.9
18

9
40

-4
9歳

15
.4

15
.1

15
.1

15
.1

15
.4

16
.3

14
.9

17
.4

35
0

50
-5

9歳
17

.1
16

.5
16

.9
16

.5
16

.5
18

.4
18

.6
14

.8
48

5
 

＜
男
性
＞

14
.1

13
.7

13
.7

13
.7

14
.5

17
.2

16
.4

17
.9

26
2

＜
男
性
・
現
職
＞

 
正
規
雇
用

11
.7

11
.7

11
.7

11
.7

13
.0

15
.4

14
.8

19
.1

16
2

非
正
規
雇
用

9.
5

9.
5

9.
5

9.
5

9.
5

9.
5

9.
5

9.
5

21
自
営
・
そ
の
他

20
.0

18
.0

18
.0

18
.0

18
.0

24
.0

22
.0

20
.0

50
無
職

27
.8

27
.8

27
.8

27
.8

27
.8

27
.8

27
.8

0.
0

18
無
回
答

9.
1

9.
1

9.
1

9.
1

9.
1

9.
1

9.
1

36
.4

11
＜
男
性
・
同

居
配
偶
者
の
有
無
＞

妻
　
い
な
い

16
.4

16
.4

16
.4

16
.4

16
.4

18
.0

18
.0

13
.1

61
妻

　
 
 い

る
11

.5
10

.9
10

.9
10

.9
12

.0
15

.3
14

.2
20

.8
18

3
無
回
答

33
.3

33
.3

33
.3

33
.3

33
.3

33
.3

33
.3

5.
6

18
＜
男
性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で
あ
る

31
.5

29
.6

29
.6

29
.6

29
.6

29
.6

29
.6

0.
0

54
主
た

る
介
護
者
で
な
い

9.
8

9.
8

9.
8

9.
8

10
.7

14
.1

13
.2

22
.0

20
5

無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

66
.7

3

＜
女
性
＞

17
.6

17
.3

17
.5

17
.2

17
.2

17
.8

17
.7

15
.5

76
2

＜
女
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

25
.0

24
.4

25
.0

24
.4

24
.4

25
.0

25
.6

14
.3

16
8

非
正
規
雇
用

10
.8

10
.8

10
.5

10
.5

10
.8

10
.5

10
.2

15
.1

35
2

自
営
・
そ
の
他

19
.0

18
.1

19
.0

18
.1

17
.2

19
.8

20
.7

14
.7

11
6

無
職

28
.4

28
.4

28
.4

28
.4

27
.2

29
.6

29
.6

16
.0

81
無
回
答

20
.0

20
.0

20
.0

20
.0

22
.2

22
.2

17
.8

24
.4

45
＜
女
性
・
同

居
配
偶
者
の
有
無
＞

夫
　
い
な
い

24
.4

23
.8

23
.8

23
.3

23
.3

24
.4

24
.4

15
.0

19
3

夫
　

 
 い

る
14

.5
14

.5
14

.5
14

.5
14

.5
15

.1
14

.9
14

.7
49

7
無
回
答

20
.8

19
.4

20
.8

19
.4

19
.4

19
.4

19
.4

22
.2

72
＜
女
性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で
あ
る

23
.4

23
.2

23
.4

23
.2

22
.9

24
.0

24
.0

9.
3

47
5

主
た

る
介
護
者
で
な
い

7.
5

7.
2

7.
2

6.
8

7.
2

6.
8

6.
4

23
.4

26
5

無
回
答

13
.6

13
.6

13
.6

13
.6

13
.6

18
.2

18
.2

54
.5

22

問
1
(
1
0
)
　
あ
な
た
が

１
週
間
の
中
で
要

介
護
者
を
介
護
す
る
時
間

帯
と
し
て
、
あ
て

は
ま
る
個
所
す
べ

て
○
を

 
 
 
 
 
 
 
つ
け
て
く
だ

さ
い
。

  
  

  
  

問
2
(
2)
　
介

護
に
関

わ
り
始

め
た
当

時
、
次

の
よ
う

な
こ
と

は
、
ど

な
た
が

主
に
行

い
ま
し

た
か
。

■
病
院
・

介
護
施

設
等
の

入
退
院

の
手
続

き

あ
な

た
が
主

に
行
っ
た

あ
な

た
以
外

の
家
族

・
親
族

・
そ
の

他
の
人

が
主

に
行
っ

た

当
時

そ
の

必
要

は
な

か
っ
た

無
回
答

＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

42
.7

34
.1

19
.1

4.
1

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
23

.3
51

.9
20

.6
4.

2
18

9
40

-4
9歳

43
.7

34
.9

18
.3

3.
1

35
0

50
-5

9歳
49

.5
26

.6
19

.2
4.

7
48

5

＜
男

性
＞

31
.3

47
.3

18
.7

2.
7

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

27
.8

48
.8

21
.6

1.
9

16
2

非
正
規
雇

用
28

.6
61

.9
9.

5
0.

0
21

自
営

・
そ
の

他
36

.0
44

.0
18

.0
2.

0
50

無
職

55
.6

33
.3

11
.1

0.
0

18
無
回

答
27

.3
36

.4
9.

1
27

.3
11

＜
男

性
・
同

居
配
偶

者
の
有

無
＞

妻
　
い
な

い
34

.4
47

.5
16

.4
1.

6
61

妻
　
 
 い

る
27

.9
50

.8
18

.0
3.

3
18

3
無
回

答
55

.6
11

.1
33

.3
0.

0
18

＜
男

性
・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介
護

者
で
あ

る
63

.0
16

.7
20

.4
0.

0
54

主
た

る
介
護

者
で
な

い
22

.4
56

.1
18

.0
3.

4
20

5
無
回

答
66

.7
0.

0
33

.3
0.

0
3

＜
女

性
＞

46
.6

29
.5

19
.3

4.
6

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

42
.3

33
.3

21
.4

3.
0

16
8

非
正
規
雇

用
49

.4
27

.6
19

.0
4.

0
35

2
自
営

・
そ
の

他
48

.3
29

.3
19

.0
3.

4
11

6
無

職
49

.4
30

.9
14

.8
4.

9
81

無
回

答
31

.1
28

.9
22

.2
17

.8
45

＜
女

性
・
同

居
配
偶

者
の
有

無
＞

夫
　
い
な

い
43

.5
37

.8
15

.5
3.

1
19

3
夫

　
 
 い

る
46

.5
29

.0
21

.1
3.

4
49

7
無
回

答
55

.6
11

.1
16

.7
16

.7
72

＜
女

性
・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介
護

者
で
あ

る
61

.7
13

.3
21

.9
3.

2
47

5
主
た

る
介
護

者
で
な

い
20

.4
59

.2
15

.8
4.

5
26

5
無
回

答
36

.4
22

.7
4.

5
36

.4
22
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問
2
(
2)
　
介

護
に
関
わ

り
始
め

た
当
時

、
次
の

よ
う
な
こ

と
は
、
ど

な
た
が

主
に
行

い
ま
し

た
か
。

■
介
護
の
た

め
の
情

報
収
集
・

手
続
き

あ
な
た

が
主

に
行

っ
た

あ
な
た

以
外
の

家
族
・

親
族
・

そ
の
他

の
人
が

主
に

行
っ
た

当
時
そ
の

必
要
は
な

か
っ
た

無
回

答
＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

50
.1

35
.2

11
.1

3.
6

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
29

.1
51

.3
14

.8
4.

8
18

9
40

-4
9歳

48
.6

36
.9

10
.9

3.
7

35
0

50
-5

9歳
59

.4
27

.6
9.

9
3.

1
48

5

＜
男

性
＞

33
.6

53
.8

9.
9

2.
7

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
29

.6
59

.3
9.

9
1.

2
16

2
非

正
規
雇

用
42

.9
52

.4
4.

8
0.

0
21

自
営

・
そ
の
他

38
.0

50
.0

8.
0

4.
0

50
無

職
50

.0
27

.8
22

.2
0.

0
18

無
回

答
27

.3
36

.4
9.

1
27

.3
11

＜
男

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
37

.7
42

.6
16

.4
3.

3
61

妻
　
 
 い

る
28

.4
60

.7
8.

2
2.

7
18

3
無
回

答
72

.2
22

.2
5.

6
0.

0
18

＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

66
.7

16
.7

16
.7

0.
0

54
主
た

る
介
護

者
で
な
い

24
.4

64
.4

7.
8

3.
4

20
5

無
回

答
66

.7
0.

0
33

.3
0.

0
3

＜
女

性
＞

55
.8

28
.7

11
.5

3.
9

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
49

.4
34

.5
12

.5
3.

6
16

8
非

正
規
雇

用
58

.0
27

.8
10

.2
4.

0
35

2
自
営

・
そ
の
他

60
.3

25
.9

12
.1

1.
7

11
6

無
職

56
.8

27
.2

14
.8

1.
2

81
無
回

答
48

.9
24

.4
11

.1
15

.6
45

＜
女

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い
な

い
44

.6
41

.5
11

.4
2.

6
19

3
夫

　
 
 い

る
58

.8
27

.0
11

.5
2.

8
49

7
無
回

答
65

.3
6.

9
12

.5
15

.3
72

＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

70
.7

12
.8

13
.7

2.
7

47
5

主
た

る
介
護

者
で
な
い

30
.6

57
.7

8.
3

3.
4

26
5

無
回

答
36

.4
22

.7
4.

5
36

.4
22

  
  

  
  

問
2
(
2)
　
介

護
に
関

わ
り
始

め
た
当

時
、
次

の
よ
う

な
こ
と

は
、
ど

な
た
が

主
に
行

い
ま
し

た
か
。

■
介
護
の

た
め
の

住
宅
整

備
に
関

す
る
こ

と

あ
な

た
が
主

に
行
っ
た

あ
な

た
以
外

の
家
族

・
親
族

・
そ
の

他
の
人

が
主

に
行
っ

た

当
時

そ
の

必
要

は
な

か
っ
た

無
回
答

＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

32
.3

28
.4

33
.9

5.
4

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
15

.3
45

.5
33

.3
5.

8
18

9
40

-4
9歳

27
.7

31
.4

36
.0

4.
9

35
0

50
-5

9歳
42

.3
19

.6
32

.6
5.

6
48

5

＜
男

性
＞

29
.4

32
.4

34
.7

3.
4

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

28
.4

33
.3

36
.4

1.
9

16
2

非
正
規
雇

用
33

.3
47

.6
14

.3
4.

8
21

自
営

・
そ
の

他
34

.0
28

.0
34

.0
4.

0
50

無
職

27
.8

16
.7

55
.6

0.
0

18
無
回

答
18

.2
36

.4
18

.2
27

.3
11

＜
男

性
・
同

居
配
偶

者
の
有

無
＞

妻
　
い
な

い
23

.0
39

.3
34

.4
3.

3
61

妻
　
 
 い

る
29

.5
32

.2
34

.4
3.

8
18

3
無
回

答
50

.0
11

.1
38

.9
0.

0
18

＜
男

性
・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介
護

者
で
あ

る
42

.6
5.

6
50

.0
1.

9
54

主
た

る
介
護

者
で
な

い
24

.9
40

.0
31

.2
3.

9
20

5
無
回

答
10

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

3

＜
女

性
＞

33
.3

27
.0

33
.6

6.
0

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

31
.5

33
.3

31
.0

4.
2

16
8

非
正
規
雇

用
30

.7
28

.4
34

.4
6.

5
35

2
自
営

・
そ
の

他
40

.5
22

.4
32

.8
4.

3
11

6
無

職
43

.2
17

.3
35

.8
3.

7
81

無
回

答
24

.4
22

.2
35

.6
17

.8
45

＜
女

性
・
同

居
配
偶

者
の
有

無
＞

夫
　
い
な

い
33

.7
35

.8
27

.5
3.

1
19

3
夫

　
 
 い

る
31

.8
26

.6
36

.4
5.

2
49

7
無
回

答
43

.1
6.

9
30

.6
19

.4
72

＜
女

性
・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介
護

者
で
あ

る
44

.6
14

.1
35

.8
5.

5
47

5
主
た

る
介
護

者
で
な

い
14

.3
50

.9
30

.6
4.

2
26

5
無
回

答
18

.2
18

.2
22

.7
40

.9
22
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問
2
(
2)
　
介

護
に
関

わ
り
始

め
た
当
時

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

、
ど
な

た
が
主

に
行
い

ま
し
た

か
。

■
介
護
用

品
の
購

入
・
レ
ン

タ
ル
等

の
手
配

あ
な
た
が

主
に
行
っ

た

あ
な
た

以
外
の

家
族
・

親
族
・

そ
の
他

の
人
が

主
に

行
っ
た

当
時
そ
の

必
要
は
な

か
っ
た

無
回
答

＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

38
.2

31
.1

26
.0

4.
8

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
22

.2
43

.4
29

.1
5.

3
18

9
40

-4
9歳

36
.0

34
.0

25
.1

4.
9

35
0

50
-5

9歳
46

.0
24

.1
25

.4
4.

5
48

5

＜
男

性
＞

21
.4

47
.3

28
.2

3.
1

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
19

.1
48

.1
32

.1
0.

6
16

2
非

正
規
雇

用
19

.0
52

.4
23

.8
4.

8
21

自
営

・
そ
の

他
34

.0
46

.0
14

.0
6.

0
50

無
職

16
.7

33
.3

50
.0

0.
0

18
無
回

答
9.

1
54

.5
9.

1
27

.3
11

＜
男

性
・
同

居
配
偶

者
の
有

無
＞

妻
　
い
な

い
26

.2
49

.2
23

.0
1.

6
61

妻
　
 
 い

る
18

.0
49

.2
29

.0
3.

8
18

3
無
回

答
38

.9
22

.2
38

.9
0.

0
18

＜
男

性
・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介
護

者
で
あ

る
44

.4
16

.7
37

.0
1.

9
54

主
た

る
介
護

者
で
な

い
15

.1
56

.1
25

.9
2.

9
20

5
無
回

答
33

.3
0.

0
33

.3
33

.3
3

＜
女

性
＞

44
.0

25
.5

25
.2

5.
4

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
41

.1
31

.0
23

.8
4.

2
16

8
非

正
規
雇

用
44

.3
25

.6
24

.4
5.

7
35

2
自
営

・
そ
の

他
44

.0
23

.3
28

.4
4.

3
11

6
無

職
51

.9
19

.8
27

.2
1.

2
81

無
回

答
37

.8
20

.0
24

.4
17

.8
45

＜
女

性
・
同

居
配
偶

者
の
有

無
＞

夫
　
い
な

い
42

.0
35

.2
20

.7
2.

1
19

3
夫

　
 
 い

る
44

.1
23

.9
27

.2
4.

8
49

7
無
回

答
48

.6
9.

7
23

.6
18

.1
72

＜
女

性
・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介
護

者
で
あ

る
56

.2
9.

5
29

.7
4.

6
47

5
主
た

る
介
護

者
で
な

い
23

.4
54

.0
18

.9
3.

8
26

5
無
回

答
27

.3
27

.3
4.

5
40

.9
22

  
  

  
  

  
  

  
  

  

し
て
い
た

し
て
い
な

か
っ
た

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

84
.0

14
.5

1.
6

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
73

.5
24

.3
2.

1
18

9
40

-4
9歳

82
.9

16
.3

0.
9

35
0

50
-5

9歳
88

.9
9.

3
1.

9
48

5

＜
男
性
＞

92
.4

5.
3

2.
3

26
2

＜
男
性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

98
.8

0.
0

1.
2

16
2

非
正
規
雇
用

85
.7

14
.3

0.
0

21
自
営
・
そ
の
他

94
.0

6.
0

0.
0

50
無
職

66
.7

33
.3

0.
0

18
無
回
答

45
.5

18
.2

36
.4

11
＜
男
性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　
い
な
い

86
.9

11
.5

1.
6

61
妻
　
 
 
い
る

94
.5

2.
7

2.
7

18
3

無
回
答

88
.9

11
.1

0.
0

18
＜
男
性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ
る

94
.4

5.
6

0.
0

54
主

た
る
介
護
者
で
な
い

91
.7

5.
4

2.
9

20
5

無
回
答

10
0.

0
0.

0
0.

0
3

＜
女
性
＞

81
.1

17
.6

1.
3

76
2

＜
女
性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

90
.5

8.
9

0.
6

16
8

非
正
規
雇
用

81
.3

18
.2

0.
6

35
2

自
営
・
そ
の
他

92
.2

7.
8

0.
0

11
6

無
職

58
.0

42
.0

0.
0

81
無
回
答

57
.8

26
.7

15
.6

45
＜
女
性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　
い
な
い

81
.3

17
.1

1.
6

19
3

夫
　
 
 
い
る

80
.7

18
.3

1.
0

49
7

無
回
答

83
.3

13
.9

2.
8

72
＜
女
性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ
る

80
.2

19
.4

0.
4

47
5

主
た
る
介
護
者
で
な
い

82
.6

15
.1

2.
3

26
5

無
回
答

81
.8

9.
1

9.
1

22

問
3

介
護
に

関
わ
り
始
め
た
当
時
、
あ
な
た
は
仕
事
を
し
て

い
ま
し
た
か
。
内
職
、
パ
ー
ト
、

　
　
ア
ル
バ

イ
ト
等
も
職
業
に
含
め
て
お
答
え
く

だ
さ
い
。

た
だ
し
、
学
生
の
ア
ル
バ
イ
ト
は

　
　
職
業
に

含
め
な
い
で
く
だ
さ
い
。
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問
4
(
8)
　
介

護
に
関

わ
り
始
め

た
当
時

の
勤
務

先
で
、

次
の
方
や

部
署
等

に
介
護

の
こ
と
を

相
談
し

ま
し
た

か
。

■
同
僚

相
談
し
た

相
談

し
な

か
っ
た

該
当
す

る
も
の
は

な
か
っ

た
無

回
答

＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

35
.1

49
.3

10
.2

5.
4

68
4

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
26

.8
57

.7
8.

9
6.

5
12

3
40

-4
9歳

43
.0

41
.8

11
.1

4.
1

24
4

50
-5

9歳
32

.2
51

.7
10

.1
6.

0
31

7

＜
男

性
＞

22
.4

63
.5

9.
4

4.
7

19
2

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
24

.5
62

.9
7.

5
5.

0
15

9
非

正
規
雇

用
6.

3
75

.0
18

.8
0.

0
16

自
営

・
そ
の
他

20
.0

40
.0

40
.0

0.
0

5
無

職
20

.0
70

.0
10

.0
0.

0
10

無
回

答
0.

0
50

.0
0.

0
50

.0
2

＜
男

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
10

.3
71

.8
12

.8
5.

1
39

妻
　
 
 い

る
26

.1
60

.6
8.

5
4.

9
14

2
無
回

答
18

.2
72

.7
9.

1
0.

0
11

＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

17
.1

65
.9

14
.6

2.
4

41
主
た

る
介
護

者
で
な
い

23
.5

63
.1

8.
1

5.
4

14
9

無
回

答
50

.0
50

.0
0.

0
0.

0
2

＜
女

性
＞

40
.0

43
.7

10
.6

5.
7

49
2

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
36

.1
49

.7
7.

5
6.

8
14

7
非

正
規
雇

用
44

.8
39

.4
11

.5
4.

3
27

9
自
営

・
そ
の
他

50
.0

30
.0

10
.0

10
.0

10
無

職
31

.7
53

.7
9.

8
4.

9
41

無
回

答
6.

7
46

.7
26

.7
20

.0
15

＜
女

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い
な

い
37

.0
50

.4
6.

3
6.

3
12

7
夫

　
 
 い

る
43

.9
39

.9
11

.5
4.

7
32

1
無
回

答
20

.5
52

.3
15

.9
11

.4
44

＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

41
.9

42
.3

10
.1

5.
7

29
8

主
た

る
介
護

者
で
な
い

36
.2

46
.9

12
.4

4.
5

17
7

無
回

答
47

.1
35

.3
0.

0
17

.6
17

  
  

  
 問

4
(
8)
　
介

護
に
関

わ
り
始

め
た
当

時
の
勤

務
先
で

、
次
の
方

や
部
署

等
に
介

護
の
こ

と
を
相

談
し
ま

し
た
か

。

■
上
司

相
談

し
た

相
談
し
な

か
っ
た

該
当
す
る

も
の
は
な

か
っ
た

無
回

答
＜
実
数
＞

＜
総

計
＞

29
.5

55
.0

10
.8

4.
7

68
4

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
29

.3
58

.5
7.

3
4.

9
12

3
40

-4
9歳

35
.2

48
.8

12
.7

3.
3

24
4

50
-5

9歳
25

.2
58

.4
10

.7
5.

7
31

7

＜
男

性
＞

25
.0

61
.5

9.
9

3.
6

19
2

＜
男

性
・
現
職

＞

正
規

雇
用

25
.8

61
.0

8.
8

4.
4

15
9

非
正
規
雇

用
12

.5
75

.0
12

.5
0.

0
16

自
営

・
そ
の

他
20

.0
40

.0
40

.0
0.

0
5

無
職

30
.0

60
.0

10
.0

0.
0

10
無
回

答
50

.0
50

.0
0.

0
0.

0
2

＜
男

性
・
同

居
配
偶

者
の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
20

.5
64

.1
12

.8
2.

6
39

妻
　
 
 い

る
26

.1
60

.6
9.

2
4.

2
14

2
無
回

答
27

.3
63

.6
9.

1
0.

0
11

＜
男

性
・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介
護

者
で
あ

る
29

.3
56

.1
12

.2
2.

4
41

主
た

る
介
護

者
で
な

い
23

.5
63

.1
9.

4
4.

0
14

9
無
回

答
50

.0
50

.0
0.

0
0.

0
2

＜
女

性
＞

31
.3

52
.4

11
.2

5.
1

49
2

＜
女

性
・
現
職

＞

正
規

雇
用

32
.7

57
.1

7.
5

2.
7

14
7

非
正
規
雇

用
32

.3
50

.9
12

.9
3.

9
27

9
自
営

・
そ
の

他
50

.0
30

.0
10

.0
10

.0
10

無
職

19
.5

53
.7

12
.2

14
.6

41
無
回

答
20

.0
46

.7
13

.3
20

.0
15

＜
女

性
・
同

居
配
偶

者
の
有
無

＞

夫
　
い
な

い
27

.6
59

.1
6.

3
7.

1
12

7
夫

　
 
 い

る
31

.8
50

.8
13

.4
4.

0
32

1
無
回

答
38

.6
45

.5
9.

1
6.

8
44

＜
女

性
・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介
護

者
で
あ

る
33

.9
49

.7
11

.4
5.

0
29

8
主
た

る
介
護

者
で
な

い
24

.9
58

.2
11

.9
5.

1
17

7
無
回

答
52

.9
41

.2
0.

0
5.

9
17

 

－208－



 

問
4
(
8)
　
介

護
に
関

わ
り
始

め
た
当
時

の
勤
務

先
で
、

次
の
方
や

部
署
等

に
介
護

の
こ
と

を
相
談

し
ま
し

た
か

■
専
門
部

署
（
人
事

・
総
務

等
）

相
談
し
た

相
談
し
な

か
っ
た

該
当

す
る

も
の

は
な

か
っ
た

無
回
答

＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

5.
4

57
.2

26
.9

10
.5

68
4

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
6.

5
65

.0
17

.1
11

.4
12

3
40

-4
9歳

4.
9

55
.7

31
.1

8.
2

24
4

50
-5

9歳
5.

4
55

.2
27

.4
12

.0
31

7

＜
男

性
＞

5.
7

65
.1

23
.4

5.
7

19
2

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
5.

7
66

.7
21

.4
6.

3
15

9
非

正
規
雇

用
0.

0
68

.8
31

.3
0.

0
16

自
営

・
そ
の
他

0.
0

40
.0

60
.0

0.
0

5
無

職
20

.0
50

.0
30

.0
0.

0
10

無
回

答
0.

0
50

.0
0.

0
50

.0
2

＜
男

性
・
同

居
配
偶

者
の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
7.

7
61

.5
25

.6
5.

1
39

妻
　
 
 い

る
4.

9
66

.9
22

.5
5.

6
14

2
無
回

答
9.

1
54

.5
27

.3
9.

1
11

＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

14
.6

53
.7

29
.3

2.
4

41
主
た

る
介
護

者
で
な
い

3.
4

68
.5

22
.1

6.
0

14
9

無
回

答
0.

0
50

.0
0.

0
50

.0
2

＜
女

性
＞

5.
3

54
.1

28
.3

12
.4

49
2

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
4.

8
66

.7
15

.6
12

.9
14

7
非

正
規
雇

用
4.

7
50

.5
35

.1
9.

7
27

9
自
営

・
そ
の
他

10
.0

30
.0

40
.0

20
.0

10
無

職
12

.2
46

.3
24

.4
17

.1
41

無
回

答
0.

0
33

.3
26

.7
40

.0
15

＜
女

性
・
同

居
配
偶

者
の
有
無

＞

夫
　
い
な

い
4.

7
59

.8
18

.1
17

.3
12

7
夫

　
 
 い

る
5.

0
52

.6
32

.7
9.

7
32

1
無
回

答
9.

1
47

.7
25

.0
18

.2
44

＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

6.
4

49
.0

31
.5

13
.1

29
8

主
た

る
介
護

者
で
な
い

2.
8

63
.3

23
.7

10
.2

17
7

無
回

答
11

.8
47

.1
17

.6
23

.5
17

  
  

  
  

  
  

  
 問

4
(
8)
　
介

護
に
関

わ
り
始

め
た
当

時
の
勤

務
先
で

、
次
の

方
や
部

署
等
に

介
護
の
こ

と
を
相

談
し
ま

し
た
か

。

■
労
働
組

合

相
談

し
た

相
談
し
な

か
っ
た

該
当
す
る

も
の
は
な

か
っ
た

無
回

答
＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

0.
9

49
.3

38
.7

11
.1

68
4

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
0.

8
53

.7
33

.3
12

.2
12

3
40

-4
9歳

1.
6

47
.5

42
.2

8.
6

24
4

50
-5

9歳
0.

3
48

.9
38

.2
12

.6
31

7

＜
男

性
＞

1.
6

56
.3

35
.9

6.
3

19
2

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
1.

3
58

.5
34

.0
6.

3
15

9
非

正
規
雇

用
0.

0
50

.0
43

.8
6.

3
16

自
営

・
そ
の

他
0.

0
40

.0
60

.0
0.

0
5

無
職

10
.0

40
.0

50
.0

0.
0

10
無
回

答
0.

0
50

.0
0.

0
50

.0
2

＜
男

性
・
同

居
配
偶

者
の
有

無
＞

妻
　
い
な

い
0.

0
61

.5
30

.8
7.

7
39

妻
　
 
 い

る
2.

1
57

.0
35

.2
5.

6
14

2
無
回

答
0.

0
27

.3
63

.6
9.

1
11

＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ

る
2.

4
51

.2
43

.9
2.

4
41

主
た

る
介
護

者
で
な

い
1.

3
58

.4
33

.6
6.

7
14

9
無
回

答
0.

0
0.

0
50

.0
50

.0
2

＜
女

性
＞

0.
6

46
.5

39
.8

13
.0

49
2

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
1.

4
55

.1
29

.9
13

.6
14

7
非

正
規
雇

用
0.

4
43

.7
45

.9
10

.0
27

9
自
営

・
そ
の

他
0.

0
20

.0
50

.0
30

.0
10

無
職

0.
0

46
.3

36
.6

17
.1

41
無
回

答
0.

0
33

.3
26

.7
40

.0
15

＜
女

性
・
同

居
配
偶

者
の
有

無
＞

夫
　
い
な

い
0.

8
53

.5
26

.8
18

.9
12

7
夫

　
 
 い

る
0.

6
44

.5
44

.9
10

.0
32

1
無
回

答
0.

0
40

.9
40

.9
18

.2
44

＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ

る
0.

3
43

.3
42

.3
14

.1
29

8
主
た

る
介
護

者
で
な

い
1.

1
52

.0
36

.7
10

.2
17

7
無
回

答
0.

0
47

.1
29

.4
23

.5
17
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問
4
(
9)
　
介
護

に
関
わ

り
始
め
た

と
き
の

勤
務
先
に

は
、
仕
事
と

介
護
の

両
立
支
援

制
度
は

あ
り
ま
し

た
か
。

■
短

時
間
勤

務
制
度

あ
っ
た

な
か
っ

た
わ
か
ら

な
い

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総

計
＞

10
.5

59
.4

27
.3

2.
8

68
4

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
13

.8
56

.1
29

.3
0.

8
12

3
40

-4
9歳

8.
2

60
.7

28
.3

2.
9

24
4

50
-5

9歳
11

.0
59

.6
25

.9
3.

5
31

7

＜
男

性
＞

4.
7

78
.1

16
.7

0.
5

19
2

＜
男

性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

4.
4

78
.6

16
.4

0.
6

15
9

非
正
規
雇
用

0.
0

81
.3

18
.8

0.
0

16
自
営
・

そ
の
他

20
.0

80
.0

0.
0

0.
0

5
無
職

10
.0

60
.0

30
.0

0.
0

10
無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
2

＜
男

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　

い
な
い

7.
7

79
.5

12
.8

0.
0

39
妻
　

  
い
る

4.
2

76
.8

18
.3

0.
7

14
2

無
回
答

0.
0

90
.9

9.
1

0.
0

11
＜
男

性
・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で

あ
る

4.
9

85
.4

9.
8

0.
0

41
主
た

る
介
護
者
で

な
い

4.
7

75
.8

18
.8

0.
7

14
9

無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
2

＜
女

性
＞

12
.8

52
.0

31
.5

3.
7

49
2

＜
女

性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

10
.2

62
.6

23
.1

4.
1

14
7

非
正
規
雇
用

15
.1

45
.2

36
.9

2.
9

27
9

自
営
・

そ
の
他

10
.0

70
.0

10
.0

10
.0

10
無
職

7.
3

63
.4

29
.3

0.
0

41
無
回
答

13
.3

33
.3

33
.3

20
.0

15
＜
女

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　

い
な
い

6.
3

59
.1

31
.5

3.
1

12
7

夫
　

  
い
る

15
.9

48
.6

31
.8

3.
7

32
1

無
回
答

9.
1

56
.8

29
.5

4.
5

44
＜
女

性
・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で

あ
る

13
.4

55
.0

27
.2

4.
4

29
8

主
た

る
介
護
者
で

な
い

10
.7

48
.0

39
.0

2.
3

17
7

無
回
答

23
.5

41
.2

29
.4

5.
9

17
  

  
  

  
  

  
  

問
4
(
9)
　
介

護
に
関
わ

り
始
め

た
と
き

の
勤
務

先
に
は
、
仕

事
と
介

護
の
両

立
支
援

制
度
は
あ

り
ま
し

た
か
。

■
フ
レ
ッ
ク

ス
タ
イ

ム

あ
っ

た
な

か
っ
た

わ
か
ら
な

い
無

回
答

＜
実
数
＞

＜
総

計
＞

10
.8

59
.1

26
.6

3.
5

68
4

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
8.

9
63

.4
26

.8
0.

8
12

3
40

-4
9歳

11
.1

58
.2

27
.5

3.
3

24
4

50
-5

9歳
11

.4
58

.0
25

.9
4.

7
31

7

＜
男

性
＞

14
.1

70
.3

15
.1

0.
5

19
2

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
13

.8
70

.4
15

.1
0.

6
15

9
非

正
規
雇

用
12

.5
75

.0
12

.5
0.

0
16

自
営

・
そ
の
他

20
.0

80
.0

0.
0

0.
0

5
無

職
20

.0
60

.0
20

.0
0.

0
10

無
回

答
0.

0
50

.0
50

.0
0.

0
2

＜
男

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
7.

7
79

.5
12

.8
0.

0
39

妻
　
 
 い

る
16

.2
67

.6
15

.5
0.

7
14

2
無
回

答
9.

1
72

.7
18

.2
0.

0
11

＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

17
.1

68
.3

14
.6

0.
0

41
主
た

る
介
護

者
で
な
い

13
.4

70
.5

15
.4

0.
7

14
9

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

2

＜
女

性
＞

9.
6

54
.7

31
.1

4.
7

49
2

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
10

.2
62

.6
22

.4
4.

8
14

7
非

正
規
雇

用
10

.0
49

.5
36

.9
3.

6
27

9
自
営

・
そ
の
他

10
.0

70
.0

10
.0

10
.0

10
無

職
4.

9
65

.9
26

.8
2.

4
41

無
回

答
6.

7
33

.3
33

.3
26

.7
15

＜
女

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い
な

い
7.

1
59

.8
29

.1
3.

9
12

7
夫

　
 
 い

る
11

.8
51

.4
32

.7
4.

0
32

1
無
回

答
0.

0
63

.6
25

.0
11

.4
44

＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

8.
4

59
.1

27
.9

4.
7

29
8

主
た

る
介
護

者
で
な
い

11
.3

48
.0

36
.7

4.
0

17
7

無
回

答
11

.8
47

.1
29

.4
11

.8
17
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問
4
(
9)
　
介
護

に
関
わ

り
始
め
た

と
き
の

勤
務
先
に

は
、
仕
事
と

介
護
の

両
立
支
援

制
度
は

あ
り
ま
し

た
か
。

■
始

業
･
終
業
時
刻

の
繰
上
げ

・
繰
下
げ

あ
っ
た

な
か
っ

た
わ
か
ら

な
い

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総

計
＞

12
.1

56
.9

27
.8

3.
2

68
4

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
13

.8
57

.7
27

.6
0.

8
12

3
40

-4
9歳

8.
6

59
.0

29
.5

2.
9

24
4

50
-5

9歳
14

.2
54

.9
26

.5
4.

4
31

7

＜
男

性
＞

9.
4

74
.0

16
.1

0.
5

19
2

＜
男

性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

8.
2

74
.8

16
.4

0.
6

15
9

非
正
規
雇
用

6.
3

75
.0

18
.8

0.
0

16
自
営
・

そ
の
他

20
.0

80
.0

0.
0

0.
0

5
無
職

20
.0

60
.0

20
.0

0.
0

10
無
回
答

50
.0

50
.0

0.
0

0.
0

2
＜
男

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　

い
な
い

12
.8

74
.4

12
.8

0.
0

39
妻
　

  
い
る

9.
2

72
.5

17
.6

0.
7

14
2

無
回
答

0.
0

90
.9

9.
1

0.
0

11
＜
男

性
・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で

あ
る

12
.2

75
.6

12
.2

0.
0

41
主
た

る
介
護
者
で

な
い

8.
7

73
.2

17
.4

0.
7

14
9

無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
2

＜
女

性
＞

13
.2

50
.2

32
.3

4.
3

49
2

＜
女

性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

12
.2

60
.5

23
.1

4.
1

14
7

非
正
規
雇
用

15
.1

44
.1

37
.3

3.
6

27
9

自
営
・

そ
の
他

10
.0

50
.0

30
.0

10
.0

10
無
職

4.
9

61
.0

31
.7

2.
4

41
無
回
答

13
.3

33
.3

33
.3

20
.0

15
＜
女

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　

い
な
い

7.
9

59
.8

29
.1

3.
1

12
7

夫
　

  
い
る

16
.2

45
.5

34
.3

4.
0

32
1

無
回
答

6.
8

56
.8

27
.3

9.
1

44
＜
女

性
・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で

あ
る

13
.1

53
.7

28
.9

4.
4

29
8

主
た

る
介
護
者
で

な
い

12
.4

45
.2

39
.0

3.
4

17
7

無
回
答

23
.5

41
.2

23
.5

11
.8

17
  

  
  

  
  

  
  

問
4
(
9)
　
介

護
に
関
わ

り
始
め

た
と
き

の
勤
務

先
に
は
、
仕

事
と
介

護
の
両

立
支
援

制
度
は
あ

り
ま
し

た
か
。

■
残
業
や
休

日
労
働

の
免
除

あ
っ

た
な

か
っ
た

わ
か
ら
な

い
無

回
答

＜
実
数
＞

＜
総

計
＞

8.
8

58
.5

29
.1

3.
7

68
4

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
10

.6
58

.5
30

.1
0.

8
12

3
40

-4
9歳

6.
1

59
.8

30
.7

3.
3

24
4

50
-5

9歳
10

.1
57

.4
27

.4
5.

0
31

7

＜
男

性
＞

9.
4

72
.9

16
.7

1.
0

19
2

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
8.

2
73

.6
17

.0
1.

3
15

9
非

正
規
雇

用
12

.5
68

.8
18

.8
0.

0
16

自
営

・
そ
の
他

20
.0

80
.0

0.
0

0.
0

5
無

職
10

.0
70

.0
20

.0
0.

0
10

無
回

答
50

.0
50

.0
0.

0
0.

0
2

＜
男

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
10

.3
74

.4
15

.4
0.

0
39

妻
　
 
 い

る
9.

9
71

.1
17

.6
1.

4
14

2
無
回

答
0.

0
90

.9
9.

1
0.

0
11

＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

12
.2

75
.6

12
.2

0.
0

41
主
た

る
介
護

者
で
な
い

8.
7

71
.8

18
.1

1.
3

14
9

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

2

＜
女

性
＞

8.
5

52
.8

33
.9

4.
7

49
2

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
8.

8
64

.6
23

.8
2.

7
14

7
非

正
規
雇

用
9.

3
46

.6
39

.8
4.

3
27

9
自
営

・
そ
の
他

10
.0

60
.0

20
.0

10
.0

10
無

職
4.

9
58

.5
34

.1
2.

4
41

無
回

答
0.

0
33

.3
33

.3
33

.3
15

＜
女

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い
な

い
6.

3
60

.6
29

.9
3.

1
12

7
夫

　
 
 い

る
9.

7
49

.5
35

.8
5.

0
32

1
無
回

答
6.

8
54

.5
31

.8
6.

8
44

＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

8.
4

55
.0

31
.2

5.
4

29
8

主
た

る
介
護

者
で
な
い

7.
9

50
.3

38
.4

3.
4

17
7

無
回

答
17

.6
41

.2
35

.3
5.

9
17
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問
4
(
9)
　
介
護

に
関
わ

り
始
め
た

と
き
の

勤
務
先
に

は
、
仕
事
と

介
護
の

両
立
支
援

制
度
は

あ
り
ま
し

た
か
。

■
介

護
経
費
の

援
助

あ
っ
た

な
か
っ

た
わ
か
ら

な
い

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総

計
＞

0.
6

67
.0

28
.8

3.
7

68
4

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
0.

0
66

.7
32

.5
0.

8
12

3
40

-4
9歳

1.
2

65
.2

29
.9

3.
7

24
4

50
-5

9歳
0.

3
68

.5
26

.5
4.

7
31

7

＜
男

性
＞

1.
0

80
.7

17
.7

0.
5

19
2

＜
男

性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

1.
3

81
.8

16
.4

0.
6

15
9

非
正
規
雇
用

0.
0

75
.0

25
.0

0.
0

16
自
営
・

そ
の
他

0.
0

80
.0

20
.0

0.
0

5
無
職

0.
0

70
.0

30
.0

0.
0

10
無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
2

＜
男

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　

い
な
い

2.
6

82
.1

15
.4

0.
0

39
妻
　

  
い
る

0.
7

80
.3

18
.3

0.
7

14
2

無
回
答

0.
0

81
.8

18
.2

0.
0

11
＜
男

性
・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で

あ
る

0.
0

87
.8

12
.2

0.
0

41
主
た

る
介
護
者
で

な
い

1.
3

78
.5

19
.5

0.
7

14
9

無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
2

＜
女

性
＞

0.
4

61
.6

33
.1

4.
9

49
2

＜
女

性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

0.
7

70
.1

25
.2

4.
1

14
7

非
正
規
雇
用

0.
4

57
.7

38
.0

3.
9

27
9

自
営
・

そ
の
他

0.
0

70
.0

20
.0

10
.0

10
無
職

0.
0

65
.9

31
.7

2.
4

41
無
回
答

0.
0

33
.3

33
.3

33
.3

15
＜
女

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　

い
な
い

0.
0

66
.9

29
.9

3.
1

12
7

夫
　

  
い
る

0.
6

58
.9

35
.2

5.
3

32
1

無
回
答

0.
0

65
.9

27
.3

6.
8

44
＜
女

性
・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で

あ
る

0.
7

63
.8

29
.9

5.
7

29
8

主
た

る
介
護
者
で

な
い

0.
0

57
.6

39
.0

3.
4

17
7

無
回
答

0.
0

64
.7

29
.4

5.
9

17
  

  
  

  
  

  
  

問
4
(
9)
　
介

護
に
関
わ

り
始
め

た
と
き

の
勤
務

先
に
は
、
仕

事
と
介

護
の
両

立
支
援

制
度
は
あ

り
ま
し

た
か
。

■
在
宅
勤
務

あ
っ

た
な

か
っ
た

わ
か
ら
な

い
無

回
答

＜
実
数
＞

＜
総

計
＞

0.
6

71
.8

24
.0

3.
7

68
4

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
0.

8
74

.8
23

.6
0.

8
12

3
40

-4
9歳

0.
4

70
.1

25
.8

3.
7

24
4

50
-5

9歳
0.

6
71

.9
22

.7
4.

7
31

7

＜
男

性
＞

0.
0

84
.9

14
.6

0.
5

19
2

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
0.

0
84

.3
15

.1
0.

6
15

9
非

正
規
雇

用
0.

0
87

.5
12

.5
0.

0
16

自
営

・
そ
の
他

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
5

無
職

0.
0

80
.0

20
.0

0.
0

10
無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

2
＜
男

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
0.

0
87

.2
12

.8
0.

0
39

妻
　
 
 い

る
0.

0
83

.8
15

.5
0.

7
14

2
無
回

答
0.

0
90

.9
9.

1
0.

0
11

＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

0.
0

90
.2

9.
8

0.
0

41
主
た

る
介
護

者
で
な
い

0.
0

83
.2

16
.1

0.
7

14
9

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

2

＜
女

性
＞

0.
8

66
.7

27
.6

4.
9

49
2

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
0.

0
76

.2
19

.0
4.

8
14

7
非

正
規
雇

用
1.

1
62

.7
32

.6
3.

6
27

9
自
営

・
そ
の
他

10
.0

60
.0

20
.0

10
.0

10
無

職
0.

0
73

.2
24

.4
2.

4
41

無
回

答
0.

0
33

.3
33

.3
33

.3
15

＜
女

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い
な

い
1.

6
72

.4
22

.0
3.

9
12

7
夫

　
 
 い

る
0.

3
64

.2
30

.5
5.

0
32

1
無
回

答
2.

3
68

.2
22

.7
6.

8
44

＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

1.
3

67
.8

25
.5

5.
4

29
8

主
た

る
介
護

者
で
な
い

0.
0

64
.4

31
.6

4.
0

17
7

無
回

答
0.

0
70

.6
23

.5
5.

9
17
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問
4
(
9)
　
介
護

に
関
わ

り
始
め
た

と
き
の

勤
務
先
に

は
、
仕
事
と

介
護
の

両
立
支
援

制
度
は

あ
り
ま
し

た
か
。

■
会

社
独
自

の
休
暇
制
度 あ

っ
た

な
か
っ

た
わ
か
ら

な
い

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総

計
＞

6.
9

61
.0

28
.7

3.
5

68
4

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
4.

9
64

.2
30

.1
0.

8
12

3
40

-4
9歳

6.
6

59
.4

30
.3

3.
7

24
4

50
-5

9歳
7.

9
60

.9
26

.8
4.

4
31

7

＜
男

性
＞

10
.9

70
.3

18
.2

0.
5

19
2

＜
男

性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

11
.3

70
.4

17
.6

0.
6

15
9

非
正
規
雇
用

12
.5

56
.3

31
.3

0.
0

16
自
営
・

そ
の
他

20
.0

80
.0

0.
0

0.
0

5
無
職

0.
0

80
.0

20
.0

0.
0

10
無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
2

＜
男

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　

い
な
い

12
.8

74
.4

12
.8

0.
0

39
妻
　

  
い
る

11
.3

67
.6

20
.4

0.
7

14
2

無
回
答

0.
0

90
.9

9.
1

0.
0

11
＜
男

性
・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で

あ
る

4.
9

82
.9

12
.2

0.
0

41
主
た

る
介
護
者
で

な
い

12
.8

66
.4

20
.1

0.
7

14
9

無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
2

＜
女

性
＞

5.
3

57
.3

32
.7

4.
7

49
2

＜
女

性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

9.
5

61
.9

25
.2

3.
4

14
7

非
正
規
雇
用

3.
2

54
.8

38
.0

3.
9

27
9

自
営
・

そ
の
他

0.
0

70
.0

20
.0

10
.0

10
無
職

4.
9

65
.9

26
.8

2.
4

41
無
回
答

6.
7

26
.7

33
.3

33
.3

15
＜
女

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　

い
な
い

7.
1

63
.0

26
.8

3.
1

12
7

夫
　

  
い
る

4.
7

54
.8

35
.5

5.
0

32
1

無
回
答

4.
5

59
.1

29
.5

6.
8

44
＜
女

性
・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で

あ
る

6.
0

57
.4

31
.2

5.
4

29
8

主
た

る
介
護
者
で

な
い

4.
0

57
.1

35
.6

3.
4

17
7

無
回
答

5.
9

58
.8

29
.4

5.
9

17
  

  
  

  
  

  
  

問
4
(
9)
　
介

護
に
関
わ

り
始
め

た
と
き

の
勤
務

先
に
は
、
仕

事
と
介

護
の
両

立
支
援

制
度
は
あ

り
ま
し

た
か
。

■
介
護
休
業

制
度

あ
っ

た
な

か
っ
た

わ
か
ら
な

い
無

回
答

＜
実
数
＞

＜
総

計
＞

9.
1

56
.4

30
.6

3.
9

68
4

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
9.

8
58

.5
30

.9
0.

8
12

3
40

-4
9歳

10
.2

50
.8

35
.2

3.
7

24
4

50
-5

9歳
7.

9
59

.9
26

.8
5.

4
31

7

＜
男

性
＞

10
.4

65
.1

23
.4

1.
0

19
2

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
10

.7
64

.8
23

.3
1.

3
15

9
非

正
規
雇

用
0.

0
75

.0
25

.0
0.

0
16

自
営

・
そ
の
他

20
.0

60
.0

20
.0

0.
0

5
無

職
20

.0
50

.0
30

.0
0.

0
10

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

2
＜
男

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
15

.4
66

.7
17

.9
0.

0
39

妻
　
 
 い

る
9.

9
63

.4
26

.1
0.

7
14

2
無
回

答
0.

0
81

.8
9.

1
9.

1
11

＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

4.
9

80
.5

12
.2

2.
4

41
主
た

る
介
護

者
で
な
い

12
.1

60
.4

26
.8

0.
7

14
9

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

2

＜
女

性
＞

8.
5

53
.0

33
.3

5.
1

49
2

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
19

.0
50

.3
25

.9
4.

8
14

7
非

正
規
雇

用
3.

6
54

.5
37

.6
4.

3
27

9
自
営

・
そ
の
他

0.
0

60
.0

30
.0

10
.0

10
無

職
4.

9
61

.0
31

.7
2.

4
41

無
回

答
13

.3
26

.7
33

.3
26

.7
15

＜
女

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い
な

い
7.

1
57

.5
31

.5
3.

9
12

7
夫

　
 
 い

る
8.

7
51

.4
35

.2
4.

7
32

1
無
回

答
11

.4
52

.3
25

.0
11

.4
44

＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

7.
7

56
.4

29
.9

6.
0

29
8

主
た

る
介
護

者
で
な
い

10
.2

46
.3

40
.1

3.
4

17
7

無
回

答
5.

9
64

.7
23

.5
5.

9
17
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（
介
護

休
業

制
度

が
「
あ

っ
た
」

と
い

う
方

へ
）

S
Q
4
-9
-
1
　

介
護

休
業

期
間

の
最
長

限
度
は

ど
の

よ
う

に
定
め

ら
れ
て

い
ま

し
た

か
。

3
ヶ

月
ま

で
3
ヶ

月
を

超
え

6
ヶ
月

未
満

6
ヶ
月

6
ヶ

月
を
超

え
1
年
未

満
1
年

1
年
を

超
え

る
期

間

期
間

の
制
限

は
な

く
、
必

要
日

数
取
得

で
き
る

わ
か
ら

な
い

無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

25
.8

3.
2

11
.3

3.
2

17
.7

1.
6

4.
8

32
.3

0.
0

62

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
25

.0
0.

0
16

.7
0.

0
16

.7
0.

0
8.

3
33

.3
0.

0
12

40
-4

9歳
24

.0
4.

0
4.

0
4.

0
16

.0
0.

0
4.

0
44

.0
0.

0
25

50
-5

9 歳
28

.0
4.

0
16

.0
4.

0
20

.0
4.

0
4.

0
20

.0
0.

0
25

＜
男
性
＞

15
.0

5.
0

20
.0

5.
0

15
.0

5.
0

0.
0

35
.0

0.
0

20
＜

男
性

・
現
職

＞

正
規

雇
用

17
.6

5.
9

17
.6

5.
9

5.
9

5.
9

0.
0

41
.2

0.
0

17
非
正

規
雇
用

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
1

自
営
・

そ
の
他

0.
0

0.
0

50
.0

0.
0

50
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

2
無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜

男
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無
＞

妻
　

い
な
い

16
.7

0.
0

33
.3

0.
0

0.
0

16
.7

0.
0

33
.3

0.
0

6
妻
　

 
 
い
る

14
.3

7.
1

14
.3

7.
1

21
.4

0.
0

0.
0

35
.7

0.
0

14
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護
者

で
あ
る

0.
0

0.
0

50
.0

0.
0

50
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

2
主

た
る

介
護
者

で
な
い

16
.7

5.
6

16
.7

5.
6

11
.1

5.
6

0.
0

38
.9

0.
0

18
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0

＜
女
性
＞

31
.0

2.
4

7.
1

2.
4

19
.0

0.
0

7.
1

31
.0

0.
0

42
＜

女
性

・
現
職

＞

正
規

雇
用

28
.6

0.
0

7.
1

0.
0

17
.9

0.
0

10
.7

35
.7

0.
0

28
非
正

規
雇
用

30
.0

10
.0

10
.0

10
.0

20
.0

0.
0

0.
0

20
.0

0.
0

10
自

営
・

そ
の
他

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
無
職

50
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

50
.0

0.
0

2
無

回
答

50
.0

0.
0

0.
0

0.
0

50
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

2
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無
＞

夫
　

い
な
い

44
.4

0.
0

11
.1

0.
0

11
.1

0.
0

0.
0

33
.3

0.
0

9
夫
　

 
 
い
る

25
.0

3.
6

7.
1

3.
6

21
.4

0.
0

10
.7

28
.6

0.
0

28
無

回
答

40
.0

0.
0

0.
0

0.
0

20
.0

0.
0

0.
0

40
.0

0.
0

5
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護
者

で
あ
る

4 3
.5

4.
3

4.
3

4.
3

13
.0

0.
0

4.
3

26
.1

0.
0

23
主

た
る

介
護
者

で
な
い

16
.7

0.
0

11
.1

0.
0

22
.2

0.
0

11
.1

38
.9

0.
0

18
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
1
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（
介

護
休
業

制
度
が
「

あ
っ
た
」

と
い
う

方
へ
）

S
Q4
-
9-
2
-1
　
介
護

休
業
の

取
得
回

数
制
限

は
ど
の

よ
う
に
定
め

ら
れ
て

い
ま
し

た
か
。

同
一

要
介
護

者
に

つ
い
て

制
限
な

し
わ
か
ら

な
い

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

19
.4

16
.1

50
.0

14
.5

62

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
16

.7
16

.7
58

.3
8.

3
12

40
-4

9歳
16

.0
24

.0
56

.0
4.

0
25

50
-5

9歳
24

.0
8.

0
40

.0
28

.0
25

＜
男

性
＞

15
.0

20
.0

50
.0

15
.0

20
＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
11

.8
23

.5
52

.9
11

.8
17

非
正
規
雇

用
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

自
営

・
そ
の
他

10
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
1

無
職

0.
0

0.
0

50
.0

50
.0

2
無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
16

.7
33

.3
16

.7
33

.3
6

妻
　
 
 い

る
14

.3
14

.3
64

.3
7.

1
14

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

0.
0

0.
0

50
.0

50
.0

2
主
た

る
介
護

者
で
な
い

16
.7

22
.2

50
.0

11
.1

18
無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女

性
＞

21
.4

14
.3

50
.0

14
.3

42
＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
17

.9
10

.7
57

.1
14

.3
28

非
正
規
雇

用
20

.0
20

.0
40

.0
20

.0
10

自
営

・
そ
の
他

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
無

職
0.

0
50

.0
50

.0
0.

0
2

無
回

答
10

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

2
＜
女

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い
な

い
0.

0
11

.1
77

.8
11

.1
9

夫
　
 
 い

る
32

.1
10

.7
42

.9
14

.3
28

無
回

答
0.

0
40

.0
40

.0
20

.0
5

＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

21
.7

8.
7

47
.8

21
.7

23
主
た

る
介
護

者
で
な
い

22
.2

16
.7

55
.6

5.
6

18
無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

1
 

 
 

 
 

 
 

 

（
介

護
休
業

制
度
が
「

あ
っ
た

」
と
い

う
方
へ

）

S
Q4
-
9-
2
-2
　
介

護
休
業
の

取
得
回

数

１
回

２
回

以
上

無
回
答

＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

10
0.

0
0.

0
0.

0
12

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
10

0.
0

0.
0

0.
0

2
40

-4
9歳

10
0.

0
0.

0
0.

0
4

50
-5

9歳
10

0.
0

0.
0

0.
0

6

＜
男

性
＞

10
0.

0
0.

0
0.

0
3

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
10

0.
0

0.
0

0.
0

2
非

正
規
雇

用
0.

0
0.

0
0.

0
0

自
営

・
そ
の
他

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0
無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
10

0.
0

0.
0

0.
0

1
妻

　
 
 い

る
10

0.
0

0.
0

0.
0

2
無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

0.
0

0.
0

0.
0

0
主
た

る
介
護

者
で
な
い

10
0.

0
0.

0
0.

0
3

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女

性
＞

10
0.

0
0.

0
0.

0
9

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
10

0.
0

0.
0

0.
0

5
非

正
規
雇

用
10

0.
0

0.
0

0.
0

2
自
営

・
そ
の
他

0.
0

0.
0

0.
0

0
無

職
0.

0
0.

0
0.

0
0

無
回

答
10

0.
0

0.
0

0.
0

2
＜
女

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い
な

い
0.

0
0.

0
0.

0
0

夫
　
 
 い

る
10

0.
0

0.
0

0.
0

9
無
回

答
0.

0
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問
5
(
1)
　
介

護
に
関
わ

り
始
め

た
当
時

の
仕
事

を
現
在
も

し
て
い

ま
す
か

（
勤
務

先
は
同
じ

で
す
か

）
。

当
時

の
仕
事

を
し

て
い
る

当
時
の
仕

事
は
辞
め

た

当
時
は

仕
事
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し
て

い
な

か
っ
た
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＜
男

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
67

.2
19

.7
11

.5
1.

6
61

妻
　
 
 い

る
80

.3
15
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＜
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介
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＞
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介
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介
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＜
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S
Q
5
-
1
-
2
　
そ

の
当

時
の

仕
事

（
勤

務
先

）
を

辞
め

た
の

は
ど

の
よ

う
な
理

由
か

ら
で

す
か

。

仕
事

先
か

ら
介

護
す
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な

ら
辞

め
る
よ

う
に

働
き

か
け

ら
れ

た

自
分

の
意

思
で

介
護

に
専

念
し

た
か

っ た

家
族

・
親

族
か
ら

介
護
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為
仕
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辞
め
て
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し
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介
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仕
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／
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仕
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仕
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問
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2
)　

現
在

の
仕
事

内
容
は

、
大
き

く
分
け
る

と
ど

れ
に
あ

た
る
も

の
で
す

か
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・

介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護
者

で
あ

る
2.

3
4.

7
18

.6
23

.3
9.

3
20

.9
0.

0
2.

3
0.

0
16

.3
2.

3
43

主
た
る

介
護
者

で
な

い
2.

6
14

.5
23

.8
13

.0
18

.1
6.

7
2.

6
4.

1
0.

5
14

.0
0.

0
19

3
無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
50

.0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
50

.0
0.

0
2

＜
女
性
＞

1.
2

15
.1

1.
7

33
.3

14
.3

23
.8

0.
2

0.
0

1.
5

7.
5

1.
4

65
1

＜
女
性
・
現
職
＞

正
規
雇

用
0.

0
25

.0
3.

0
44

.6
12

.5
7.

7
0.

0
0.

0
1.

2
5.

4
0.

6
16

8
非

正
規
雇

用
0.

3
9.

4
0.

0
31

.8
13

.6
32

.4
0.

3
0.

0
2.

0
9.

4
0.

9
35

2
自
営
・

そ
の

他
5.

2
19

.0
5.

2
21

.6
19

.8
21

.6
0.

0
0.

0
0.

9
4.

3
2.

6
11

6
無

職
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
無
回

答
6.

7
6.

7
0.

0
33

.3
6.

7
20

.0
0.

0
0.

0
0.

0
13

.3
13

.3
15

＜
女
性
・

同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　

い
な

い
0.

0
15

.4
1.

3
39

.1
15

.4
19

.9
0.

6
0.

0
1.

9
4.

5
1.

9
15

6
夫
　

  
い
る

1.
8

14
.1

1.
6

31
.2

14
.1

25
.3

0.
0

0.
0

1.
6

8.
9

1.
4

43
9

無
回

答
0.

0
21

.4
3.

6
33

.9
12

.5
23

.2
0.

0
0.

0
0.

0
5.

4
0.

0
56

＜
女
性
・

介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護
者

で
あ

る
0.

8
14

.8
1.

5
30

.0
16

.5
27

.2
0.

0
0.

0
1.

5
6.

1
1.

5
39

3
主
た
る

介
護
者

で
な

い
2.

1
14

.7
1.

7
39

.5
9.

7
19

.3
0.

4
0.

0
1.

7
9.

7
1.

3
23

8
無
回

答
0.

0
25

.0
5.

0
25

.0
25

.0
10

.0
0.

0
0.

0
0.

0
10

.0
0.

0
20
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問
5
(
3)
　

現
在

の
勤

務
先

、
ま

た
は
あ

な
た

の
や

っ
て

お
ら

れ
る
事

業
や

商
売

の
内

容
は

、
大
き

く
分

け
る

と
ど

れ
に

あ
た
る

も
の

で
す

か
。

農
林
漁

業
建

設
業

製
造

業
電
気

・
ガ

ス
・
熱

供
給

・
水
道

業

運
輸
・

通
信
業

卸
売

業
小
売

業
飲

食
店

金
融
・

保
険
業

不
動
産

業
宿

泊
業

宿
泊

業
以

外
の

サ
ー

ビ
ス
業

公
務

無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

1.
8

4.
3

14
.2

0.
8

4.
9

4.
4

14
.8

4.
2

6.
4

1.
9

0.
9

28
.2

10
.2

2.
9

88
9

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
1.

2
3.

1
12

.4
0.

6
6.

8
8.

7
12

.4
5.

6
8.

1
1.

9
0.

0
27

.3
10

.6
1.

2
16

1
40

-4
9歳

1.
3

5.
1

13
.9

1.
3

2.
8

2.
8

13
.0

3.
5

7.
0

2.
5

0.
0

32
.6

10
.8

3.
5

31
6

50
-5

9歳
2.

4
4.

1
15

.0
0.

5
5.

8
3.

9
17

.2
4.

1
5.

3
1.

5
1.

9
25

.2
9.

7
3.

2
41

2

＜
男

性
＞

2.
5

6.
3

26
.9

1.
3

6.
3

3.
8

11
.3

2.
1

5.
9

2.
5

0.
8

15
.1

13
.0

2.
1

23
8

＜
男

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

0.
0

4.
9

33
.3

1.
9

6.
8

4.
3

6.
2

0.
0

6.
8

3.
1

0.
0

13
.0

17
.9

1.
9

16
2

非
正
規

雇
用

0.
0

4.
8

33
.3

0.
0

9.
5

4.
8

19
.0

0.
0

0.
0

0.
0

4.
8

19
.0

4.
8

0.
0

21
自
営

・
そ

の
他

12
.0

10
.0

6.
0

0.
0

4.
0

2.
0

24
.0

10
.0

6.
0

0.
0

0.
0

22
.0

0.
0

4.
0

50
無
職

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
無

回
答

0.
0

20
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

20
.0

0.
0

0.
0

20
.0

20
.0

0.
0

20
.0

0.
0

5
＜

男
性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　
い

な
い

3.
8

7.
5

22
.6

0.
0

9.
4

1.
9

9.
4

3.
8

9.
4

3.
8

1.
9

13
.2

13
.2

0.
0

53
妻

　
 
 
い
る

2.
3

5.
8

29
.7

1.
7

5.
8

4.
1

9.
9

1.
7

5.
2

2.
3

0.
6

14
.5

13
.4

2.
9

17
2

無
回
答

0.
0

7.
7

7.
7

0.
0

0.
0

7.
7

38
.5

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

30
.8

7.
7

0.
0

13
＜

男
性
・

介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

2.
3

4.
7

27
.9

0.
0

4.
7

0.
0

14
.0

4.
7

9.
3

2.
3

2.
3

18
.6

7.
0

2.
3

43
主

た
る

介
護

者
で

な
い

2.
6

6.
2

26
.9

1.
6

6.
7

4.
7

10
.9

1.
0

5.
2

2.
6

0.
5

14
.5

14
.5

2.
1

19
3

無
回
答

0.
0

50
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

50
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

2

＜
女

性
＞

1.
5

3.
5

9.
5

0.
6

4.
5

4.
6

16
.1

4.
9

6.
6

1.
7

0.
9

33
.0

9.
2

3.
2

65
1

＜
女

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

0.
0

3.
6

11
.9

0.
6

4.
2

9.
5

6.
0

0.
0

10
.1

0.
6

0.
6

33
.3

18
.5

1.
2

16
8

非
正
規

雇
用

0.
6

3.
4

6.
3

0.
9

5.
1

2.
0

19
.9

6.
0

6.
3

1.
4

0.
9

37
.2

7.
7

2.
6

35
2

自
営

・
そ

の
他

5.
2

4.
3

16
.4

0.
0

2.
6

5.
2

19
.0

9.
5

3.
4

4.
3

1.
7

24
.1

0.
0

4.
3

11
6

無
職

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
無

回
答

13
.3

0.
0

6.
7

0.
0

6.
7

6.
7

20
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

13
.3

33
.3

15
＜

女
性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

夫
　
い

な
い

0.
0

3.
2

5.
8

1.
3

5.
1

8.
3

16
.7

3.
8

6.
4

1.
3

1.
9

32
.7

8.
3

5.
1

15
6

夫
　
 
 
い
る

2.
3

4.
1

10
.9

0.
2

3.
9

3.
4

16
.6

4.
6

6.
6

1.
6

0.
2

33
.3

9.
6

2.
7

43
9

無
回
答

0.
0

0.
0

8.
9

1.
8

7.
1

3.
6

10
.7

10
.7

7.
1

3.
6

3.
6

32
.1

8.
9

1.
8

56
＜

女
性
・

介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

1.
0

3.
1

8.
4

1.
0

4.
8

3.
6

18
.3

5.
6

6.
9

2.
3

1.
0

31
.6

8.
4

4.
1

39
3

主
た
る

介
護

者
で

な
い

2.
5

4.
2

10
.5

0.
0

3.
8

6.
3

12
.2

3.
8

6.
3

0.
8

0.
4

36
.6

10
.5

2.
1

23
8

無
回
答

0.
0

5.
0

20
.0

0.
0

5.
0

5.
0

20
.0

5.
0

5.
0

0.
0

5.
0

20
.0

10
.0

0.
0

20
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問
5
(
4
)
　
現
在

の
勤
務
先
で
雇
わ
れ
て
い
る
従
業
員

は
、
会
社
全
体
で
何
人
く
ら
い
で
す
か

。

家
族

従
業
員
は
除
い
て
お
答
え
く
だ
さ
い

。

な
 
し

(
家
族
従

業
員
の
み

)
1
～
4
人

5
～
9
人

1
0
～
2
9
人

3
0
～
9
9
人

1
0
0
～
2
9
9
人

3
0
0
～
9
9
9
人

1
0
0
0
人

以
上

官
公
庁

官
公
庁
以

外
の
公
営

事
業
所

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

13
.2

9.
3

8.
5

12
.3

17
.4

11
.8

8.
0

10
.2

4.
9

2.
1

2.
1

88
9

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
9.

3
6.

2
6.

2
15

.5
18

.0
11

.2
12

.4
14

.9
3.

7
1.

2
1.

2
16

1
40

-4
9 歳

12
.0

10
.1

8.
5

10
.1

15
.5

15
.5

4.
7

13
.6

6.
0

2.
2

1.
6

31
6

50
-5

9歳
15

.5
10

.0
9.

5
12

.6
18

.7
9.

2
8.

7
5.

8
4.

6
2.

4
2.

9
41

2

＜
男
性
＞

14
.3

5.
0

6.
7

10
.5

14
.7

12
.6

9.
7

14
.7

8.
4

2.
9

0.
4

23
8

＜
男
性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

0.
6

1.
9

6.
2

11
.1

16
.7

15
.4

12
.3

20
.4

11
.7

3.
7

0.
0

16
2

非
正
規
雇
用

0.
0

4.
8

4.
8

23
.8

14
.3

23
.8

14
.3

9.
5

4.
8

0.
0

0.
0

21
自
営
・
そ
の
他

62
.0

16
.0

10
.0

4.
0

8.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

50
無
職

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

無
回
答

40
.0

0.
0

0.
0

0.
0

20
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

20
.0

20
.0

5
＜
男
性
・
同
居

配
偶
者
の
有
無
＞

妻
　
い
な
い

26
.4

7.
5

0.
0

18
.9

7.
5

7.
5

9.
4

11
.3

11
.3

0.
0

0.
0

53
妻
　
 
 
い
る

9.
3

3.
5

9.
3

8.
1

17
.4

13
.4

9.
9

16
.9

7.
6

4.
1

0.
6

17
2

無
回
答

30
.8

15
.4

0.
0

7.
7

7.
7

23
.1

7.
7

0.
0

7.
7

0.
0

0.
0

13
＜
男
性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ
る

18
.6

7.
0

7.
0

14
.0

7.
0

9.
3

11
.6

18
.6

4.
7

2.
3

0.
0

43
主

た
る
介
護
者
で
な
い

13
.0

4.
1

6.
7

9.
8

16
.6

13
.5

9.
3

14
.0

9.
3

3.
1

0.
5

19
3

無
回
答

50
.0

50
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

2

＜
女
性
＞

12
.7

10
.9

9.
2

12
.9

18
.4

11
.5

7.
4

8.
6

3.
7

1.
8

2.
8

65
1

＜
女
性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

1.
8

6.
5

7.
7

13
.1

23
.8

14
.3

10
.1

11
.9

7.
7

2.
4

0.
6

16
8

非
正
規
雇
用

1.
4

9.
9

11
.1

15
.9

21
.9

13
.9

8.
8

9.
9

3.
1

2.
3

1.
7

35
2

自
営
・
そ
の
他

63
.8

19
.8

6.
9

5.
2

1.
7

0.
0

0.
0

0.
9

0.
0

0.
0

1.
7

11
6

無
職

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

無
回
答

6.
7

13
.3

0.
0

0.
0

6.
7

13
.3

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

60
.0

15
＜
女
性
・
同
居

配
偶
者
の
有
無
＞

夫
　
い
な
い

13
.5

5.
8

6.
4

10
.9

15
.4

16
.7

10
.3

11
.5

3.
8

3.
2

2.
6

15
6

夫
　
 
 
い
る

11
.8

11
.6

9.
6

14
.1

20
.0

10
.0

7.
1

7.
5

3.
9

1.
6

2.
7

43
9

無
回
答

17
.9

19
.6

14
.3

8.
9

14
.3

8.
9

1.
8

8.
9

1.
8

0.
0

3.
6

56
＜
女
性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ
る

14
.0

11
.5

8.
4

13
.2

19
.6

9.
9

5.
9

8.
7

2.
8

2.
5

3.
6

39
3

主
た
る
介
護
者
で
な
い

10
.5

10
.5

9.
7

12
.2

17
.2

13
.4

10
.5

8.
4

5.
5

0.
8

1.
3

23
8

無
回
答

15
.0

5.
0

20
.0

15
.0

10
.0

20
.0

0.
0

10
.0

0.
0

0.
0

5.
0

20
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問
5
(
5
)
　

現
在

、
あ
な

た
の

始
業

・
終
業

時
刻

は
、

ど
の
よ

う
に

決
め

ら
れ

て
い

ま
す

か
。

勤
務
先

で
決

め
ら
れ

て
お

り
、
変

え
る

こ
と
は

で
き

な
い

一
定

の
範
囲

に
お

い
て
変

え
る

こ
と
が

で
き
る

自
分

自
身

で
始

業
・

終
業

時
刻

を
決

め
る

こ
と

が
で

き
る

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数

＞

＜
総

計
＞

47
.9

26
.5

21
.4

2.
4

1.
8

88
9

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
57

.1
24

.8
15

.5
1.

9
0.

6
16

1
40

-4
9 歳

48
.4

28
.5

20
.6

1.
6

0.
9

31
6

50
-5

9歳
43

.9
25

.7
24

.3
3.

2
2.

9
41

2

＜
男

性
＞

59
.2

16
.4

19
.7

3.
8

0.
8

23
8

＜
男

性
・

現
職

＞

正
規
雇

用
75

.9
16

.0
4.

3
3.

1
0.

6
16

2
非

正
規

雇
用

66
.7

19
.0

9.
5

4.
8

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

6.
0

16
.0

74
.0

4.
0

0.
0

50
無

職
-

-
-

-
-

-
無

回
答

20
.0

20
.0

20
.0

20
.0

20
.0

5
＜
男

性
・

同
居

配
偶
者

の
有

無
＞

妻
　

い
な
い

52
.8

18
.9

24
.5

3.
8

0.
0

53
妻

　
 
 い

る
61

.6
15

.7
17

.4
4.

1
1.

2
17

2
無

回
答

53
.8

15
.4

30
.8

0.
0

0.
0

13
＜
男

性
・

介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

53
.5

14
.0

23
.3

7.
0

2.
3

43
主
た

る
介

護
者

で
な
い

60
.6

17
.1

18
.7

3.
1

0.
5

19
3

無
回
答

50
.0

0.
0

50
.0

0.
0

0.
0

2

＜
女

性
＞

43
.8

30
.3

22
.0

1.
8

2.
2

65
1

＜
女

性
・

現
職

＞

正
規
雇

用
65

.5
25

.6
7.

1
1.

8
0.

0
16

8
非

正
規

雇
用

46
.3

35
.8

15
.6

1.
1

1.
1

35
2

自
営

・
そ

の
他

6.
9

24
.1

63
.8

3.
4

1.
7

11
6

無
職

-
-

-
-

-
-

無
回
答

26
.7

0.
0

13
.3

6.
7

53
.3

15
＜
女

性
・

同
居

配
偶
者

の
有

無
＞

夫
　

い
な
い

52
.6

28
.8

14
.7

3.
2

0.
6

15
6

夫
　

 
 い

る
42

.4
29

.6
24

.4
1.

1
2.

5
43

9
無

回
答

30
.4

39
.3

23
.2

3.
6

3.
6

56
＜
女

性
・

介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

37
.7

33
.3

23
.9

2.
0

3.
1

39
3

主
た

る
介

護
者

で
な
い

55
.0

25
.2

17
.6

1.
3

0.
8

23
8

無
回
答

30
.0

30
.0

35
.0

5.
0

0.
0

20
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問
5
(
9)
　
現

在
の
勤
務

先
で
、

次
の
方

や
部
署

等
に
介
護
の

こ
と
を

相
談
し

て
い
ま

す
か
。

■
同
僚

相
談
し
て

い
る

相
談
し

て
い
な

い
該
当
す

る
も

の
は

な
い

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

31
.3

53
.8

8.
7

6.
3

70
3

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
22

.7
61

.7
7.

8
7.

8
14

1
40

-4
9歳

37
.1

47
.7

10
.6

4.
5

26
4

50
-5

9歳
30

.2
55

.4
7.

4
7.

0
29

8

＜
男

性
＞

23
.0

68
.9

4.
4

3.
8

18
3

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
24

.7
66

.0
4.

9
4.

3
16

2
非

正
規
雇

用
9.

5
90

.5
0.

0
0.

0
21

自
営

・
そ
の
他

-
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
8.

3
80

.6
8.

3
2.

8
36

妻
　
 
 い

る
25

.9
66

.2
3.

6
4.

3
13

9
無
回

答
37

.5
62

.5
0.

0
0.

0
8

＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

22
.6

74
.2

0.
0

3.
2

31
主
た

る
介
護

者
で
な
い

22
.5

68
.2

5.
3

4.
0

15
1

無
回

答
10

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

1

＜
女

性
＞

34
.2

48
.5

10
.2

7.
1

52
0

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
31

.5
57

.7
6.

5
4.

2
16

8
非

正
規
雇

用
35

.5
44

.0
11

.9
8.

5
35

2
自
営

・
そ
の
他

-
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い
な

い
25

.4
62

.7
5.

6
6.

3
12

6
夫

　
 
 い

る
37

.7
43

.4
12

.1
6.

8
35

5
無
回

答
30

.8
48

.7
7.

7
12

.8
39

＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

38
.8

43
.8

10
.5

6.
9

30
4

主
た

る
介
護

者
で
な
い

26
.0

57
.0

10
.5

6.
5

20
0

無
回

答
50

.0
31

.3
0.

0
18

.8
16
 

 
 

 
 

 
 

 

問
5
(
9)
　
現

在
の
勤
務

先
で
、

次
の
方

や
部
署

等
に
介
護
の

こ
と
を

相
談
し

て
い
ま

す
か
。

■
上
司

相
談
し
て

い
る

相
談
し

て
い
な

い
該
当
す

る
も

の
は

な
い

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

26
.6

59
.7

8.
1

5.
5

70
3

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
24

.1
65

.2
5.

0
5.

7
14

1
40

-4
9歳

31
.1

54
.2

10
.6

4.
2

26
4

50
-5

9歳
23

.8
62

.1
7.

4
6.

7
29

8

＜
男

性
＞

21
.9

70
.5

3.
8

3.
8

18
3

＜
男

性
・
現
職

＞

正
規
雇

用
22

.8
68

.5
4.

3
4.

3
16

2
非

正
規
雇

用
14

.3
85

.7
0.

0
0.

0
21

自
営

・
そ
の
他

-
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
19

.4
72

.2
5.

6
2.

8
36

妻
　
 
 い

る
21

.6
70

.5
3.

6
4.

3
13

9
無
回

答
37

.5
62

.5
0.

0
0.

0
8

＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

32
.3

64
.5

0.
0

3.
2

31
主
た

る
介
護

者
で
な
い

19
.2

72
.2

4.
6

4.
0

15
1

無
回

答
10

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

1

＜
女

性
＞

28
.3

56
.0

9.
6

6.
2

52
0

＜
女

性
・
現
職

＞

正
規
雇

用
28

.6
59

.5
7.

7
4.

2
16

8
非

正
規
雇

用
28

.1
54

.3
10

.5
7.

1
35

2
自
営

・
そ
の
他

-
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い
な

い
19

.0
67

.5
5.

6
7.

9
12

6
夫

　
 
 い

る
30

.4
52

.4
11

.5
5.

6
35

5
無
回

答
38

.5
51

.3
5.

1
5.

1
39

＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

32
.9

51
.3

10
.2

5.
6

30
4

主
た

る
介
護

者
で
な
い

20
.5

64
.0

9.
5

6.
0

20
0

無
回

答
37

.5
43

.8
0.

0
18

.8
16
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問
5
(
9)
　
現

在
の
勤
務

先
で
、

次
の
方

や
部
署

等
に
介
護
の

こ
と
を

相
談
し

て
い
ま

す
か
。

■
専
門
部
署

（
人
事

･総
務
等
）

相
談
し
て

い
る

相
談
し

て
い
な

い
該
当
す

る
も

の
は

な
い

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

4.
6

60
.5

25
.5

9.
5

70
3

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
7.

8
61

.7
19

.1
11

.3
14

1
40

-4
9歳

5.
3

56
.8

29
.5

8.
3

26
4

50
-5

9歳
2.

3
63

.1
24

.8
9.

7
29

8

＜
男

性
＞

6.
6

70
.5

18
.6

4.
4

18
3

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
6.

8
69

.8
18

.5
4.

9
16

2
非

正
規
雇

用
4.

8
76

.2
19

.0
0.

0
21

自
営

・
そ
の
他

-
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
2.

8
66

.7
27

.8
2.

8
36

妻
　
 
 い

る
7.

2
71

.9
16

.5
4.

3
13

9
無
回

答
12

.5
62

.5
12

.5
12

.5
8

＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

9.
7

64
.5

22
.6

3.
2

31
主
た

る
介
護

者
で
な
い

6.
0

72
.2

17
.9

4.
0

15
1

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
10

0.
0

1

＜
女

性
＞

3.
8

56
.9

27
.9

11
.3

52
0

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
3.

6
67

.9
19

.0
9.

5
16

8
非

正
規
雇

用
4.

0
51

.7
32

.1
12

.2
35

2
自
営

・
そ
の
他

-
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い
な

い
1.

6
68

.3
16

.7
13

.5
12

6
夫

　
 
 い

る
3.

9
53

.0
32

.7
10

.4
35

5
無
回

答
10

.3
56

.4
20

.5
12

.8
39

＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

3.
9

53
.0

31
.6

11
.5

30
4

主
た

る
介
護

者
で
な
い

2.
0

63
.5

24
.0

10
.5

20
0

無
回

答
25

.0
50

.0
6.

3
18

.8
16
 

 
 

 
 

 
 

 

問
5
(
9)
　
現

在
の
勤
務

先
で
、

次
の
方

や
部
署

等
に
介
護
の

こ
と
を

相
談
し

て
い
ま

す
か
。

■
労
働
組
合

相
談
し
て

い
る

相
談
し

て
い
な

い
該
当
す

る
も

の
は

な
い

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

0.
3

52
.8

37
.1

9.
8

70
3

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
0.

7
51

.1
36

.2
12

.1
14

1
40

-4
9歳

0.
4

50
.0

40
.9

8.
7

26
4

50
-5

9歳
0.

0
56

.0
34

.2
9.

7
29

8

＜
男

性
＞

0.
5

63
.9

30
.6

4.
9

18
3

＜
男

性
・
現
職

＞

正
規
雇

用
0.

6
63

.0
30

.9
5.

6
16

2
非

正
規
雇

用
0.

0
71

.4
28

.6
0.

0
21

自
営

・
そ
の
他

-
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
0.

0
69

.4
27

.8
2.

8
36

妻
　
 
 い

る
0.

7
63

.3
30

.9
5.

0
13

9
無
回

答
0.

0
50

.0
37

.5
12

.5
8

＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

0.
0

61
.3

35
.5

3.
2

31
主
た

る
介
護

者
で
な
い

0.
7

64
.9

29
.8

4.
6

15
1

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
10

0.
0

1

＜
女

性
＞

0.
2

48
.8

39
.4

11
.5

52
0

＜
女

性
・
現
職

＞

正
規
雇

用
0.

6
57

.7
31

.5
10

.1
16

8
非

正
規
雇

用
0.

0
44

.6
43

.2
12

.2
35

2
自
営

・
そ
の
他

-
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い
な

い
0.

0
59

.5
26

.2
14

.3
12

6
夫

　
 
 い

る
0.

3
44

.8
44

.5
10

.4
35

5
無
回

答
0.

0
51

.3
35

.9
12

.8
39

＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

0.
0

47
.0

41
.4

11
.5

30
4

主
た

る
介
護

者
で
な
い

0.
5

51
.0

37
.5

11
.0

20
0

無
回

答
0.

0
56

.3
25

.0
18

.8
16
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問
5(
1
0)

　
現

在
、

勤
務

先
に

は
、

仕
事

と
介
護

の
両

立
支

援
制

度
は

あ
り

ま
す
か

。

■
短
時

間
勤

務
制
度

あ
る

な
い

わ
か
ら

な
い

無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計

＞
11

.4
55

.5
25

.9
7.

3
70

3

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
14

.2
51

.1
27

.0
7.

8
14

1
40

-4
9歳

9.
1

55
.3

30
.7

4.
9

26
4

50
-5

9歳
12

.1
57

.7
21

.1
9.

1
29

8

＜
男
性

＞
10

.9
66

.1
18

.0
4.

9
18

3
＜

男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

11
.7

66
.7

16
.0

5.
6

16
2

非
正

規
雇
用

4.
8

61
.9

33
.3

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

-
-

-
-

-
無
職

-
-

-
-

-
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜

男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

妻
　

い
な
い

11
.1

61
.1

22
.2

5.
6

36
妻

　
  
い

る
11

.5
65

.5
18

.0
5.

0
13

9
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
8

＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

12
.9

74
.2

9.
7

3.
2

31
主

た
る
介

護
者
で

な
い

10
.6

64
.2

19
.9

5.
3

15
1

無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

＜
女
性

＞
11

.5
51

.7
28

.7
8.

1
52

0
＜

女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

13
.1

61
.9

17
.9

7.
1

16
8

非
正

規
雇
用

10
.8

46
.9

33
.8

8.
5

35
2

自
営

・
そ

の
他

-
-

-
-

-
無
職

-
-

-
-

-
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

夫
　

い
な
い

10
.3

52
.4

31
.0

6.
3

12
6

夫
　

  
い

る
12

.1
51

.3
27

.9
8.

7
35

5
無

回
答

10
.3

53
.8

28
.2

7.
7

39
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

12
.2

52
.6

27
.0

8.
2

30
4

主
た

る
介

護
者
で

な
い

10
.5

50
.5

32
.0

7.
0

20
0

無
回
答

12
.5

50
.0

18
.8

18
.8

16
 

 
 

 
 

 
 

 

問
5(
1
0)

　
現

在
、

勤
務
先

に
は

、
仕
事

と
介
護

の
両

立
支
援

制
度

は
あ
り

ま
す

か
。

■
フ

レ
ッ

ク
ス

タ
イ
ム

あ
る

な
い

わ
か

ら
な

い
無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計

＞
9.

2
59

.3
24

.2
7.

3
70

3

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
8.

5
58

.2
25

.5
7.

8
14

1
40

-4
9歳

7.
6

59
.8

27
.7

4.
9

26
4

50
-5

9歳
11

.1
59

.4
20

.5
9.

1
29

8

＜
男
性

＞
15

.3
67

.2
11

.5
6.

0
18

3
＜

男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

15
.4

68
.5

9.
3

6.
8

16
2

非
正

規
雇

用
14

.3
57

.1
28

.6
0.

0
21

自
営

・
そ

の
他

-
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男
性

・
同

居
配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
2.

8
66

.7
22

.2
8.

3
36

妻
　

  
い

る
19

.4
65

.5
9.

4
5.

8
13

9
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
8

＜
男
性

・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

19
.4

64
.5

9.
7

6.
5

31
主

た
る

介
護

者
で

な
い

14
.6

67
.5

11
.9

6.
0

15
1

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

1

＜
女
性

＞
7.

1
56

.5
28

.7
7.

7
52

0
＜

女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

10
.1

66
.1

17
.3

6.
5

16
8

非
正

規
雇

用
5.

7
52

.0
34

.1
8.

2
35

2
自
営

・
そ

の
他

-
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女
性

・
同

居
配
偶

者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
6.

3
57

.9
29

.4
6.

3
12

6
夫

　
  
い

る
8.

2
54

.9
28

.7
8.

2
35

5
無

回
答

0.
0

66
.7

25
.6

7.
7

39
＜

女
性

・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

6.
9

57
.6

28
.0

7.
6

30
4

主
た

る
介
護

者
で

な
い

8.
0

54
.5

30
.5

7.
0

20
0

無
回

答
0.

0
62

.5
18

.8
18

.8
16
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問
5(
1
0)

　
現

在
、

勤
務

先
に

は
、

仕
事

と
介
護

の
両

立
支

援
制

度
は

あ
り

ま
す
か

。

■
始
業

･
終
業

時
刻

の
繰

上
げ

･繰
下

げ

あ
る

な
い

わ
か
ら

な
い

無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計

＞
12

.9
54

.5
25

.0
7.

5
70

3

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
15

.6
50

.4
25

.5
8.

5
14

1
40

-4
9歳

12
.5

51
.9

30
.3

5.
3

26
4

50
-5

9歳
12

.1
58

.7
20

.1
9.

1
29

8

＜
男
性

＞
15

.8
63

.9
15

.3
4.

9
18

3
＜

男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

17
.3

64
.2

13
.0

5.
6

16
2

非
正

規
雇
用

4.
8

61
.9

33
.3

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

-
-

-
-

-
無
職

-
-

-
-

-
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜

男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

妻
　

い
な
い

13
.9

58
.3

22
.2

5.
6

36
妻

　
  
い

る
17

.3
63

.3
14

.4
5.

0
13

9
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
8

＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

16
.1

71
.0

9.
7

3.
2

31
主

た
る
介

護
者
で

な
い

15
.9

62
.3

16
.6

5.
3

15
1

無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

＜
女
性

＞
11

.9
51

.2
28

.5
8.

5
52

0
＜

女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

12
.5

63
.7

16
.7

7.
1

16
8

非
正

規
雇
用

11
.6

45
.2

34
.1

9.
1

35
2

自
営

・
そ

の
他

-
-

-
-

-
無
職

-
-

-
-

-
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

夫
　

い
な
い

6.
3

57
.9

29
.4

6.
3

12
6

夫
　

  
い

る
13

.8
48

.2
29

.0
9.

0
35

5
無

回
答

12
.8

56
.4

20
.5

10
.3

39
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

12
.8

51
.6

27
.3

8.
2

30
4

主
た

る
介

護
者
で

な
い

10
.0

51
.0

31
.5

7.
5

20
0

無
回
答

18
.8

43
.8

12
.5

25
.0

16
 

 
 

 
 

 
 

 

問
5(
1
0)

　
現

在
、

勤
務
先

に
は

、
仕
事

と
介
護

の
両

立
支
援

制
度

は
あ
り

ま
す

か
。

■
残

業
や

休
日

労
働
の

免
除

あ
る

な
い

わ
か

ら
な

い
無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計

＞
9.

0
56

.0
27

.5
7.

5
70

3

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
12

.8
50

.4
29

.1
7.

8
14

1
40

-4
9歳

7.
2

54
.5

33
.0

5.
3

26
4

50
-5

9歳
8.

7
60

.1
21

.8
9.

4
29

8

＜
男
性

＞
12

.0
63

.9
18

.6
5.

5
18

3
＜

男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

12
.3

65
.4

16
.0

6.
2

16
2

非
正

規
雇

用
9.

5
52

.4
38

.1
0.

0
21

自
営

・
そ

の
他

-
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男
性

・
同

居
配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
16

.7
52

.8
25

.0
5.

6
36

妻
　

  
い

る
11

.5
64

.7
18

.0
5.

8
13

9
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
8

＜
男
性

・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

9.
7

67
.7

16
.1

6.
5

31
主

た
る

介
護

者
で

な
い

12
.6

62
.9

19
.2

5.
3

15
1

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

1

＜
女
性

＞
7.

9
53

.3
30

.6
8.

3
52

0
＜

女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

10
.1

63
.7

19
.0

7.
1

16
8

非
正

規
雇

用
6.

8
48

.3
36

.1
8.

8
35

2
自
営

・
そ

の
他

-
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女
性

・
同

居
配
偶

者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
7.

9
54

.8
31

.0
6.

3
12

6
夫

　
  
い

る
7.

9
52

.4
30

.7
9.

0
35

5
無

回
答

7.
7

56
.4

28
.2

7.
7

39
＜

女
性

・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

7.
9

53
.9

29
.6

8.
6

30
4

主
た

る
介
護

者
で

な
い

7.
5

53
.0

32
.5

7.
0

20
0

無
回

答
12

.5
43

.8
25

.0
18

.8
16
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問
5(
1
0)

　
現

在
、

勤
務

先
に

は
、

仕
事

と
介
護

の
両

立
支

援
制

度
は

あ
り

ま
す
か

。

■
介
護

経
費

の
援
助

あ
る

な
い

わ
か
ら

な
い

無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計

＞
1.

8
64

.3
26

.2
7.

7
70

3

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
2.

8
59

.6
29

.8
7.

8
14

1
40

-4
9歳

1.
1

63
.6

29
.2

6.
1

26
4

50
-5

9歳
2.

0
67

.1
21

.8
9.

1
29

8

＜
男
性

＞
2.

2
75

.4
16

.9
5.

5
18

3
＜

男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

2.
5

77
.8

13
.6

6.
2

16
2

非
正

規
雇
用

0.
0

57
.1

42
.9

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

-
-

-
-

-
無
職

-
-

-
-

-
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜

男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

妻
　

い
な
い

5.
6

66
.7

22
.2

5.
6

36
妻

　
  
い

る
1.

4
76

.3
16

.5
5.

8
13

9
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
8

＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

0.
0

77
.4

16
.1

6.
5

31
主

た
る
介

護
者
で

な
い

2.
6

74
.8

17
.2

5.
3

15
1

無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

＜
女
性

＞
1.

7
60

.4
29

.4
8.

5
52

0
＜

女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

4.
2

67
.9

20
.8

7.
1

16
8

非
正

規
雇
用

0.
6

56
.8

33
.5

9.
1

35
2

自
営

・
そ

の
他

-
-

-
-

-
無
職

-
-

-
-

-
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

夫
　

い
な
い

2.
4

61
.9

29
.4

6.
3

12
6

夫
　

  
い

る
1.

7
58

.9
30

.1
9.

3
35

5
無

回
答

0.
0

69
.2

23
.1

7.
7

39
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

1.
6

61
.5

28
.3

8.
6

30
4

主
た

る
介

護
者
で

な
い

2.
0

58
.5

32
.0

7.
5

20
0

無
回
答

0.
0

62
.5

18
.8

18
.8

16
 

 
 

 
 

 
 

 

問
5(
1
0)

　
現

在
、

勤
務
先

に
は

、
仕
事

と
介
護

の
両

立
支
援

制
度

は
あ
り

ま
す

か
。

■
在

宅
勤

務

あ
る

な
い

わ
か

ら
な

い
無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計

＞
1.

0
68

.1
22

.8
8.

1
70

3

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
1.

4
63

.8
27

.0
7.

8
14

1
40

-4
9歳

1.
1

66
.7

25
.8

6.
4

26
4

50
-5

9歳
0.

7
71

.5
18

.1
9.

7
29

8

＜
男
性

＞
0.

0
79

.8
13

.7
6.

6
18

3
＜

男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

0.
0

81
.5

11
.1

7.
4

16
2

非
正

規
雇

用
0.

0
66

.7
33

.3
0.

0
21

自
営

・
そ

の
他

-
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男
性

・
同

居
配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
0.

0
69

.4
19

.4
11

.1
36

妻
　

  
い

る
0.

0
81

.3
12

.9
5.

8
13

9
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
8

＜
男
性

・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

0.
0

77
.4

12
.9

9.
7

31
主

た
る

介
護

者
で

な
い

0.
0

80
.1

13
.9

6.
0

15
1

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

1

＜
女
性

＞
1.

3
64

.0
26

.0
8.

7
52

0
＜

女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

1.
2

74
.4

16
.7

7.
7

16
8

非
正

規
雇

用
1.

4
59

.1
30

.4
9.

1
35

2
自
営

・
そ

の
他

-
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女
性

・
同

居
配
偶

者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
3.

2
65

.9
24

.6
6.

3
12

6
夫

　
  
い

る
0.

8
62

.3
27

.3
9.

6
35

5
無

回
答

0.
0

74
.4

17
.9

7.
7

39
＜

女
性

・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

2.
0

64
.1

25
.0

8.
9

30
4

主
た

る
介
護

者
で

な
い

0.
5

63
.5

28
.5

7.
5

20
0

無
回

答
0.

0
68

.8
12

.5
18

.8
16
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問
5(
1
0)

　
現

在
、

勤
務

先
に

は
、

仕
事

と
介
護

の
両

立
支

援
制

度
は

あ
り

ま
す
か

。

■
会
社

独
自

の
休
暇

制
度

あ
る

な
い

わ
か
ら

な
い

無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計

＞
7.

4
57

.5
27

.2
8.

0
70

3

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
7.

1
51

.8
33

.3
7.

8
14

1
40

-4
9歳

5.
7

58
.3

29
.5

6.
4

26
4

50
-5

9歳
9.

1
59

.4
22

.1
9.

4
29

8

＜
男
性

＞
12

.0
63

.9
18

.6
5.

5
18

3
＜

男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

13
.6

64
.8

15
.4

6.
2

16
2

非
正

規
雇
用

0.
0

57
.1

42
.9

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

-
-

-
-

-
無
職

-
-

-
-

-
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜

男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

妻
　

い
な
い

8.
3

61
.1

25
.0

5.
6

36
妻

　
  
い

る
13

.7
62

.6
18

.0
5.

8
13

9
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
8

＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

6.
5

67
.7

19
.4

6.
5

31
主

た
る
介

護
者
で

な
い

13
.2

62
.9

18
.5

5.
3

15
1

無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

＜
女
性

＞
5.

8
55

.2
30

.2
8.

8
52

0
＜

女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

11
.3

59
.5

20
.8

8.
3

16
8

非
正

規
雇
用

3.
1

53
.1

34
.7

9.
1

35
2

自
営

・
そ

の
他

-
-

-
-

-
無
職

-
-

-
-

-
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

夫
　

い
な
い

9.
5

54
.8

29
.4

6.
3

12
6

夫
　

  
い

る
4.

8
54

.4
31

.0
9.

9
35

5
無

回
答

2.
6

64
.1

25
.6

7.
7

39
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

6.
3

55
.3

29
.3

9.
2

30
4

主
た

る
介

護
者
で

な
い

5.
0

55
.0

32
.5

7.
5

20
0

無
回
答

6.
3

56
.3

18
.8

18
.8

16
 

 
 

 
 

 
 

 

問
5(
1
0)

　
現

在
、

勤
務
先

に
は

、
仕
事

と
介
護

の
両

立
支
援

制
度

は
あ
り

ま
す

か
。

■
介

護
休

業
制

度

あ
る

な
い

わ
か

ら
な

い
無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計

＞
14

.1
49

.4
28

.6
8.

0
70

3

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
15

.6
45

.4
30

.5
8.

5
14

1
40

-4
9歳

14
.8

47
.3

31
.8

6.
1

26
4

50
-5

9歳
12

.8
53

.0
24

.8
9.

4
29

8

＜
男
性

＞
19

.7
47

.5
25

.1
7.

7
18

3
＜

男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

22
.2

46
.9

22
.8

8.
0

16
2

非
正

規
雇

用
0.

0
52

.4
42

.9
4.

8
21

自
営

・
そ

の
他

-
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男
性

・
同

居
配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
25

.0
41

.7
27

.8
5.

6
36

妻
　

  
い

る
18

.7
47

.5
25

.9
7.

9
13

9
無

回
答

12
.5

75
.0

0.
0

12
.5

8
＜

男
性

・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

16
.1

54
.8

22
.6

6.
5

31
主

た
る

介
護

者
で

な
い

20
.5

45
.7

25
.8

7.
9

15
1

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

1

＜
女
性

＞
12

.1
50

.0
29

.8
8.

1
52

0
＜

女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

29
.2

45
.2

19
.6

6.
0

16
8

非
正

規
雇

用
4.

0
52

.3
34

.7
9.

1
35

2
自
営

・
そ

の
他

-
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女
性

・
同

居
配
偶

者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
17

.5
46

.8
29

.4
6.

3
12

6
夫

　
  
い

る
10

.7
50

.4
29

.9
9.

0
35

5
無

回
答

7.
7

56
.4

30
.8

5.
1

39
＜

女
性

・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

10
.9

52
.6

28
.6

7.
9

30
4

主
た

る
介
護

者
で

な
い

14
.0

46
.0

32
.5

7.
5

20
0

無
回

答
12

.5
50

.0
18

.8
18

.8
16
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S
Q
5
-
1
0
-
1
　

介
護

休
業

期
間

の
最

長
限

度
は

、
ど

の
よ

う
に
定

め
ら

れ
て

い
ま

す
か
。

3
ヶ

月
ま

で
3
ヶ

月
を

超
え

6
ヶ

月
未

満
6
ヶ
月

6
ヶ

月
を

超
え

1
年

未
満

1
年

1
年

を
超

え
る

期
間

期
間

の
制

限
は

な
く

、
必

要
日

数
取

得
で

き
る

わ
か

ら
な

い
無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

23
.2

3.
0

10
.1

2.
0

15
.2

1.
0

6.
1

37
.4

2.
0

99

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
22

.7
0.

0
13

.6
0.

0
4.

5
0.

0
9.

1
45

.5
4.

5
22

40
-4

9歳
17

.9
2.

6
7.

7
2.

6
12

.8
0.

0
5.

1
48

.7
2.

6
39

50
-5

9 歳
28

.9
5.

3
10

.5
2.

6
23

.7
2.

6
5.

3
21

.1
0.

0
38

＜
男

性
＞

25
.0

5.
6

8.
3

2.
8

16
.7

2.
8

2.
8

36
.1

0.
0

36
＜

男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

25
.0

5.
6

8.
3

2.
8

16
.7

2.
8

2.
8

36
.1

0.
0

36
非

正
規

雇
用

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
自

営
・
そ

の
他

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男

性
・

同
居
配

偶
者
の

有
無
＞

妻
　
い

な
い

33
.3

0.
0

11
.1

0.
0

0.
0

11
.1

0.
0

44
.4

0.
0

9
妻

　
 
 
い

る
23

.1
7.

7
7.

7
3.

8
23

.1
0.

0
3.

8
30

.8
0.

0
26

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
10

0.
0

0.
0

1
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

80
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

20
.0

0.
0

5
主

た
る

介
護

者
で

な
い

16
.1

6.
5

9.
7

3.
2

19
.4

3.
2

3.
2

38
.7

0.
0

31
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0

＜
女

性
＞

22
.2

1.
6

11
.1

1.
6

14
.3

0.
0

7.
9

38
.1

3.
2

63
＜

女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

20
.4

0.
0

14
.3

0.
0

14
.3

0.
0

10
.2

36
.7

4.
1

49
非

正
規

雇
用

28
.6

7.
1

0.
0

7.
1

14
.3

0.
0

0.
0

42
.9

0.
0

14
自

営
・
そ

の
他

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女

性
・

同
居
配

偶
者
の

有
無
＞

夫
　
い

な
い

31
.8

0.
0

4.
5

0.
0

9.
1

0.
0

0.
0

45
.5

9.
1

22
夫

　
 
 
い

る
18

.4
2.

6
15

.8
2.

6
15

.8
0.

0
13

.2
31

.6
0.

0
38

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
33

.3
0.

0
0.

0
66

.7
0.

0
3

＜
女

性
・

介
護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

27
.3

3.
0

12
.1

3.
0

15
.2

0.
0

9.
1

27
.3

3.
0

33
主

た
る

介
護

者
で

な
い

17
.9

0.
0

10
.7

0.
0

10
.7

0.
0

7.
1

53
.6

0.
0

28
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

50
.0

0.
0

0.
0

0.
0

50
.0

2
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S
Q5
-
10
-
2　

介
護
休
業

の
取
得
回

数
制
限

は
ど
の

よ
う
に
定
め

ら
れ
て

い
ま
す

か
。

同
一
要

介
護

者
に
つ

い
て

同
一
要
介

護
者
の
同

一
疾

病
に
つ
い

て
制
限
な

し
わ
か
ら

な
い

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

22
.2

4.
0

12
.1

49
.5

12
.1

99

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
22

.7
0.

0
9.

1
54

.5
13

.6
22

40
-4

9歳
17

.9
2.

6
15

.4
56

.4
7.

7
39

50
-5

9歳
26

.3
7.

9
10

.5
39

.5
15

.8
38

＜
男

性
＞

22
.2

5.
6

19
.4

44
.4

8.
3

36
＜
男

性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

22
.2

5.
6

19
.4

44
.4

8.
3

36
非

正
規
雇
用

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
自
営

・
そ
の
他

-
-

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

-
-

無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜
男

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　
い
な
い

33
.3

0.
0

33
.3

33
.3

0.
0

9
妻

　
 
 い

る
19

.2
7.

7
15

.4
46

.2
11

.5
26

無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
1

＜
男

性
・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

20
.0

0.
0

20
.0

20
.0

40
.0

5
主
た

る
介
護

者
で
な
い

22
.6

6.
5

19
.4

48
.4

3.
2

31
無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0

＜
女

性
＞

22
.2

3.
2

7.
9

52
.4

14
.3

63
＜
女

性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

20
.4

4.
1

8.
2

53
.1

14
.3

49
非

正
規
雇
用

28
.6

0.
0

7.
1

50
.0

14
.3

14
自
営

・
そ
の
他

-
-

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

-
-

無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜
女

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　
い
な
い

22
.7

0.
0

4.
5

59
.1

13
.6

22
夫

　
 
 い

る
23

.7
5.

3
7.

9
47

.4
15

.8
38

無
回
答

0.
0

0.
0

33
.3

66
.7

0.
0

3
＜
女

性
・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

24
.2

6.
1

3.
0

48
.5

18
.2

33
主
た

る
介
護

者
で
な
い

21
.4

0.
0

10
.7

60
.7

7.
1

28
無
回
答

0.
0

0.
0

50
.0

0.
0

50
.0

2
 

 
 

 
 

 
 

 

S
Q5
-
10
-
3　

介
護
休

業
の
取

得
で
き

る
回
数
を

お
答
え

く
だ
さ

い
。

１
回

２
回
以

上
無
回

答
＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

88
.5

3.
8

7.
7

26

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
10

0.
0

0.
0

0.
0

5
40

-4
9歳

87
.5

0.
0

12
.5

8
50

-5
9歳

84
.6

7.
7

7.
7

13

＜
男

性
＞

90
.0

0.
0

10
.0

10
＜
男

性
・
現
職

＞

正
規

雇
用

90
.0

0.
0

10
.0

10
非
正
規

雇
用

0.
0

0.
0

0.
0

0
自

営
・
そ

の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜
男

性
・
同

居
配
偶

者
の
有
無

＞

妻
　
い

な
い

10
0.

0
0.

0
0.

0
3

妻
　
 
 い

る
85

.7
0.

0
14

.3
7

無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜
男

性
・
介

護
役
割

＞

主
た
る
介

護
者
で

あ
る

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

主
た
る
介

護
者
で

な
い

88
.9

0.
0

11
.1

9
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0

＜
女

性
＞

87
.5

6.
3

6.
3

16
＜
女

性
・
現
職

＞

正
規

雇
用

83
.3

8.
3

8.
3

12
非
正
規

雇
用

10
0.

0
0.

0
0.

0
4

自
営
・
そ

の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜
女

性
・
同

居
配
偶

者
の
有
無

＞

夫
　
い

な
い

80
.0

20
.0

0.
0

5
夫
　
 
 い

る
90

.9
0.

0
9.

1
11

無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜
女

性
・
介

護
役
割

＞

主
た
る
介

護
者
で

あ
る

90
.0

0.
0

10
.0

10
主

た
る
介

護
者
で

な
い

83
.3

16
.7

0.
0

6
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0
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■
1
日
の

労
働

時
間
の

短
縮

し
て

い
る

し
て

い
な

い
無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

14
.2

81
.9

3.
8

70
3

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
9.

2
87

.2
3.

5
14

1
40

-4
9歳

14
.4

82
.2

3.
4

26
4

50
-5

9歳
16

.4
79

.2
4.

4
29

8

＜
男

性
＞

3.
8

95
.1

1.
1

18
3

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
2.

5
96

.3
1.

2
16

2
非
正

規
雇

用
14

.3
85

.7
0.

0
21

自
営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男

性
・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　

い
な

い
5.

6
91

.7
2.

8
36

妻
　

  
い

る
2.

9
96

.4
0.

7
13

9
無
回

答
12

.5
87

.5
0.

0
8

＜
男

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
9.

7
87

.1
3.

2
31

主
た

る
介

護
者

で
な

い
2.

6
96

.7
0.

7
15

1
無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

1

＜
女

性
＞

17
.9

77
.3

4.
8

52
0

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
8.

3
90

.5
1.

2
16

8
非
正

規
雇

用
22

.4
71

.0
6.

5
35

2
自

営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女

性
・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　

い
な

い
8.

7
88

.9
2.

4
12

6
夫
　

  
い

る
20

.6
73

.8
5.

6
35

5
無
回

答
23

.1
71

.8
5.

1
39

＜
女

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
23

.4
71

.1
5.

6
30

4
主
た

る
介

護
者

で
な

い
9.

0
87

.5
3.

5
20

0
無
回

答
25

.0
68

.8
6.

3
16

問
6
　
現

在
、

あ
な

た
が

仕
事

を
す

る
う

え
で
、

介
護

の
た

め
に

次
の

よ
う
な

  
 
こ
と

を
し

て
い

ま
す

か
。

  
  

 

■
1
週
間

の
労
働

日
数
の

短
縮

し
て

い
る

し
て

い
な

い
無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

12
.8

82
.9

4.
3

70
3

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
7.

1
89

.4
3.

5
14

1
40

-4
9歳

14
.0

82
.2

3.
8

26
4

50
-5

9歳
14

.4
80

.5
5.

0
29

8

＜
男

性
＞

2.
7

95
.6

1.
6

18
3

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

1.
2

96
.9

1.
9

16
2

非
正

規
雇
用

14
.3

85
.7

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜
男

性
・
同

居
配
偶

者
の

有
無
＞

妻
　

い
な
い

5.
6

91
.7

2.
8

36
妻
　

 
 い

る
1.

4
97

.1
1.

4
13

9
無

回
答

12
.5

87
.5

0.
0

8
＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た
る

介
護
者
で
あ

る
6.

5
90

.3
3.

2
31

主
た
る

介
護
者
で
な

い
2.

0
96

.7
1.

3
15

1
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
1

＜
女

性
＞

16
.3

78
.5

5.
2

52
0

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

4.
2

93
.5

2.
4

16
8

非
正

規
雇
用

22
.2

71
.3

6.
5

35
2

自
営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜
女

性
・
同

居
配
偶

者
の

有
無
＞

夫
　

い
な
い

7.
9

89
.7

2.
4

12
6

夫
　

 
 い

る
20

.0
74

.1
5.

9
35

5
無

回
答

10
.3

82
.1

7.
7

39
＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た
る

介
護
者
で
あ

る
21

.7
72

.4
5.

9
30

4
主

た
る

介
護
者
で
な

い
8.

0
88

.0
4.

0
20

0
無

回
答

18
.8

75
.0

6.
3

16

問
6
　

現
在

、
あ
な

た
が
仕

事
を
す

る
う
え

で
、

介
護
の

た
め
に

次
の
よ

う
な

  
 
こ

と
を

し
て
い

ま
す
か

。

  
  

 

■
フ
レ

ッ
ク

ス
タ

イ
ム し
て

い
る

し
て

い
な

い
無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

6.
3

88
.2

5.
5

70
3

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
5.

0
91

.5
3.

5
14

1
40

-4
9歳

5.
3

90
.2

4.
5

26
4

50
-5

9歳
7.

7
84

.9
7.

4
29

8

＜
男

性
＞

7.
7

91
.3

1.
1

18
3

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
8.

0
90

.7
1.

2
16

2
非
正

規
雇

用
4.

8
95

.2
0.

0
21

自
営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男

性
・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　

い
な

い
5.

6
91

.7
2.

8
36

妻
　

  
い

る
7.

9
91

.4
0.

7
13

9
無
回

答
12

.5
87

.5
0.

0
8

＜
男

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
19

.4
77

.4
3.

2
31

主
た

る
介

護
者

で
な

い
5.

3
94

.0
0.

7
15

1
無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

1

＜
女

性
＞

5.
8

87
.1

7.
1

52
0

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
5.

4
90

.5
4.

2
16

8
非
正

規
雇

用
6.

0
85

.5
8.

5
35

2
自

営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女

性
・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　

い
な

い
3.

2
93

.7
3.

2
12

6
夫
　

  
い

る
7.

0
84

.2
8.

7
35

5
無
回

答
2.

6
92

.3
5.

1
39

＜
女

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
6.

3
85

.2
8.

6
30

4
主
た

る
介

護
者

で
な

い
5.

0
90

.0
5.

0
20

0
無
回

答
6.

3
87

.5
6.

3
16

問
6
　
現

在
、

あ
な

た
が

仕
事

を
す

る
う

え
で
、

介
護

の
た

め
に

次
の

よ
う

な
  
 
こ
と

を
し

て
い

ま
す

か
。
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■
始
業

･
終
業

時
刻

の
繰
上

げ
・

繰
下

げ

し
て

い
る

し
て

い
な

い
無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

13
.5

81
.5

5.
0

70
3

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
10

.6
85

.8
3.

5
14

1
40

-4
9歳

14
.4

80
.7

4.
9

26
4

50
-5

9歳
14

.1
80

.2
5.

7
29

8

＜
男

性
＞

4.
4

92
.9

2.
7

18
3

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
4.

3
93

.2
2.

5
16

2
非
正

規
雇

用
4.

8
90

.5
4.

8
21

自
営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男

性
・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　

い
な

い
2.

8
91

.7
5.

6
36

妻
　

  
い
る

5.
0

92
.8

2.
2

13
9

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

8
＜
男

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

9.
7

83
.9

6.
5

31
主
た

る
介

護
者
で

な
い

3.
3

94
.7

2.
0

15
1

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

1

＜
女

性
＞

16
.7

77
.5

5.
8

52
0

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
13

.7
83

.9
2.

4
16

8
非
正

規
雇

用
18

.2
74

.4
7.

4
35

2
自

営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女

性
・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　

い
な

い
8.

7
88

.9
2.

4
12

6
夫
　

  
い
る

18
.6

74
.4

7.
0

35
5

無
回

答
25

.6
69

.2
5.

1
39

＜
女

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

20
.4

73
.0

6.
6

30
4

主
た

る
介

護
者
で

な
い

10
.0

85
.5

4.
5

20
0

無
回

答
31

.3
62

.5
6.

3
16

問
6
　
現

在
、

あ
な

た
が

仕
事

を
す

る
う

え
で
、

介
護

の
た

め
に

次
の

よ
う
な

  
 
こ
と

を
し

て
い

ま
す

か
。

  
  

 

■
残
業

や
休

日
労

働
を

し
な
い

し
て

い
る

し
て

い
な

い
無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

17
.6

77
.4

5.
0

70
3

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
22

.7
73

.8
3.

5
14

1
40

-4
9歳

16
.3

78
.8

4.
9

26
4

50
-5

9歳
16

.4
77

.9
5.

7
29

8

＜
男

性
＞

10
.9

86
.9

2.
2

18
3

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
10

.5
87

.0
2.

5
16

2
非
正

規
雇

用
14

.3
85

.7
0.

0
21

自
営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男

性
・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　

い
な

い
13

.9
83

.3
2.

8
36

妻
　

  
い
る

10
.1

87
.8

2.
2

13
9

無
回

答
12

.5
87

.5
0.

0
8

＜
男

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
19

.4
77

.4
3.

2
31

主
た

る
介

護
者

で
な

い
9.

3
88

.7
2.

0
15

1
無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

1

＜
女

性
＞

20
.0

74
.0

6.
0

52
0

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
20

.2
77

.4
2.

4
16

8
非
正

規
雇

用
19

.9
72

.4
7.

7
35

2
自

営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女

性
・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　

い
な

い
20

.6
77

.0
2.

4
12

6
夫
　

  
い
る

19
.7

73
.0

7.
3

35
5

無
回

答
20

.5
74

.4
5.

1
39

＜
女

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
20

.4
72

.7
6.

9
30

4
主
た

る
介

護
者

で
な

い
18

.5
77

.0
4.

5
20

0
無
回

答
31

.3
62

.5
6.

3
16

問
6
　
現

在
、

あ
な

た
が

仕
事

を
す

る
う

え
で
、

介
護

の
た

め
に

次
の

よ
う
な

  
 
こ
と

を
し

て
い

ま
す

か
。

  
  

 

■
勤

務
先

か
ら

の
介

護
経
費

の
受
給

し
て
い

る
し

て
い

な
い

無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

0.
6

94
.2

5.
3

70
3

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
0.

7
95

.7
3.

5
14

1
40

-4
9歳

0.
0

94
.7

5.
3

26
4

50
-5

9歳
1.

0
93

.0
6.

0
29

8

＜
男

性
＞

0.
0

98
.4

1.
6

18
3

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

0.
0

98
.1

1.
9

16
2

非
正
規

雇
用

0.
0

10
0.

0
0.

0
21

自
営

・
そ

の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男

性
・
同

居
配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　
い

な
い

0.
0

97
.2

2.
8

36
妻

　
 
 
い

る
0.

0
98

.6
1.

4
13

9
無

回
答

0.
0
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0.

0
0.

0
8

＜
男

性
・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

0.
0

96
.8

3.
2

31
主

た
る
介

護
者
で

な
い

0.
0

98
.7

1.
3

15
1

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

1

＜
女

性
＞

0.
8

92
.7

6.
5

52
0

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

1.
8

95
.2

3.
0

16
8

非
正
規

雇
用

0.
3

91
.5

8.
2

35
2

自
営

・
そ

の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女

性
・
同

居
配
偶

者
の

有
無

＞

夫
　
い

な
い

0.
8

96
.0

3.
2

12
6

夫
　
 
 
い

る
0.

8
91

.3
7.

9
35

5
無

回
答

0.
0

94
.9

5.
1

39
＜
女

性
・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

0.
7

91
.8

7.
6

30
4

主
た

る
介

護
者
で

な
い

0.
5

94
.5

5.
0

20
0

無
回

答
6.

3
87

.5
6.

3
16

問
6
　

現
在
、

あ
な
た

が
仕
事

を
す

る
う

え
で
、

介
護
の

た
め
に

次
の

よ
う

な
  
 
こ

と
を
し

て
い
ま

す
か
。
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■
自

宅
で

仕
事
を

す
る

し
て

い
る

し
て

い
な

い
無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

6.
1

88
.5

5.
4

70
3

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
3.

5
92

.9
3.

5
14

1
40

-4
9歳

6.
1

88
.3

5.
7

26
4

50
-5

9歳
7.

4
86

.6
6.

0
29

8

＜
男

性
＞

4.
4

94
.0

1.
6

18
3

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

3.
7

94
.4

1.
9

16
2

非
正

規
雇
用

9.
5

90
.5

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜
男

性
・
同

居
配
偶

者
の

有
無
＞

妻
　

い
な
い

5.
6

91
.7

2.
8

36
妻
　

 
 い

る
3.

6
95

.0
1.

4
13

9
無

回
答

12
.5

87
.5

0.
0

8
＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た
る

介
護
者
で
あ

る
3.

2
93

.5
3.

2
31

主
た
る

介
護
者
で
な

い
4.

6
94

.0
1.

3
15

1
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
1

＜
女

性
＞

6.
7

86
.5

6.
7

52
0

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

10
.1

86
.9

3.
0

16
8

非
正

規
雇
用

5.
1

86
.4

8.
5

35
2

自
営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜
女

性
・
同

居
配
偶

者
の

有
無
＞

夫
　

い
な
い

9.
5

87
.3

3.
2

12
6

夫
　

 
 い

る
6.

2
85

.6
8.

2
35

5
無

回
答

2.
6

92
.3

5.
1

39
＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た
る

介
護
者
で
あ

る
7.

9
84

.2
7.

9
30

4
主

た
る

介
護
者
で
な

い
5.

0
90

.0
5.

0
20

0
無

回
答

6.
3

87
.5

6.
3

16

問
6
　

現
在

、
あ
な

た
が
仕

事
を
す

る
う
え

で
、

介
護
の

た
め
に

次
の
よ

う
な

  
 
こ

と
を

し
て
い

ま
す
か

。

  
  

■
1日

の
労
働

時
間

の
短

縮

し
た

い
し

た
く

な
い

無
回

答
＜

実
数

＞

＜
総
計

＞
33

.6
45

.0
21

.5
70

3

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
31

.9
51

.8
16

.3
14

1
40

-4
9歳

30
.7

45
.8

23
.5

26
4

50
-5

9歳
36

.9
40

.9
22

.1
29

8

＜
男
性

＞
34

.4
47

.0
18

.6
18

3
＜

男
性

・
現
職

＞

正
規
雇

用
34

.0
47

.5
18

.5
16

2
非

正
規

雇
用

38
.1

42
.9

19
.0

21
自

営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
38

.9
50

.0
11

.1
36

妻
　

  
い

る
32

.4
48

.2
19

.4
13

9
無
回

答
50

.0
12

.5
37

.5
8

＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

32
.3

45
.2

22
.6

31
主

た
る
介

護
者
で

な
い

35
.1

47
.7

17
.2

15
1

無
回

答
0.

0
0.

0
10

0.
0

1

＜
女
性

＞
33

.3
44

.2
22

.5
52

0
＜

女
性

・
現
職

＞

正
規
雇

用
45

.8
37

.5
16

.7
16

8
非

正
規

雇
用

27
.3

47
.4

25
.3

35
2

自
営

・
そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
34

.9
42

.9
22

.2
12

6
夫

　
  
い

る
32

.1
45

.1
22

.8
35

5
無
回

答
38

.5
41

.0
20

.5
39

＜
女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

35
.5

43
.1

21
.4

30
4

主
た

る
介

護
者
で

な
い

29
.5

46
.5

24
.0

20
0

無
回

答
37

.5
37

.5
25

.0
16

問
6　

今
後
に

つ
い

て
、

ど
の

よ
う

に
お
考

え
で

す
か

。
勤

務
先

の
制

度
の

　
　
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
、

お
答
え

く
だ

さ
い

  
  

 

■
1週

間
の
労

働
日

数
の

短
縮

し
た

い
し

た
く

な
い

無
回

答
＜

実
数

＞

＜
総
計

＞
34

.3
44

.1
21

.6
70

3

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
28

.4
55

.3
16

.3
14

1
40

-4
9歳

33
.7

43
.2

23
.1

26
4

50
-5

9歳
37

.6
39

.6
22

.8
29

8

＜
男
性

＞
37

.7
44

.3
18

.0
18

3
＜

男
性

・
現
職

＞

正
規
雇

用
37

.0
45

.1
17

.9
16

2
非

正
規

雇
用

42
.9

38
.1

19
.0

21
自

営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
41

.7
47

.2
11

.1
36

妻
　

  
い

る
36

.0
45

.3
18

.7
13

9
無
回

答
50

.0
12

.5
37

.5
8

＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

38
.7

38
.7

22
.6

31
主

た
る
介

護
者
で

な
い

37
.7

45
.7

16
.6

15
1

無
回

答
0.

0
0.

0
10

0.
0

1

＜
女
性

＞
33

.1
44

.0
22

.9
52

0
＜

女
性

・
現
職

＞

正
規
雇

用
41

.1
41

.1
17

.9
16

8
非

正
規

雇
用

29
.3

45
.5

25
.3

35
2

自
営

・
そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
28

.6
48

.4
23

.0
12

6
夫

　
  
い

る
34

.4
42

.5
23

.1
35

5
無
回

答
35

.9
43

.6
20

.5
39

＜
女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

38
.2

40
.8

21
.1

30
4

主
た

る
介

護
者
で

な
い

25
.5

49
.0

25
.5

20
0

無
回

答
31

.3
43

.8
25

.0
16

問
6　

今
後
に

つ
い

て
、

ど
の

よ
う

に
お
考

え
で

す
か

。
勤

務
先

の
制

度
の

　
　
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
、

お
答
え

く
だ

さ
い
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■
フ

レ
ッ

ク
ス

タ
イ

ム し
た

い
し

た
く

な
い

無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総

計
＞

32
.4

44
.4

23
.2

70
3

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
34

.8
48

.2
17

.0
14

1
40

-4
9歳

31
.8

43
.6

24
.6

26
4

50
-5

9歳
31

.9
43

.3
24

.8
29

8

＜
男

性
＞

42
.1

39
.3

18
.6

18
3

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

42
.6

38
.9

18
.5

16
2

非
正

規
雇

用
38

.1
42

.9
19

.0
21

自
営

・
そ

の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
50

.0
38

.9
11

.1
36

妻
　

 
 い

る
40

.3
40

.3
19

.4
13

9
無

回
答

37
.5

25
.0

37
.5

8
＜

男
性

・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

48
.4

29
.0

22
.6

31
主

た
る

介
護

者
で

な
い

41
.1

41
.7

17
.2

15
1

無
回

答
0.

0
0.

0
10

0.
0

1

＜
女

性
＞

29
.0

46
.2

24
.8

52
0

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

38
.1

42
.3

19
.6

16
8

非
正

規
雇

用
24

.7
48

.0
27

.3
35

2
自

営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
34

.9
42

.1
23

.0
12

6
夫

　
 
 い

る
26

.5
47

.9
25

.6
35

5
無

回
答

33
.3

43
.6

23
.1

39
＜

女
性

・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

29
.9

47
.0

23
.0

30
4

主
た

る
介

護
者
で

な
い

29
.0

44
.0

27
.0

20
0

無
回

答
12

.5
56

.3
31

.3
16

問
6
　

今
後

に
つ

い
て

、
ど

の
よ

う
に

お
考

え
で

す
か

。
勤

務
先

の
制

度
の

　
　

有
無

に
か

か
わ

ら
ず
、

お
答

え
く

だ
さ

い

  
  

■
始
業

･
終
業

時
刻

の
繰

上
げ
・

繰
下

げ

し
た

い
し

た
く

な
い

無
回

答
＜

実
数

＞

＜
総
計

＞
37

.4
39

.4
23

.2
70

3

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
39

.0
44

.0
17

.0
14

1
40

-4
9歳

38
.3

35
.2

26
.5

26
4

50
-5

9歳
35

.9
40

.9
23

.2
29

8

＜
男
性

＞
41

.0
41

.0
18

.0
18

3
＜

男
性

・
現
職

＞

正
規
雇

用
42

.0
39

.5
18

.5
16

2
非

正
規

雇
用

33
.3

52
.4

14
.3

21
自

営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
44

.4
44

.4
11

.1
36

妻
　

  
い

る
41

.0
40

.3
18

.7
13

9
無
回

答
25

.0
37

.5
37

.5
8

＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

29
.0

48
.4

22
.6

31
主

た
る
介

護
者
で

な
い

43
.7

39
.7

16
.6

15
1

無
回

答
0.

0
0.

0
10

0.
0

1

＜
女
性

＞
36

.2
38

.8
25

.0
52

0
＜

女
性

・
現
職

＞

正
規
雇

用
45

.8
33

.3
20

.8
16

8
非

正
規

雇
用

31
.5

41
.5

27
.0

35
2

自
営

・
そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
33

.3
42

.9
23

.8
12

6
夫

　
  
い

る
36

.3
38

.3
25

.4
35

5
無
回

答
43

.6
30

.8
25

.6
39

＜
女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

38
.5

38
.5

23
.0

30
4

主
た

る
介

護
者
で

な
い

32
.0

40
.0

28
.0

20
0

無
回

答
43

.8
31

.3
25

.0
16

問
6　

今
後
に

つ
い

て
、

ど
の

よ
う

に
お
考

え
で

す
か

。
勤

務
先

の
制

度
の

　
　
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
、

お
答
え

く
だ

さ
い

  
  

 

■
残
業

や
休

日
労

働
を
し

な
い

し
た

い
し

た
く

な
い

無
回

答
＜

実
数

＞

＜
総
計

＞
38

.3
39

.4
22

.3
70

3

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
45

.4
38

.3
16

.3
14

1
40

-4
9歳

38
.3

37
.9

23
.9

26
4

50
-5

9歳
34

.9
41

.3
23

.8
29

8

＜
男
性

＞
41

.5
40

.4
18

.0
18

3
＜

男
性

・
現
職

＞

正
規
雇

用
41

.4
40

.1
18

.5
16

2
非

正
規

雇
用

42
.9

42
.9

14
.3

21
自

営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
47

.2
41

.7
11

.1
36

妻
　

  
い

る
39

.6
41

.0
19

.4
13

9
無
回

答
50

.0
25

.0
25

.0
8

＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

45
.2

38
.7

16
.1

31
主

た
る
介

護
者
で

な
い

41
.1

41
.1

17
.9

15
1

無
回

答
0.

0
0.

0
10

0.
0

1

＜
女
性

＞
37

.1
39

.0
23

.8
52

0
＜

女
性

・
現
職

＞

正
規
雇

用
45

.2
35

.7
19

.0
16

8
非

正
規

雇
用

33
.2

40
.6

26
.1

35
2

自
営

・
そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
38

.9
38

.9
22

.2
12

6
夫

　
  
い

る
36

.9
38

.3
24

.8
35

5
無
回

答
33

.3
46

.2
20

.5
39

＜
女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

38
.5

39
.1

22
.4

30
4

主
た

る
介

護
者
で

な
い

36
.5

38
.0

25
.5

20
0

無
回

答
18

.8
50

.0
31

.3
16

問
6　

今
後
に

つ
い

て
、

ど
の

よ
う

に
お
考

え
で

す
か

。
勤

務
先

の
制

度
の

　
　
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
、

お
答
え

く
だ

さ
い
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■
勤

務
先

か
ら

の
介

護
経

費
の

受
給

し
た

い
し

た
く

な
い

無
回

答
＜

実
数

＞

＜
総

計
＞

36
.0

41
.8

22
.2

70
3

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
39

.7
42

.6
17

.7
14

1
40

-4
9歳

39
.4

36
.4

24
.2

26
4

50
-5

9歳
31

.2
46

.3
22

.5
29

8

＜
男

性
＞

49
.7

32
.8

17
.5

18
3

＜
男

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

49
.4

32
.7

17
.9

16
2

非
正

規
雇

用
52

.4
33

.3
14

.3
21

自
営

・
そ

の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
55

.6
33

.3
11

.1
36

妻
　

 
 
い

る
47

.5
33

.8
18

.7
13

9
無

回
答

62
.5

12
.5

25
.0

8
＜

男
性

・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
58

.1
22

.6
19

.4
31

主
た

る
介

護
者

で
な

い
48

.3
35

.1
16

.6
15

1
無

回
答

0.
0

0.
0

10
0.

0
1

＜
女

性
＞

31
.2

45
.0

23
.8

52
0

＜
女

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

40
.5

39
.3

20
.2

16
8

非
正

規
雇

用
26

.7
47

.7
25

.6
35

2
自

営
・

そ
の

他
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜

女
性

・
同

居
配
偶

者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
38

.9
37

.3
23

.8
12

6
夫

　
 
 
い

る
28

.5
47

.3
24

.2
35

5
無

回
答

30
.8

48
.7

20
.5

39
＜

女
性

・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
29

.9
47

.7
22

.4
30

4
主

た
る

介
護

者
で

な
い

33
.5

41
.0

25
.5

20
0

無
回

答
25

.0
43

.8
31

.3
16

問
6
　

今
後

に
つ

い
て

、
ど

の
よ

う
に

お
考

え
で

す
か

。
勤

務
先

の
制

度
の

　
　

有
無

に
か

か
わ

ら
ず

、
お

答
え

く
だ

さ
い

  
  

  
  

■
自
宅

で
仕

事
を

す
る し

た
い

し
た

く
な

い
無
回

答
＜

実
数

＞

＜
総
計

＞
21

.1
56

.3
22

.6
70

3

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
26

.2
56

.0
17

.7
14

1
40

-4
9歳

20
.5

54
.5

25
.0

26
4

50
-5

9歳
19

.1
58

.1
22

.8
29

8

＜
男
性

＞
26

.2
54

.6
19

.1
18

3
＜

男
性

・
現
職

＞

正
規
雇

用
25

.9
54

.9
19

.1
16

2
非

正
規

雇
用

28
.6

52
.4

19
.0

21
自

営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
33

.3
50

.0
16

.7
36

妻
　

  
い

る
23

.7
57

.6
18

.7
13

9
無
回

答
37

.5
25

.0
37

.5
8

＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

19
.4

61
.3

19
.4

31
主

た
る
介

護
者
で

な
い

27
.8

53
.6

18
.5

15
1

無
回

答
0.

0
0.

0
10

0.
0

1

＜
女
性

＞
19

.2
56

.9
23

.8
52

0
＜

女
性

・
現
職

＞

正
規
雇

用
21

.4
59

.5
19

.0
16

8
非

正
規

雇
用

18
.2

55
.7

26
.1

35
2

自
営

・
そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
21

.4
55

.6
23

.0
12

6
夫

　
  
い

る
17

.7
57

.7
24

.5
35

5
無
回

答
25

.6
53

.8
20

.5
39

＜
女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

20
.7

56
.9

22
.4

30
4

主
た

る
介

護
者
で

な
い

18
.0

56
.0

26
.0

20
0

無
回

答
6.

3
68

.8
25

.0
16

問
6　

今
後
に

つ
い

て
、

ど
の

よ
う

に
お
考

え
で

す
か

。
勤

務
先

の
制

度
の

　
　
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
、

お
答
え

く
だ

さ
い
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問
7
(
1
)
　
も

う
一
度

、
仕
事

に
つ
い

て
お
聞

き
し
ま

す
。
あ

な
た
は

、
次
の

ど
れ
に

あ
て
は

ま
り
ま

す
か
。

介
護

開
始
当

時
は

仕
事
を

し
て

い
た
が

、
現

在
は
し

て
い

な
い

当
時
は

仕
事

を
し
て

い
な

か
っ
た

が
、

現
在
は

仕
事

を
し
て

い
る

当
時

も
現

在
も

仕
事
を

し
て
い

る

当
時

も
現
在

も
仕

事
を
し

て
い

な
い

無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

5.
8

9.
4

76
.9

3.
9

4.
1

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
5.

3
18

.0
66

.7
5.

8
4.

2
18

9
40

-4
9 歳

4.
0

12
.6

77
.4

2.
3

3.
7

35
0

50
-5

9歳
7.

2
3.

7
80

.4
4.

3
4.

3
48

5

＜
男

性
＞

4.
6

2.
3

87
.4

2.
3

3.
4

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

0.
0

0.
0

98
.8

0.
0

1.
2

16
2

非
正
規

雇
用

0.
0

14
.3

85
.7

0.
0

0.
0

21
自

営
・
そ

の
他

0.
0

6.
0

94
.0

0.
0

0.
0

50
無

職
66

.7
0.

0
0.

0
33

.3
0.

0
18

無
回

答
0.

0
0.

0
36

.4
0.

0
63

.6
11

＜
男

性
・
同

居
配
偶

者
の

有
無
＞

妻
　
い

な
い

6.
6

6.
6

78
.7

4.
9

3.
3

61
妻

　
 
 
い

る
2.

2
0.

5
92

.3
1.

1
3.

8
18

3
無

回
答

22
.2

5.
6

66
.7

5.
6

0.
0

18
＜
男

性
・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

14
.8

0.
0

79
.6

3.
7

1.
9

54
主

た
る
介

護
者
で

な
い

1.
5

2.
9

89
.8

2.
0

3.
9

20
5

無
回

答
33

.3
0.

0
66

.7
0.

0
0.

0
3

＜
女

性
＞

6.
2

11
.8

73
.2

4.
5

4.
3

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

0.
0

8.
9

90
.5

0.
0

0.
6

16
8

非
正
規

雇
用

0.
0

18
.2

81
.3

0.
0

0.
6

35
2

自
営

・
そ

の
他

0.
0

7.
8

92
.2

0.
0

0.
0

11
6

無
職

58
.0

0.
0

0.
0

42
.0

0.
0

81
無

回
答

0.
0

4.
4

28
.9

0.
0

66
.7

45
＜
女

性
・
同

居
配
偶

者
の

有
無
＞

夫
　
い

な
い

8.
8

9.
8

70
.5

6.
7

4.
1

19
3

夫
　
 
 
い

る
4.

0
13

.1
74

.8
3.

6
4.

4
49

7
無

回
答

13
.9

8.
3

69
.4

4.
2

4.
2

72
＜
女

性
・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

8.
0

12
.0

70
.5

5.
9

3.
6

47
5

主
た

る
介

護
者
で

な
い

3.
4

11
.7

77
.4

2.
3

5.
3

26
5

無
回

答
0.

0
9.

1
81

.8
0.

0
9.

1
22
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問
7
(
2)
　
あ

な
た
は

介
護
の
た

め
に
、

ど
の
く

ら
い
連
続

し
た
休

み
が
必

要
で
し

た
か
。

連
続

し
た
休

み
は

必
要
な

か
っ
た

連
続
し
て

2週
間
未
満

連
続
し
て

2
週
間
～

1ヶ
月
未
満

連
続
し
て

1
ヶ
月
～

3ヶ
月
未
満

連
続

し
て

3ヶ
月
～

6
ヶ
月

未
満

連
続

し
て

6ヶ
月
～

1年
未
満

連
続

し
て

1年
以
上

無
回

答
＜
実
数
＞

＜
総

計
＞

78
.5

7.
4

2.
1

2.
7

1.
2

0.
2

2.
9

5.
1

94
2

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
80

.6
4.

7
4.

7
2.

4
1.

2
0.

0
2.

9
3.

5
17

0
40

-4
9歳

80
.2

8.
5

1.
8

1.
8

1.
2

0.
0

2.
4

4.
0

32
9

50
-5

9歳
76

.3
7.

7
1.

4
3.

4
1.

1
0.

5
3.

2
6.

5
44

3

＜
男

性
＞

85
.0

6.
5

0.
8

0.
8

0.
4

0.
0

2.
4

4.
0

24
7

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
84

.4
7.

5
1.

3
0.

6
0.

6
0.

0
0.

6
5.

0
16

0
非

正
規
雇

用
85

.7
4.

8
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
9.

5
0.

0
21

自
営

・
そ
の
他

92
.0

4.
0

0.
0

2.
0

0.
0

0.
0

2.
0

0.
0

50
無

職
66

.7
8.

3
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
16

.7
8.

3
12

無
回

答
75

.0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
25

.0
4

＜
男

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
91

.1
1.

8
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
3.

6
3.

6
56

妻
　
 
 い

る
83

.9
8.

0
1.

1
0.

6
0.

6
0.

0
1.

1
4.

6
17

4
無
回

答
76

.5
5.

9
0.

0
5.

9
0.

0
0.

0
11

.8
0.

0
17

＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

78
.4

9.
8

0.
0

2.
0

0.
0

0.
0

2.
0

7.
8

51
主
た

る
介
護

者
で
な
い

87
.0

5.
7

1.
0

0.
5

0.
5

0.
0

2.
1

3.
1

19
3

無
回

答
66

.7
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
33

.3
0.

0
3

＜
女

性
＞

76
.1

7.
8

2.
6

3.
3

1.
4

0.
3

3.
0

5.
5

69
5

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
80

.2
7.

2
3.

0
1.

8
1.

2
0.

6
0.

6
5.

4
16

7
非

正
規
雇

用
77

.7
9.

1
3.

1
3.

1
1.

4
0.

0
1.

4
4.

0
35

0
自
営

・
そ
の
他

83
.6

4.
3

0.
0

4.
3

0.
0

0.
0

1.
7

6.
0

11
6

無
職

36
.2

6.
4

4.
3

8.
5

6.
4

2.
1

27
.7

8.
5

47
無
回

答
60

.0
13

.3
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
26

.7
15

＜
女

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い
な

い
73

.8
6.

4
4.

7
4.

7
0.

6
1.

2
4.

7
4.

1
17

2
夫

　
 
 い

る
77

.2
8.

3
2.

2
3.

3
1.

5
0.

0
2.

4
5.

0
45

7
無
回

答
74

.2
7.

6
0.

0
0.

0
3.

0
0.

0
3.

0
12

.1
66

＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

69
.5

9.
8

3.
3

4.
7

2.
1

0.
2

4.
2

6.
3

43
0

主
た

る
介
護

者
で
な
い

86
.9

4.
9

1.
6

1.
2

0.
4

0.
0

1.
2

3.
7

24
5

無
回

答
85

.0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
5.

0
0.

0
10

.0
20
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問
8(
1
)
　
あ

な
た

は
介

護
休

業
を

取
得

し
た

こ
と

が
あ

り
ま

す
か

。

あ
る

な
い

無
回
答

＜
実
数

＞

＜
総
計

＞
1.

5
94

.7
3.

8
94

2

＜
年
齢

＞

30
-3

9 歳
1.

2
96

.5
2.

4
17

0
40

-4
9 歳

0.
9

96
.0

3.
0

32
9

50
-5

9 歳
2.

0
93

.0
5.

0
44

3

＜
男
性

＞
2.

0
95

.1
2.

8
24

7
＜

男
性

・
現

職
＞

正
規
雇

用
1.

9
95

.0
3.

1
16

0
非
正

規
雇

用
0.

0
10

0.
0

0.
0

21
自

営
・

そ
の

他
2.

0
96

.0
2.

0
50

無
職

8.
3

91
.7

0.
0

12
無
回

答
0.

0
75

.0
25

.0
4

＜
男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　

い
な

い
0.

0
10

0.
0

0.
0

56
妻
　

  
い

る
2.

3
93

.7
4.

0
17

4
無
回

答
5.

9
94

.1
0.

0
17

＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護
者

で
あ

る
2.

0
92

.2
5.

9
51

主
た
る

介
護
者

で
な

い
1.

6
96

.4
2.

1
19

3
無
回

答
33

.3
66

.7
0.

0
3

＜
女
性

＞
1.

3
94

.5
4.

2
69

5
＜

女
性

・
現

職
＞

正
規
雇

用
0.

6
95

.8
3.

6
16

7
非
正

規
雇

用
0.

9
96

.0
3.

1
35

0
自

営
・

そ
の

他
2.

6
93

.1
4.

3
11

6
無

職
2.

1
91

.5
6.

4
47

無
回

答
6.

7
66

.7
26

.7
15

＜
女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　

い
な

い
1.

7
94

.8
3.

5
17

2
夫
　

  
い

る
1.

1
95

.6
3.

3
45

7
無
回

答
1.

5
86

.4
12

.1
66

＜
女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護
者

で
あ

る
1.

6
93

.3
5.

1
43

0
主

た
る

介
護
者

で
な

い
0.

4
97

.1
2.

4
24

5
無
回

答
5.

0
90

.0
5.

0
20
 

 
 

 

問
8(

2)
　

今
後

、
介
護

休
業
を

取
得

し
た
い

と
思
い

ま
す

か
。
（

取
得
し

た
こ

と
が

あ
る
方

は
、
今

後
さ
ら

に
取

得
し
た

い
で
す

か
）

。

取
得
し

た
い

で
き
れ

ば
取

得
し

た
い

あ
ま
り

取
得

し
た
く

な
い

取
得

し
た

く
な

い
わ

か
ら
な

い
現

在
仕
事

を
し

て
い
な

い
無
回

答
＜

実
数

＞

＜
総

計
＞

10
.4

21
.1

9.
8

11
.7

38
.5

6.
2

2.
3

90
6

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
7.

8
17

.5
11

.4
13

.9
43

.4
5.

4
0.

6
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女
性

＞
11

.1
78

.7
10

.2
65

7
＜

女
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
18

.8
72

.5
8.

8
16

0
非
正

規
雇

用
9.

8
81

.8
8.

3
33

6
自
営

・
そ

の
他

7.
4

75
.0

17
.6

10
8

無
職

4.
7

83
.7

11
.6

43
無

回
答

0.
0

90
.0

10
.0

10
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　

い
な

い
19

.6
74

.2
6.

1
16

3
夫
　

  
い

る
8.

0
80

.5
11

.4
43

7
無

回
答

10
.5

77
.2

12
.3

57
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

7.
7

80
.5

11
.7

40
1

主
た

る
介
護

者
で

な
い

17
.2

76
.1

6.
7

23
8

無
回

答
5.

6
72

.2
22

.2
18
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問
8
(3
)
　
あ

な
た

が
介

護
休
業

を
取

得
す

る
と
し

た
ら

、
次

の
こ
と

が
予

想
さ

れ
ま
す

か
。

■
同
僚

に
迷

惑
が
か

か
る

と
思

う

そ
う

思
う

や
や
そ

う
思
う

あ
ま
り

そ
う
思

わ
な
い

そ
う
思

わ
な
い

わ
か
ら

な
い

現
在

仕
事

を
し

て
い

な い

無
回

答
＜

実
数

＞

＜
総

計
＞

48
.2

22
.1

7.
0

7.
8

5.
3

6.
2

3.
4

90
6

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
48

.2
27

.1
7.

8
8.

4
3.

0
5.

4
0.

0
16

6
40

-4
9歳

49
.8

24
.5

6.
3

7.
5

5.
3

4.
1

2.
5

31
9

50
-5

9歳
47

.0
18

.3
7.

1
7.

8
6.

2
8.

1
5.

5
42

1

＜
男

性
＞

46
.3

24
.6

9.
2

9.
2

2.
9

5.
0

2.
9

24
0

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

57
.4

29
.0

9.
0

1.
9

1.
3

0.
0

1.
3

15
5

非
正
規

雇
用

33
.3

28
.6

23
.8

9.
5

4.
8

0.
0

0.
0

21
自
営

・
そ

の
他

28
.6

12
.2

6.
1

34
.7

8.
2

0.
0

10
.2

49
無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
12

無
回
答

33
.3

66
.7

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

3
＜
男

性
・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い

な
い

33
.9

28
.6

8.
9

12
.5

5.
4

7.
1

3.
6

56
妻

　
 
 い

る
52

.1
24

.0
9.

6
7.

2
2.

4
2.

4
2.

4
16

7
無

回
答

29
.4

17
.6

5.
9

17
.6

0.
0

23
.5

5.
9

17
＜
男

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

39
.6

18
.8

8.
3

12
.5

2.
1

16
.7

2.
1

48
主
た

る
介
護

者
で

な
い

48
.7

25
.9

9.
5

8.
5

3.
2

1.
6

2.
6

18
9

無
回
答

0.
0

33
.3

0.
0

0.
0

0.
0

33
.3

33
.3

3

＜
女

性
＞

48
.9

21
.2

6.
2

7.
4

6.
2

6.
6

3.
6

66
6

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

63
.4

26
.1

4.
3

3.
7

1.
2

0.
0

1.
2

16
1

非
正
規

雇
用

54
.9

24
.2

7.
4

5.
9

6.
2

0.
0

1.
5

33
9

自
営

・
そ

の
他

29
.7

13
.5

8.
1

20
.7

14
.4

0.
0

13
.5

11
1

無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
44

無
回
答

45
.5

18
.2

0.
0

0.
0

18
.2

0.
0

18
.2

11
＜
女

性
・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い

な
い

48
.2

22
.3

4.
8

5.
4

6.
6

9.
6

3.
0

16
6

夫
　
 
 い

る
50

.5
20

.8
6.

8
8.

1
5.

7
4.

5
3.

6
44

2
無

回
答

39
.7

20
.7

5.
2

6.
9

8.
6

13
.8

5.
2

58
＜
女

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

48
.5

19
.4

5.
6

7.
4

5.
6

8.
6

4.
9

40
8

主
た

る
介
護

者
で

な
い

50
.6

24
.3

6.
7

7.
1

6.
3

3.
8

1.
3

23
9

無
回
答

36
.8

21
.1

10
.5

10
.5

15
.8

0.
0

5.
3

19
  

  
  

  
  

 問
8
(3
)
　
あ

な
た

が
介

護
休
業

を
取

得
す
る

と
し

た
ら
、
次

の
こ
と

が
予

想
さ

れ
ま
す

か
。

■
昇
進

や
昇

給
に
悪

影
響
が
あ

る
と

思
う

そ
う
思
う

や
や

そ
う
思
う

あ
ま

り
そ
う
思

わ
な

い

そ
う
思

わ
な
い

わ
か
ら

な
い

現
在
仕

事
を
し

て
い
な い

無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

16
.7

13
.9

20
.0

30
.2

8.
8

6.
2

4.
2

90
6

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
24

.7
15

.1
24

.7
25

.3
4.

2
5.

4
0.

6
16

6
40

-4
9歳

19
.4

15
.4

19
.7

30
.1

8.
2

4.
1

3.
1

31
9

50
-5

9歳
11

.4
12

.4
18

.3
32

.3
11

.2
8.

1
6.

4
42

1

＜
男

性
＞

20
.8

20
.4

22
.1

22
.9

5.
0

5.
0

3.
8

24
0

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

27
.1

25
.8

29
.0

13
.5

2.
6

0.
0

1.
9

15
5

非
正
規

雇
用

23
.8

23
.8

14
.3

23
.8

14
.3

0.
0

0.
0

21
自
営

・
そ

の
他

4.
1

6.
1

8.
2

59
.2

10
.2

0.
0

12
.2

49
無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
12

無
回

答
33

.3
33

.3
33

.3
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
3

＜
男

性
・
同

居
配

偶
者
の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

17
.9

16
.1

25
.0

17
.9

8.
9

7.
1

7.
1

56
妻

　
 
 い

る
22

.2
22

.8
21

.6
24

.6
4.

2
2.

4
2.

4
16

7
無

回
答

17
.6

11
.8

17
.6

23
.5

0.
0

23
.5

5.
9

17
＜
男

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

16
.7

16
.7

25
.0

14
.6

8.
3

16
.7

2.
1

48
主
た

る
介
護

者
で

な
い

22
.2

21
.7

21
.2

25
.4

4.
2

1.
6

3.
7

18
9

無
回

答
0.

0
0.

0
33

.3
0.

0
0.

0
33

.3
33

.3
3

＜
女

性
＞

15
.2

11
.6

19
.2

32
.9

10
.2

6.
6

4.
4

66
6

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

26
.1

17
.4

27
.3

21
.7

5.
6

0.
0

1.
9

16
1

非
正
規

雇
用

14
.5

12
.7

20
.4

39
.8

10
.6

0.
0

2.
1

33
9

自
営

・
そ

の
他

9.
0

4.
5

12
.6

39
.6

18
.9

0.
0

15
.3

11
1

無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
44

無
回

答
0.

0
9.

1
9.

1
45

.5
18

.2
0.

0
18

.2
11

＜
女

性
・
同

居
配

偶
者
の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

21
.1

13
.3

21
.1

20
.5

10
.8

9.
6

3.
6

16
6

夫
　
 
 い

る
13

.6
11

.3
19

.0
37

.1
10

.0
4.

5
4.

5
44

2
無

回
答

10
.3

8.
6

15
.5

36
.2

10
.3

13
.8

5.
2

58
＜
女

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

13
.5

11
.8

16
.4

34
.1

9.
6

8.
6

6.
1

40
8

主
た

る
介
護

者
で

な
い

18
.4

11
.7

23
.8

30
.5

10
.5

3.
8

1.
3

23
9

無
回

答
10

.5
5.

3
21

.1
36

.8
21

.1
0.

0
5.

3
19
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問
8
(3
)
　
あ

な
た

が
介

護
休
業

を
取

得
す
る

と
し

た
ら
、

次
の

こ
と

が
予
想

さ
れ

ま
す

か
。

■
復
職

す
る

と
き
、

仕
事

や
職
場

に
適

応
で

き
る
か

不
安

で
あ
る

そ
う
思

う
や
や

そ
う
思

う

あ
ま

り
そ
う

思
わ
な

い

そ
う
思

わ
な
い

わ
か
ら

な
い

現
在
仕

事
を
し

て
い
な い

無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

19
.9

23
.3

15
.1

24
.0

7.
6

6.
2

4.
0

90
6

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
28

.3
30

.1
15

.1
17

.5
3.

0
5.

4
0.

6
16

6
40

-4
9歳

22
.9

26
.3

13
.2

23
.2

7.
2

4.
1

3.
1

31
9

50
-5

9歳
14

.3
18

.3
16

.6
27

.1
9.

7
8.

1
5.

9
42

1

＜
男

性
＞

18
.8

21
.7

18
.3

26
.7

5.
8

5.
0

3.
8

24
0

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

24
.5

27
.7

22
.6

20
.0

3.
2

0.
0

1.
9

15
5

非
正
規

雇
用

19
.0

19
.0

19
.0

28
.6

14
.3

0.
0

0.
0

21
自
営

・
そ

の
他

6.
1

8.
2

8.
2

53
.1

12
.2

0.
0

12
.2

49
無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
12

無
回

答
0.

0
33

.3
33

.3
33

.3
0.

0
0.

0
0.

0
3

＜
男

性
・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い

な
い

19
.6

19
.6

19
.6

19
.6

7.
1

7.
1

7.
1

56
妻

　
 
 い

る
18

.6
23

.4
18

.6
28

.7
6.

0
2.

4
2.

4
16

7
無

回
答

17
.6

11
.8

11
.8

29
.4

0.
0

23
.5

5.
9

17
＜
男

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

16
.7

22
.9

14
.6

20
.8

6.
3

16
.7

2.
1

48
主
た

る
介
護

者
で

な
い

19
.6

21
.2

19
.6

28
.6

5.
8

1.
6

3.
7

18
9

無
回

答
0.

0
33

.3
0.

0
0.

0
0.

0
33

.3
33

.3
3

＜
女

性
＞

20
.3

23
.9

14
.0

23
.0

8.
3

6.
6

4.
1

66
6

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

27
.3

31
.1

17
.4

17
.4

5.
0

0.
0

1.
9

16
1

非
正
規

雇
用

22
.4

27
.4

15
.6

25
.1

7.
7

0.
0

1.
8

33
9

自
営

・
そ

の
他

12
.6

10
.8

10
.8

34
.2

17
.1

0.
0

14
.4

11
1

無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
44

無
回

答
9.

1
36

.4
0.

0
18

.2
18

.2
0.

0
18

.2
11

＜
女

性
・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い

な
い

27
.1

22
.3

13
.3

15
.7

8.
4

9.
6

3.
6

16
6

夫
　
 
 い

る
17

.0
25

.3
14

.5
26

.9
7.

7
4.

5
4.

1
44

2
無

回
答

25
.9

17
.2

12
.1

13
.8

12
.1

13
.8

5.
2

58
＜
女

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

18
.6

22
.3

14
.5

22
.3

8.
1

8.
6

5.
6

40
8

主
た

る
介
護

者
で

な
い

23
.4

25
.9

13
.8

23
.8

7.
9

3.
8

1.
3

23
9

無
回

答
15

.8
31

.6
5.

3
26

.3
15

.8
0.

0
5.

3
19

  
  

  
  

  
 問

8(
3
)　

あ
な
た

が
介

護
休
業

を
取

得
す

る
と

し
た

ら
、

次
の
こ

と
が

予
想

さ
れ

ま
す
か

。

■
上
司

の
理

解
を
得

る
の

が
難

し
い

と
思
う

そ
う

思
う

や
や

そ
う

思
う

あ
ま

り
そ

う
思

わ
な

い

そ
う

思
わ

な
い

わ
か

ら
な

い

現
在

仕
事

を
し

て
い

な い

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計

＞
20

.6
21

.5
15

.0
23

.8
9.

2
6.

2
3.

6
90

6

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
25

.9
29

.5
17

.5
17

.5
3.

6
5.

4
0.

6
16

6
40

-4
9歳

20
.1

23
.8

16
.6

25
.1

7.
8

4.
1

2.
5

31
9

50
-5

9歳
19

.0
16

.6
12

.8
25

.4
12

.4
8.

1
5.

7
42

1

＜
男
性

＞
20

.4
23

.3
17

.9
23

.8
5.

8
5.

0
3.

8
24

0
＜

男
性

・
現
職

＞

正
規

雇
用

25
.8

28
.4

25
.8

16
.1

1.
9

0.
0

1.
9

15
5

非
正

規
雇
用

28
.6

28
.6

0.
0

23
.8

19
.0

0.
0

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

6.
1

10
.2

6.
1

53
.1

12
.2

0.
0

12
.2

49
無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
12

無
回
答

0.
0

33
.3

0.
0

33
.3

33
.3

0.
0

0.
0

3
＜

男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

妻
　

い
な
い

21
.4

19
.6

16
.1

17
.9

10
.7

7.
1

7.
1

56
妻

　
  
い

る
20

.4
24

.0
20

.4
25

.7
4.

8
2.

4
2.

4
16

7
無

回
答

17
.6

29
.4

0.
0

23
.5

0.
0

23
.5

5.
9

17
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で
あ

る
20

.8
22

.9
12

.5
18

.8
6.

3
16

.7
2.

1
48

主
た

る
介

護
者
で
な

い
20

.6
23

.3
19

.6
25

.4
5.

8
1.

6
3.

7
18

9
無

回
答

0.
0

33
.3

0.
0

0.
0

0.
0

33
.3

33
.3

3

＜
女
性

＞
20

.7
20

.9
14

.0
23

.9
10

.4
6.

6
3.

6
66

6
＜

女
性

・
現
職

＞

正
規

雇
用

28
.6

24
.8

21
.7

18
.6

5.
6

0.
0

0.
6

16
1

非
正

規
雇
用

23
.3

27
.1

12
.7

24
.2

11
.2

0.
0

1.
5

33
9

自
営

・
そ

の
他

10
.8

6.
3

11
.7

38
.7

18
.0

0.
0

14
.4

11
1

無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
44

無
回
答

9.
1

0.
0

18
.2

36
.4

18
.2

0.
0

18
.2

11
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

夫
　

い
な
い

23
.5

21
.1

17
.5

13
.3

11
.4

9.
6

3.
6

16
6

夫
　

  
い

る
19

.5
21

.3
13

.1
28

.1
10

.2
4.

5
3.

4
44

2
無

回
答

22
.4

17
.2

10
.3

22
.4

8.
6

13
.8

5.
2

58
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で
あ

る
18

.4
17

.9
14

.0
25

.7
10

.5
8.

6
4.

9
40

8
主

た
る
介

護
者
で
な

い
24

.7
26

.4
13

.8
20

.1
10

.0
3.

8
1.

3
23

9
無

回
答

21
.1

15
.8

15
.8

31
.6

10
.5

0.
0

5.
3

19
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問
8
(3
)
　
あ

な
た

が
介

護
休
業

を
取

得
す

る
と
し

た
ら

、
次

の
こ
と

が
予

想
さ
れ

ま
す

か
。

■
収
入

が
減

る
と
思

う

そ
う

思
う

や
や

そ
う
思

う

あ
ま
り

そ
う
思

わ
な
い

そ
う

思
わ
な

い
わ
か

ら
な

い

現
在
仕

事
を
し

て
い
な い

無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

53
.3

15
.8

6.
0

9.
7

6.
2

6.
2

2.
9

90
6

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
59

.0
17

.5
5.

4
9.

0
3.

6
5.

4
0.

0
16

6
40

-4
9歳

56
.7

18
.5

5.
6

6.
9

5.
3

4.
1

2.
8

31
9

50
-5

9歳
48

.5
13

.1
6.

4
12

.1
7.

8
8.

1
4.

0
42

1

＜
男

性
＞

48
.3

19
.2

9.
6

10
.8

4.
2

5.
0

2.
9

24
0

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

53
.5

23
.9

10
.3

9.
0

1.
3

0.
0

1.
9

15
5

非
正
規

雇
用

61
.9

14
.3

9.
5

0.
0

14
.3

0.
0

0.
0

21
自
営

・
そ

の
他

36
.7

10
.2

10
.2

24
.5

10
.2

0.
0

8.
2

49
無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
12

無
回
答

66
.7

33
.3

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

3
＜
男

性
・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い

な
い

41
.1

28
.6

7.
1

5.
4

5.
4

7.
1

5.
4

56
妻

　
 
 い

る
51

.5
18

.0
9.

6
12

.0
4.

2
2.

4
2.

4
16

7
無

回
答

41
.2

0.
0

17
.6

17
.6

0.
0

23
.5

0.
0

17
＜
男

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

35
.4

20
.8

6.
3

14
.6

6.
3

16
.7

0.
0

48
主
た

る
介
護

者
で

な
い

51
.9

19
.0

10
.6

10
.1

3.
7

1.
6

3.
2

18
9

無
回
答

33
.3

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

33
.3

33
.3

3

＜
女

性
＞

55
.1

14
.6

4.
7

9.
3

6.
9

6.
6

2.
9

66
6

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

56
.5

20
.5

7.
5

9.
9

5.
0

0.
0

0.
6

16
1

非
正
規

雇
用

67
.8

14
.7

3.
2

5.
9

6.
5

0.
0

1.
8

33
9

自
営

・
そ

の
他

35
.1

12
.6

7.
2

23
.4

12
.6

0.
0

9.
0

11
1

無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
44

無
回
答

63
.6

0.
0

0.
0

0.
0

18
.2

0.
0

18
.2

11
＜
女

性
・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い

な
い

53
.6

15
.7

5.
4

6.
0

7.
2

9.
6

2.
4

16
6

夫
　
 
 い

る
57

.7
13

.8
4.

3
10

.9
6.

1
4.

5
2.

7
44

2
無

回
答

39
.7

17
.2

5.
2

6.
9

12
.1

13
.8

5.
2

58
＜
女

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

55
.1

12
.3

4.
4

9.
1

6.
6

8.
6

3.
9

40
8

主
た

る
介
護

者
で

な
い

55
.6

18
.0

5.
0

9.
6

7.
1

3.
8

0.
8

23
9

無
回
答

47
.4

21
.1

5.
3

10
.5

10
.5

0.
0

5.
3

19
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■
年
次
有
給
休
暇
の
利
用 あ

る
な
い

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

38
.6

55
.5

5.
8

90
6

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
40

.4
56

.6
3.

0
16

6
40

-4
9 歳

38
.9

57
.4

3.
8

31
9

50
-5

9 歳
37

.8
53

.7
8.

6
42

1

＜
男
性
＞

47
.5

49
.6

2.
9

24
0

＜
男
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

61
.3

38
.1

0.
6

15
5

非
正
規
雇
用

23
.8

76
.2

0.
0

21
自

営
・
そ
の
他

14
.3

75
.5

10
.2

49
無
職

58
.3

33
.3

8.
3

12
無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
3

＜
男
性
・
同
居
配
偶
者
の
有
無

＞

妻
　
い
な
い

39
.3

55
.4

5.
4

56
妻
　
 
 
い
る

51
.5

47
.3

1.
2

16
7

無
回
答

35
.3

52
.9

11
.8

17
＜

男
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で

あ
る

52
.1

43
.8

4.
2

48
主
た
る
介

護
者
で

な
い

46
.6

51
.3

2.
1

18
9

無
回
答

33
.3

33
.3

33
.3

3

＜
女
性
＞

35
.4

57
.7

6.
9

66
6

＜
女
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

63
.4

34
.2

2.
5

16
1

非
正
規
雇
用

31
.3

65
.8

2.
9

33
9

自
営
・
そ
の
他

9.
9

73
.9

16
.2

11
1

無
職

34
.1

43
.2

22
.7

44
無
回
答

18
.2

45
.5

36
.4

11
＜

女
性
・
同
居
配
偶
者
の
有
無

＞

夫
　
い
な
い

43
.4

50
.6

6.
0

16
6

夫
　
 
 
い
る

33
.5

60
.2

6.
3

44
2

無
回
答

27
.6

58
.6

13
.8

58
＜

女
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で

あ
る

34
.8

56
.6

8.
6

40
8

主
た
る
介

護
者
で

な
い

37
.7

58
.6

3.
8

23
9

無
回
答

21
.1

68
.4

10
.5

19

問
9　

あ
な
た
は

こ
れ
ま
で
介
護
の
た
め
に
、
介
護
休

業
の
取
得
以
外
に

　
　
次
の
こ
と
を
行
い
ま
し
た

か
。

  
  

  

■
年
休
以

外
の
休
暇

制
度
の

利
用

あ
る

な
い

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

11
.9

81
.6

6.
5

90
6

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
12

.7
83

.7
3.

6
16

6
40

-4
9 歳

10
.7

84
.0

5.
3

31
9

50
-5

9 歳
12

.6
78

.9
8.

6
42

1

＜
男
性
＞

13
.8

83
.3

2.
9

24
0

＜
男
性
・

現
職
＞

正
規
雇

用
15

.5
83

.9
0.

6
15

5
非
正
規
雇

用
9.

5
90

.5
0.

0
21

自
営
・
そ
の

他
6.

1
83

.7
10

.2
49

無
職

33
.3

58
.3

8.
3

12
無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

3
＜
男
性
・

同
居
配
偶

者
の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
16

.1
78

.6
5.

4
56

妻
　
 
 い

る
12

.6
86

.2
1.

2
16

7
無
回

答
17

.6
70

.6
11

.8
17

＜
男
性
・

介
護
役
割

＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
16

.7
79

.2
4.

2
48

主
た
る
介

護
者
で
な

い
12

.7
85

.2
2.

1
18

9
無
回

答
33

.3
33

.3
33

.3
3

＜
女
性
＞

11
.3

80
.9

7.
8

66
6

＜
女
性
・

現
職
＞

正
規
雇

用
15

.5
81

.4
3.

1
16

1
非
正
規
雇

用
10

.0
85

.8
4.

1
33

9
自

営
・
そ
の

他
8.

1
75

.7
16

.2
11

1
無

職
15

.9
59

.1
25

.0
44

無
回

答
0.

0
63

.6
36

.4
11

＜
女
性
・

同
居
配
偶

者
の
有
無

＞

夫
　
い
な

い
8.

4
84

.3
7.

2
16

6
夫
　
 
 い

る
12

.9
79

.6
7.

5
44

2
無
回

答
6.

9
81

.0
12

.1
58

＜
女
性
・

介
護
役
割

＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
11

.5
78

.7
9.

8
40

8
主
た
る
介

護
者
で
な

い
10

.9
84

.5
4.

6
23

9
無
回

答
10

.5
84

.2
5.

3
19

問
9
　

あ
な
た

は
こ
れ
ま

で
介
護
の

た
め
に
、

介
護
休

業
の
取
得

以
外
に

　
　
次
の

こ
と
を
行

い
ま
し
た

か
。

  
  

  

■
欠
勤

あ
る

な
い

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

26
.8

66
.6

6.
6

90
6

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
20

.5
75

.9
3.

6
16

6
40

-4
9 歳

27
.6

67
.1

5.
3

31
9

50
-5

9 歳
28

.7
62

.5
8.

8
42

1

＜
男
性
＞

14
.6

81
.7

3.
8

24
0

＜
男
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

10
.3

89
.0

0.
6

15
5

非
正
規
雇
用

19
.0

81
.0

0.
0

21
自
営
・
そ
の
他

24
.5

63
.3

12
.2

49
無
職

25
.0

58
.3

16
.7

12
無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
3

＜
男
性
・
同
居
配
偶
者

の
有
無
＞

妻
　
い
な
い

14
.3

80
.4

5.
4

56
妻
　
 
 
い
る

13
.2

85
.0

1.
8

16
7

無
回
答

29
.4

52
.9

17
.6

17
＜

男
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る

介
護
者
で
あ
る

20
.8

72
.9

6.
3

48
主
た
る

介
護
者
で
な
い

13
.2

84
.7

2.
1

18
9

無
回
答

0.
0

33
.3

66
.7

3

＜
女
性
＞

31
.2

61
.1

7.
7

66
6

＜
女
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

18
.6

77
.0

4.
3

16
1

非
正
規
雇
用

39
.8

56
.9

3.
2

33
9

自
営
・
そ
の
他

23
.4

60
.4

16
.2

11
1

無
職

34
.1

40
.9

25
.0

44
無
回
答

18
.2

45
.5

36
.4

11
＜

女
性
・
同
居
配
偶
者

の
有
無
＞

夫
　
い
な
い

24
.7

68
.1

7.
2

16
6

夫
　
 
 
い
る

33
.7

59
.0

7.
2

44
2

無
回
答

31
.0

56
.9

12
.1

58
＜

女
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る

介
護
者
で
あ
る

37
.0

52
.9

10
.0

40
8

主
た
る

介
護
者
で
な
い

20
.9

74
.9

4.
2

23
9

無
回
答

36
.8

63
.2

0.
0

19

問
9　

あ
な

た
は
こ
れ
ま
で
介
護
の

た
め
に
、
介
護
休
業
の

取
得
以
外
に

　
　
次
の
こ
と
を
行
い

ま
し
た
か
。
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■
遅
刻

あ
る

な
い

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

34
.5

59
.2

6.
3

90
6

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
31

.9
64

.5
3.

6
16

6
40

-4
9 歳

35
.1

60
.5

4.
4

31
9

50
-5

9 歳
35

.2
56

.1
8.

8
42

1

＜
男
性
＞

27
.1

68
.8

4.
2

24
0

＜
男
性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
25

.2
74

.2
0.

6
15

5
非
正
規
雇

用
23

.8
71

.4
4.

8
21

自
営
・
そ
の

他
34

.7
53

.1
12

.2
49

無
職

25
.0

58
.3

16
.7

12
無
回

答
33

.3
66

.7
0.

0
3

＜
男
性
・

同
居
配
偶

者
の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
23

.2
71

.4
5.

4
56

妻
　
 
 い

る
28

.7
68

.9
2.

4
16

7
無
回

答
23

.5
58

.8
17

.6
17

＜
男
性
・

介
護
役
割

＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
31

.3
62

.5
6.

3
48

主
た
る
介

護
者
で
な

い
26

.5
70

.9
2.

6
18

9
無
回

答
0.

0
33

.3
66

.7
3

＜
女
性
＞

37
.2

55
.7

7.
1

66
6

＜
女
性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
37

.9
58

.4
3.

7
16

1
非
正
規
雇

用
40

.4
56

.9
2.

7
33

9
自

営
・
そ
の

他
28

.8
55

.9
15

.3
11

1
無

職
34

.1
38

.6
27

.3
44

無
回

答
27

.3
45

.5
27

.3
11

＜
女
性
・

同
居
配
偶

者
の
有
無

＞

夫
　
い
な

い
31

.9
60

.8
7.

2
16

6
夫
　
 
 い

る
39

.4
54

.3
6.

3
44

2
無
回

答
36

.2
51

.7
12

.1
58

＜
女
性
・

介
護
役
割

＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
40

.0
50

.7
9.

3
40

8
主
た
る
介

護
者
で
な

い
32

.6
63

.6
3.

8
23

9
無
回

答
36

.8
63

.2
0.

0
19

問
9
　

あ
な
た

は
こ
れ
ま

で
介
護
の

た
め
に
、
介

護
休
業

の
取
得
以

外
に

　
　
次
の

こ
と
を
行

い
ま
し
た

か
。

  
  

  

■
早
退

あ
る

な
い

無
回

答
＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

41
.1

52
.9

6.
1

90
6

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
39

.8
57

.2
3.

0
16

6
40

-4
9 歳

42
.6

52
.4

5.
0

31
9

50
-5

9 歳
40

.4
51

.5
8.

1
42

1

＜
男
性
＞

35
.0

61
.3

3.
8

24
0

＜
男
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

33
.5

65
.8

0.
6

15
5

非
正
規
雇
用

33
.3

66
.7

0.
0

21
自

営
・
そ
の
他

38
.8

49
.0

12
.2

49
無
職

41
.7

41
.7

16
.7

12
無
回
答

33
.3

66
.7

0.
0

3
＜

男
性
・
同
居
配
偶
者
の
有
無
＞

妻
　
い
な
い

30
.4

64
.3

5.
4

56
妻
　
 
 
い
る

36
.5

61
.7

1.
8

16
7

無
回
答

35
.3

47
.1

17
.6

17
＜

男
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
41

.7
52

.1
6.

3
48

主
た
る
介

護
者
で
な

い
33

.9
64

.0
2.

1
18

9
無
回
答

0.
0

33
.3

66
.7

3

＜
女
性
＞

43
.2

49
.8

6.
9

66
6

＜
女
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

50
.9

46
.6

2.
5

16
1

非
正
規
雇
用

45
.7

51
.3

2.
9

33
9

自
営
・
そ
の
他

27
.9

55
.9

16
.2

11
1

無
職

36
.4

38
.6

25
.0

44
無
回
答

36
.4

36
.4

27
.3

11
＜

女
性
・
同
居
配
偶
者
の
有
無
＞

夫
　
い
な
い

36
.7

56
.6

6.
6

16
6

夫
　
 
 
い
る

45
.5

48
.2

6.
3

44
2

無
回
答

44
.8

43
.1

12
.1

58
＜

女
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
46

.8
43

.6
9.

6
40

8
主
た
る
介

護
者
で
な

い
36

.0
61

.1
2.

9
23

9
無
回
答

57
.9

42
.1

0.
0

19

問
9　

あ
な
た
は

こ
れ
ま
で
介
護
の
た
め
に
、
介
護
休
業
の

取
得
以
外
に

　
　
次
の
こ
と
を
行
い
ま
し
た
か

。

  
  

  
 

■
休
職

あ
る

な
い

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計

＞
6.

6
84

.9
8.

5
90

6

＜
年
齢

＞

30
-3

9 歳
6.

0
89

.2
4.

8
16

6
40

-4
9 歳

6.
0

87
.5

6.
6

31
9

50
-5

9 歳
7.

4
81

.2
11

.4
42

1

＜
男
性

＞
4.

2
90

.8
5.

0
24

0
＜
男
性

・
現
職

＞

正
規
雇
用

1.
9

96
.8

1.
3

15
5

非
正

規
雇
用

9.
5

85
.7

4.
8

21
自
営
・

そ
の
他

10
.2

75
.5

14
.3

49
無
職

0.
0

83
.3

16
.7

12
無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
3

＜
男
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　

い
な
い

3.
6

91
.1

5.
4

56
妻
　

  
い
る

4.
2

92
.2

3.
6

16
7

無
回
答

5.
9

76
.5

17
.6

17
＜
男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護
者
で

あ
る

6.
3

87
.5

6.
3

48
主
た
る

介
護
者
で

な
い

3.
7

92
.6

3.
7

18
9

無
回
答

0.
0

33
.3

66
.7

3

＜
女
性

＞
7.

5
82

.7
9.

8
66

6
＜
女
性

・
現
職

＞

正
規
雇
用

6.
2

87
.6

6.
2

16
1

非
正

規
雇
用

6.
5

87
.6

5.
9

33
9

自
営
・

そ
の
他

11
.7

72
.1

16
.2

11
1

無
職

11
.4

59
.1

29
.5

44
無
回
答

0.
0

63
.6

36
.4

11
＜
女
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　

い
な
い

9.
0

83
.1

7.
8

16
6

夫
　

  
い
る

6.
6

83
.7

9.
7

44
2

無
回
答

10
.3

74
.1

15
.5

58
＜
女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護
者
で

あ
る

9.
6

77
.9

12
.5

40
8

主
た
る

介
護
者
で

な
い

3.
8

91
.2

5.
0

23
9

無
回
答
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.5

78
.9
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.5
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問
9
　
あ
な

た
は
こ
れ

ま
で
介

護
の
た

め
に
、

介
護
休

業
の
取
得

以
外
に

　
　
次

の
こ
と

を
行
い
ま

し
た
か

。
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問
9
　
今
後
、
あ

な
た
は
介

護
の
た
め

に
、
介
護

休
業
の
取

得
以
外
に
次

の
こ
と
を

行
い
た
い

で
す
か
。

■
年

次
有
給
休

暇
の
利
用

す
る

し
な

い
現
在

仕
事
を

し
て

い
な
い

無
回
答

＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

41
.6

35
.8

6.
2

16
.4

90
6

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
48

.2
33

.7
5.

4
12

.7
16

6
40

-4
9 歳

41
.4

38
.9

4.
1

15
.7

31
9

50
-5

9 歳
39

.2
34

.2
8.

1
18

.5
42

1

＜
男

性
＞

52
.5

30
.0

5.
0

12
.5

24
0

＜
男

性
・
現
職

＞

正
規
雇

用
70

.3
20

.6
0.

0
9.

0
15

5
非
正
規
雇

用
38

.1
57

.1
0.

0
4.

8
21

自
営
・
そ
の

他
16

.3
57

.1
0.

0
26

.5
49

無
職

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
12

無
回

答
33

.3
0.

0
0.

0
66

.7
3

＜
男

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　
い
な

い
42

.9
32

.1
7.

1
17

.9
56

妻
　
  
い

る
59

.3
28

.1
2.

4
10

.2
16

7
無
回

答
17

.6
41

.2
23

.5
17

.6
17

＜
男

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
50

.0
22

.9
16

.7
10

.4
48

主
た
る
介

護
者
で
な

い
54

.0
31

.7
1.

6
12

.7
18

9
無
回

答
0.

0
33

.3
33

.3
33

.3
3

＜
女

性
＞

37
.7

37
.8

6.
6

17
.9

66
6

＜
女

性
・
現
職

＞

正
規
雇

用
64

.0
19

.3
0.

0
16

.8
16

1
非
正
規
雇

用
38

.6
45

.7
0.

0
15

.6
33

9
自

営
・
そ
の

他
12

.6
55

.9
0.

0
31

.5
11

1
無

職
0.

0
0.

0
10

0.
0

0.
0

44
無
回

答
27

.3
36

.4
0.

0
36

.4
11

＜
女

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　
い
な

い
45

.2
24

.7
9.

6
20

.5
16

6
夫
　
  
い

る
35

.7
42

.8
4.

5
17

.0
44

2
無
回

答
31

.0
37

.9
13

.8
17

.2
58

＜
女

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
37

.3
37

.5
8.

6
16

.7
40

8
主
た
る
介

護
者
で
な

い
39

.3
37

.7
3.

8
19

.2
23

9
無
回

答
26

.3
47

.4
0.

0
26

.3
19
 

 
 

 
 

 
 

 

問
9
　
今
後
、
あ

な
た
は
介

護
の
た
め

に
、
介
護

休
業
の
取
得
以

外
に
次
の

こ
と
を
行

い
た
い
で

す
か
。

■
年

休
以
外
の

休
暇
制
度
の

利
用

す
る

し
な

い
現
在

仕
事
を

し
て

い
な
い

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総

計
＞

22
.2

54
.5

6.
2

17
.1

90
6

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
27

.1
54

.2
5.

4
13

.3
16

6
40

-4
9 歳

21
.6

58
.6

4.
1

15
.7

31
9

50
-5

9 歳
20

.7
51

.5
8.

1
19

.7
42

1

＜
男

性
＞

25
.4

55
.8

5.
0

13
.8

24
0

＜
男

性
・
現
職
＞

正
規
雇

用
33

.5
55

.5
0.

0
11

.0
15

5
非
正
規
雇

用
19

.0
76

.2
0.

0
4.

8
21

自
営
・
そ
の
他

10
.2

63
.3

0.
0

26
.5

49
無

職
0.

0
0.

0
10

0.
0

0.
0

12
無
回

答
0.

0
33

.3
0.

0
66

.7
3

＜
男

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　
い
な

い
25

.0
48

.2
7.

1
19

.6
56

妻
　
  
い
る

28
.1

58
.7

2.
4

10
.8

16
7

無
回

答
0.

0
52

.9
23

.5
23

.5
17

＜
男

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
20

.8
50

.0
16

.7
12

.5
48

主
た
る
介

護
者
で
な

い
27

.0
57

.7
1.

6
13

.8
18

9
無
回

答
0.

0
33

.3
33

.3
33

.3
3

＜
女

性
＞

21
.0

54
.1

6.
6

18
.3

66
6

＜
女

性
・
現
職
＞

正
規
雇

用
32

.3
49

.7
0.

0
18

.0
16

1
非
正
規
雇

用
21

.5
62

.5
0.

0
15

.9
33

9
自

営
・
そ
の
他

12
.6

55
.9

0.
0

31
.5

11
1

無
職

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
44

無
回

答
9.

1
54

.5
0.

0
36

.4
11

＜
女

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　
い
な

い
24

.1
45

.2
9.

6
21

.1
16

6
夫
　
  
い
る

20
.6

57
.7

4.
5

17
.2

44
2

無
回

答
15

.5
51

.7
13

.8
19

.0
58

＜
女

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
20

.3
53

.7
8.

6
17

.4
40

8
主
た
る
介

護
者
で
な

い
22

.6
54

.4
3.

8
19

.2
23

9
無
回

答
15

.8
57

.9
0.

0
26

.3
19
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問
9
　
今
後
、
あ

な
た
は
介

護
の
た
め

に
、
介
護

休
業
の
取

得
以
外
に
次

の
こ
と
を

行
い
た
い

で
す
か
。

■
欠

勤

す
る

し
な

い
現
在

仕
事
を

し
て

い
な
い

無
回
答

＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

26
.2

50
.1

6.
2

17
.5

90
6

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
21

.7
57

.8
5.

4
15

.1
16

6
40

-4
9 歳

26
.0

53
.3

4.
1

16
.6

31
9

50
-5

9 歳
28

.0
44

.7
8.

1
19

.2
42

1

＜
男

性
＞

19
.6

60
.0

5.
0

15
.4

24
0

＜
男

性
・
現
職

＞

正
規
雇

用
20

.6
67

.1
0.

0
12

.3
15

5
非
正
規
雇

用
9.

5
81

.0
0.

0
9.

5
21

自
営
・
そ
の

他
26

.5
44

.9
0.

0
28

.6
49

無
職

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
12

無
回

答
0.

0
33

.3
0.

0
66

.7
3

＜
男

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　
い
な

い
16

.1
53

.6
7.

1
23

.2
56

妻
　
  
い

る
21

.0
64

.1
2.

4
12

.6
16

7
無
回

答
17

.6
41

.2
23

.5
17

.6
17

＜
男

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
12

.5
58

.3
16

.7
12

.5
48

主
た
る
介

護
者
で
な

い
21

.7
60

.8
1.

6
15

.9
18

9
無
回

答
0.

0
33

.3
33

.3
33

.3
3

＜
女

性
＞

28
.5

46
.5

6.
6

18
.3

66
6

＜
女

性
・
現
職

＞

正
規
雇

用
18

.6
63

.4
0.

0
18

.0
16

1
非
正
規
雇

用
37

.2
46

.3
0.

0
16

.5
33

9
自

営
・
そ
の

他
27

.9
42

.3
0.

0
29

.7
11

1
無

職
0.

0
0.

0
10

0.
0

0.
0

44
無
回

答
27

.3
36

.4
0.

0
36

.4
11

＜
女

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　
い
な

い
21

.1
48

.2
9.

6
21

.1
16

6
夫
　
  
い

る
31

.7
46

.4
4.

5
17

.4
44

2
無
回

答
25

.9
43

.1
13

.8
17

.2
58

＜
女

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
34

.1
40

.0
8.

6
17

.4
40

8
主
た
る
介

護
者
で
な

い
19

.7
57

.3
3.

8
19

.2
23

9
無
回

答
21

.1
52

.6
0.

0
26

.3
19
 

 
 

 
 

 
 

 

問
9
　
今
後
、
あ

な
た
は
介

護
の
た
め

に
、
介
護

休
業
の
取
得
以

外
に
次
の

こ
と
を
行

い
た
い
で

す
か
。

■
遅

刻

す
る

し
な

い
現
在

仕
事
を

し
て

い
な
い

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総

計
＞

31
.0

45
.3

6.
2

17
.5

90
6

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
34

.3
45

.8
5.

4
14

.5
16

6
40

-4
9 歳

31
.7

47
.3

4.
1

16
.9

31
9

50
-5

9 歳
29

.2
43

.5
8.

1
19

.2
42

1

＜
男

性
＞

32
.5

47
.5

5.
0

15
.0

24
0

＜
男

性
・
現
職
＞

正
規
雇

用
36

.1
51

.6
0.

0
12

.3
15

5
非
正
規
雇

用
28

.6
61

.9
0.

0
9.

5
21

自
営
・
そ
の
他

32
.7

40
.8

0.
0

26
.5

49
無

職
0.

0
0.

0
10

0.
0

0.
0

12
無
回

答
0.

0
33

.3
0.

0
66

.7
3

＜
男

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　
い
な

い
30

.4
37

.5
7.

1
25

.0
56

妻
　
  
い
る

35
.3

50
.9

2.
4

11
.4

16
7

無
回

答
11

.8
47

.1
23

.5
17

.6
17

＜
男

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
25

.0
43

.8
16

.7
14

.6
48

主
た
る
介

護
者
で
な

い
34

.9
48

.7
1.

6
14

.8
18

9
無
回

答
0.

0
33

.3
33

.3
33

.3
3

＜
女

性
＞

30
.5

44
.4

6.
6

18
.5

66
6

＜
女

性
・
現
職
＞

正
規
雇

用
32

.3
49

.7
0.

0
18

.0
16

1
非
正
規
雇

用
33

.6
49

.3
0.

0
17

.1
33

9
自

営
・
そ
の
他

30
.6

40
.5

0.
0

28
.8

11
1

無
職

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
44

無
回

答
27

.3
36

.4
0.

0
36

.4
11

＜
女

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　
い
な

い
27

.1
42

.2
9.

6
21

.1
16

6
夫
　
  
い
る

31
.7

46
.2

4.
5

17
.6

44
2

無
回

答
31

.0
37

.9
13

.8
17

.2
58

＜
女

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
33

.3
40

.2
8.

6
17

.9
40

8
主
た
る
介

護
者
で
な

い
25

.5
51

.9
3.

8
18

.8
23

9
無
回

答
31

.6
42

.1
0.

0
26

.3
19
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問
9
　
今
後
、
あ

な
た
は
介

護
の
た
め

に
、
介
護

休
業
の
取

得
以
外
に
次

の
こ
と
を

行
い
た
い

で
す
か
。

■
早

退

す
る

し
な

い
現
在

仕
事
を

し
て

い
な
い

無
回
答

＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

38
.3

38
.5

6.
2

17
.0

90
6

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
43

.4
38

.0
5.

4
13

.3
16

6
40

-4
9 歳

38
.6

40
.4

4.
1

16
.9

31
9

50
-5

9 歳
36

.1
37

.3
8.

1
18

.5
42

1

＜
男

性
＞

40
.8

40
.0

5.
0

14
.2

24
0

＜
男

性
・
現
職

＞

正
規
雇

用
46

.5
41

.9
0.

0
11

.6
15

5
非
正
規
雇

用
33

.3
61

.9
0.

0
4.

8
21

自
営
・
そ
の

他
36

.7
36

.7
0.

0
26

.5
49

無
職

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
12

無
回

答
33

.3
0.

0
0.

0
66

.7
3

＜
男

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　
い
な

い
37

.5
32

.1
7.

1
23

.2
56

妻
　
  
い

る
44

.3
42

.5
2.

4
10

.8
16

7
無
回

答
17

.6
41

.2
23

.5
17

.6
17

＜
男

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
27

.1
41

.7
16

.7
14

.6
48

主
た
る
介

護
者
で
な

い
45

.0
39

.7
1.

6
13

.8
18

9
無
回

答
0.

0
33

.3
33

.3
33

.3
3

＜
女

性
＞

37
.4

38
.0

6.
6

18
.0

66
6

＜
女

性
・
現
職

＞

正
規
雇

用
41

.6
41

.6
0.

0
16

.8
16

1
非
正
規
雇

用
42

.2
41

.3
0.

0
16

.5
33

9
自

営
・
そ
の

他
31

.5
38

.7
0.

0
29

.7
11

1
無

職
0.

0
0.

0
10

0.
0

0.
0

44
無
回

答
36

.4
27

.3
0.

0
36

.4
11

＜
女

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　
い
な

い
31

.9
38

.0
9.

6
20

.5
16

6
夫
　
  
い

る
39

.6
38

.7
4.

5
17

.2
44

2
無
回

答
36

.2
32

.8
13

.8
17

.2
58

＜
女

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
39

.5
34

.8
8.

6
17

.2
40

8
主
た
る
介

護
者
で
な

い
33

.5
43

.9
3.

8
18

.8
23

9
無
回

答
42

.1
31

.6
0.

0
26

.3
19
 

 
 

 
 

 
 

 

問
9
　
今
後
、
あ

な
た
は
介

護
の
た
め

に
、
介
護

休
業
の
取
得
以

外
に
次
の

こ
と
を
行

い
た
い
で

す
か
。

■
休

職

す
る

し
な

い
現
在

仕
事
を

し
て

い
な
い

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総

計
＞

11
.5

64
.1

6.
2

18
.2

90
6

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
9.

0
71

.1
5.

4
14

.5
16

6
40

-4
9 歳

12
.5

65
.5

4.
1

17
.9

31
9

50
-5

9 歳
11

.6
60

.3
8.

1
20

.0
42

1

＜
男

性
＞

8.
8

72
.1

5.
0

14
.2

24
0

＜
男

性
・
現
職
＞

正
規
雇

用
9.

7
79

.4
0.

0
11

.0
15

5
非
正
規
雇

用
4.

8
85

.7
0.

0
9.

5
21

自
営
・
そ
の
他

10
.2

63
.3

0.
0

26
.5

49
無

職
0.

0
0.

0
10

0.
0

0.
0

12
無
回

答
0.

0
33

.3
0.

0
66

.7
3

＜
男

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　
い
な

い
12

.5
58

.9
7.

1
21

.4
56

妻
　
  
い
る

7.
8

78
.4

2.
4

11
.4

16
7

無
回

答
5.

9
52

.9
23

.5
17

.6
17

＜
男

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
8.

3
62

.5
16

.7
12

.5
48

主
た
る
介

護
者
で
な

い
9.

0
75

.1
1.

6
14

.3
18

9
無
回

答
0.

0
33

.3
33

.3
33

.3
3

＜
女

性
＞

12
.5

61
.3

6.
6

19
.7

66
6

＜
女

性
・
現
職
＞

正
規
雇

用
9.

3
71

.4
0.

0
19

.3
16

1
非
正
規
雇

用
15

.3
65

.8
0.

0
18

.9
33

9
自

営
・
そ
の
他

13
.5

57
.7

0.
0

28
.8

11
1

無
職

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
44

無
回

答
9.

1
54

.5
0.

0
36

.4
11

＜
女

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　
い
な

い
11

.4
57

.2
9.

6
21

.7
16

6
夫
　
  
い
る

12
.9

63
.6

4.
5

19
.0

44
2

無
回

答
12

.1
55

.2
13

.8
19

.0
58

＜
女

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
14

.7
57

.6
8.

6
19

.1
40

8
主
た
る
介

護
者
で
な

い
9.

2
66

.9
3.

8
20

.1
23

9
無
回

答
5.

3
68

.4
0.

0
26

.3
19
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問
10
(1
)
　
今

後
も
仕

事
を

続
け

ま
す
か

。

現
在

の
仕
事

を
続
け

る

介
護

と
両
立

し
や

す
い
仕

事
に

変
え
る

仕
事

を
や

め
て
介

護
に
専

念
す

る
わ
か

ら
な

い
現
在

仕
事
を

し
て

い
な

い
無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

78
.5

1.
9

0.
6

11
.0

6.
2

1.
9

90
6

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
77

.7
2.

4
0.

0
14

.5
5.

4
0.

0
16

6
40

-4
9 歳

81
.2

1.
6

0.
0

10
.3

4.
1

2.
8

31
9

50
-5

9 歳
76

.7
1.

9
1.

2
10

.2
8.

1
1.

9
42

1

＜
男
性
＞

84
.6

1.
3

0.
0

6.
7

5.
0

2.
5

24
0

＜
男
性
・

現
職

＞

正
規
雇

用
93

.5
0.

6
0.

0
3.

2
0.

0
2.

6
15

5
非

正
規
雇

用
71

.4
9.

5
0.

0
19

.0
0.

0
0.

0
21

自
営

・
そ
の
他

81
.6

0.
0

0.
0

14
.3

0.
0

4.
1

49
無

職
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
10

0.
0

0.
0

12
無
回

答
10

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

3
＜

男
性
・

同
居

配
偶

者
の
有

無
＞

妻
　
い
な

い
76

.8
3.

6
0.

0
8.

9
7.

1
3.

6
56

妻
　
  
い
る

89
.2

0.
6

0.
0

5.
4

2.
4

2.
4

16
7

無
回

答
64

.7
0.

0
0.

0
11

.8
23

.5
0.

0
17

＜
男
性
・

介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護

者
で
あ
る

68
.8

0.
0

0.
0

12
.5

16
.7

2.
1

48
主

た
る

介
護

者
で
な
い

89
.4

1.
6

0.
0

5.
3

1.
6

2.
1

18
9

無
回

答
33

.3
0.

0
0.

0
0.

0
33

.3
33

.3
3

＜
女
性
＞

76
.3

2.
1

0.
8

12
.6

6.
6

1.
7

66
6

＜
女
性
・

現
職

＞

正
規
雇

用
91

.9
0.

6
1.

2
6.

2
0.

0
0.

0
16

1
非

正
規
雇

用
75

.5
3.

2
0.

9
18

.6
0.

0
1.

8
33

9
自
営

・
そ
の
他

86
.5

0.
9

0.
0

9.
0

0.
0

3.
6

11
1

無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
44

無
回

答
72

.7
9.

1
0.

0
9.

1
0.

0
9.

1
11

＜
女
性
・

同
居

配
偶

者
の
有

無
＞

夫
　
い
な

い
68

.7
4.

2
0.

6
16

.3
9.

6
0.

6
16

6
夫

　
  
い
る

80
.1

1.
6

0.
7

11
.1

4.
5

2.
0

44
2

無
回

答
69

.0
0.

0
1.

7
13

.8
13

.8
1.

7
58

＜
女
性
・

介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護

者
で
あ
る

73
.8

2.
5

1.
0

12
.3

8.
6

2.
0

40
8

主
た
る

介
護

者
で
な
い

80
.3

1.
7

0.
4

12
.6

3.
8

1.
3

23
9

無
回

答
78

.9
0.

0
0.

0
21

.1
0.

0
0.

0
19
 

 
 

問
1
1
(
1
)
　

同
居

家
族

の
中

で
介

護
休

業
を

取
得

し
た

方
は

い
ま

す
か

。

い
る

い
な

い
あ

て
は

ま
ら
な

い
無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

2.
0

85
.6

10
.9

1.
5

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
0.

5
82

.5
15

.9
1.

1
18

9
40

-4
9歳

1.
1

88
.6

9.
4

0.
9

35
0

50
-5

9 歳
3.

1
84

.7
10

.1
2.

1
48

5

＜
男

性
＞

1.
9

82
.4

13
.7

1.
9

26
2

＜
男

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

0.
6

84
.6

13
.6

1.
2

16
2

非
正
規

雇
用

0.
0

81
.0

19
.0

0.
0

21
自

営
・
そ

の
他

8.
0

80
.0

12
.0

0.
0

50
無

職
0.

0
77

.8
22

.2
0.

0
18

無
回

答
0.

0
72

.7
0.

0
27

.3
11

＜
男

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　
い

な
い

1.
6

80
.3

14
.8

3.
3

61
妻

　
 
 
い

る
2.

2
87

.4
8.

7
1.

6
18

3
無

回
答

0.
0

38
.9

61
.1

0.
0

18
＜

男
性

・
介
護

役
割

＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

3.
7

72
.2

22
.2

1.
9

54
主

た
る

介
護

者
で

な
い

1.
5

85
.9

10
.7

2.
0

20
5

無
回

答
0.

0
33

.3
66

.7
0.

0
3

＜
女

性
＞

2.
0

86
.7

10
.0

1.
3

76
2

＜
女

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

2.
4

87
.5

10
.1

0.
0

16
8

非
正
規

雇
用

1.
4

91
.2

6.
5

0.
9

35
2

自
営

・
そ

の
他

1.
7

86
.2

10
.3

1.
7

11
6

無
職

1.
2

75
.3

22
.2

1.
2

81
無

回
答

6.
7

71
.1

13
.3

8.
9

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

夫
　
い

な
い

2.
1

87
.6

9.
3

1.
0

19
3

夫
　
 
 
い

る
2.

0
94

.4
2.

4
1.

2
49

7
無

回
答

1.
4

31
.9

63
.9

2.
8

72
＜

女
性

・
介
護

役
割

＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

2.
5

88
.0

8.
2

1.
3

47
5

主
た

る
介

護
者
で

な
い

1.
1

90
.2

7.
2

1.
5

26
5

無
回

答
0.

0
18

.2
81

.8
0.

0
22
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問
1
1(
2
)
　

あ
な

た
に
は

、
配
偶

者
は
い

ら
っ
し

ゃ
い
ま

す
か
。

い
る

い
な
い

無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

70
.8

27
.3

1.
9

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
46

.6
51

.9
1.

6
18

9
40

-4
9歳

76
.9

22
.3

0.
9

35
0

50
-5

9歳
75

.9
21

.4
2.

7
48

5

＜
男
性
＞

70
.2

27
.5

2.
3

26
2

＜
男
性

・
現
職

＞

正
規

雇
用

79
.6

18
.5

1.
9

16
2

非
正

規
雇
用

47
.6

52
.4

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

60
.0

40
.0

0.
0

50
無
職

50
.0

50
.0

0.
0

18
無

回
答

54
.5

18
.2

27
.3

11
＜

男
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無
＞

※
配
偶

者
が
要

介
護

者
の

場
合

は
、
「

い
な
い

」
に

し
て

い
る

妻
　

い
な
い

3.
3

91
.8

4.
9

61
妻
　

 
 い

る
98

.4
0.

0
1.

6
18

3
無

回
答

11
.1

88
.9

0.
0

18
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護
者
で
あ

る
50

.0
46

.3
3.

7
54

主
た
る

介
護
者
で
な

い
75

.6
22

.4
2.

0
20

5
無

回
答

66
.7

33
.3

0.
0

3

＜
女
性
＞

71
.0

27
.3

1.
7

76
2

＜
女
性

・
現
職

＞

正
規

雇
用

59
.5

40
.5

0.
0

16
8

非
正

規
雇
用

82
.1

16
.5

1.
4

35
2

自
営
・

そ
の
他

71
.6

28
.4

0.
0

11
6

無
職

51
.9

48
.1

0.
0

81
無

回
答

60
.0

22
.2

17
.8

45
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無
＞

※
配
偶

者
が
要

介
護

者
の

場
合

は
、
「

い
な
い

」
に

し
て

い
る

夫
　

い
な
い

11
.9

87
.6

0.
5

19
3

夫
　

 
 い

る
98

.4
0.

0
1.

6
49

7
無

回
答

40
.3

54
.2

5.
6

72
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護
者
で
あ

る
76

.4
22

.3
1.

3
47

5
主

た
る

介
護
者
で
な

い
63

.0
35

.5
1.

5
26

5
無

回
答

50
.0

36
.4

13
.6

22
 

 
 

 
 

 
 

S
Q
1
1
-
2
-
1
　
配
偶
者
の
方
は
、
現
在
、
仕
事
を
し
て
い
ま
す
か
。

正
規
の
従
業

員
と
し
て
勤

め
て
い
る

パ
ー
ト
・
ア

ル
バ
イ
ト
・

契
約
社
員
・

派
遣
社
員
等

と
し
て
勤
務

勤
め
以
外

（
自
営
業
・

自
由
業
等
）

の
仕
事
に
つ

い
て
い
る

仕
事
を
し

て
い
な
い

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

49
.1

12
.8

18
.3

18
.9

0.
8

72
5

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
58

.0
3.

4
19

.3
19

.3
0.

0
88

40
-4

9歳
58

.4
14

.1
15

.2
11

.9
0.

4
26

9
50

-5
9歳

40
.2

14
.1

20
.4

23
.9

1.
4

36
8

＜
男
性
＞

14
.1

32
.1

8.
2

45
.1

0.
5

18
4

＜
男
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

14
.7

35
.7

3.
9

45
.7

0.
0

12
9

非
正
規
雇
用

30
.0

30
.0

10
.0

30
.0

0.
0

10
自
営
・
そ
の
他

10
.0

26
.7

30
.0

33
.3

0.
0

30
無
職

11
.1

11
.1

0.
0

66
.7

11
.1

9
無
回
答

0.
0

16
.7

0.
0

83
.3

0.
0

6
＜
男
性
・
同
居
配
偶
者
の
有
無
＞
※
配
偶
者
が
要
介
護
者
の
場
合
は
、
「
い
な
い
」
に
し
て
い
る

妻
　
い
な
い

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
2

妻
　
 
 
い
る

14
.4

32
.8

7.
8

45
.0

0.
0

18
0

無
回
答

0.
0

0.
0

50
.0

0.
0

50
.0

2
＜
男
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ
る

14
.8

44
.4

7.
4

33
.3

0.
0

27
主
た
る
介
護
者
で
な
い

14
.2

30
.3

7.
7

47
.7

0.
0

15
5

無
回
答

0.
0

0.
0

50
.0

0.
0

50
.0

2

＜
女
性
＞

61
.0

6.
3

21
.8

10
.0

0.
9

54
1

＜
女
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

60
.0

7.
0

22
.0

10
.0

1.
0

10
0

非
正
規
雇
用

69
.9

8.
0

11
.1

10
.4

0.
7

28
9

自
営
・
そ
の
他

33
.7

1.
2

57
.8

6.
0

1.
2

83
無
職

57
.1

4.
8

23
.8

14
.3

0.
0

42
無
回
答

59
.3

3.
7

22
.2

11
.1

3.
7

27
＜
女
性
・
同
居
配
偶
者
の
有
無
＞
※
配
偶
者
が
要
介
護
者
の
場
合
は
、
「
い
な
い
」
に
し
て
い
る

夫
　
い
な
い

0.
0

0.
0

4.
3

95
.7

0.
0

23
夫
　
 
 
い
る

65
.4

6.
1

22
.3

5.
3

0.
8

48
9

無
回
答

34
.5

13
.8

27
.6

20
.7

3.
4

29
＜
女
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ
る

59
.5

7.
2

20
.9

11
.8

0.
6

36
3

主
た
る
介
護
者
で
な
い

66
.5

4.
2

24
.0

4.
2

1.
2

16
7

無
回
答

27
.3

9.
1

18
.2

36
.4

9.
1

11
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S
Q
1
1
-
2
-
2
　
配

偶
者

の
方

は
現

在
、

介
護

の
た

め
に

次
の

よ
う

な
こ

と
を
し

て
い

ま
す

か
。

■
1
日

の
労

働
時

間
を

短
く

し
て
い

る

は
い

い
い

え
わ

か
ら

な
い

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

8.
6

87
.5

0.
9

3.
1

58
2

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
5.

6
93

.0
1.

4
0.

0
71

40
-4

9 歳
9.

3
86

.9
1.

3
2.

5
23

6
50

-5
9歳

8.
7

86
.5

0.
4

4.
4

27
5

＜
男

性
＞

32
.0

66
.0

1.
0

1.
0

10
0

＜
男

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

27
.1

71
.4

1.
4

0.
0

70
非

正
規

雇
用

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
7

自
営

・
そ

の
他

65
.0

30
.0

0.
0

5.
0

20
無

職
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

2
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

＜
男

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞
※

配
偶

者
が

要
介

護
者

の
場

合
は

、
「
い

な
い

」
に

し
て

い
る

妻
　
い

な
い

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
妻

　
 
 
い

る
32

.3
65

.7
1.

0
1.

0
99

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

1
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

16
.7

77
.8

0.
0

5.
6

18
主

た
る

介
護

者
で

な
い

35
.8

63
.0

1.
2

0.
0

81
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

＜
女

性
＞

3.
7

91
.9

0.
8

3.
5

48
2

＜
女

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

9.
0

89
.9

0.
0

1.
1

89
非

正
規

雇
用

1.
6

93
.8

1.
2

3.
5

25
7

自
営

・
そ

の
他

5.
2

88
.3

1.
3

5.
2

77
無

職
2.

8
94

.4
0.

0
2.

8
36

無
回

答
4.

3
87

.0
0.

0
8.

7
23

＜
女

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞
※

配
偶

者
が

要
介

護
者

の
場

合
は

、
「
い

な
い

」
に

し
て

い
る

夫
　
い

な
い

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

夫
　
 
 
い

る
3.

7
92

.6
0.

7
3.

1
45

9
無

回
答

4.
5

77
.3

4.
5

13
.6

22
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

3.
5

91
.8

0.
9

3.
8

31
8

主
た

る
介

護
者
で

な
い

4.
4

91
.8

0.
6

3.
2

15
8

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

6
 

 
 

 
 

 
 

 

S
Q
1
1
-
2
-
2
　
配

偶
者

の
方

は
現

在
、

介
護

の
た

め
に

次
の

よ
う

な
こ

と
を
し

て
い

ま
す

か
。

■
週

の
労

働
日

数
を

減
ら

し
て

い
る

は
い

い
い

え
わ

か
ら

な
い

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

6.
9

89
.0

1.
0

3.
1

58
2

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
4.

2
94

.4
1.

4
0.

0
71

40
-4

9 歳
5.

9
90

.3
1.

3
2.

5
23

6
50

-5
9歳

8.
4

86
.5

0.
7

4.
4

27
5

＜
男

性
＞

27
.0

71
.0

1.
0

1.
0

10
0

＜
男

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

24
.3

74
.3

1.
4

0.
0

70
非

正
規

雇
用

14
.3

85
.7

0.
0

0.
0

7
自

営
・
そ

の
他

45
.0

50
.0

0.
0

5.
0

20
無

職
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

2
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

＜
男

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞
※

配
偶

者
が

要
介

護
者

の
場

合
は

、
「
い

な
い

」
に

し
て

い
る

妻
　
い

な
い

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
妻

　
 
 
い

る
27

.3
70

.7
1.

0
1.

0
99

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

1
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

5.
6

88
.9

0.
0

5.
6

18
主

た
る

介
護

者
で

な
い

32
.1

66
.7

1.
2

0.
0

81
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

＜
女

性
＞

2.
7

92
.7

1.
0

3.
5

48
2

＜
女

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

9.
0

89
.9

0.
0

1.
1

89
非

正
規

雇
用

0.
8

94
.6

1.
2

3.
5

25
7

自
営

・
そ

の
他

1.
3

90
.9

2.
6

5.
2

77
無

職
2.

8
94

.4
0.

0
2.

8
36

無
回

答
4.

3
87

.0
0.

0
8.

7
23

＜
女

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞
※

配
偶

者
が

要
介

護
者

の
場

合
は

、
「
い

な
い

」
に

し
て

い
る

夫
　
い

な
い

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

夫
　
 
 
い

る
2.

4
93

.7
0.

9
3.

1
45

9
無

回
答

9.
1

72
.7

4.
5

13
.6

22
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

3.
1

92
.1

0.
9

3.
8

31
8

主
た

る
介

護
者
で

な
い

1.
9

93
.7

1.
3

3.
2

15
8

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

6
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S
Q
1
1
-
2
-
2
　
配

偶
者

の
方

は
現

在
、

介
護

の
た

め
に

次
の

よ
う

な
こ

と
を
し

て
い

ま
す

か
。

■
出

勤
時

間
を

遅
く

し
て

い
る

は
い

い
い

え
わ

か
ら

な
い

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

7.
9

88
.1

1.
0

2.
9

58
2

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
9.

9
88

.7
1.

4
0.

0
71

40
-4

9 歳
6.

4
89

.8
1.

3
2.

5
23

6
50

-5
9歳

8.
7

86
.5

0.
7

4.
0

27
5

＜
男

性
＞

19
.0

75
.0

4.
0

2.
0

10
0

＜
男

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

17
.1

80
.0

2.
9

0.
0

70
非

正
規

雇
用

14
.3

85
.7

0.
0

0.
0

7
自

営
・
そ

の
他

30
.0

50
.0

10
.0

10
.0

20
無

職
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

2
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

＜
男

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞
※

配
偶

者
が

要
介

護
者

の
場

合
は

、
「
い

な
い

」
に

し
て

い
る

妻
　
い

な
い

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
妻

　
 
 
い

る
18

.2
75

.8
4.

0
2.

0
99

無
回

答
10

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

1
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

11
.1

83
.3

0.
0

5.
6

18
主

た
る

介
護

者
で

な
い

21
.0

72
.8

4.
9

1.
2

81
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

＜
女

性
＞

5.
6

90
.9

0.
4

3.
1

48
2

＜
女

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

10
.1

88
.8

0.
0

1.
1

89
非

正
規

雇
用

2.
3

93
.4

0.
8

3.
5

25
7

自
営

・
そ

の
他

11
.7

85
.7

0.
0

2.
6

77
無

職
2.

8
94

.4
0.

0
2.

8
36

無
回

答
8.

7
82

.6
0.

0
8.

7
23

＜
女

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞
※

配
偶

者
が

要
介

護
者

の
場

合
は

、
「
い

な
い

」
に

し
て

い
る

夫
　
い

な
い

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

夫
　
 
 
い

る
5.

7
91

.5
0.

2
2.

6
45

9
無

回
答

4.
5

77
.3

4.
5

13
.6

22
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

6.
0

90
.3

0.
6

3.
1

31
8

主
た

る
介

護
者
で

な
い

5.
1

91
.8

0.
0

3.
2

15
8

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

6
 

 
 

 
 

 
 

 

S
Q
1
1
-
2
-
2
　
配

偶
者

の
方

は
現

在
、

介
護

の
た

め
に

次
の

よ
う

な
こ

と
を
し

て
い

ま
す

か
。

■
帰

宅
時

間
を

早
く

し
て

い
る

は
い

い
い

え
わ

か
ら

な
い

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

9.
8

86
.1

1.
2

2.
9

58
2

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
7.

0
91

.5
1.

4
0.

0
71

40
-4

9 歳
10

.6
85

.6
1.

3
2.

5
23

6
50

-5
9歳

9.
8

85
.1

1.
1

4.
0

27
5

＜
男

性
＞

22
.0

72
.0

4.
0

2.
0

10
0

＜
男

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

22
.9

74
.3

2.
9

0.
0

70
非

正
規

雇
用

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
7

自
営

・
そ

の
他

25
.0

55
.0

10
.0

10
.0

20
無

職
50

.0
50

.0
0.

0
0.

0
2

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

1
＜

男
性

・
同
居

配
偶

者
の

有
無

＞
※

配
偶

者
が

要
介

護
者

の
場

合
は

、
「
い

な
い

」
に

し
て

い
る

妻
　
い

な
い

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
妻

　
 
 
い

る
22

.2
71

.7
4.

0
2.

0
99

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

1
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

22
.2

72
.2

0.
0

5.
6

18
主

た
る

介
護

者
で

な
い

22
.2

71
.6

4.
9

1.
2

81
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

＜
女

性
＞

7.
3

89
.0

0.
6

3.
1

48
2

＜
女

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

12
.4

86
.5

0.
0

1.
1

89
非

正
規

雇
用

5.
1

90
.7

0.
8

3.
5

25
7

自
営

・
そ

の
他

9.
1

87
.0

1.
3

2.
6

77
無

職
5.

6
91

.7
0.

0
2.

8
36

無
回

答
8.

7
82

.6
0.

0
8.

7
23

＜
女

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞
※

配
偶

者
が

要
介

護
者

の
場

合
は

、
「
い

な
い

」
に

し
て

い
る

夫
　
い

な
い

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

夫
　
 
 
い

る
7.

4
89

.5
0.

4
2.

6
45

9
無

回
答

4.
5

77
.3

4.
5

13
.6

22
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

8.
5

87
.7

0.
6

3.
1

31
8

主
た

る
介

護
者
で

な
い

5.
1

91
.1

0.
6

3.
2

15
8

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

6
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■
訪
問

介
護

サ
ー

ビ
ス

  
  
  

  
  

な
い

  
  

  
  

 あ
る

  
 無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

46
.6

37
.5

15
.9

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
52

.4
36

.5
11

.1
18

9
40

-4
9歳

47
.4

41
.4

11
.1

35
0

50
-5

9歳
43

.7
35

.1
21

.2
48

5

＜
男

性
＞

48
.5

38
.5

13
.0

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞ 正

規
雇
用

51
.2

39
.5

9.
3

16
2

非
正
規

雇
用

47
.6

47
.6

4.
8

21
自
営

・
そ

の
他

42
.0

38
.0

20
.0

50
無
職

55
.6

22
.2

22
.2

18
無

回
答

27
.3

36
.4

36
.4

11
＜
男

性
・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

49
.2

36
.1

14
.8

61
妻

　
 
 
い
る

49
.7

37
.2

13
.1

18
3

無
回
答

33
.3

61
.1

5.
6

18
＜
男

性
・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

40
.7

46
.3

13
.0

54
主
た
る

介
護

者
で

な
い

51
.2

36
.1

12
.7

20
5

無
回
答

0.
0

66
.7

33
.3

3

＜
女

性
＞

45
.9

37
.1

16
.9

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞ 正

規
雇
用

49
.4

38
.7

11
.9

16
8

非
正
規

雇
用

46
.9

38
.9

14
.2

35
2

自
営

・
そ

の
他

47
.4

35
.3

17
.2

11
6

無
職

42
.0

34
.6

23
.5

81
無

回
答

28
.9

26
.7

44
.4

45
＜
女

性
・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

44
.6

39
.4

16
.1

19
3

夫
　
 
 
い
る

47
.1

36
.6

16
.3

49
7

無
回
答

41
.7

34
.7

23
.6

72
＜
女

性
・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

46
.1

36
.4

17
.5

47
5

主
た
る

介
護

者
で

な
い

47
.2

38
.5

14
.3

26
5

無
回
答

27
.3

36
.4

36
.4

22

問
12

(1
) 　

要
介
護
者

は
、

家
族

･
親
族

以
外
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

た

　
　

　
 こ

と
が

あ
り

ま
す

か
。

 
 

 

■
デ

イ
サ

ー
ビ

ス   
  

  
  

  
な

い
  
  

  
  

 あ
る

  
 無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

31
.3

62
.8

5.
9

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
41

.8
52

.4
5.

8
18

9
40

-4
9歳

34
.9

60
.6

4.
6

35
0

50
-5

9歳
24

.7
68

.5
6.

8
48

5

＜
男

性
＞

33
.2

60
.3

6.
5

26
2

＜
男

性
・
現
職

＞ 正
規

雇
用

38
.3

57
.4

4.
3

16
2

非
正

規
雇

用
28

.6
66

.7
4.

8
21

自
営

・
そ

の
他

24
.0

70
.0

6.
0

50
無

職
22

.2
72

.2
5.

6
18

無
回

答
27

.3
27

.3
45

.5
11

＜
男

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
32

.8
59

.0
8.

2
61

妻
　

 
 
い

る
35

.0
59

.0
6.

0
18

3
無

回
答

16
.7

77
.8

5.
6

18
＜
男

性
・

介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

31
.5

61
.1

7.
4

54
主

た
る
介

護
者
で

な
い

34
.1

59
.5

6.
3

20
5

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

3

＜
女

性
＞

30
.7

63
.6

5.
6

76
2

＜
女

性
・
現
職

＞ 正
規

雇
用

31
.5

64
.9

3.
6

16
8

非
正

規
雇

用
32

.1
63

.4
4.

5
35

2
自

営
・

そ
の
他

23
.3

73
.3

3.
4

11
6

無
職

35
.8

58
.0

6.
2

81
無

回
答

26
.7

46
.7

26
.7

45
＜
女

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
32

.1
60

.1
7.

8
19

3
夫

　
 
 
い

る
29

.0
68

.0
3.

0
49

7
無

回
答

38
.9

43
.1

18
.1

72
＜
女

性
・

介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

33
.3

61
.3

5.
5

47
5

主
た

る
介

護
者
で

な
い

26
.8

69
.1

4.
2

26
5

無
回

答
22

.7
50

.0
27

.3
22

問
12

(1
) 　

要
介

護
者

は
、

家
族

･
親

族
以

外
の

介
護

サ
ー
ビ

ス
を

利
用
し

た

　
　

　
 こ

と
が

あ
り

ま
す

か
。

 
 

 

■
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

  
  

  
  

  
な

い
  
  

  
  

 あ
る

  
 無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

48
.6

35
.7

15
.6

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
55

.6
34

.4
10

.1
18

9
40

-4
9歳

53
.7

33
.7

12
.6

35
0

50
-5

9歳
42

.3
37

.7
20

.0
48

5

＜
男

性
＞

53
.8

32
.8

13
.4

26
2

＜
男

性
・
現
職

＞ 正
規

雇
用

58
.6

34
.0

7.
4

16
2

非
正

規
雇

用
47

.6
38

.1
14

.3
21

自
営

・
そ

の
他

42
.0

36
.0

22
.0

50
無

職
61

.1
16

.7
22

.2
18

無
回

答
36

.4
18

.2
45

.5
11

＜
男

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
59

.0
24

.6
16

.4
61

妻
　

 
 
い

る
51

.9
37

.2
10

.9
18

3
無

回
答

55
.6

16
.7

27
.8

18
＜
男

性
・

介
護

役
割

＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
55

.6
24

.1
20

.4
54

主
た

る
介

護
者

で
な

い
53

.2
35

.6
11

.2
20

5
無

回
答

66
.7

0.
0

33
.3

3

＜
女

性
＞

46
.9

36
.7

16
.4

76
2

＜
女

性
・
現
職

＞ 正
規

雇
用

53
.6

32
.1

14
.3

16
8

非
正

規
雇

用
49

.7
36

.1
14

.2
35

2
自

営
・

そ
の
他

40
.5

43
.1

16
.4

11
6

無
職

39
.5

43
.2

17
.3

81
無

回
答

28
.9

31
.1

40
.0

45
＜
女

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
48

.7
33

.7
17

.6
19

3
夫

　
 
 
い

る
46

.9
39

.4
13

.7
49

7
無

回
答

41
.7

26
.4

31
.9

72
＜
女

性
・

介
護

役
割

＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
45

.9
36

.6
17

.5
47

5
主

た
る
介

護
者

で
な

い
49

.8
37

.4
12

.8
26

5
無

回
答

31
.8

31
.8

36
.4

22

問
12

(1
) 　

要
介

護
者

は
、

家
族

･
親

族
以

外
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

た

　
　

　
 こ

と
が

あ
り

ま
す

か
。
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■
ボ

ラ
ン

テ
ィ
ア
の

援
助

  
  
  

  
  
な

い
  
  

  
  

 あ
る

  
 無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

67
.1

8.
2

24
.7

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
74

.1
7.

9
18

.0
18

9
40

-4
9歳

70
.9

10
.6

18
.6

35
0

50
-5

9歳
61

.6
6.

6
31

.8
48

5

＜
男

性
＞

69
.8

11
.1

19
.1

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞ 正

規
雇
用

77
.8

11
.7

10
.5

16
2

非
正

規
雇
用

66
.7

9.
5

23
.8

21
自

営
・

そ
の
他

60
.0

6.
0

34
.0

50
無
職

50
.0

22
.2

27
.8

18
無

回
答

36
.4

9.
1

54
.5

11
＜
男

性
・
同

居
配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　

い
な
い

70
.5

8.
2

21
.3

61
妻
　

 
 い

る
71

.6
11

.5
16

.9
18

3
無

回
答

50
.0

16
.7

33
.3

18
＜
男

性
・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

68
.5

9.
3

22
.2

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

70
.7

11
.2

18
.0

20
5

無
回
答

33
.3

33
.3

33
.3

3

＜
女

性
＞

66
.1

7.
2

26
.6

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞ 正

規
雇
用

72
.0

6.
5

21
.4

16
8

非
正

規
雇
用

69
.3

8.
2

22
.4

35
2

自
営
・

そ
の
他

64
.7

8.
6

26
.7

11
6

無
職

54
.3

4.
9

40
.7

81
無

回
答

44
.4

2.
2

53
.3

45
＜
女

性
・
同

居
配
偶

者
の

有
無

＞

夫
　

い
な
い

67
.4

5.
2

27
.5

19
3

夫
　

 
 い

る
67

.0
8.

0
24

.9
49

7
無

回
答

56
.9

6.
9

36
.1

72
＜
女

性
・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

62
.7

8.
2

29
.1

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

74
.3

4.
9

20
.8

26
5

無
回
答

40
.9

13
.6

45
.5

22

問
12

(1
) 　

要
介
護

者
は
、

家
族
･
親

族
以
外
の
介

護
サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し
た

　
　

　
 こ

と
が

あ
り
ま

す
か
。

 
 

 

■
隣
人

・
友

人
の
援

助

  
  

  
  

  
な

い
  

  
  

  
 あ

る
  

 無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総
計
＞

59
.0

18
.0

23
.0

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
66

.1
17

.5
16

.4
18

9
40

-4
9歳

63
.1

20
.0

16
.9

35
0

50
-5

9歳
53

.2
16

.7
30

.1
48

5

＜
男
性
＞

61
.8

19
.5

18
.7

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞ 正

規
雇
用

67
.9

21
.6

10
.5

16
2

非
正
規

雇
用

57
.1

19
.0

23
.8

21
自
営

・
そ

の
他

54
.0

14
.0

32
.0

50
無
職

50
.0

22
.2

27
.8

18
無

回
答

36
.4

9.
1

54
.5

11
＜
男
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

妻
　
い

な
い

63
.9

16
.4

19
.7

61
妻

　
 
 
い
る

62
.8

20
.2

16
.9

18
3

無
回
答

44
.4

22
.2

33
.3

18
＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

59
.3

16
.7

24
.1

54
主

た
る

介
護

者
で

な
い

62
.9

20
.0

17
.1

20
5

無
回
答

33
.3

33
.3

33
.3

3

＜
女
性
＞

58
.0

17
.5

24
.5

76
2

＜
女
性

・
現

職
＞ 正

規
雇
用

58
.3

21
.4

20
.2

16
8

非
正
規

雇
用

60
.8

18
.8

20
.5

35
2

自
営

・
そ

の
他

62
.9

12
.9

24
.1

11
6

無
職

49
.4

14
.8

35
.8

81
無

回
答

37
.8

8.
9

53
.3

45
＜
女
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

夫
　
い

な
い

62
.2

12
.4

25
.4

19
3

夫
　
 
 
い
る

57
.7

19
.1

23
.1

49
7

無
回
答

48
.6

19
.4

31
.9

72
＜
女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

54
.1

19
.6

26
.3

47
5

主
た
る

介
護

者
で

な
い

66
.8

13
.6

19
.6

26
5

無
回
答

36
.4

18
.2

45
.5

22

問
12

(1
) 　

要
介

護
者

は
、

家
族
･
親

族
以

外
の
介

護
サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

た

　
　
　

 こ
と
が
あ

り
ま

す
か

。

 

－255－



 

 
　

　
　

■
役

所
や

介
護

施
設

へ
の
申

請
・

事
務

手
続

き

 は
い

 い
い

え
無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

62
.5

33
.4

4.
0

76
9

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
40

.0
56

.2
3.

8
13

0
40

-4
9歳

60
.2

37
.8

1.
9

25
9

50
-5

9歳
71

.8
22

.6
5.

5
38

0

＜
男

性
＞

53
.1

42
.8

4.
1

19
4

＜
男

性
・
現

職
＞ 正

規
雇

用
52

.1
44

.4
3.

4
11

7
非

正
規

雇
用

44
.4

50
.0

5.
6

18
自

営
・

そ
の
他

56
.1

43
.9

0.
0

41
無

職
69

.2
23

.1
7.

7
13

無
回

答
40

.0
20

.0
40

.0
5

＜
男

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
46

.5
46

.5
7.

0
43

妻
　

 
 い

る
52

.6
44

.4
3.

0
13

5
無

回
答

75
.0

18
.8

6.
3

16
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

75
.0

20
.0

5.
0

40
主

た
る

介
護

者
で

な
い

47
.7

48
.3

4.
0

15
1

無
回

答
33

.3
66

.7
0.

0
3

＜
女

性
＞

65
.7

30
.3

4.
0

57
5

＜
女

性
・
現

職
＞ 正

規
雇

用
61

.9
34

.1
4.

0
12

6
非

正
規

雇
用

65
.2

31
.8

3.
0

26
7

自
営

・
そ

の
他

76
.3

19
.6

4.
1

97
無

職
62

.1
31

.0
6.

9
58

無
回

答
59

.3
33

.3
7.

4
27

＜
女

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
54

.0
40

.9
5.

1
13

7
夫

　
 
 い

る
68

.3
27

.9
3.

8
39

4
無

回
答

79
.5

18
.2

2.
3

44
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

79
.9

14
.7

5.
4

35
3

主
た

る
介

護
者
で

な
い

41
.6

56
.5

1.
9

20
9

無
回

答
69

.2
30

.8
0.

0
13

問
12

(1
)　

訪
問

介
護

サ
ー

ビ
ス

、
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
、

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
の

   
   

   
 　

い
ず

れ
か

を
利

用
し

た
こ

と
が

 あ
る

方
は

SQ
に

も
お
答
え

く
だ

　
　

　
　
さ

い
。

　
　

　
   
最

初
の

利
用

に
あ

た
り

あ
な

た
は
以

下
の

こ
と

を
し

ま
し

た
か

。

 
 

 

■
ケ

ア
マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー
の

選
定

 は
い

 い
い

え
無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計
＞

48
.1

47
.5

4.
4

76
9

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
20

.0
76

.2
3.

8
13

0
40

-4
9歳

45
.6

51
.7

2.
7

25
9

50
-5

9歳
59

.5
34

.7
5.

8
38

0

＜
男
性
＞

35
.6

60
.3

4.
1

19
4

＜
男
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
34

.2
62

.4
3.

4
11

7
非

正
規

雇
用

27
.8

66
.7

5.
6

18
自

営
・
そ

の
他

43
.9

56
.1

0.
0

41
無

職
38

.5
53

.8
7.

7
13

無
回

答
20

.0
40

.0
40

.0
5

＜
男
性

・
同
居

配
偶
者

の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

20
.9

72
.1

7.
0

43
妻

　
 
 
い

る
37

.0
60

.0
3.

0
13

5
無

回
答

62
.5

31
.3

6.
3

16
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

62
.5

32
.5

5.
0

40
主
た

る
介

護
者
で

な
い

27
.8

68
.2

4.
0

15
1

無
回

答
66

.7
33

.3
0.

0
3

＜
女
性
＞

52
.3

43
.1

4.
5

57
5

＜
女
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
46

.0
49

.2
4.

8
12

6
非

正
規

雇
用

52
.1

43
.8

4.
1

26
7

自
営

・
そ

の
他

62
.9

33
.0

4.
1

97
無

職
51

.7
41

.4
6.

9
58

無
回

答
48

.1
48

.1
3.

7
27

＜
女
性

・
同
居

配
偶
者

の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

42
.3

52
.6

5.
1

13
7

夫
　
 
 
い

る
56

.1
39

.6
4.

3
39

4
無

回
答

50
.0

45
.5

4.
5

44
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

63
.2

30
.6

6.
2

35
3

主
た

る
介

護
者
で

な
い

34
.0

64
.1

1.
9

20
9

無
回

答
53

.8
46

.2
0.

0
13

問
12

(1
)　

訪
問

介
護

サ
ー
ビ

ス
、
デ

イ
サ

ー
ビ
ス
、
シ

ョ
ー
ト

ス
テ

イ
の

   
   

   
 　

い
ず

れ
か

を
利
用

し
た
こ

と
が

 あ
る

方
は

SQ
に
も

お
答
え
く

だ
　

　
　

　
さ

い
。

　
　
　

   
最
初

の
利
用

に
あ

た
り
あ

な
た
は
以
下

の
こ

と
を
し

ま
し
た

か
。
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■
訪

問
介

護
サ

ー
ビ
ス

利
用

し
て

い
な
い

利
用
し

て
い
る

無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

61
.6

28
.6

9.
8

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
65

.6
28

.6
5.

8
18

9
40

-4
9歳

62
.0

32
.6

5.
4

35
0

50
-5

9歳
59

.8
25

.8
14

.4
48

5

＜
男

性
＞

64
.1

29
.0

6.
9

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞ 正

規
雇

用
66

.0
29

.0
4.

9
16

2
非

正
規
雇

用
52

.4
47

.6
0.

0
21

自
営

・
そ
の

他
66

.0
28

.0
6.

0
50

無
職

77
.8

5.
6

16
.7

18
無
回

答
27

.3
36

.4
36

.4
11

＜
男

性
・
同

居
配
偶

者
の

有
無
＞

妻
　

い
な

い
57

.4
31

.1
11

.5
61

妻
　

 
 い

る
66

.1
27

.9
6.

0
18

3
無
回

答
66

.7
33

.3
0.

0
18

＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

61
.1

35
.2

3.
7

54
主
た

る
介
護

者
で

な
い

64
.4

27
.8

7.
8

20
5

無
回

答
10

0.
0

0.
0

0.
0

3

＜
女

性
＞

60
.8

28
.5

10
.8

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞ 正

規
雇

用
65

.5
30

.4
4.

2
16

8
非

正
規
雇

用
61

.6
29

.8
8.

5
35

2
自
営

・
そ
の

他
59

.5
26

.7
13

.8
11

6
無

職
61

.7
22

.2
16

.0
81

無
回

答
37

.8
26

.7
35

.6
45

＜
女

性
・
同

居
配
偶

者
の

有
無
＞

夫
　

い
な

い
62

.2
30

.1
7.

8
19

3
夫

　
 
 い

る
61

.0
28

.0
11

.1
49

7
無
回

答
55

.6
27

.8
16

.7
72

＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

60
.2

27
.8

12
.0

47
5

主
た

る
介
護

者
で

な
い

61
.9

30
.2

7.
9

26
5

無
回

答
59

.1
22

.7
18

.2
22

問
12

(2
)　

要
介
護

者
は
、

現
在
、

家
族
･親

族
以

外
の

介
護
サ

ー
ビ
ス

を

　
　

　
 利

用
し

て
い

ま
す
か
。

  
  

  

■
デ
イ

サ
ー

ビ
ス

利
用
し

て
い
な

い
利

用
し

て
い
る

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計

＞
45

.4
50

.2
4.

4
10

24

＜
年
齢

＞

30
-3

9 歳
53

.4
42

.9
3.

7
18

9
40

-4
9歳

50
.3

46
.9

2.
9

35
0

50
-5

9歳
38

.8
55

.5
5.

8
48

5

＜
男
性

＞
45

.0
50

.8
4.

2
26

2
＜
男
性

・
現

職
＞ 正

規
雇
用

48
.8

49
.4

1.
9

16
2

非
正
規

雇
用

47
.6

47
.6

4.
8

21
自
営

・
そ

の
他

38
.0

60
.0

2.
0

50
無
職

38
.9

55
.6

5.
6

18
無

回
答

27
.3

27
.3

45
.5

11
＜
男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

44
.3

49
.2

6.
6

61
妻

　
 
 
い
る

45
.4

51
.4

3.
3

18
3

無
回
答

44
.4

50
.0

5.
6

18
＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

53
.7

42
.6

3.
7

54
主

た
る

介
護

者
で

な
い

42
.4

53
.2

4.
4

20
5

無
回
答

66
.7

33
.3

0.
0

3

＜
女
性

＞
45

.5
50

.0
4.

5
76

2
＜
女
性

・
現

職
＞ 正

規
雇
用

44
.6

54
.8

0.
6

16
8

非
正
規

雇
用

48
.0

48
.3

3.
7

35
2

自
営

・
そ

の
他

42
.2

55
.2

2.
6

11
6

無
職

48
.1

43
.2

8.
6

81
無

回
答

33
.3

44
.4

22
.2

45
＜
女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

47
.7

47
.7

4.
7

19
3

夫
　
 
 
い
る

43
.1

53
.3

3.
6

49
7

無
回
答

56
.9

33
.3

9.
7

72
＜
女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

47
.2

48
.2

4.
6

47
5

主
た
る

介
護

者
で

な
い

41
.1

55
.5

3.
4

26
5

無
回
答

63
.6

22
.7

13
.6

22

問
12

(2
)　

要
介

護
者

は
、

現
在

、
家

族
･
親
族

以
外

の
介

護
サ
ー

ビ
ス

を

　
　

　
 利

用
し

て
い
ま

す
か

。

  
  

 

■
シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ 利
用
し

て
い
な

い
利

用
し

て
い
る

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計
＞

65
.5

25
.0

9.
5

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
72

.0
22

.8
5.

3
18

9
40

-4
9歳

72
.0

22
.0

6.
0

35
0

50
-5

9歳
58

.4
28

.0
13

.6
48

5

＜
男
性
＞

65
.6

25
.2

9.
2

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞ 正

規
雇
用

68
.5

25
.9

5.
6

16
2

非
正
規

雇
用

61
.9

28
.6

9.
5

21
自
営

・
そ

の
他

64
.0

26
.0

10
.0

50
無
職

66
.7

16
.7

16
.7

18
無

回
答

36
.4

18
.2

45
.5

11
＜
男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

68
.9

19
.7

11
.5

61
妻

　
 
 い

る
63

.4
28

.4
8.

2
18

3
無

回
答

77
.8

11
.1

11
.1

18
＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で
あ

る
74

.1
18

.5
7.

4
54

主
た
る

介
護

者
で
な

い
62

.9
27

.3
9.

8
20

5
無

回
答

10
0.

0
0.

0
0.

0
3

＜
女
性
＞

65
.5

24
.9

9.
6

76
2

＜
女
性

・
現

職
＞ 正

規
雇
用

72
.6

23
.2

4.
2

16
8

非
正
規

雇
用

67
.9

24
.7

7.
4

35
2

自
営

・
そ

の
他

63
.8

25
.9

10
.3

11
6

無
職

58
.0

25
.9

16
.0

81
無

回
答

37
.8

28
.9

33
.3

45
＜
女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

71
.0

19
.2

9.
8

19
3

夫
　
 
 い

る
62

.2
29

.0
8.

9
49

7
無

回
答

73
.6

12
.5

13
.9

72
＜
女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で
あ

る
64

.8
24

.6
10

.5
47

5
主

た
る

介
護

者
で
な

い
67

.2
25

.7
7.

2
26

5
無

回
答

59
.1

22
.7

18
.2

22

問
12

(2
)　

要
介

護
者

は
、

現
在

、
家

族
･親

族
以

外
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

を

　
　

　
 利

用
し

て
い
ま

す
か
。
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■
ボ

ラ
ン

テ
ィ
ア

の
援

助

利
用

し
て

い
な
い

利
用

し
て
い

る
無
回

答
＜

実
数

＞

＜
総

計
＞

80
.9

6.
2

13
.0

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
86

.2
6.

3
7.

4
18

9
40

-4
9歳

83
.1

8.
9

8.
0

35
0

50
-5

9歳
77

.1
4.

1
18

.8
48

5

＜
男

性
＞

80
.5

8.
0

11
.5

26
2

＜
男

性
・

現
職

＞ 正
規

雇
用

85
.8

8.
6

5.
6

16
2

非
正
規

雇
用

76
.2

9.
5

14
.3

21
自
営

・
そ

の
他

78
.0

6.
0

16
.0

50
無
職

72
.2

5.
6

22
.2

18
無

回
答

36
.4

9.
1

54
.5

11
＜
男

性
・

同
居

配
偶

者
の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

80
.3

4.
9

14
.8

61
妻

　
 
 い

る
80

.9
8.

7
10

.4
18

3
無

回
答

77
.8

11
.1

11
.1

18
＜
男

性
・

介
護

役
割

＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

81
.5

9.
3

9.
3

54
主

た
る

介
護

者
で

な
い

80
.0

7.
8

12
.2

20
5

無
回
答

10
0.

0
0.

0
0.

0
3

＜
女

性
＞

81
.0

5.
5

13
.5

76
2

＜
女

性
・

現
職

＞ 正
規

雇
用

88
.7

5.
4

6.
0

16
8

非
正
規

雇
用

83
.2

6.
0

10
.8

35
2

自
営

・
そ

の
他

77
.6

7.
8

14
.7

11
6

無
職

74
.1

2.
5

23
.5

81
無

回
答

55
.6

2.
2

42
.2

45
＜
女

性
・

同
居

配
偶

者
の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

82
.9

4.
1

13
.0

19
3

夫
　
 
 い

る
80

.5
6.

6
12

.9
49

7
無

回
答

79
.2

1.
4

19
.4

72
＜
女

性
・

介
護

役
割

＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

78
.9

6.
3

14
.7

47
5

主
た
る

介
護

者
で

な
い

85
.3

4.
2

10
.6

26
5

無
回
答

72
.7

4.
5

22
.7

22

問
12

(2
)　

要
介

護
者

は
、

現
在
、

家
族

･親
族

以
外

の
介
護

サ
ー

ビ
ス

を

　
　

　
 利

用
し
て

い
ま

す
か
。

  
  

  

■
隣

人
・

友
人
の

援
助

利
用

し
て

い
な
い

利
用
し

て
い
る

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

75
.6

12
.0

12
.4

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
78

.8
13

.8
7.

4
18

9
40

-4
9歳

78
.3

14
.9

6.
9

35
0

50
-5

9歳
72

.4
9.

3
18

.4
48

5

＜
男

性
＞

77
.5

11
.1

11
.5

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞ 正

規
雇
用

82
.7

11
.7

5.
6

16
2

非
正
規

雇
用

66
.7

19
.0

14
.3

21
自
営

・
そ

の
他

76
.0

8.
0

16
.0

50
無
職

72
.2

5.
6

22
.2

18
無

回
答

36
.4

9.
1

54
.5

11
＜
男

性
・

同
居

配
偶

者
の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

78
.7

6.
6

14
.8

61
妻

　
 
 い

る
77

.0
12

.6
10

.4
18

3
無

回
答

77
.8

11
.1

11
.1

18
＜
男

性
・

介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

77
.8

13
.0

9.
3

54
主

た
る

介
護

者
で

な
い

77
.1

10
.7

12
.2

20
5

無
回
答

10
0.

0
0.

0
0.

0
3

＜
女

性
＞

74
.9

12
.3

12
.7

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞ 正

規
雇
用

78
.6

15
.5

6.
0

16
8

非
正
規

雇
用

77
.0

13
.4

9.
7

35
2

自
営

・
そ

の
他

75
.9

9.
5

14
.7

11
6

無
職

70
.4

7.
4

22
.2

81
無

回
答

51
.1

8.
9

40
.0

45
＜
女

性
・

同
居

配
偶

者
の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

77
.2

10
.9

11
.9

19
3

夫
　
 
 い

る
74

.6
12

.9
12

.5
49

7
無

回
答

70
.8

12
.5

16
.7

72
＜
女

性
・

介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

72
.2

13
.9

13
.9

47
5

主
た
る

介
護

者
で

な
い

80
.4

9.
4

10
.2

26
5

無
回
答

68
.2

13
.6

18
.2

22

問
12

(2
)　

要
介
護

者
は

、
現

在
、

家
族

･親
族
以

外
の

介
護
サ

ー
ビ

ス
を

　
　

　
 利

用
し

て
い

ま
す

か
。
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■
訪
問

介
護

サ
ー

ビ
ス

 
満

足
不
満

 無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計
＞

86
.7

9.
9

3.
4

29
3

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
88

.9
11

.1
0.

0
54

40
-4

9歳
89

.5
9.

6
0.

9
11

4
50

-5
9歳

83
.2

9.
6

7.
2

12
5

＜
男
性
＞

82
.9

14
.5

2.
6

76
＜
男
性

・
現

職
＞ 正

規
雇
用

87
.2

10
.6

2.
1

47
非

正
規

雇
用

60
.0

30
.0

10
.0

10
自
営

・
そ

の
他

92
.9

7.
1

0.
0

14
無
職

0.
0

10
0.

0
0.

0
1

無
回
答

75
.0

25
.0

0.
0

4
＜
男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

73
.7

26
.3

0.
0

19
妻

　
 
 
い
る

86
.3

9.
8

3.
9

51
無

回
答

83
.3

16
.7

0.
0

6
＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

78
.9

15
.8

5.
3

19
主

た
る

介
護

者
で

な
い

84
.2

14
.0

1.
8

57
無

回
答

0
.0

0
.0

0.
0

0

＜
女
性
＞

88
.0

8.
3

3.
7

21
7

＜
女
性

・
現

職
＞ 正

規
雇
用

86
.3

7.
8

5.
9

51
非

正
規

雇
用

93
.3

3.
8

2.
9

10
5

自
営

・
そ

の
他

77
.4

22
.6

0.
0

31
無
職

83
.3

11
.1

5.
6

18
無

回
答

83
.3

8.
3

8.
3

12
＜
女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

82
.8

15
.5

1.
7

58
夫

　
 
 
い
る

90
.6

4.
3

5.
0

13
9

無
回
答

85
.0

15
.0

0.
0

20
＜
女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

89
.4

5.
3

5.
3

13
2

主
た
る

介
護

者
で

な
い

87
.5

11
.3

1.
3

80
無

回
答

60
.0

40
.0

0.
0

5

問
12

(2
)

要
介

護
者

は
、

現
在

、
家

族
･親

族
以

外
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

を

   
   

   
   
利
用

し
て

い
ま

す
か

。

　
　

　
利

用
し

て
い
る

方
は

、
サ

ー
ビ

ス
内

容
に

満
足
し

て
い

ま
す

か
。

 
 

■
デ
イ

サ
ー
ビ
ス

 
満
足

不
満

 無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

87
.7

8.
6

3.
7

51
4

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
85

.2
11

.1
3.

7
81

40
-4

9歳
89

.0
8.

5
2.

4
16

4
50

-5
9歳

87
.7

7.
8

4.
5

26
9

＜
男
性
＞

87
.2

9.
0

3.
8

13
3

＜
男
性
・

現
職
＞ 正

規
雇
用

87
.5

10
.0

2.
5

80
非

正
規
雇

用
70

.0
20

.0
10

.0
10

自
営

・
そ
の
他

96
.7

0.
0

3.
3

30
無

職
70

.0
20

.0
10

.0
10

無
回
答

10
0.

0
0.

0
0.

0
3

＜
男
性
・

同
居
配

偶
者
の
有
無

＞

妻
　
い
な
い

83
.3

13
.3

3.
3

30
妻

　
 
 い

る
89

.4
6.

4
4.

3
94

無
回
答

77
.8

22
.2

0.
0

9
＜
男
性
・

介
護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

82
.6

13
.0

4.
3

23
主
た

る
介
護

者
で
な
い

88
.1

8.
3

3.
7

10
9

無
回
答

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

＜
女
性
＞

87
.9

8.
4

3.
7

38
1

＜
女
性
・

現
職
＞ 正

規
雇
用

82
.6

13
.0

4.
3

92
非

正
規
雇

用
90

.0
5.

9
4.

1
17

0
自
営

・
そ
の
他

89
.1

7.
8

3.
1

64
無

職
94

.3
5.

7
0.

0
35

無
回
答

80
.0

15
.0

5.
0

20
＜
女
性
・

同
居
配

偶
者
の
有
無

＞

夫
　
い
な
い

82
.6

14
.1

3.
3

92
夫

　
 
 い

る
89

.4
6.

8
3.

8
26

5
無
回
答

91
.7

4.
2

4.
2

24
＜
女
性
・

介
護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

90
.0

6.
6

3.
5

22
9

主
た

る
介
護

者
で
な
い

85
.0

11
.6

3.
4

14
7

無
回
答

80
.0

0.
0

20
.0

5

問
12

(2
)

要
介
護
者
は

、
現
在

、
家
族
･
親
族

以
外
の

介
護
サ
ー

ビ
ス
を

   
   

   
   
利

用
し
て
い

ま
す
か

。

　
　

利
用
し
て

い
る
方

は
、
サ
ー

ビ
ス
内

容
に
満

足
し
て
い

ま
す
か

。

  
 

■
シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ

 
満

足
不
満

 無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計
＞

80
.1

16
.0

3.
9

25
6

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
79

.1
16

.3
4.

7
43

40
-4

9歳
81

.8
15

.6
2.

6
77

50
-5

9歳
79

.4
16

.2
4.

4
13

6

＜
男
性
＞

75
.8

19
.7

4.
5

66
＜
男
性

・
現

職
＞ 正

規
雇
用

71
.4

23
.8

4.
8

42
非

正
規

雇
用

83
.3

16
.7

0.
0

6
自
営

・
そ

の
他

76
.9

15
.4

7.
7

13
無
職

10
0.

0
0.

0
0.

0
3

無
回
答

10
0.

0
0.

0
0.

0
2

＜
男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

83
.3

8.
3

8.
3

12
妻

　
 
 い

る
75

.0
21

.2
3.

8
52

無
回
答

50
.0

50
.0

0.
0

2
＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で
あ

る
80

.0
20

.0
0.

0
10

主
た
る

介
護

者
で
な

い
75

.0
19

.6
5.

4
56

無
回
答

0
.0

0
.0

0.
0

0

＜
女
性
＞

81
.6

14
.7

3.
7

19
0

＜
女
性

・
現

職
＞ 正

規
雇
用

76
.9

17
.9

5.
1

39
非

正
規

雇
用

82
.8

12
.6

4.
6

87
自
営

・
そ

の
他

86
.7

10
.0

3.
3

30
無
職

85
.7

14
.3

0.
0

21
無

回
答

69
.2

30
.8

0.
0

13
＜
女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

62
.2

32
.4

5.
4

37
夫

　
 
 い

る
86

.1
10

.4
3.

5
14

4
無

回
答

88
.9

11
.1

0.
0

9
＜
女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で
あ

る
83

.8
12

.0
4.

3
11

7
主

た
る

介
護

者
で
な

い
77

.9
19

.1
2.

9
68

無
回
答

80
.0

20
.0

0.
0

5

問
12

(2
)

要
介

護
者

は
、

現
在

、
家

族
･親

族
以

外
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

を

   
   

   
   
利
用

し
て

い
ま

す
か
。

　
　

利
用
し

て
い
る

方
は

、
サ

ー
ビ

ス
内
容

に
満

足
し

て
い

ま
す
か

。

 

－259－



 

 
 

 

■
ボ
ラ

ン
テ
ィ

ア
の
援

助  
満

足
不
満

 
無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

68
.3

11
.1

20
.6

63

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
66

.7
8.

3
25

.0
12

40
-4

9歳
80

.6
9.

7
9.

7
31

50
-5

9歳
50

.0
15

.0
35

.0
20

＜
男

性
＞

66
.7

14
.3

19
.0

21
＜
男

性
・
現

職
＞ 正

規
雇

用
71

.4
7.

1
21

.4
14

非
正

規
雇

用
0.

0
50

.0
50

.0
2

自
営

・
そ
の
他

66
.7

33
.3

0.
0

3
無

職
10

0.
0

0.
0

0.
0

1
無
回

答
10

0.
0

0.
0

0.
0

1
＜
男

性
・
同

居
配
偶

者
の

有
無
＞

妻
　

い
な

い
66

.7
0.

0
33

.3
3

妻
　

  
い

る
68

.8
12

.5
18

.8
16

無
回

答
50

.0
50

.0
0.

0
2

＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

60
.0

20
.0

20
.0

5
主
た

る
介
護

者
で

な
い

68
.8

12
.5

18
.8

16
無
回

答
0
.0

0
.0

0.
0

0

＜
女

性
＞

69
.0

9.
5

21
.4

42
＜
女

性
・
現

職
＞ 正

規
雇

用
44

.4
22

.2
33

.3
9

非
正

規
雇

用
66

.7
4.

8
28

.6
21

自
営

・
そ
の
他

88
.9

11
.1

0.
0

9
無

職
10

0.
0

0.
0

0.
0

2
無
回

答
10

0.
0

0.
0

0.
0

1
＜
女

性
・
同

居
配
偶

者
の

有
無
＞

夫
　

い
な

い
50

.0
25

.0
25

.0
8

夫
　

  
い

る
72

.7
6.

1
21

.2
33

無
回

答
10

0.
0

0.
0

0.
0

1
＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

66
.7

6.
7

26
.7

30
主
た

る
介
護

者
で

な
い

72
.7

18
.2

9.
1

11
無
回

答
10

0.
0

0.
0

0.
0

1

問
12

(2
)

要
介

護
者
は

、
現
在

、
家
族

･
親
族

以
外
の

介
護
サ

ー
ビ
ス

を

   
   

   
   
利
用

し
て
い

ま
す

か
。

　
　

利
用

し
て
い

る
方
は

、
サ
ー

ビ
ス
内

容
に
満

足
し

て
い
ま

す
か
。

 
 

 

■
隣
人

・
友

人
の
援

助

 
満

足
不
満

 無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計
＞

78
.0

5.
7

16
.3

12
3

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
80

.8
3.

8
15

.4
26

40
-4

9歳
88

.5
3.

8
7.

7
52

50
-5

9歳
64

.4
8.

9
26

.7
45

＜
男
性
＞

62
.1

10
.3

27
.6

29
＜
男
性

・
現

職
＞ 正

規
雇
用

68
.4

5.
3

26
.3

19
非

正
規

雇
用

25
.0

25
.0

50
.0

4
自
営

・
そ

の
他

75
.0

25
.0

0.
0

4
無
職

0.
0

0.
0

10
0.

0
1

無
回
答

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

＜
男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

75
.0

0.
0

25
.0

4
妻

　
 
 い

る
65

.2
8.

7
26

.1
23

無
回
答

0.
0

50
.0

50
.0

2
＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で
あ

る
42

.9
14

.3
42

.9
7

主
た
る

介
護

者
で
な

い
68

.2
9.

1
22

.7
22

無
回
答

0
.0

0
.0

0.
0

0

＜
女
性
＞

83
.0

4.
3

12
.8

94
＜
女
性

・
現

職
＞ 正

規
雇
用

84
.6

3.
8

11
.5

26
非

正
規

雇
用

78
.7

2.
1

19
.1

47
自
営

・
そ

の
他

81
.8

18
.2

0.
0

11
無
職

10
0.

0
0.

0
0.

0
6

無
回
答

10
0.

0
0.

0
0.

0
4

＜
女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

85
.7

9.
5

4.
8

21
夫

　
 
 い

る
79

.7
3.

1
17

.2
64

無
回
答

10
0.

0
0.

0
0.

0
9

＜
女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で
あ

る
81

.8
1.

5
16

.7
66

主
た
る

介
護

者
で
な

い
84

.0
12

.0
4.

0
25

無
回
答

10
0.

0
0.

0
0.

0
3

問
12

(2
)

要
介

護
者

は
、

現
在

、
家

族
･親

族
以

外
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

を

   
   

   
   
利
用

し
て

い
ま

す
か
。

　
　

利
用
し

て
い
る

方
は

、
サ

ー
ビ

ス
内
容

に
満

足
し

て
い

ま
す
か

。

 

－260－



 

■
訪

問
介

護
サ
ー

ビ
ス

利
用

し
た

い
利

用
し

た
く

な
い

無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

53
.0

20
.3

26
.7

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
50

.8
25

.9
23

.3
18

9
40

-4
9歳

59
.1

19
.7

21
.1

35
0

50
-5

9歳
49

.5
18

.6
32

.0
48

5

＜
男

性
＞

50
.0

22
.9

27
.1

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞ 正

規
雇
用

51
.9

24
.1

24
.1

16
2

非
正

規
雇
用

57
.1

28
.6

14
.3

21
自

営
・

そ
の
他

42
.0

26
.0

32
.0

50
無
職

44
.4

11
.1

44
.4

18
無

回
答

54
.5

0.
0

45
.5

11
＜
男

性
・
同

居
配

偶
者
の

有
無
＞

妻
　

い
な
い

55
.7

16
.4

27
.9

61
妻
　

 
 
い
る

49
.2

23
.5

27
.3

18
3

無
回
答

38
.9

38
.9

22
.2

18
＜
男

性
・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護
者
で
あ

る
46

.3
25

.9
27

.8
54

主
た
る

介
護
者
で
な

い
51

.7
22

.0
26

.3
20

5
無

回
答

0.
0

33
.3

66
.7

3

＜
女

性
＞

54
.1

19
.4

26
.5

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞ 正

規
雇
用

56
.5

19
.0

24
.4

16
8

非
正

規
雇
用

58
.8

19
.9

21
.3

35
2

自
営
・

そ
の
他

49
.1

19
.8

31
.0

11
6

無
職

45
.7

21
.0

33
.3

81
無

回
答

35
.6

13
.3

51
.1

45
＜
女

性
・
同

居
配

偶
者
の

有
無
＞

夫
　

い
な
い

55
.4

19
.7

24
.9

19
3

夫
　

 
 
い
る

54
.1

19
.3

26
.6

49
7

無
回
答

50
.0

19
.4

30
.6

72
＜
女

性
・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護
者
で
あ

る
53

.7
19

.6
26

.7
47

5
主

た
る

介
護
者
で
な

い
55

.1
19

.6
25

.3
26

5
無

回
答

50
.0

13
.6

36
.4

22

問
12

(2
)　

今
後

、
要
介

護
者
の

介
護
に

あ
た

り
、
介

護
サ
ー

ビ
ス
を

利
用

   
   

   
   
し
た

い
と

思
い
ま

す
か
。

 
 

 

■
デ

イ
サ

ー
ビ

ス

利
用

し
た

い
利

用
し

た
く

な
い

無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

67
.3

12
.6

20
.1

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
64

.6
17

.5
18

.0
18

9
40

-4
9歳

66
.9

13
.4

19
.7

35
0

50
-5

9歳
68

.7
10

.1
21

.2
48

5

＜
男

性
＞

64
.1

15
.3

20
.6

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞ 正

規
雇

用
67

.3
14

.8
17

.9
16

2
非
正

規
雇

用
52

.4
33

.3
14

.3
21

自
営
・

そ
の

他
66

.0
12

.0
22

.0
50

無
職

61
.1

16
.7

22
.2

18
無
回

答
36

.4
0.

0
63

.6
11

＜
男

性
・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　

い
な

い
65

.6
14

.8
19

.7
61

妻
　

 
 い

る
65

.6
13

.1
21

.3
18

3
無
回

答
44

.4
38

.9
16

.7
18

＜
男

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
51

.9
18

.5
29

.6
54

主
た

る
介

護
者

で
な

い
68

.3
14

.1
17

.6
20

5
無
回

答
0.

0
33

.3
66

.7
3

＜
女

性
＞

68
.4

11
.7

19
.9

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞ 正

規
雇

用
73

.2
10

.1
16

.7
16

8
非
正

規
雇

用
68

.2
14

.2
17

.6
35

2
自

営
・

そ
の

他
71

.6
11

.2
17

.2
11

6
無

職
60

.5
9.

9
29

.6
81

無
回

答
57

.8
2.

2
40

.0
45

＜
女

性
・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　

い
な

い
67

.4
11

.9
20

.7
19

3
夫
　

 
 い

る
71

.2
10

.1
18

.7
49

7
無
回

答
51

.4
22

.2
26

.4
72

＜
女

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
68

.0
11

.6
20

.4
47

5
主
た

る
介

護
者

で
な

い
70

.2
11

.7
18

.1
26

5
無
回

答
54

.5
13

.6
31

.8
22

問
12

( 2
)　

今
後
、

要
介
護

者
の

介
護

に
あ

た
り

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

   
   

   
   
し
た

い
と

思
い

ま
す

か
。

 
 

 

■
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

利
用

し
た

い
利

用
し

た
く

な
い

無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総

計
＞

56
.5

14
.8

28
.6

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
54

.0
18

.5
27

.5
18

9
40

-4
9歳

56
.9

16
.3

26
.9

35
0

50
-5

9歳
57

.3
12

.4
30

.3
48

5

＜
男

性
＞

51
.1

18
.3

30
.5

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞ 正

規
雇
用

56
.2

17
.9

25
.9

16
2

非
正

規
雇

用
47

.6
33

.3
19

.0
21

自
営

・
そ

の
他

46
.0

16
.0

38
.0

50
無
職

38
.9

16
.7

44
.4

18
無

回
答

27
.3

9.
1

63
.6

11
＜

男
性

・
同

居
配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　

い
な
い

47
.5

19
.7

32
.8

61
妻
　
 
 い

る
54

.6
16

.4
29

.0
18

3
無

回
答

27
.8

33
.3

38
.9

18
＜

男
性

・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

40
.7

24
.1

35
.2

54
主

た
る

介
護

者
で

な
い

54
.6

16
.6

28
.8

20
5

無
回
答

0.
0

33
.3

66
.7

3

＜
女

性
＞

58
.4

13
.6

28
.0

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞ 正

規
雇
用

57
.7

13
.7

28
.6

16
8

非
正

規
雇

用
61

.1
15

.9
23

.0
35

2
自

営
・

そ
の
他

56
.9

13
.8

29
.3

11
6

無
職

56
.8

9.
9

33
.3

81
無

回
答

46
.7

2.
2

51
.1

45
＜

女
性

・
同

居
配
偶

者
の

有
無

＞

夫
　

い
な
い

51
.3

16
.6

32
.1

19
3

夫
　
 
 い

る
64

.0
10

.7
25

.4
49

7
無

回
答

38
.9

26
.4

34
.7

72
＜

女
性

・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

59
.2

14
.5

26
.3

47
5

主
た

る
介

護
者
で

な
い

57
.7

12
.1

30
.2

26
5

無
回
答

50
.0

13
.6

36
.4

22

問
12

(2
)　

今
後

、
要
介

護
者

の
介

護
に

あ
た

り
、

介
護

サ
ー

ビ
ス

を
利

用

   
   

   
   
し

た
い

と
思

い
ま

す
か
。

 

－261－



 

■
ボ

ラ
ン

テ
ィ
ア

の
援

助 利
用

し
た

い
利

用
し

た
く

な
い

無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総

計
＞

22
.4

39
.7

37
.9

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
22

.8
45

.5
31

.7
18

9
40

-4
9 歳

26
.9

40
.0

33
.1

35
0

50
-5

9歳
19

.0
37

.3
43

.7
48

5

＜
男

性
＞

22
.1

40
.8

37
.0

26
2

＜
男

性
・

現
職

＞ 正
規

雇
用

26
.5

42
.6

30
.9

16
2

非
正
規

雇
用

19
.0

47
.6

33
.3

21
自

営
・
そ

の
他

10
.0

44
.0

46
.0

50
無

職
22

.2
27

.8
50

.0
18

無
回

答
18

.2
9.

1
72

.7
11

＜
男

性
・

同
居

配
偶
者

の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

18
.0

41
.0

41
.0

61
妻

　
 
 
い

る
24

.0
39

.9
36

.1
18

3
無

回
答

16
.7

50
.0

33
.3

18
＜
男

性
・

介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

16
.7

44
.4

38
.9

54
主

た
る

介
護

者
で

な
い

23
.9

40
.0

36
.1

20
5

無
回

答
0.

0
33

.3
66

.7
3

＜
女

性
＞

22
.4

39
.4

38
.2

76
2

＜
女

性
・

現
職

＞ 正
規

雇
用

20
.8

42
.3

36
.9

16
8

非
正
規

雇
用

24
.7

41
.8

33
.5

35
2

自
営

・
そ

の
他

24
.1

36
.2

39
.7

11
6

無
職

19
.8

35
.8

44
.4

81
無

回
答

11
.1

24
.4

64
.4

45
＜
女

性
・

同
居

配
偶
者

の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

20
.2

40
.9

38
.9

19
3

夫
　
 
 
い

る
22

.9
39

.0
38

.0
49

7
無

回
答

25
.0

37
.5

37
.5

72
＜
女

性
・

介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

24
.0

38
.1

37
.9

47
5

主
た

る
介

護
者
で

な
い

20
.0

41
.9

38
.1

26
5

無
回

答
18

.2
36

.4
45

.5
22

問
12

(2
)　

今
後
、

要
介

護
者

の
介

護
に

あ
た

り
、

介
護

サ
ー

ビ
ス

を
利

用

   
   

   
   
し

た
い

と
思
い

ま
す

か
。

 
 

 

■
隣

人
・

友
人

の
援
助

利
用

し
た

い
利

用
し

た
く

な
い

無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計

＞
20

.0
43

.5
36

.5
10

24

＜
年
齢

＞

30
-3

9 歳
18

.0
53

.4
28

.6
18

9
40

-4
9歳

25
.7

42
.3

32
.0

35
0

50
-5

9歳
16

.7
40

.4
42

.9
48

5

＜
男
性

＞
16

.4
45

.8
37

.8
26

2
＜

男
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
19

.8
48

.8
31

.5
16

2
非

正
規

雇
用

4.
8

61
.9

33
.3

21
自

営
・
そ

の
他

14
.0

38
.0

48
.0

50
無

職
5.

6
44

.4
50

.0
18

無
回

答
18

.2
9.

1
72

.7
11

＜
男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

9.
8

49
.2

41
.0

61
妻

　
  

い
る

19
.7

43
.7

36
.6

18
3

無
回

答
5.

6
55

.6
38

.9
18

＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

13
.0

50
.0

37
.0

54
主

た
る

介
護

者
で

な
い

17
.6

44
.9

37
.6

20
5

無
回

答
0.

0
33

.3
66

.7
3

＜
女
性

＞
21

.3
42

.7
36

.1
76

2
＜

女
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
24

.4
42

.3
33

.3
16

8
非

正
規

雇
用

22
.2

45
.7

32
.1

35
2

自
営

・
そ

の
他

20
.7

40
.5

38
.8

11
6

無
職

17
.3

42
.0

40
.7

81
無

回
答

11
.1

26
.7

62
.2

45
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

19
.7

43
.5

36
.8

19
3

夫
　
  

い
る

22
.1

42
.1

35
.8

49
7

無
回

答
19

.4
44

.4
36

.1
72

＜
女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

24
.2

40
.8

34
.9

47
5

主
た
る

介
護

者
で

な
い

16
.6

45
.7

37
.7

26
5

無
回

答
13

.6
45

.5
40

.9
22

問
12

(2
)　

今
後

、
要
介

護
者

の
介

護
に

あ
た

り
、

介
護
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

   
   

   
   
し
た

い
と

思
い

ま
す

か
。
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あ
る

な
い

わ
か
ら

な
い

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

83
.2

10
.3

4.
5

2.
1

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
74

.1
13

.8
11

.1
1.

1
18

9
40

-4
9歳

80
.6

12
.9

4.
9

1.
7

35
0

50
-5

9歳
88

.7
7.

0
1.

6
2.

7
48

5

＜
男
性
＞

76
.0

14
.5

6.
1

3.
4

26
2

＜
男
性
・

現
職
＞ 正

規
雇
用

77
.2

16
.0

4.
9

1.
9

16
2

非
正
規
雇
用

76
.2

9.
5

14
.3

0.
0

21
自
営
・
そ
の
他

82
.0

10
.0

6.
0

2.
0

50
無
職

72
.2

22
.2

0.
0

5.
6

18
無
回
答

36
.4

9.
1

18
.2

36
.4

11
＜
男
性
・

同
居
配
偶
者
の
有

無
＞

妻
　
い
な
い

68
.9

19
.7

8.
2

3.
3

61
妻
　
 
 
い
る

78
.1

13
.7

4.
9

3.
3

18
3

無
回
答

77
.8

5.
6

11
.1

5.
6

18
＜
男
性
・

介
護
役
割
＞

主
た
る

介
護
者
で
あ
る

75
.9

16
.7

3.
7

3.
7

54
主
た
る

介
護
者
で
な
い

75
.6

14
.1

6.
8

3.
4

20
5

無
回
答

10
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
3

＜
女
性
＞

85
.7

8.
8

3.
9

1.
6

76
2

＜
女
性
・

現
職
＞ 正

規
雇
用

88
.7

6.
0

5.
4

0.
0

16
8

非
正
規
雇
用

85
.8

9.
1

4.
3

0.
9

35
2

自
営
・
そ
の
他

87
.1

11
.2

0.
9

0.
9

11
6

無
職

84
.0

9.
9

4.
9

1.
2

81
無
回
答

73
.3

8.
9

2.
2

15
.6

45
＜
女
性
・

同
居
配
偶
者
の
有

無
＞

夫
　
い
な
い

83
.4

11
.9

3.
6

1.
0

19
3

夫
　
 
 
い
る

87
.5

7.
0

4.
2

1.
2

49
7

無
回
答

79
.2

12
.5

2.
8

5.
6

72
＜
女
性
・

介
護
役
割
＞

主
た
る

介
護
者
で
あ
る

85
.9

10
.3

2.
5

1.
3

47
5

主
た
る

介
護
者
で
な
い

86
.4

5.
7

6.
4

1.
5

26
5

無
回
答

72
.7

13
.6

4.
5

9.
1

22

問
12

(3
)　

こ
れ
ま
で
に
要

介
護
者
は
介
護
認

定
を
受
け
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
か
。

 
 

 

要
支

援
要

介
護

１
要

介
護

２
要

介
護

３
要

介
護

４
要

介
護

５
認

定
さ

れ
な

か
っ

た
わ

か
ら

な
い

無
回

答
＜

実
数

＞

＜
総
計

＞
15

.6
26

.3
20

.0
16

.2
7.

4
8.

7
0.

1
3.

6
2.

1
85

2

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
11

.4
20

.0
12

.9
15

.0
11

.4
13

.6
0.

0
12

.1
3.

6
14

0
40

-4
9歳

15
.2

25
.9

22
.0

13
.1

7.
4

10
.6

0.
0

3.
5

2.
1

28
2

50
-5

9歳
17

.2
28

.6
20

.9
18

.6
6.

0
5.

8
0.

2
0.

9
1.

6
43

0

＜
男
性

＞
12

.6
27

.1
16

.6
19

.1
10

.6
7.

0
0.

0
4.

5
2.

5
19

9
＜

男
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
14

.4
22

.4
17

.6
20

.8
12

.0
6.

4
0.

0
4.

0
2.

4
12

5
非
正

規
雇

用
0.

0
37

.5
12

.5
12

.5
6.

3
18

.8
0.

0
12

.5
0.

0
16

自
営

・
そ

の
他

14
.6

31
.7

17
.1

19
.5

9.
8

4.
9

0.
0

2.
4

0.
0

41
無

職
7.

7
38

.5
15

.4
7.

7
7.

7
7.

7
0.

0
7.

7
7.

7
13

無
回

答
0.

0
50

.0
0.

0
25

.0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
25

.0
4

＜
男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

11
.9

16
.7

19
.0

21
.4

9.
5

7.
1

0.
0

14
.3

0.
0

42
妻

　
 
 い

る
12

.6
28

.0
16

.1
19

.6
11

.9
7.

0
0.

0
2.

1
2.

8
14

3
無

回
答

14
.3

50
.0

14
.3

7.
1

0.
0

7.
1

0.
0

0.
0

7.
1

14
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
7.

3
36

.6
14

.6
24

.4
7.

3
7.

3
0.

0
0.

0
2.

4
41

主
た

る
介

護
者

で
な

い
13

.5
25

.2
17

.4
18

.1
11

.0
6.

5
0.

0
5.

8
2.

6
15

5
無

回
答

33
.3

0.
0

0.
0

0.
0

33
.3

33
.3

0.
0

0.
0

0.
0

3

＜
女
性

＞
16

.5
26

.0
21

.0
15

.3
6.

4
9.

2
0.

2
3.

4
2.

0
65

3
＜

女
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
14

.1
23

.5
22

.8
17

.4
7.

4
8.

7
0.

7
3.

4
2.

0
14

9
非
正

規
雇

用
17

.2
28

.5
18

.9
15

.6
5.

6
7.

9
0.

0
4.

6
1.

7
30

2
自

営
・
そ

の
他

15
.8

26
.7

25
.7

14
.9

5.
0

6.
9

0.
0

3.
0

2.
0

10
1

無
職

16
.2

20
.6

19
.1

13
.2

8.
8

19
.1

0.
0

0.
0

2.
9

68
無

回
答

24
.2

24
.2

21
.2

9.
1

9.
1

9.
1

0.
0

0.
0

3.
0

33
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

8.
7

21
.7

21
.7

13
.7

10
.6

15
.5

0.
6

5.
0

2.
5

16
1

夫
　
 
 い

る
18

.9
28

.0
19

.5
16

.6
5.

1
7.

1
0.

0
3.

2
1.

6
43

5
無

回
答

21
.1

22
.8

29
.8

10
.5

5.
3

7.
0

0.
0

0.
0

3.
5

57
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
1 9

.6
27

.5
21

.1
14

.5
5.

4
7.

8
0.

2
1.

5
2.

5
40

8
主
た

る
介

護
者

で
な

い
10

.5
24

.5
19

.7
17

.0
8.

3
11

.8
0.

0
7.

0
1.

3
22

9
無

回
答

25
.0

12
.5

37
.5

12
.5

6.
3

6.
3

0.
0

0.
0

0.
0

16

問
12

(3
)　

こ
れ
ま

で
に

要
介

護
者

は
介
護

認
定

を
受

け
た

こ
と

が
あ

り
ま
す

か
。

（
あ

る
人

）

　
　
S
Q1
2-
3
-1
　

最
初

に
受

け
た

と
き
の

要
介

護
者

の
要

介
護

度
は

次
の

ど
れ

で
す
か

。
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あ
る

な
い

わ
か

ら
な

い
無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計

＞
81

.0
10

.3
7.

6
1.

1
85

2

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
64

.3
15

.7
18

.6
1.

4
14

0
40

-4
9歳

79
.4

9.
9

10
.6

0.
0

28
2

50
-5

9歳
87

.4
8.

8
2.

1
1.

6
43

0

＜
男
性

＞
76

.9
11

.6
10

.6
1.

0
19

9
＜

男
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
75

.2
10

.4
12

.8
1.

6
12

5
非
正

規
雇

用
62

.5
25

.0
12

.5
0.

0
16

自
営
・

そ
の

他
85

.4
9.

8
4.

9
0.

0
41

無
職

84
.6

15
.4

0.
0

0.
0

13
無

回
答

75
.0

0.
0

25
.0

0.
0

4
＜

男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　

い
な

い
71

.4
16

.7
11

.9
0.

0
42

妻
　

  
い

る
77

.6
9.

8
11

.2
1.

4
14

3
無

回
答

85
.7

14
.3

0.
0

0.
0

14
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
90

.2
9.

8
0.

0
0.

0
41

主
た

る
介

護
者

で
な

い
72

.9
12

.3
13

.5
1.

3
15

5
無

回
答

10
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
3

＜
女
性

＞
82

.2
10

.0
6.

7
1.

1
65

3
＜

女
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
78

.5
12

.8
8.

1
0.

7
14

9
非
正

規
雇

用
83

.1
7.

9
7.

9
1.

0
30

2
自

営
・

そ
の

他
82

.2
7.

9
6.

9
3.

0
10

1
無

職
80

.9
17

.6
1.

5
0.

0
68

無
回

答
93

.9
6.

1
0.

0
0.

0
33

＜
女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　

い
な

い
71

.4
17

.4
10

.6
0.

6
16

1
夫
　

  
い

る
86

.0
7.

1
5.

5
1.

4
43

5
無

回
答

84
.2

10
.5

5.
3

0.
0

57
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
87

.0
9.

6
2.

0
1.

5
40

8
主

た
る

介
護
者

で
な

い
73

.8
10

.9
14

.8
0.

4
22

9
無

回
答

81
.3

6.
3

12
.5

0.
0

16

問
12

(3
-2

)　
こ
れ

ま
で

に
要
介

護
者

は
介

護
認

定
を

受
け

た
こ

と
が

あ
り

ま
す

か
。

  
SQ
　

要
介

護
者

は
、

要
介

護
度

再
認

定
を

受
け

た
こ

と
が
あ

り
ま

す
か

。

 
 

 
 

要
支

援
要

介
護

１
要

介
護

２
要

介
護

３
要

介
護

４
要

介
護

５

認
定

さ
れ

な
か

っ
た

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数

＞

＜
総
計

＞
5.

4
25

.4
21

.0
20

.7
13

.3
11

.4
0.

0
1.

7
1.

0
69

0

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
4.

4
25

.6
23

.3
14

.4
14

.4
12

.2
0.

0
4.

4
1.

1
90

40
-4

9歳
5.

4
26

.8
17

.4
19

.6
14

.7
12

.9
0.

0
1.

8
1.

3
22

4
50

-5
9歳

5.
6

24
.5

22
.6

22
.9

12
.2

10
.4

0.
0

1.
1

0.
8

37
6

＜
男
性

＞
5.

9
22

.9
19

.6
27

.5
9.

2
11

.1
0.

0
2.

0
2.

0
15

3
＜

男
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
7.

4
25

.5
17

.0
29

.8
4.

3
10

.6
0.

0
3.

2
2.

1
94

非
正
規

雇
用

0.
0

20
.0

10
.0

10
.0

20
.0

40
.0

0.
0

0.
0

0.
0

10
自

営
・
そ

の
他

5.
7

14
.3

20
.0

31
.4

20
.0

5.
7

0.
0

0.
0

2.
9

35
無

職
0.

0
27

.3
36

.4
18

.2
9.

1
9.

1
0.

0
0.

0
0.

0
11

無
回

答
0.

0
33

.3
66

.7
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
3

＜
男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い

な
い

0.
0

30
.0

16
.7

23
.3

13
.3

13
.3

0.
0

3.
3

0.
0

30
妻

　
 
 い

る
7.

2
18

.9
20

.7
29

.7
8.

1
10

.8
0.

0
1.

8
2.

7
11

1
無

回
答

8.
3

41
.7

16
.7

16
.7

8.
3

8.
3

0.
0

0.
0

0.
0

12
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

2.
7

35
.1

16
.2

21
.6

5.
4

16
.2

0.
0

0.
0

2.
7

37
主
た

る
介

護
者
で

な
い

7.
1

19
.5

21
.2

29
.2

9.
7

8.
8

0.
0

2.
7

1.
8

11
3

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
33

.3
33

.3
33

.3
0.

0
0.

0
0.

0
3

＜
女
性

＞
5.

2
26

.1
21

.4
18

.8
14

.5
11

.5
0.

0
1.

7
0.

7
53

7
＜

女
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
1.

7
27

.4
23

.9
23

.9
8.

5
9.

4
0.

0
4.

3
0.

9
11

7
非

正
規

雇
用

6.
0

27
.5

20
.3

17
.5

16
.7

10
.0

0.
0

1.
6

0.
4

25
1

自
営

・
そ

の
他

4.
8

26
.5

21
.7

19
.3

9.
6

18
.1

0.
0

0.
0

0.
0

83
無

職
9.

1
21

.8
20

.0
12

.7
20

.0
14

.5
0.

0
0.

0
1.

8
55

無
回

答
6.

5
16

.1
22

.6
19

.4
22

.6
9.

7
0.

0
0.

0
3.

2
31

＜
女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い

な
い

0.
9

21
.7

20
.9

21
.7

11
.3

19
.1

0.
0

3.
5

0.
9

11
5

夫
　
 
 い

る
6.

4
27

.0
20

.3
19

.3
15

.8
9.

1
0.

0
1.

3
0.

8
37

4
無

回
答

6.
3

29
.2

31
.3

8.
3

12
.5

12
.5

0.
0

0.
0

0.
0

48
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

6.
8

28
.7

22
.3

15
.5

14
.9

9.
9

0.
0

1.
1

0.
8

35
5

主
た

る
介

護
者
で

な
い

2.
4

21
.9

18
.3

26
.6

14
.2

13
.0

0.
0

3.
0

0.
6

16
9

無
回

答
0.

0
7.

7
38

.5
7.

7
7.

7
38

.5
0.

0
0.

0
0.

0
13

問
12

(3
)　

こ
れ

ま
で

に
要

介
護

者
は

介
護

認
定

を
受
け

た
こ

と
が

あ
り

ま
す

か
。

　
　
S
Q1
2-
3
-3
　

現
在

の
要
介

護
者

の
要

介
護

度
は

ど
れ

で
す
か

。
（

再
認

定
を

受
け
た

こ
と

が
「

あ
る

」
人

）
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 問
12

(4
)　

要
介
護
者

の
介
護
費
用
を
払
っ
て
い
る
方
は
ど
な
た
で
す
か
。

あ
な
た

子
ど
も

子
ど
も

の
配
偶

者
自
分
の

父
親

自
分
の

母
親

自
分
の

祖
父

自
分
の

祖
母

自
分
の

兄
弟

姉
妹

こ
れ
ら
以

外
の
自
分

の
親
族

配
偶
者

配
偶
者

の
父
親

配
偶
者

の
母
親

配
偶
者

の
祖
父

配
偶
者

の
祖
母

配
偶
者

の
兄
弟

姉
妹

こ
れ
ら
以

外
の
配
偶

者
の
親
族

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

49
.7

0.
3

0.
2

18
.2

21
.4

0.
4

2.
2

2.
6

0.
6

20
.8

11
.1

15
.9

0.
2

0.
7

0.
8

0.
1

4.
3

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
41

.3
0.

0
0.

5
37

.0
23

.3
2.

1
9.

5
4.

2
2.

6
15

.3
10

.1
9.

0
0.

0
1.

1
0.

5
0.

0
4.

2
18

9
40

-4
9 歳

44
.0

0.
0

0.
0

14
.9

18
.9

0.
0

1.
1

2.
0

0.
0

22
.6

14
.3

19
.4

0.
3

1.
1

0.
3

0.
3

4.
0

35
0

50
-5

9 歳
57

.1
0.
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■
町
内

会
･
自

治
会
･
婦

人
会

な
ど

の
地

域
活
動

介
護

前
か

ら
続

け
て

い
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介
護
を
機

に
や
め

た
介
護
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し
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い

な
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＜
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＞
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護
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わ
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と
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が
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ま
す
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娯
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介
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護
に
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め
る
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地
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な
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り
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あ
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■
高
齢

者
介

護
・

援
助

に
関

わ
る

ボ
ラ
ン

テ
ィ

ア
・

Ｎ
Ｐ

Ｏ
の
活

動

介
護

前
か

ら
続

け
て

い
る

介
護
を
機

に
や
め

た
介
護
中
に

始
め

た
し

て
い

な
い

無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

4.
7

0.
6

2.
4
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.8
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5
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＜
年

齢
＞
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-3
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5
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1
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6
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.7
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1
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9
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9 歳

5.
4

0.
3

2.
3
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.6

3.
4

35
0

50
-5

9 歳
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8
0.

6
2.

9
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.6
4.

1
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5

＜
男

性
＞

3.
4

0.
0

0.
8

90
.5

5.
3

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞ 正

規
雇
用

3.
1

0.
0

1.
2

92
.6

3.
1

16
2

非
正
規

雇
用

4.
8

0.
0

0.
0
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.2

0.
0
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自
営

・
そ

の
他

6.
0

0.
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0.
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.0
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0
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無
職
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0

0.
0

0.
0
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.9
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.1
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無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0
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.7
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.3
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＜
男

性
・
同

居
配

偶
者
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有
無

＞

妻
　
い

な
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0.
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0.
0
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.5
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る
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7
0.

0
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1
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8
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無

回
答
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0.
0

0.
0
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6
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＜
男

性
・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で
あ

る
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4
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0
1.

9
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.2
5.

6
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主
た
る

介
護

者
で
な

い
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4
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0
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5
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4
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無

回
答
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0

0.
0

0.
0
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3

＜
女

性
＞
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1

0.
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3.
0
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.2
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9
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2

＜
女

性
・
現

職
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規
雇
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6

0.
0
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2
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.0

1.
2
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非
正
規

雇
用
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5

0.
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5
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.2
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1
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営

・
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の
他

5.
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6

3.
4

87
.1

1.
7

11
6

無
職

1.
2

1.
2

1.
2

92
.6

3.
7

81
無

回
答

6.
7

0.
0

0.
0

68
.9

24
.4

45
＜
女

性
・
同

居
配

偶
者
の
有
無

＞

夫
　
い

な
い

2.
1

1.
0

2.
1

90
.7

4.
1

19
3

夫
　
 
 い

る
6.

6
0.

6
3.

4
87

.7
1.

6
49

7
無

回
答

2.
8

1.
4

2.
8

84
.7

8.
3

72
＜
女

性
・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で
あ

る
6.

5
1.

1
4.

0
86

.3
2.

1
47

5
主

た
る

介
護

者
で
な

い
3.

0
0.

4
1.

1
92

.1
3.

4
26

5
無

回
答

0.
0

0.
0

4.
5

81
.8

13
.6

22

問
12

(6
) 　

あ
な
た
は

、
介

護
に

関
わ

り
始

め
る

以
前

か
ら
、

次
の

よ
う

な
地

域
と
つ

な
が

り
の

あ
る

　
　

　
活
動

を
し

て
い

ま
す

か
。

  
  

  
  

  
  

  

■
そ

の
他

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
・
Ｎ

Ｐ
Ｏ
・
生

協
な

ど
の

市
民

活
動

介
護
前

か
ら

続
け

て
い

る

介
護

を
機

に
や

め
た

介
護
中

に
始
め

た
し

て
い

な
い

無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

10
.0

1.
4

2.
8

82
.6

3.
2

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
2.

6
0.

0
4.

8
91

.0
1.

6
18

9
40

-4
9 歳

10
.9

1.
4

2.
0

82
.6

3.
1

35
0

50
-5

9 歳
12

.2
1.

9
2.

7
79

.4
3.

9
48

5

＜
男

性
＞

6.
9

0.
4

1.
9

85
.9

5.
0

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞ 正

規
雇
用

5.
6

0.
6

1.
9

88
.9

3.
1

16
2

非
正
規

雇
用

4.
8

0.
0

0.
0

95
.2

0.
0

21
自
営

・
そ

の
他

14
.0

0.
0

4.
0

76
.0

6.
0

50
無
職

5.
6

0.
0

0.
0

83
.3

11
.1

18
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

72
.7

27
.3

11
＜
男

性
・

同
居

配
偶

者
の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

8.
2

0.
0

1.
6

82
.0

8.
2

61
妻

　
 
 い

る
6.

0
0.

5
1.

6
88

.0
3.

8
18

3
無

回
答

11
.1

0.
0

5.
6

77
.8

5.
6

18
＜
男

性
・

介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

5.
6

0.
0

3.
7

85
.2

5.
6

54
主

た
る

介
護

者
で

な
い

7.
3

0.
5

1.
5

85
.9

4.
9

20
5

無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
3

＜
女

性
＞

11
.0

1.
7

3.
1

81
.5

2.
6

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞ 正

規
雇
用

7.
7

1.
2

1.
2

88
.7

1.
2

16
8

非
正
規

雇
用

13
.9

1.
4

4.
0

79
.8

0.
9

35
2

自
営

・
そ

の
他

12
.1

3.
4

4.
3

78
.4

1.
7

11
6

無
職

4.
9

1.
2

3.
7

87
.7

2.
5

81
無

回
答

8.
9

2.
2

0.
0

64
.4

24
.4

45
＜
女

性
・

同
居

配
偶

者
の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

4.
1

1.
0

3.
6

88
.1

3.
1

19
3

夫
　
 
 い

る
13

.9
1.

6
2.

8
80

.1
1.

6
49

7
無

回
答

9.
7

4.
2

4.
2

73
.6

8.
3

72
＜
女

性
・

介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

11
.8

2.
1

4.
4

79
.6

2.
1

47
5

主
た
る

介
護

者
で

な
い

9.
4

1.
1

1.
1

85
.7

2.
6

26
5

無
回
答

13
.6

0.
0

0.
0

72
.7

13
.6

22

問
12

(6
) 　

あ
な
た

は
、

介
護

に
関

わ
り

始
め

る
以

前
か

ら
、
次

の
よ

う
な

地
域

と
つ

な
が

り
の

あ
る

　
　

　
活

動
を

し
て

い
ま

す
か
。
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ど
の

よ
う

な
こ

と
が

あ
ろ

う
と

今
の

と
こ

ろ
考

え
て

い
な

い

要
介

護
者
の

状
態

が
悪

化
し

た
時
、

施
設

へ
の
入

居
も

考
え

て
い る

要
介

護
者
の

状
態

に
か

か
わ
ら

ず
施

設
の
入

居
を

考
え

て
い

る

現
在

入
居

（
入
院
）

し
て

い
る
・

入
居

待
ち

で
あ る

そ
の
他

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計
＞

27
.6

49
.1

2.
1

15
.8

3.
6

1.
8

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
43

.9
33

.9
2.

1
15

.3
2.

6
2.

1
18

9
40

-4
9 歳

27
.4

49
.1

2.
6

14
.9

4.
3

1.
7

35
0

50
-5

9歳
21

.4
55

.1
1.

6
16

.7
3.

5
1.

6
48

5

＜
男
性
＞

26
.7

51
.9

1.
9

14
.5

2.
3

2.
7

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
25

.9
52

.5
1.

2
15

.4
3.

7
1.

2
16

2
非

正
規

雇
用

28
.6

52
.4

0.
0

19
.0

0.
0

0.
0

21
自

営
・

そ
の

他
26

.0
54

.0
2.

0
12

.0
0.

0
6.

0
50

無
職

27
.8

55
.6

5.
6

11
.1

0.
0

0.
0

18
無

回
答

36
.4

27
.3

9.
1

9.
1

0.
0

18
.2

11
＜

男
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
27

.9
60

.7
0.

0
11

.5
0.

0
0.

0
61

妻
　

 
 い

る
26

.8
48

.1
2.

7
15

.8
3.

3
3.

3
18

3
無

回
答

22
.2

61
.1

0.
0

11
.1

0.
0

5.
6

18
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

13
.0

64
.8

1.
9

14
.8

0.
0

5.
6

54
主

た
る

介
護
者
で

な
い

30
.2

49
.3

2.
0

13
.7

2.
9

2.
0

20
5

無
回

答
33

.3
0.

0
0.

0
66

.7
0.

0
0.

0
3

＜
女
性
＞

28
.0

48
.2

2.
1

16
.3

4.
1

1.
4

76
2

＜
女
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
29

.2
50

.0
3.

0
14

.3
3.

0
0.

6
16

8
非

正
規

雇
用

29
.3

48
.0

1.
7

16
.8

3.
4

0.
9

35
2

自
営
・

そ
の

他
27

.6
48

.3
3.

4
15

.5
4.

3
0.

9
11

6
無

職
24

.7
48

.1
0.

0
18

.5
7.

4
1.

2
81

無
回

答
20

.0
42

.2
2.

2
17

.8
6.

7
11

.1
45

＜
女
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
37

.8
43

.5
1.

0
12

.4
3.

6
1.

6
19

3
夫

　
 
 い

る
22

.5
51

.7
2.

6
17

.5
4.

4
1.

2
49

7
無

回
答

38
.9

36
.1

1.
4

18
.1

2.
8

2.
8

72
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

28
.6

48
.4

2.
1

15
.2

4.
6

1.
1

47
5

主
た

る
介

護
者
で

な
い

27
.2

49
.4

1.
9

16
.6

3.
4

1.
5

26
5

無
回

答
22

.7
27

.3
4.

5
36

.4
0.

0
9.

1
22

問
13

　
要

介
護

者
に

つ
い

て
、

介
護
施

設
（

老
人

ホ
ー
ム

･
介

護
老

人
保
健

施
設

･
介

護
療

養
型

施
設

･
グ

ル
ー
プ

ホ
ー

ム
・

グ
ル
ー

プ

   
   

   
ハ

ウ
ス

等
）

へ
の
入

居
を
考

え
て

い
ま

す
か

。
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問
14

　
介

護
を

す
る

に
あ

た
っ
て

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

ど
の
程

度
、

あ
な
た

に
あ
て

は
ま
り

ま
す
か

。

■
自

分
は
介

護
者

と
し

て
よ
く

や
っ
て

い
る
と

感
じ
る

あ
て
は

ま
る

や
や

あ
て

は
ま

る

あ
ま
り

あ
て

は
ま

ら
な

い

あ
て

は
ま

ら
な
い

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

17
.9

37
.5

21
.8

14
.3

5.
5

3.
1

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
9.

5
34

.4
27

.5
20

.6
5.

3
2.

6
18

9
40

-4
9歳

15
.1

37
.7

22
.9

16
.0

6.
3

2.
0

35
0

50
-5

9 歳
23

.1
38

.6
18

.8
10

.5
4.

9
4.

1
48

5

＜
男
性
＞

14
.1

23
.7

26
.3

24
.8

6.
9

4.
2

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

14
.2

21
.6

28
.4

26
.5

6.
2

3.
1

16
2

非
正

規
雇
用

19
.0

19
.0

23
.8

28
.6

9.
5

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

10
.0

30
.0

24
.0

24
.0

8.
0

4.
0

50
無
職

11
.1

33
.3

22
.2

16
.7

5.
6

11
.1

18
無

回
答

27
.3

18
.2

18
.2

9.
1

9.
1

18
.2

11
＜

男
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な
い

13
.1

21
.3

29
.5

31
.1

4.
9

0.
0

61
妻
　

 
 
い
る

13
.7

23
.5

26
.2

24
.6

7.
1

4.
9

18
3

無
回
答

22
.2

33
.3

16
.7

5.
6

11
.1

11
.1

18
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

29
.6

33
.3

18
.5

5.
6

5.
6

7.
4

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

10
.2

21
.5

28
.8

29
.8

6.
3

3.
4

20
5

無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

33
.3

66
.7

0.
0

3

＜
女
性
＞

19
.2

42
.3

20
.2

10
.6

5.
0

2.
8

76
2

＜
女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

15
.5

39
.9

27
.4

12
.5

3.
6

1.
2

16
8

非
正

規
雇
用

19
.0

41
.8

19
.0

13
.6

5.
4

1.
1

35
2

自
営
・

そ
の
他

25
.0

44
.0

17
.2

4.
3

7.
8

1.
7

11
6

無
職

17
.3

46
.9

22
.2

4.
9

3.
7

4.
9

81
無

回
答

22
.2

42
.2

6.
7

6.
7

2.
2

20
.0

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な
い

15
.0

39
.9

24
.4

14
.0

4.
1

2.
6

19
3

夫
　

 
 
い
る

21
.1

41
.6

19
.3

10
.3

5.
4

2.
2

49
7

無
回
答

16
.7

52
.8

15
.3

4.
2

4.
2

6.
9

72
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

24
.0

49
.9

16
.0

3.
4

5.
1

1.
7

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

10
.2

28
.7

28
.3

24
.2

4.
9

3.
8

26
5

無
回
答

22
.7

40
.9

13
.6

4.
5

4.
5

13
.6

22
 

 
 

 問
14

　
介

護
を

す
る

に
あ

た
っ
て

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

ど
の
程

度
、

あ
な
た

に
あ
て

は
ま
り

ま
す
か

。

■
介

護
す
る

の
が

心
身

と
も
に

き
つ
い

と
感

じ
る

あ
て
は

ま
る

や
や

あ
て

は
ま

る

あ
ま
り

あ
て

は
ま

ら
な

い

あ
て

は
ま

ら
な
い

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

18
.5

35
.1

23
.9

15
.6

4.
1

2.
8

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
19

.0
29

.1
23

.8
19

.6
5.

8
2.

6
18

9
40

-4
9歳

17
.1

33
.7

26
.6

15
.1

6.
0

1.
4

35
0

50
-5

9 歳
19

.2
38

.4
22

.1
14

.4
2.

1
3.

9
48

5

＜
男
性
＞

13
.0

29
.8

26
.0

21
.4

7.
3

2.
7

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

13
.0

32
.7

24
.1

21
.0

8.
0

1.
2

16
2

非
正

規
雇
用

4.
8

38
.1

19
.0

23
.8

14
.3

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

16
.0

20
.0

34
.0

20
.0

6.
0

4.
0

50
無
職

16
.7

22
.2

27
.8

27
.8

0.
0

5.
6

18
無

回
答

9.
1

27
.3

27
.3

18
.2

0.
0

18
.2

11
＜

男
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な
い

18
.0

21
.3

26
.2

26
.2

8.
2

0.
0

61
妻
　

 
 
い
る

11
.5

31
.1

25
.1

21
.9

7.
7

2.
7

18
3

無
回
答

11
.1

44
.4

33
.3

0.
0

0.
0

11
.1

18
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

20
.4

40
.7

22
.2

9.
3

1.
9

5.
6

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

10
.7

26
.8

27
.3

24
.4

8.
8

2.
0

20
5

無
回
答

33
.3

33
.3

0.
0

33
.3

0.
0

0.
0

3

＜
女
性
＞

20
.3

36
.9

23
.2

13
.6

3.
0

2.
9

76
2

＜
女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

14
.9

42
.3

18
.5

20
.8

1.
8

1.
8

16
8

非
正

規
雇
用

19
.9

36
.4

24
.7

14
.2

4.
0

0.
9

35
2

自
営
・

そ
の
他

24
.1

37
.9

25
.0

9.
5

2.
6

0.
9

11
6

無
職

25
.9

39
.5

22
.2

3.
7

2.
5

6.
2

81
無

回
答

24
.4

13
.3

26
.7

11
.1

2.
2

22
.2

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な
い

21
.2

36
.8

24
.4

13
.0

2.
1

2.
6

19
3

夫
　

 
 
い
る

20
.7

37
.4

23
.3

13
.1

3.
0

2.
4

49
7

無
回
答

15
.3

33
.3

19
.4

19
.4

5.
6

6.
9

72
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

24
.4

40
.8

22
.1

8.
4

2.
1

2.
1

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

12
.8

30
.9

26
.0

22
.3

4.
2

3.
8

26
5

無
回
答

22
.7

22
.7

13
.6

22
.7

9.
1

9.
1

22
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問
14

　
介

護
を

す
る

に
あ

た
っ
て

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

ど
の
程

度
、

あ
な
た

に
あ
て

は
ま
り

ま
す
か

。

■
介

護
が
原

因
で

、
友

人
と

の
関
係

が
悪
く

な
る

あ
て
は

ま
る

や
や

あ
て

は
ま

る

あ
ま
り

あ
て

は
ま

ら
な

い

あ
て

は
ま

ら
な
い

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

2.
9

9.
1

30
.3

51
.2

3.
7

2.
8

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
3.

7
11

.1
29

.6
49

.7
3.

2
2.

6
18

9
40

-4
9歳

4.
0

8.
9

32
.0

48
.9

4.
9

1.
4

35
0

50
-5

9 歳
1.

9
8.

5
29

.3
53

.4
3.

1
3.

9
48

5

＜
男
性
＞

1.
5

6.
5

28
.2

55
.3

5.
3

3.
1

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

1.
2

6.
2

34
.6

51
.9

4.
9

1.
2

16
2

非
正

規
雇
用

4.
8

4.
8

9.
5

66
.7

14
.3

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

2.
0

6.
0

16
.0

70
.0

2.
0

4.
0

50
無
職

0.
0

11
.1

27
.8

50
.0

5.
6

5.
6

18
無

回
答

0.
0

9.
1

27
.3

27
.3

9.
1

27
.3

11
＜

男
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な
い

0.
0

8.
2

31
.1

54
.1

4.
9

1.
6

61
妻
　

 
 
い
る

1.
6

5.
5

26
.8

57
.4

6.
0

2.
7

18
3

無
回
答

5.
6

11
.1

33
.3

38
.9

0.
0

11
.1

18
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

1.
9

14
.8

33
.3

40
.7

3.
7

5.
6

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

1.
5

4.
4

26
.8

59
.0

5.
9

2.
4

20
5

無
回
答

0.
0

0.
0

33
.3

66
.7

0.
0

0.
0

3

＜
女
性
＞

3.
4

10
.0

31
.0

49
.7

3.
1

2.
8

76
2

＜
女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

4.
8

8.
3

30
.4

51
.8

3.
6

1.
2

16
8

非
正

規
雇
用

2.
3

10
.2

34
.1

48
.9

3.
7

0.
9

35
2

自
営
・

そ
の
他

5.
2

12
.1

28
.4

50
.9

2.
6

0.
9

11
6

無
職

3.
7

13
.6

28
.4

45
.7

1.
2

7.
4

81
無

回
答

2.
2

2.
2

20
.0

53
.3

2.
2

20
.0

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な
い

5.
2

9.
3

32
.1

47
.2

3.
6

2.
6

19
3

夫
　

 
 
い
る

2.
2

10
.1

30
.4

52
.1

3.
0

2.
2

49
7

無
回
答

6.
9

11
.1

31
.9

40
.3

2.
8

6.
9

72
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

3.
4

11
.2

34
.1

47
.4

2.
1

1.
9

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

2.
6

8.
7

24
.9

54
.7

5.
3

3.
8

26
5

無
回
答

13
.6

0.
0

36
.4

40
.9

0.
0

9.
1

22
 

 
  

問
14

　
介

護
を

す
る

に
あ

た
っ
て

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

ど
の
程

度
、

あ
な
た

に
あ
て

は
ま
り

ま
す
か

。

■
介

護
が
原

因
で

、
自

分
の
体

調
が
悪

く
な
る

あ
て
は

ま
る

や
や

あ
て

は
ま

る

あ
ま
り

あ
て

は
ま

ら
な

い

あ
て

は
ま

ら
な
い

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

13
.1

30
.0

24
.3

27
.4

2.
5

2.
6

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
11

.1
25

.4
27

.0
30

.7
3.

2
2.

6
18

9
40

-4
9歳

13
.4

30
.3

23
.1

28
.0

3.
7

1.
4

35
0

50
-5

9 歳
13

.6
31

.5
24

.1
25

.8
1.

4
3.

5
48

5

＜
男
性
＞

6.
5

19
.5

26
.3

40
.5

4.
6

2.
7

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

5.
6

21
.6

30
.2

36
.4

4.
9

1.
2

16
2

非
正

規
雇
用

9.
5

9.
5

9.
5

57
.1

14
.3

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

8.
0

14
.0

20
.0

54
.0

0.
0

4.
0

50
無
職

5.
6

27
.8

27
.8

33
.3

0.
0

5.
6

18
無

回
答

9.
1

18
.2

27
.3

18
.2

9.
1

18
.2

11
＜

男
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な
い

4.
9

26
.2

23
.0

41
.0

4.
9

0.
0

61
妻
　

 
 
い
る

6.
6

16
.4

26
.8

42
.6

4.
9

2.
7

18
3

無
回
答

11
.1

27
.8

33
.3

16
.7

0.
0

11
.1

18
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

11
.1

33
.3

25
.9

22
.2

1.
9

5.
6

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

5.
4

16
.1

25
.9

45
.4

5.
4

2.
0

20
5

無
回
答

0.
0

0.
0

66
.7

33
.3

0.
0

0.
0

3

＜
女
性
＞

15
.4

33
.6

23
.6

23
.0

1.
8

2.
6

76
2

＜
女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

15
.5

30
.4

25
.0

26
.8

1.
2

1.
2

16
8

非
正

規
雇
用

13
.1

35
.2

24
.4

23
.6

2.
8

0.
9

35
2

自
営
・

そ
の
他

19
.8

36
.2

22
.4

19
.8

0.
9

0.
9

11
6

無
職

19
.8

34
.6

22
.2

17
.3

0.
0

6.
2

81
無

回
答

13
.3

24
.4

17
.8

22
.2

2.
2

20
.0

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な
い

15
.0

31
.6

26
.4

22
.3

2.
1

2.
6

19
3

夫
　

 
 
い
る

15
.5

34
.0

23
.1

23
.5

1.
8

2.
0

49
7

無
回
答

15
.3

36
.1

19
.4

20
.8

1.
4

6.
9

72
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

18
.5

37
.7

23
.8

17
.1

1.
3

1.
7

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

9.
4

26
.8

24
.2

32
.8

3.
0

3.
8

26
5

無
回
答

18
.2

27
.3

13
.6

31
.8

0.
0

9.
1

22
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問
14

　
介

護
を

す
る

に
あ

た
っ
て

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

ど
の
程

度
、
あ

な
た
に

あ
て
は

ま
り
ま

す
か
。

■
介

護
が
原

因
で

、
家

族
と
の

関
係
が

悪
く
な

る

あ
て
は

ま
る

や
や

あ
て

は
ま

る

あ
ま
り

あ
て

は
ま

ら
な

い

あ
て

は
ま

ら
な
い

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計

＞
9.

9
24

.7
27

.2
33

.4
2.

2
2.

5
10

24

＜
年
齢

＞

30
-3

9 歳
12

.7
22

.8
22

.8
34

.9
4.

2
2.

6
18

9
40

-4
9歳

10
.6

26
.0

27
.1

32
.3

2.
6

1.
4

35
0

50
-5

9 歳
8.

2
24

.5
29

.1
33

.6
1.

2
3.

3
48

5

＜
男
性

＞
6.

1
22

.1
26

.0
39

.3
3.

8
2.

7
26

2
＜

男
性

・
現
職

＞

正
規

雇
用

5.
6

22
.2

29
.6

37
.0

4.
3

1.
2

16
2

非
正

規
雇
用

9.
5

23
.8

9.
5

57
.1

0.
0

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

6.
0

22
.0

20
.0

44
.0

4.
0

4.
0

50
無
職

5.
6

22
.2

27
.8

38
.9

0.
0

5.
6

18
無

回
答

9.
1

18
.2

27
.3

18
.2

9.
1

18
.2

11
＜

男
性

・
同
居

配
偶
者

の
有

無
＞

妻
　

い
な
い

4.
9

18
.0

27
.9

45
.9

3.
3

0.
0

61
妻
　

 
 
い
る

6.
0

25
.1

23
.5

38
.3

4.
4

2.
7

18
3

無
回
答

11
.1

5.
6

44
.4

27
.8

0.
0

11
.1

18
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

9.
3

27
.8

18
.5

33
.3

5.
6

5.
6

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

5.
4

21
.0

27
.3

41
.0

3.
4

2.
0

20
5

無
回
答

0.
0

0.
0

66
.7

33
.3

0.
0

0.
0

3

＜
女
性

＞
11

.2
25

.6
27

.7
31

.4
1.

7
2.

5
76

2
＜

女
性

・
現
職

＞

正
規

雇
用

11
.9

27
.4

29
.2

29
.8

1.
2

0.
6

16
8

非
正

規
雇
用

10
.8

23
.6

29
.5

32
.7

2.
6

0.
9

35
2

自
営
・

そ
の
他

12
.1

30
.2

22
.4

33
.6

0.
9

0.
9

11
6

無
職

7.
4

28
.4

27
.2

30
.9

0.
0

6.
2

81
無

回
答

15
.6

17
.8

22
.2

22
.2

2.
2

20
.0

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者

の
有

無
＞

夫
　

い
な
い

12
.4

24
.9

26
.9

30
.1

3.
1

2.
6

19
3

夫
　

 
 
い
る

10
.7

27
.0

29
.0

30
.4

1.
2

1.
8

49
7

無
回
答

11
.1

18
.1

20
.8

41
.7

1.
4

6.
9

72
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

12
.4

24
.4

30
.1

30
.5

0.
8

1.
7

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

8.
3

28
.7

23
.8

32
.5

3.
4

3.
4

26
5

無
回
答

18
.2

13
.6

22
.7

36
.4

0.
0

9.
1

22
  

  
  

  

問
14

　
介

護
を
す

る
に
あ

た
っ
て

、
次

の
よ

う
な
こ

と
は
ど

の
程
度

、
あ

な
た

に
あ
て

は
ま
り

ま
す

か
。

■
介
護

が
原
因

で
、
家

計
が

苦
し

く
な
る

あ
て
は

ま
る

や
や
あ

て
は
ま

る

あ
ま

り
あ

て
は

ま
ら

な
い

あ
て
は

ま
ら
な

い
わ

か
ら

な
い

無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計

＞
12

.0
21

.0
29

.2
32

.4
2.

6
2.

7
10

24

＜
年
齢

＞

30
-3

9 歳
15

.9
26

.5
22

.8
27

.5
4.

2
3.

2
18

9
40

-4
9歳

13
.4

22
.3

30
.9

28
.6

3.
4

1.
4

35
0

50
-5

9 歳
9.

5
17

.9
30

.5
37

.1
1.

4
3.

5
48

5

＜
男
性

＞
11

.8
22

.1
27

.1
32

.1
4.

2
2.

7
26

2
＜

男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

9.
3

21
.6

29
.6

34
.6

3.
7

1.
2

16
2

非
正

規
雇
用

23
.8

19
.0

14
.3

33
.3

9.
5

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

12
.0

20
.0

22
.0

40
.0

2.
0

4.
0

50
無
職

16
.7

27
.8

38
.9

5.
6

5.
6

5.
6

18
無

回
答

18
.2

36
.4

18
.2

0.
0

9.
1

18
.2

11
＜

男
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無
＞

妻
　

い
な
い

18
.0

14
.8

29
.5

32
.8

4.
9

0.
0

61
妻
　

 
 
い
る

9.
3

22
.4

27
.3

33
.9

4.
4

2.
7

18
3

無
回
答

16
.7

44
.4

16
.7

11
.1

0.
0

11
.1

18
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護
者

で
あ
る

16
.7

24
.1

22
.2

27
.8

3.
7

5.
6

54
主

た
る

介
護
者

で
な
い

10
.7

20
.5

28
.8

33
.7

4.
4

2.
0

20
5

無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
3

＜
女
性

＞
12

.1
20

.6
29

.9
32

.5
2.

1
2.

8
76

2
＜

女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

13
.1

22
.6

27
.4

33
.3

2.
4

1.
2

16
8

非
正

規
雇
用

12
.8

20
.7

31
.8

31
.0

2.
8

0.
9

35
2

自
営
・

そ
の
他

14
.7

19
.8

31
.0

32
.8

0.
0

1.
7

11
6

無
職

7.
4

18
.5

33
.3

34
.6

1.
2

4.
9

81
無

回
答

4.
4

17
.8

15
.6

37
.8

2.
2

22
.2

45
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無
＞

夫
　

い
な
い

11
.9

23
.8

28
.5

30
.1

2.
6

3.
1

19
3

夫
　

 
 
い
る

11
.7

20
.1

31
.0

33
.2

2.
0

2.
0

49
7

無
回
答

15
.3

15
.3

26
.4

34
.7

1.
4

6.
9

72
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護
者

で
あ
る

12
.6

20
.6

32
.6

30
.9

1.
3

1.
9

47
5

主
た
る

介
護
者

で
な
い

11
.3

21
.1

25
.7

34
.3

3.
8

3.
8

26
5

無
回
答

9.
1

13
.6

22
.7

45
.5

0.
0

9.
1

22
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問
14

　
介

護
を

す
る

に
あ

た
っ
て

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

ど
の
程

度
、

あ
な
た

に
あ
て

は
ま
り

ま
す
か

。

■
介

護
の
た

め
に

、
自

分
の
や

り
た
い

こ
と
が

全
く
で

き
な
い

と
感
じ

る

あ
て
は

ま
る

や
や

あ
て

は
ま

る

あ
ま
り

あ
て

は
ま

ら
な

い

あ
て

は
ま

ら
な
い

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

14
.2

33
.6

26
.4

20
.8

2.
5

2.
5

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
12

.2
29

.6
26

.5
27

.0
2.

1
2.

6
18

9
40

-4
9歳

13
.1

32
.3

27
.7

21
.7

3.
7

1.
4

35
0

50
-5

9 歳
15

.7
36

.1
25

.4
17

.7
1.

9
3.

3
48

5

＜
男
性
＞

9.
2

27
.9

27
.5

27
.9

4.
6

3.
1

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

9.
3

30
.9

25
.3

28
.4

4.
9

1.
2

16
2

非
正

規
雇
用

9.
5

9.
5

33
.3

33
.3

14
.3

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

8.
0

26
.0

36
.0

26
.0

0.
0

4.
0

50
無
職

16
.7

27
.8

22
.2

27
.8

0.
0

5.
6

18
無

回
答

0.
0

27
.3

18
.2

18
.2

9.
1

27
.3

11
＜

男
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な
い

8.
2

24
.6

29
.5

34
.4

3.
3

0.
0

61
妻
　

 
 
い
る

9.
3

28
.4

25
.1

28
.4

5.
5

3.
3

18
3

無
回
答

11
.1

33
.3

44
.4

0.
0

0.
0

11
.1

18
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

20
.4

33
.3

25
.9

13
.0

1.
9

5.
6

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

6.
3

25
.9

28
.3

31
.7

5.
4

2.
4

20
5

無
回
答

0.
0

66
.7

0.
0

33
.3

0.
0

0.
0

3

＜
女
性
＞

15
.9

35
.6

26
.0

18
.4

1.
8

2.
4

76
2

＜
女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

17
.9

37
.5

18
.5

25
.0

0.
6

0.
6

16
8

非
正

規
雇
用

13
.6

34
.9

30
.7

17
.6

2.
3

0.
9

35
2

自
営
・

そ
の
他

17
.2

36
.2

25
.9

16
.4

3.
4

0.
9

11
6

無
職

21
.0

38
.3

23
.5

12
.3

0.
0

4.
9

81
無

回
答

13
.3

26
.7

22
.2

15
.6

2.
2

20
.0

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な
い

18
.7

35
.2

24
.4

17
.6

1.
6

2.
6

19
3

夫
　

 
 
い
る

13
.5

36
.2

27
.6

18
.7

2.
2

1.
8

49
7

無
回
答

25
.0

31
.9

19
.4

18
.1

0.
0

5.
6

72
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

18
.7

39
.4

26
.3

12
.6

1.
5

1.
5

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

10
.6

29
.1

25
.7

29
.1

2.
3

3.
4

26
5

無
回
答

18
.2

31
.8

22
.7

13
.6

4.
5

9.
1

22
 

 
  

問
14

　
介

護
を

す
る

に
あ

た
っ
て

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

ど
の
程

度
、

あ
な
た

に
あ
て

は
ま
り

ま
す
か

。

■
隣

人
や
友

人
に

よ
っ

て
（
介

護
を
す

る
自
分

は
）
十

分
に
支

え
ら
れ

て
い
る

と
感
じ

る

あ
て
は

ま
る

や
や

あ
て

は
ま

る

あ
ま
り

あ
て

は
ま

ら
な

い

あ
て

は
ま

ら
な
い

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

8.
5

21
.1

29
.4

31
.1

7.
2

2.
7

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
10

.6
21

.2
29

.1
27

.0
9.

5
2.

6
18

9
40

-4
9歳

9.
4

23
.1

28
.3

28
.6

8.
6

2.
0

35
0

50
-5

9 歳
7.

0
19

.6
30

.3
34

.4
5.

4
3.

3
48

5

＜
男
性
＞

3.
1

14
.5

28
.6

37
.4

13
.4

3.
1

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

2.
5

11
.7

31
.5

37
.7

14
.8

1.
9

16
2

非
正

規
雇
用

0.
0

19
.0

28
.6

38
.1

14
.3

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

6.
0

16
.0

20
.0

46
.0

8.
0

4.
0

50
無
職

0.
0

22
.2

33
.3

22
.2

16
.7

5.
6

18
無

回
答

9.
1

27
.3

18
.2

18
.2

9.
1

18
.2

11
＜

男
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な
い

1.
6

18
.0

32
.8

29
.5

18
.0

0.
0

61
妻
　

 
 
い
る

3.
8

13
.1

26
.2

40
.4

13
.1

3.
3

18
3

無
回
答

0.
0

16
.7

38
.9

33
.3

0.
0

11
.1

18
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

1.
9

16
.7

35
.2

35
.2

5.
6

5.
6

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

3.
4

14
.1

26
.3

38
.0

15
.6

2.
4

20
5

無
回
答

0.
0

0.
0

66
.7

33
.3

0.
0

0.
0

3

＜
女
性
＞

10
.4

23
.4

29
.7

28
.9

5.
1

2.
6

76
2

＜
女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

8.
9

27
.4

28
.0

31
.0

3.
6

1.
2

16
8

非
正

規
雇
用

9.
9

22
.7

34
.7

25
.6

6.
3

0.
9

35
2

自
営
・

そ
の
他

12
.9

25
.0

25
.0

28
.4

6.
9

1.
7

11
6

無
職

14
.8

14
.8

22
.2

40
.7

2.
5

4.
9

81
無

回
答

4.
4

24
.4

22
.2

26
.7

2.
2

20
.0

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な
い

7.
8

23
.3

24
.4

37
.3

4.
7

2.
6

19
3

夫
　

 
 
い
る

10
.1

23
.7

32
.2

26
.0

5.
8

2.
2

49
7

無
回
答

19
.4

20
.8

26
.4

26
.4

1.
4

5.
6

72
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

11
.8

24
.6

30
.3

27
.4

4.
2

1.
7

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

7.
5

21
.1

29
.1

32
.5

6.
0

3.
8

26
5

無
回
答

13
.6

22
.7

22
.7

18
.2

13
.6

9.
1

22
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問
14

　
介

護
を

す
る

に
あ

た
っ
て

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

ど
の
程

度
、

あ
な
た

に
あ
て

は
ま
り

ま
す
か

。

■
介

護
は
や

り
が
い

の
あ

る
も

だ
と
感

じ
る

あ
て
は

ま
る

や
や

あ
て

は
ま

る

あ
ま
り

あ
て

は
ま

ら
な

い

あ
て

は
ま

ら
な
い

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

3.
2

17
.7

36
.1

29
.2

11
.2

2.
5

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
5.

8
15

.3
35

.4
30

.7
9.

5
3.

2
18

9
40

-4
9歳

3.
4

16
.3

34
.3

31
.4

13
.1

1.
4

35
0

50
-5

9 歳
2.

1
19

.6
37

.7
27

.0
10

.5
3.

1
48

5

＜
男
性
＞

2.
3

16
.0

32
.8

29
.8

16
.0

3.
1

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

3.
1

16
.0

34
.0

29
.6

15
.4

1.
9

16
2

非
正

規
雇
用

4.
8

14
.3

42
.9

23
.8

14
.3

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

0.
0

14
.0

30
.0

38
.0

14
.0

4.
0

50
無
職

0.
0

16
.7

22
.2

27
.8

27
.8

5.
6

18
無

回
答

0.
0

27
.3

27
.3

9.
1

18
.2

18
.2

11
＜

男
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な
い

3.
3

18
.0

32
.8

34
.4

9.
8

1.
6

61
妻
　

 
 
い
る

1.
1

15
.3

32
.8

29
.0

19
.1

2.
7

18
3

無
回
答

11
.1

16
.7

33
.3

22
.2

5.
6

11
.1

18
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

3.
7

18
.5

31
.5

27
.8

13
.0

5.
6

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

2.
0

15
.6

33
.2

29
.8

17
.1

2.
4

20
5

無
回
答

0.
0

0.
0

33
.3

66
.7

0.
0

0.
0

3

＜
女
性
＞

3.
5

18
.2

37
.3

29
.0

9.
6

2.
4

76
2

＜
女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

3.
6

20
.2

41
.1

28
.0

6.
5

0.
6

16
8

非
正

規
雇
用

3.
1

16
.2

36
.6

31
.3

11
.9

0.
9

35
2

自
営
・

そ
の
他

2.
6

22
.4

37
.9

25
.9

10
.3

0.
9

11
6

無
職

6.
2

19
.8

35
.8

27
.2

6.
2

4.
9

81
無

回
答

4.
4

13
.3

28
.9

26
.7

6.
7

20
.0

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な
い

3.
6

19
.2

38
.9

28
.0

7.
8

2.
6

19
3

夫
　

 
 
い
る

3.
8

17
.3

36
.4

30
.8

9.
9

1.
8

49
7

無
回
答

1.
4

22
.2

38
.9

19
.4

12
.5

5.
6

72
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

4.
0

19
.8

40
.0

25
.7

9.
1

1.
5

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

3.
0

15
.8

33
.2

35
.1

9.
4

3.
4

26
5

無
回
答

0.
0

13
.6

27
.3

27
.3

22
.7

9.
1

22
  

  
  

 問
14

　
介

護
を

す
る

に
あ

た
っ
て

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

ど
の
程

度
、

あ
な
た

に
あ
て

は
ま
り

ま
す
か

。

■
家

族
に
よ

っ
て

（
介

護
を
す

る
自
分

は
）
十

分
に
支

え
ら
れ

て
い
る

と
感
じ

る

あ
て
は

ま
る

や
や

あ
て

は
ま

る

あ
ま
り

あ
て

は
ま

ら
な

い

あ
て

は
ま

ら
な
い

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

22
.5

34
.9

20
.2

14
.1

5.
7

2.
7

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
24

.3
37

.0
17

.5
12

.2
6.

3
2.

6
18

9
40

-4
9歳

21
.7

34
.3

21
.4

13
.4

7.
1

2.
0

35
0

50
-5

9 歳
22

.3
34

.4
20

.4
15

.3
4.

3
3.

3
48

5

＜
男
性
＞

29
.0

30
.5

15
.6

11
.8

9.
9

3.
1

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

30
.9

30
.2

17
.3

9.
9

9.
9

1.
9

16
2

非
正

規
雇
用

19
.0

42
.9

4.
8

14
.3

19
.0

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

30
.0

28
.0

16
.0

16
.0

6.
0

4.
0

50
無
職

22
.2

27
.8

11
.1

22
.2

11
.1

5.
6

18
無

回
答

27
.3

27
.3

18
.2

0.
0

9.
1

18
.2

11
＜

男
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な
い

24
.6

27
.9

26
.2

13
.1

8.
2

0.
0

61
妻
　

 
 
い
る

33
.3

30
.1

12
.0

11
.5

9.
8

3.
3

18
3

無
回
答

0.
0

44
.4

16
.7

11
.1

16
.7

11
.1

18
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

14
.8

31
.5

16
.7

18
.5

13
.0

5.
6

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

33
.2

30
.2

15
.6

9.
3

9.
3

2.
4

20
5

無
回
答

0.
0

33
.3

0.
0

66
.7

0.
0

0.
0

3

＜
女
性
＞

20
.2

36
.4

21
.8

14
.8

4.
2

2.
6

76
2

＜
女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

23
.8

39
.3

17
.9

13
.7

4.
2

1.
2

16
8

非
正

規
雇
用

20
.2

31
.8

25
.6

16
.8

4.
8

0.
9

35
2

自
営
・

そ
の
他

19
.0

41
.4

25
.0

10
.3

3.
4

0.
9

11
6

無
職

17
.3

44
.4

13
.6

18
.5

1.
2

4.
9

81
無

回
答

15
.6

33
.3

13
.3

8.
9

6.
7

22
.2

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な
い

21
.2

37
.8

20
.7

12
.4

5.
2

2.
6

19
3

夫
　

 
 
い
る

19
.9

37
.0

23
.1

13
.5

4.
2

2.
2

49
7

無
回
答

19
.4

27
.8

15
.3

30
.6

1.
4

5.
6

72
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

19
.2

39
.6

22
.3

14
.9

2.
5

1.
5

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

21
.9

30
.6

21
.9

14
.0

7.
5

4.
2

26
5

無
回
答

22
.7

36
.4

9.
1

22
.7

0.
0

9.
1

22
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問
14

　
介

護
を

す
る

に
あ

た
っ
て

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

ど
の
程

度
、

あ
な
た

に
あ
て

は
ま
り

ま
す
か

。

■
要

介
護
者

と
の

関
係

が
良
好

で
あ
る

あ
て
は

ま
る

や
や

あ
て

は
ま

る

あ
ま
り

あ
て

は
ま

ら
な

い

あ
て

は
ま

ら
な
い

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

25
.8

38
.5

17
.1

9.
9

6.
0

2.
8

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
32

.8
31

.7
18

.5
8.

5
5.

3
3.

2
18

9
40

-4
9歳

22
.0

36
.6

19
.7

12
.9

6.
9

2.
0

35
0

50
-5

9 歳
25

.8
42

.5
14

.6
8.

2
5.

6
3.

3
48

5

＜
男
性
＞

27
.5

39
.3

14
.5

8.
0

7.
6

3.
1

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

27
.8

40
.1

13
.6

8.
0

8.
6

1.
9

16
2

非
正

規
雇
用

28
.6

38
.1

9.
5

14
.3

9.
5

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

26
.0

38
.0

22
.0

8.
0

2.
0

4.
0

50
無
職

27
.8

44
.4

5.
6

5.
6

11
.1

5.
6

18
無

回
答

27
.3

27
.3

18
.2

0.
0

9.
1

18
.2

11
＜

男
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な
い

31
.1

39
.3

16
.4

6.
6

6.
6

0.
0

61
妻
　

 
 
い
る

27
.3

37
.2

15
.3

8.
2

8.
7

3.
3

18
3

無
回
答

16
.7

61
.1

0.
0

11
.1

0.
0

11
.1

18
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

27
.8

35
.2

16
.7

9.
3

5.
6

5.
6

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

27
.8

40
.0

14
.1

7.
3

8.
3

2.
4

20
5

無
回
答

0.
0

66
.7

0.
0

33
.3

0.
0

0.
0

3

＜
女
性
＞

25
.2

38
.2

18
.0

10
.5

5.
4

2.
8

76
2

＜
女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

30
.4

36
.3

17
.3

13
.1

2.
4

0.
6

16
8

非
正

規
雇
用

22
.7

39
.8

21
.0

9.
7

5.
4

1.
4

35
2

自
営
・

そ
の
他

29
.3

34
.5

17
.2

11
.2

6.
9

0.
9

11
6

無
職

22
.2

45
.7

13
.6

6.
2

7.
4

4.
9

81
無

回
答

20
.0

28
.9

6.
7

13
.3

8.
9

22
.2

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な
い

26
.4

38
.9

16
.6

9.
8

5.
7

2.
6

19
3

夫
　

 
 
い
る

23
.9

38
.2

19
.1

11
.1

5.
4

2.
2

49
7

無
回
答

30
.6

36
.1

13
.9

8.
3

4.
2

6.
9

72
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

25
.7

42
.1

17
.5

8.
8

4.
0

1.
9

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

23
.8

32
.8

18
.9

13
.6

7.
2

3.
8

26
5

無
回
答

31
.8

18
.2

18
.2

9.
1

13
.6

9.
1

22
  

  
  

 問
14

　
介

護
を

す
る

に
あ

た
っ
て

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

ど
の
程

度
、

あ
な
た

に
あ
て

は
ま
り

ま
す
か

。

■
医

療
･
介
護

サ
ー
ビ

ス
に
よ

っ
て
（

介
護
す

る
自
分

は
）

十
分

に
支
え

ら
れ
て

い
る
と

感
じ
る

あ
て
は

ま
る

や
や

あ
て

は
ま

る

あ
ま
り

あ
て

は
ま

ら
な

い

あ
て

は
ま

ら
な
い

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

18
.1

37
.8

19
.3

15
.1

6.
7

2.
9

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
16

.4
30

.7
21

.2
20

.1
9.

0
2.

6
18

9
40

-4
9歳

16
.6

37
.7

19
.4

15
.7

8.
6

2.
0

35
0

50
-5

9 歳
19

.8
40

.6
18

.6
12

.8
4.

5
3.

7
48

5

＜
男
性
＞

17
.2

36
.6

16
.0

15
.3

11
.8

3.
1

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

19
.1

34
.6

19
.8

13
.0

11
.7

1.
9

16
2

非
正

規
雇
用

9.
5

47
.6

9.
5

19
.0

14
.3

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

14
.0

42
.0

12
.0

18
.0

10
.0

4.
0

50
無
職

22
.2

27
.8

5.
6

22
.2

16
.7

5.
6

18
無

回
答

9.
1

36
.4

9.
1

18
.2

9.
1

18
.2

11
＜

男
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な
い

13
.1

29
.5

18
.0

23
.0

16
.4

0.
0

61
妻
　

 
 
い
る

19
.1

38
.3

15
.8

12
.6

10
.9

3.
3

18
3

無
回
答

11
.1

44
.4

11
.1

16
.7

5.
6

11
.1

18
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

18
.5

38
.9

11
.1

14
.8

11
.1

5.
6

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

17
.1

35
.6

17
.6

15
.1

12
.2

2.
4

20
5

無
回
答

0.
0

66
.7

0.
0

33
.3

0.
0

0.
0

3

＜
女
性
＞

18
.4

38
.2

20
.5

15
.1

5.
0

2.
9

76
2

＜
女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

23
.8

35
.1

20
.2

16
.1

3.
6

1.
2

16
8

非
正

規
雇
用

17
.0

36
.6

23
.6

16
.2

5.
4

1.
1

35
2

自
営
・

そ
の
他

19
.8

47
.4

12
.9

13
.8

5.
2

0.
9

11
6

無
職

9.
9

42
.0

24
.7

13
.6

3.
7

6.
2

81
無

回
答

20
.0

31
.1

8.
9

8.
9

8.
9

22
.2

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な
い

13
.5

33
.2

24
.4

21
.8

4.
1

3.
1

19
3

夫
　

 
 
い
る

19
.9

40
.6

19
.5

12
.1

5.
4

2.
4

49
7

無
回
答

20
.8

34
.7

16
.7

18
.1

4.
2

5.
6

72
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

19
.6

40
.8

21
.5

12
.2

4.
0

1.
9

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

16
.6

34
.7

18
.9

18
.9

6.
8

4.
2

26
5

無
回
答

13
.6

22
.7

18
.2

31
.8

4.
5

9.
1

22
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問
14

　
介

護
を

す
る

に
あ

た
っ
て

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

ど
の
程

度
、

あ
な
た

に
あ
て

は
ま
り

ま
す
か

。

■
介

護
し
て

い
る
こ

と
を

感
謝

さ
れ
て

い
る
と

感
じ
る

あ
て
は

ま
る

や
や

あ
て

は
ま

る

あ
ま
り

あ
て

は
ま

ら
な

い

あ
て

は
ま

ら
な
い

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

14
.6

31
.6

21
.7

17
.3

12
.0

2.
7

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
10

.6
27

.5
23

.8
19

.0
15

.9
3.

2
18

9
40

-4
9歳

12
.6

31
.4

21
.4

18
.6

14
.3

1.
7

35
0

50
-5

9 歳
17

.7
33

.4
21

.0
15

.7
8.

9
3.

3
48

5

＜
男
性
＞

10
.7

24
.4

29
.4

15
.6

16
.8

3.
1

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

10
.5

22
.8

29
.6

15
.4

19
.8

1.
9

16
2

非
正

規
雇
用

4.
8

47
.6

19
.0

19
.0

9.
5

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

16
.0

20
.0

30
.0

22
.0

8.
0

4.
0

50
無
職

11
.1

16
.7

33
.3

5.
6

27
.8

5.
6

18
無

回
答

0.
0

36
.4

36
.4

0.
0

9.
1

18
.2

11
＜

男
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な
い

6.
6

29
.5

34
.4

11
.5

18
.0

0.
0

61
妻
　

 
 
い
る

12
.0

23
.5

26
.8

18
.6

15
.8

3.
3

18
3

無
回
答

11
.1

16
.7

38
.9

0.
0

22
.2

11
.1

18
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

13
.0

31
.5

29
.6

9.
3

11
.1

5.
6

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

10
.2

22
.9

29
.3

17
.1

18
.0

2.
4

20
5

無
回
答

0.
0

0.
0

33
.3

33
.3

33
.3

0.
0

3

＜
女
性
＞

16
.0

34
.1

19
.0

17
.8

10
.4

2.
6

76
2

＜
女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

19
.0

33
.9

22
.6

17
.3

6.
0

1.
2

16
8

非
正

規
雇
用

12
.2

34
.1

20
.5

18
.2

13
.9

1.
1

35
2

自
営
・

そ
の
他

20
.7

33
.6

17
.2

19
.0

8.
6

0.
9

11
6

無
職

17
.3

39
.5

12
.3

18
.5

7.
4

4.
9

81
無

回
答

20
.0

26
.7

11
.1

13
.3

8.
9

20
.0

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な
い

20
.7

30
.6

20
.2

16
.6

9.
3

2.
6

19
3

夫
　

 
 
い
る

14
.9

34
.4

18
.7

18
.9

10
.9

2.
2

49
7

無
回
答

11
.1

41
.7

18
.1

13
.9

9.
7

5.
6

72
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

17
.9

38
.5

18
.3

15
.2

8.
4

1.
7

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

13
.6

27
.2

19
.6

23
.0

12
.8

3.
8

26
5

無
回
答

4.
5

22
.7

27
.3

13
.6

22
.7

9.
1

22
  

  
  

 問
14

　
介

護
を

す
る

に
あ

た
っ
て

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

ど
の
程

度
、

あ
な
た

に
あ
て

は
ま
り

ま
す
か

。

■
介

護
し
て

い
て

、
精

神
的
に

参
っ
て

い
る

あ
て
は

ま
る

や
や

あ
て

は
ま

る

あ
ま
り

あ
て

は
ま

ら
な

い

あ
て

は
ま

ら
な
い

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

11
.6

28
.0

30
.7

22
.2

4.
2

3.
3

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
8.

5
22

.2
33

.9
27

.5
4.

8
3.

2
18

9
40

-4
9歳

13
.1

28
.0

30
.6

20
.3

5.
4

2.
6

35
0

50
-5

9 歳
11

.8
30

.3
29

.5
21

.4
3.

1
3.

9
48

5

＜
男
性
＞

6.
1

22
.9

31
.3

30
.2

6.
5

3.
1

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

5.
6

25
.9

31
.5

27
.8

7.
4

1.
9

16
2

非
正

規
雇
用

4.
8

19
.0

28
.6

33
.3

14
.3

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

6.
0

14
.0

38
.0

38
.0

0.
0

4.
0

50
無
職

16
.7

22
.2

16
.7

33
.3

5.
6

5.
6

18
無

回
答

0.
0

27
.3

27
.3

18
.2

9.
1

18
.2

11
＜

男
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な
い

6.
6

19
.7

26
.2

41
.0

6.
6

0.
0

61
妻
　

 
 
い
る

4.
9

25
.1

30
.6

29
.0

7.
1

3.
3

18
3

無
回
答

16
.7

11
.1

55
.6

5.
6

0.
0

11
.1

18
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

16
.7

27
.8

27
.8

18
.5

3.
7

5.
6

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

3.
4

21
.5

32
.2

33
.2

7.
3

2.
4

20
5

無
回
答

0.
0

33
.3

33
.3

33
.3

0.
0

0.
0

3

＜
女
性
＞

13
.5

29
.8

30
.4

19
.4

3.
4

3.
4

76
2

＜
女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

11
.9

32
.1

28
.0

23
.2

3.
0

1.
8

16
8

非
正

規
雇
用

12
.8

28
.4

32
.1

20
.2

4.
3

2.
3

35
2

自
営
・

そ
の
他

15
.5

32
.8

27
.6

20
.7

2.
6

0.
9

11
6

無
職

16
.0

30
.9

33
.3

13
.6

1.
2

4.
9

81
無

回
答

15
.6

22
.2

28
.9

6.
7

4.
4

22
.2

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な
い

11
.4

32
.1

29
.5

20
.7

3.
1

3.
1

19
3

夫
　

 
 
い
る

14
.3

29
.2

31
.2

18
.5

3.
6

3.
2

49
7

無
回
答

13
.9

27
.8

27
.8

22
.2

2.
8

5.
6

72
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

16
.2

34
.7

30
.1

14
.3

2.
3

2.
3

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

9.
1

21
.5

30
.6

28
.7

5.
3

4.
9

26
5

無
回
答

9.
1

22
.7

36
.4

18
.2

4.
5

9.
1

22
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問
14

　
介

護
を

す
る

に
あ

た
っ
て

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

ど
の
程

度
、
あ

な
た
に

あ
て
は

ま
り
ま

す
か
。

■
全

体
的
に

み
て

（
介

護
を
す

る
自
分

は
）
周

り
か
ら

十
分
支

え
ら
れ

て
い
る

と
感
じ

る

あ
て
は

ま
る

や
や

あ
て

は
ま

る

あ
ま
り

あ
て

は
ま

ら
な

い

あ
て

は
ま

ら
な
い

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計

＞
12

.9
36

.0
25

.4
14

.0
8.

8
2.

9
10

24

＜
年
齢

＞

30
-3

9 歳
13

.2
33

.9
24

.3
14

.8
11

.1
2.

6
18

9
40

-4
9歳

13
.4

36
.0

26
.6

12
.6

9.
4

2.
0

35
0

50
-5

9 歳
12

.4
36

.9
24

.9
14

.6
7.

4
3.

7
48

5

＜
男
性

＞
9.

2
34

.0
23

.7
17

.2
13

.0
3.

1
26

2
＜

男
性

・
現
職

＞

正
規

雇
用

9.
3

35
.2

25
.9

14
.8

13
.0

1.
9

16
2

非
正

規
雇
用

0.
0

42
.9

9.
5

28
.6

19
.0

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

12
.0

30
.0

20
.0

22
.0

12
.0

4.
0

50
無
職

11
.1

22
.2

27
.8

22
.2

11
.1

5.
6

18
無

回
答

9.
1

36
.4

27
.3

0.
0

9.
1

18
.2

11
＜

男
性

・
同
居

配
偶
者

の
有

無
＞

妻
　

い
な
い

6.
6

34
.4

27
.9

18
.0

13
.1

0.
0

61
妻
　

 
 
い
る

10
.4

33
.3

23
.5

15
.3

14
.2

3.
3

18
3

無
回
答

5.
6

38
.9

11
.1

33
.3

0.
0

11
.1

18
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

9.
3

35
.2

22
.2

18
.5

9.
3

5.
6

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

9.
3

33
.2

24
.4

16
.6

14
.1

2.
4

20
5

無
回
答

0.
0

66
.7

0.
0

33
.3

0.
0

0.
0

3

＜
女
性

＞
14

.2
36

.7
26

.0
12

.9
7.

3
2.

9
76

2
＜

女
性

・
現
職

＞

正
規

雇
用

19
.0

39
.3

22
.6

12
.5

5.
4

1.
2

16
8

非
正

規
雇
用

13
.6

34
.4

28
.7

13
.4

8.
8

1.
1

35
2

自
営
・

そ
の
他

13
.8

46
.6

23
.3

9.
5

6.
0

0.
9

11
6

無
職

9.
9

30
.9

28
.4

17
.3

7.
4

6.
2
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無

回
答

8.
9

31
.1

20
.0

11
.1

6.
7

22
.2

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者

の
有

無
＞

夫
　

い
な
い

11
.4

34
.7

25
.9

16
.6

8.
3

3.
1

19
3

夫
　

 
 
い
る

15
.1

37
.6

27
.2

10
.9

7.
0

2.
2

49
7

無
回
答

15
.3

36
.1

18
.1

16
.7

6.
9

6.
9
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＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る
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.7

39
.6
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.4
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.4

5.
3

1.
7

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い
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.1
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.3

25
.3
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.2
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.6

4.
5

26
5

無
回
答
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.6

40
.9

4.
5
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.2
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.6
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1
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 問
14

　
介

護
を
す

る
に
あ

た
っ
て

、
次

の
よ

う
な
こ

と
は
ど

の
程
度

、
あ

な
た

に
あ
て

は
ま
り

ま
す

か
。

■
介
護

が
原
因

で
、
上

司
や

同
僚

と
の
関

係
が
悪

く
な
る

あ
て

は
ま

る
や

や
あ

て
は
ま

る

あ
ま

り
あ

て
は

ま
ら

な
い

あ
て
は

ま
ら
な

い
わ

か
ら

な
い

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計

＞
1.

8
4.

2
22

.0
52

.8
7.

2
12

.0
10

24

＜
年
齢

＞

30
-3

9 歳
1.

6
1.

1
22

.2
54

.0
7.

4
13

.8
18

9
40

-4
9歳

2.
6

5.
1

25
.1

52
.3

7.
1

7.
7

35
0

50
-5

9 歳
1.

2
4.

7
19

.6
52

.8
7.

2
14

.4
48

5

＜
男
性

＞
0.

8
5.

0
21

.8
53

.4
9.

5
9.

5
26

2
＜

男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

0.
0

4.
3

28
.4
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.9
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.5

1.
9
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2

非
正

規
雇
用

0.
0

4.
8

9.
5
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.4

14
.3

0.
0
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自

営
・

そ
の
他
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0
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0
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.0
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.0

8.
0

4.
0

50
無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0
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0.

0
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無
回
答
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1
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.2

18
.2
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.3

9.
1
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.2
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＜

男
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無
＞

妻
　

い
な
い

0.
0

6.
6

19
.7

50
.8
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.5

11
.5

61
妻
　

 
 
い
る

0.
5

4.
9

21
.9

57
.4

9.
3

6.
0

18
3

無
回
答

5.
6

0.
0

27
.8

22
.2

5.
6

38
.9

18
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護
者

で
あ
る

1.
9

3.
7

18
.5

46
.3

5.
6

24
.1

54
主

た
る

介
護
者

で
な
い
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5
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4
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.4
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.6
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.7
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4
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5

無
回
答

0.
0

0.
0
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0.
0
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＜
女
性

＞
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1
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9
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.0
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4
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2
＜

女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

3.
0

7.
1
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.4

56
.0

2.
4

1.
2

16
8

非
正

規
雇
用

1.
4

2.
6

26
.1

60
.2

8.
5

1.
1

35
2

自
営
・

そ
の
他

5.
2

6.
0

15
.5

62
.1

10
.3

0.
9

11
6

無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
81

無
回
答

0.
0

4.
4

15
.6

51
.1

6.
7

22
.2

45
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無
＞

夫
　

い
な
い

1.
6

3.
6

23
.8

45
.1

7.
8

18
.1

19
3

夫
　

 
 
い
る

2.
2

3.
6

21
.1

57
.9

5.
6

9.
5

49
7

無
回
答

2.
8

6.
9

23
.6

36
.1

8.
3
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.2
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＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護
者

で
あ
る

2.
3

3.
8

23
.2

50
.3

5.
1

15
.4

47
5

主
た
る

介
護
者

で
な
い

1.
9

3.
4

20
.8

56
.6

8.
7

8.
7

26
5

無
回
答

0.
0

13
.6

13
.6
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.5
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1

9.
1
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問
14

　
介

護
を

す
る

に
あ

た
っ
て

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

ど
の
程

度
、

あ
な
た

に
あ
て

は
ま
り

ま
す
か

。

■
仕

事
で
の

責
任

を
果

た
す
た

め
に
、

家
事
、

育
児
、

介
護

が
お
ろ

そ
か
に

な
っ
て

い
る
と

感
じ

る

あ
て
は

ま
る

や
や

あ
て

は
ま

る

あ
ま
り

あ
て

は
ま

ら
な

い

あ
て

は
ま

ら
な
い

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

7.
6

19
.5

26
.2

29
.6

4.
9

12
.2

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
4.

2
20

.6
21

.7
31

.7
8.

5
13

.2
18

9
40

-4
9歳
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.3

19
.7

27
.7

28
.3

6.
3

7.
7

35
0

50
-5

9 歳
7.

0
19

.0
26

.8
29

.7
2.

5
15

.1
48

5

＜
男
性
＞

4.
6

19
.1

24
.0

34
.7

8.
0

9.
5

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

4.
9

22
.2

28
.4

33
.3

9.
3

1.
9

16
2

非
正

規
雇
用

0.
0

19
.0

33
.3

38
.1

9.
5

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

6.
0
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.0

16
.0

54
.0

6.
0

4.
0

50
無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0
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0.

0
18

無
回
答

9.
1

27
.3

18
.2

18
.2

9.
1

18
.2

11
＜

男
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な
い

4.
9

18
.0

19
.7

39
.3

6.
6

11
.5

61
妻
　

 
 
い
る

4.
4

20
.8

25
.1

35
.0

8.
7

6.
0

18
3

無
回
答

5.
6

5.
6

27
.8

16
.7

5.
6

38
.9

18
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

5.
6

14
.8

18
.5

33
.3

3.
7

24
.1

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

4.
4

20
.5

25
.4

35
.1

9.
3

5.
4

20
5

無
回
答

0.
0

0.
0

33
.3

33
.3

0.
0

33
.3

3

＜
女
性
＞

8.
7

19
.7

26
.9

27
.8

3.
8

13
.1

76
2

＜
女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

10
.7

29
.8

27
.4

26
.8

4.
2

1.
2

16
8

非
正

規
雇
用

8.
8

18
.8

34
.4

32
.7

4.
3

1.
1

35
2

自
営
・

そ
の
他

13
.8

25
.9

25
.9

27
.6

4.
3

2.
6

11
6

無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
81

無
回
答

2.
2

8.
9

17
.8

44
.4

4.
4

22
.2

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な
い

5.
7

18
.7

26
.9

23
.8

6.
2

18
.7

19
3

夫
　

 
 
い
る

9.
7

20
.5

27
.2

30
.0

3.
0

9.
7

49
7

無
回
答

9.
7

16
.7

25
.0

23
.6

2.
8

22
.2

72
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

9.
7
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.3
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.3

23
.4

2.
5

15
.8

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

7.
2

22
.3
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.4

35
.1

6.
4

8.
7

26
5

無
回
答

4.
5
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.2

31
.8

36
.4

0.
0

9.
1

22
  

  
  

 問
14

　
介

護
を

す
る

に
あ

た
っ
て

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

ど
の
程

度
、

あ
な
た

に
あ
て

は
ま
り

ま
す
か

。

■
家

事
、

育
児

、
介

護
の

た
め
に
、
仕
事
で
の
責
任
を
果
た
せ
て
い
な
い
と
感
じ
る

あ
て
は

ま
る

や
や

あ
て

は
ま

る

あ
ま
り

あ
て

は
ま

ら
な

い

あ
て

は
ま

ら
な
い

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

3.
8

13
.9

29
.5

36
.7

4.
0

12
.1

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
2.

6
15

.3
23

.3
38

.6
6.

9
13

.2
18

9
40

-4
9歳

4.
9

14
.6

30
.0

37
.4

5.
1

8.
0

35
0

50
-5

9 歳
3.

5
12

.8
31

.5
35

.5
2.

1
14

.6
48

5

＜
男
性
＞

1.
5

6.
9

30
.9

42
.4

8.
0
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.3

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

1.
2

6.
8

35
.8

45
.1

8.
0

3.
1

16
2

非
正

規
雇
用

0.
0

4.
8

28
.6

52
.4

14
.3

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

4.
0

6.
0

28
.0

50
.0

8.
0

4.
0

50
無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
18

無
回
答

0.
0

27
.3

27
.3
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.2

9.
1
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.2
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＜

男
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・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

妻
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な
い
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6
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2
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.5
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8
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妻
　

 
 
い
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1.
1
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1
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.9
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7
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1
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3

無
回
答
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6

0.
0

33
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.7

5.
6

38
.9
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＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

5.
6
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.1

24
.1

31
.5

3.
7

24
.1

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

0.
5

5.
9

32
.7

45
.4

9.
3

6.
3

20
5

無
回
答
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0

0.
0

33
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0
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3

＜
女
性
＞
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6
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6
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2
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女
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・
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職
＞

正
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雇
用

6.
5
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.0
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1.
2
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8

非
正

規
雇
用
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5
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.9
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.5
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.1
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1

0.
9

35
2

自
営
・

そ
の
他
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0

26
.7
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.4
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.3

2.
6

0.
9

11
6

無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0
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0
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無
回
答

2.
2
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.1
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.8

44
.4

2.
2

22
.2

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な
い

4.
7
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.0

28
.0

31
.6

4.
7

18
.1

19
3

夫
　

 
 
い
る

4.
8

17
.1

30
.2

36
.6

2.
0

9.
3
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7

無
回
答

2.
8
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.4
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.6
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.6
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4
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＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る
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7
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.5

30
.1

1.
3
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.2

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

3.
0

14
.7
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.0

42
.3
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3
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7

26
5

無
回
答

0.
0

13
.6

31
.8

45
.5
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0
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1
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問
14

　
介

護
を

す
る

に
あ

た
っ
て

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

ど
の
程

度
、

あ
な
た

に
あ
て

は
ま
り

ま
す
か

。

■
仕

事
と
家

庭
生

活
の

両
立
が

難
し
く

、
悩
む

こ
と
が

あ
る

あ
て
は

ま
る

や
や

あ
て

は
ま

る

あ
ま
り

あ
て

は
ま

ら
な

い

あ
て

は
ま

ら
な
い

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

8.
8

19
.5

27
.9

28
.4

3.
3

12
.0

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
7.

9
19

.6
27

.0
27

.0
5.

3
13
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